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───────────────────────────────────────────────── 

◎開会及び開議の宣告 

○議長（正木 武君） ただいまの出席議員は12人全員です。したがって、会議は成立しまし

た。 

  これより、平成24年第１回大多喜町議会定例会を開会します。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

───────────────────────────────────────────────── 

◎行政報告 

○議長（正木 武君） 日程に先立ち、町長から行政報告があります。 

  町長。 

○町長（飯島勝美君） 本日は、平成24年第１回議会定例会を招集させていただきましたとこ

ろ、議長さんを初め議員各位には、大変お忙しい中をご出席をいただき、まことにありがと

うございます。また、平素は町政の運営に当たりましては、多方面からのご支援、ご協力を

賜り、改めて御礼を申し上げます。 

  それでは、行政報告につきましては、お手元に配付をさせていただきました第１回臨時議

会以降についての資料により、ご了承をいただきたいと思います。 

  さて、本日からの第１回議会定例会でございますが、平成24年度当初予算を提案させてい

ただきますので、予算編成方針などについて若干ご説明をさせていただきます。 

  昨年３月11日に発生をしました東日本大震災及び世界的な金融危機という２つの大きな危

機に直面し、国ではこのような状況下、最優先課題であります東日本大震災からの復旧・復

興及び原子力発電所の事故による災害の速やかな終息に全力を尽くすことが肝要であるとし

ております。 

  また、地方財政においては、地域経済の低迷に伴う地方税収の低下や国の財政状況の悪化

など今後の状況は不透明であり、社会保障や公債の償還など義務的経費の増加が予想される

ことから、ますます厳しい財政状況は続くものと思われます。 

  一方、本町の財政の見通しでございますが、歳入では、依然として低迷する景気の影響に

より、町税などは、大きく伸びる期待はできない状況であり、自主財源の確保に苦慮する状

況でございます。さらには、地方交付税においては例年並みにて推移するものと思われます

が、その他の譲与税や交付金については減少する見込みであります。 
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  次に、歳出でございますが、医療・福祉関連の経費や一部事務組合の負担金等の増加が大

きく、経常的な経費の割合が高い水準で推移していることから、政策的経費の財源確保は難

しい状況となり、依然として厳しい財政状況は続くものと見込んでおります。 

  このような状況を踏まえて、平成24年度一般会計当初予算では、大多喜小学校屋内運動場

の大規模改造事業や過疎対策事業等の投資的事業に加え、高齢者や子育ての福祉事業も積極

的に推進を図るべく予算編成を行いましたが、当初予算額として45億2,900万円と、昨年当

初より３億6,300万円減となりました。主な減額の要因は、役場庁舎の増改築工事が完了し

たことによる事業費の減が大きなものでございます。また、４特別会計を含めますと70億

6,024万7,000円で、前年度比3.6パーセント減となりました。 

  以上、平成24年度当初予算編成方針等を申し上げ、定例議会冒頭のあいさつとさせていた

だきます。よろしくご審議の上、全議案可決ご同意くださるようお願い申し上げます。 

○議長（正木 武君） これで行政報告を終わります。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎諸般の報告 

○議長（正木 武君） 次に諸般の報告でありますが、第１回議会臨時会以降の議会の主な事

項は、お配りした印刷物によりご了承いただきたいと思います。 

  なお、このうち組合議会については関係議員から報告をお願いします。 

  初めに、千葉県後期高齢者医療広域連合議会定例会について、１番野中眞弓議員にお願い

します。 

  １番野中議員。 

○１番（野中眞弓君） 千葉県後期高齢者医療広域連合の平成24年第１回定例会が２月15日、

千葉市のホテルオークラにて開催されました。 

  提出されました案件は９件あります。そのうち主なものは、23年度の一般会計及び特別会

計の補正予算、それから24年度一般会計及び特別会計の予算です。この４件も含め、ほか５

件、合計９件、すべて可決しました。24年度予算につきましては、事務経費である一般会計

は、歳入歳出とも20億5,052万円、医療費支払いの会計であります特別会計は4,514億4,595

万3,000円です。 

  なお、関係書類をお手元に配付してありますので、ごらんください。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） ご苦労さまでした。 
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  次に、夷隅郡市広域市町村圏事務組合議会関係について、４番小髙芳一議員にお願いしま

す。 

  ４番小髙議員。 

○４番（小髙芳一君） それでは、報告をしたいと思います。 

  夷隅郡市広域市町村圏事務組合議会の報告をいたします。 

  去る２月24日午前10時に平成24年第１回夷隅郡市広域市町村圏事務組合議会定例会が大原

の消防署会議室にて招集され、本町から正木議長、野村議員、そして私の３名が出席をいた

しました。執行部より付議された議案は８件でありまして、すべて全会一致で、原案のとお

り可決をいたしました。議案の第１号でありますけれども、これは一般職の職員の給与等に

関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。 

  そして、第２号議案でございますけれども、夷隅郡市広域市町村圏事務組合火災予防条例

の一部を改正する条例の制定についてであります。 

  ３号議案でありますけれども、夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防手数料条例の一部を改

正する条例の制定についてであります。 

  ４号議案でありますけれども、平成23年度の夷隅郡市広域市町村圏事務組合一般会計補正

予算であります。これはお手元にある資料のとおりであります。 

  続きまして、第５号議案でありますけれども、平成24年度夷隅郡市広域市町村圏事務組合

の一般会計についてであります。これもお手元にある資料のとおりでありますので、後でご

らんをいただきたいと思います。 

  続きまして、第６号議案でありますけれども、平成24年度の夷隅郡市広域市町村圏事務組

合外房線の複線化事業特別会計予算についてであります。 

  続きまして、第７号議案は、指定管理者の指定について。 

  続きまして、第８号議案、千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の制定に

関する協議についてということで、議案第８号まで先ほど申し上げましたけれども、全会一

致で可決をされました。 

  一般会計の主なものを申し上げておきたいと思います。新たな事業であります。消防費と

いうことで今度、指令センターが千葉のほうに２カ所に集約をされるということになってお

りますけれども、その共同運用消防指令センターの整備費の負担金ということで、１億

2,927万1,000円が計上されました。そして、もう１点、夷隅郡市の広域消防救急無線共同化

にかかわる負担金ということで、１億3,001万7,000円が新たに計上されております。 

－5－ 



  以上で報告を終わります。 

○議長（正木 武君） ご苦労さまでした。 

  次に、夷隅環境衛生組合議会関係について、９番野口晴男議員にお願いします。 

  ９番野口議員。 

○９番（野口晴男君） 夷隅環境衛生組合議会報告をいたします。 

  去る２月27日、平成24年第１回夷隅環境衛生組合議会定例会が夷隅環境センター会議室に

招集され、正木議長と私の２名が出席をいたしました。執行部から付議された事件は５件で、

すべて原案のとおり可決しました。 

  議案第１号は、千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議

については、他の組合議会報告と同様ですので、割愛します。 

  議案第２号 夷隅環境衛生組合一般職の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条

例の制定については、人事院並びに千葉県人事委員会の勧告に基づき、千葉県の方針が指示

されたので、給与条例等の一部を改正するものでした。 

  議案第３号 夷隅環境衛生組合職員の勤務時間、給与、休暇に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について、年間有休休暇の給与の方法の条例の一部を改正するものでした。 

  議案第４号は、平成23年度夷隅環境衛生組合会計報告予算（第２号）はお配りした資料の

とおりです。 

  議案第５号 平成24年度夷隅環境衛生組合会計予算はお配りした資料のとおりで、歳入歳

出予算の総額は歳入歳出それぞれ５億8,930万4,000円とするものでした。 

  以上で夷隅環境衛生組合議会報告を終わります。 

○議長（正木 武君） ご苦労さまでした。 

  次に、２月24日に実施された例月出納検査の結果について、監査委員から報告されており

ますお手元に配付の報告書によりご了承お願いします。 

  なお、本日、矢代健雄監査委員は体調不良のため欠席する旨の報告がありました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎会議録署名議員の指名 

○議長（正木 武君） これから日程に入ります。 

  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第119条の規定により、 

   10番 藤 平 美智子 議員 
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   11番 野 村 賢 一 議員 

 を指名します。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎会期の決定 

○議長（正木 武君） 日程第２、会期の決定を議題とします。 

  お諮りします。 

  本定例議会の会期は、本日から３月21日までの14日間としたいと思います。これにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 異議なしと認めます。 

  したがって、本定例議会の会期は本日から３月21日までの14日間とすることに決定しまし

た。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎同意第１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（正木 武君） 日程第３、同意第１号 大多喜町教育委員会教育委員の任命について

を議題とします。 

  本件について提出者の説明を求めます。 

  町長。 

○町長（飯島勝美君） 同意第１号 大多喜町教育委員会教育委員の任命について、提案理由

のご説明を申し上げます。 

  現在、本町の教育委員でございます加曽利和男委員につきましては、保護者代表の教育委

員として、平成20年４月から町教育委員として１期４年間にわたって、本町の学校教育及び

社会教育の振興・発展にご尽力をいただきました。 

  本年３月31日をもちまして任期満了となりますが、在任中には老川地区の教育環境に関す

る意見だけでなく、保護者としての立場からも多くの貴重な意見をいただくことができまし

た。委員の子女は現在15歳であり、子女が20歳に至るまでは保護者の資格を満たしておりま

すので、引き続き、保護者代表の大多喜町教育委員といたしまして任命したいと考えます。 

  つきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規定により、今

同意案のとおり議会の同意を求めるものです。 

  住所、大多喜町粟又567番地、氏名、加曽利和男、生年月日、昭和32年１月５日生まれで
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す。 

  加曽利氏の経歴につきましては、昭和50年３月に千葉県立茂原農業高校を卒業され、同年

４月から夷隅中央農協に勤務し、平成24年１月からはいすみ農業協同組合の勝浦支所の支所

長代理として活躍されております。 

  また、地域では、誠実な人柄から老川小学校のＰＴＡ会長を歴任するだけでなく、教育行

政について高い見識を有しておりまして、町教育委員として適任であります。 

  以上のことから、このたび再任をいたしたくご提案をしたものであります。何とぞご同意

くださいますよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（正木 武君） 説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  本件については討論を省略し、これから採決したいと思います。 

  ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 異議なしと認めます。 

  これから同意第１号を採決します。 

  お諮りします。 

  本件はこれに同意することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 異議なしと認めます。 

  したがって、同意第１号はこれを同意することに決定をいたしました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎一般質問 

○議長（正木 武君） 日程第４、一般質問を行います。 

  通告順に発言を許します。 

───────────────────────────────────────────────── 

◇ 苅 込 孝 次 君 
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○議長（正木 武君） 初めに、５番苅込孝次議員の一般質問を行います。 

  苅込議員は一括質問、一括答弁による質問です。 

  ５番苅込議員。 

○５番（苅込孝次君） 私は、町の災害に対する危機管理についてお尋ねいたします。 

  町の防災計画の災害想定は、平成７年発生の兵庫県南部地震を想定して計画されていると

思いますが、これはこれでよろしいんですけれども、昨年のマグニチュード9.0という大地

震が起きましたが、この地震の脅威は、津波と原発の放射線の陰に隠れた感じで、大地震自

体の驚異は影が薄いような感じがしたわけですが、首都圏直下地震など、今後４年以内に70

パーセントの確率で起こるであろうと、東京大学地震研究所が発表しました。 

  また、地震の調査研究を行っている政府の特別機関である地震調査研究推進本部では、南

関東でマグニチュード７クラスの大地震が、今後30年以内に70パーセントの確率で起こるで

あろうと予想しております。 

  これを証明するように海洋研究開発機構は、東日本大地震で東北地方に沈み込んでいる太

平洋プレートの内部の力のかかり方が変化していて、この正断層型がずれるとマグニチュー

ド８クラスの地震が発生しやすくなっていると発表しております。それぞれが余りにも具体

的で現実味を帯びています。 

  昨年以来、マグニチュード３から４程度の地震が既にもう200回以上起きておりまして、

これは地下のストレスが、これで解消されるのではなく、逆に断層が変化していて、大きな

破壊力を今ため込んでいるとのことであります。 

  まことに不気味な気がいたしますが、このような中、東日本大震災から１年がたとうとし

ている中で、各自治体も、住民の安全・安心な生活を目指してまちづくりを推進しておりま

す。当町も地域防災計画の見直しや実効性のあるマニュアル策定が急務と思います。この危 

 機感が単なる取り越し苦労であったと杞憂
き ゆ う

に終われば、これにこした幸せはないことです

け 

 れども、「備えあれば憂いなし」と言います、再確認のため、大多喜町の危機管理と備えに

ついてお伺いいたします。お願いします。 

○議長（正木 武君） 総務課長。 

○総務課長（花﨑喜好君） それでは、お答え申し上げます。 

  東日本大震災から１年が経過しようとしている中、防災計画の見直しや実効性のあるマニ

ュアル策定が急務となっております。大多喜町の方策と備えについての伺いでございます。
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ご承知のとおり、大多喜町の地域防災計画につきましては、平成20年度、今議員さんおっし

ゃられたとおり改めて作成をされております。平成７年の阪神・淡路大震災を想定基準とし

ておりますので、地震の規模としましてマグニチュード7.2と同程度の直下型地震を想定し

て計画が策定されております。 

  昨年の東日本大震災は、特に海岸線の津波の影響による被害が膨大でございました。それ

に伴いまして、その対策が、今回各地で防災計画の見直しを迫られているところでございま

す。本町の場合、津波による影響の被害はほとんど皆無に等しいのではないかと思われます。

改めまして、本町の防災計画の大きな見直しは必要ないものと考えております。 

  しかしながら、地震による家屋の倒壊ですとか地すべり等の可能性も大きいことから、５

年ほど前から、各地区単位に防災訓練を実施しているところでございます。この訓練の中で、

本年度は大多喜地区を代表にしまして、区長さんを中心に、住民の安否確認の訓練も行った

ところでございます。 

  また、ご指摘の住民の災害時の避難の行動マニュアル等は必要であると考えております。

各行政区及び地区等を中心に、避難場所の確認あるいは経路の確認等、具体的な方法でマニ

ュアル化してまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（正木 武君） ５番苅込議員。 

○５番（苅込孝次君） ありがとうございました。この後、私は一括質問で、この後また大勢

の議員の皆さんが質問があると思いますので、私は簡単に一括質問なんですが、最後に、今

年度からこの大震災を踏まえて、消防団員の安全確保と災害時の対応能力アップのために、

災害対応指導員というのを、総務省の消防庁ではこれを計画しているということでございま

すが、町のそれぞれ消防団の安全と住民の避難誘導のために、このリーダーの養成にひとつ

派遣していただきたいと思うわけですが、そのうち消防長からこういう通達があると思いま

すが、それもお願いしたいと思います。 

  それから、緊急時の道の駅の活用についてなんですが、この災害時の避難場所とか応援部

隊の活動拠点として、この道の駅は非常に有効であるというようなことでありまして、県の

防災危機管理課では、県内に22の道の駅で組織されているこの道の駅で、県ブロック連絡協

議会と協議して、この道の駅の災害時の利用について検討するようでございますので、町も

この対策に乗りおくれないように検討してみてはいかがかと思って質問しているわけですが、

いかがでしょうか。 
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○議長（正木 武君） 総務課長。 

○総務課長（花﨑喜好君） 最後の道の駅等の防災の避難所としての指定というふうなことで

ございますけれども、大多喜町の道の駅をごらんになっていただければわかると思うんです

が、やはり大多喜町の道の駅の場合は、避難して入ってくる場所が今の食堂ぐらいのところ

しかスペース的にはないというふうに私どもは考えています。ほかの道の駅ですと、ああい

う広場的な、かなり広いところに家屋が、建物ができていますので、避難所として適当かな

というふうに思いますが、本町の場合ちょっとその辺は、避難所としての面積がちょっと足

らないのかなというふうに考えております。 

  ちなみに、町内では17カ所の小学校とか福祉センター、あるいは高校も含めまして17カ所

今のところ指定をしてございます。そこが避難所となっておりますけれども、今月中に、今

月の末に、まだ議員の皆様にはお知らせしてございませんけれども、町内のゴルフ場と緊急

の避難場所の協定を町長が行う予定で今事務を進めております。 

  何でゴルフ場かといいますと、ゴルフ場にはおふろもありますし、食堂も備えています。

万が一のときには、１日とか２日とかではなく緊急的なものでございますけれども、そうい

う協定をして、住民が少しでも安心できるようなシステムづくりも今考えているところでご

ざいます。 

  以上でございます。 

○議長（正木 武君） ５番苅込議員。 

○５番（苅込孝次君） ちょっと道の駅が場所が狭いということでありますが、県内の22の道

の駅で組織するブロック連絡会が、この災害時の場合の、例えば自衛隊の応援部隊とか何か

が来る場合の駐車場みたいな活動拠点にすることもできるわけですから、それも今後考えて

おいてほしいと思います。 

  私は以上です。ありがとうございました。 

○議長（正木 武君） 災害対策指導員の設置についての町の見解はという苅込議員の質問が

ありますけれども、総務課長、どうですか。 

  総務課長。 

○総務課長（花﨑喜好君） その件につきましては、現在総務省から詳しい通達等がまだうち

のほうに来ておりませんので、それが来て、それから検討させていただきたいと思います。 

  それと、最後のご意見を一応慎重に、うちのほうもいざというときに検討してまいりたい

と思います。ありがとうございました。 
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───────────────────────────────────────────────── 

◇ 藤 平 美智子 君 

○議長（正木 武君） 次に、10番藤平美智子議員の一般質問を行います。 

  藤平議員は一問一答による質問です。 

  10番藤平議員。 

○１０番（藤平美智子君） 私は、平成24年３月定例議会におきまして議長のお許しをいただ

きましたので、通告に従い、一般質問を一問一答方式でさせていただきます。 

  最初に、農林道にかかる橋梁の安全確保についてお伺いをいたします。 

  総務省は平成22年２月に社会資本の維持管理及び更新に関する行政評価・監視－道路橋の

保全等を中心として－の結果に基づく勧告を農林水産省、国土交通省に行っております。 

  このたびの調査結果に基づく勧告の主な事項は、長寿命化対策の推進、そして橋の安全性

及び信頼性の確保であります。本町におかれましても、社会資本として既存の橋等の維持管

理が重要であると判断されます。 

  そこで、災害時の集落孤立化を防ぐためにも長寿命化修繕計画を策定し、安全性を確保す

べきであります。本町の現状及び見解についてお伺いをいたします。 

  最初に、本町の町道、農道、林道の橋梁の現状についてお伺いをいたします。 

  私も調べてみましたが、大多喜町の管理している橋梁数は、平成23年度末までは現在83橋

となっていましたが、このうち農道別・林道別・地域別に集落の日常生活に密着した影響等

のある数についてお伺いをいたします。 

○議長（正木 武君） 建設課長。 

○建設課長（磯野道夫君） 町道、農道、林道の橋梁の現状についてということでございます

が、町が管理している橋梁数につきましては、先ほど議員さん申されましたとおり、平成23

年12月末現在で、町道の橋梁が83橋、農道の橋梁が３橋、林道が２橋で、全体で88橋となっ

ております。 

  これらの橋梁の多くは、1960年代から80年代にかけまして30年間、全体の66パーセントが

かけられております。特に70年代がピークとなっており、10年間で全体の32パーセントの橋

梁がかけられました。今後これらの橋梁が一斉に老朽化し、その補修費や老朽化のためのか

けかえ費用が大きな負担となることが予想されております。 

  また、地域別ということでございますが、幹線１、２級道路につきましては、比較的新し

くかけかえたものもございますが、中の集落的な部分については、まだ補修等はされており
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ません。ただ、点検した結果につきましては、比較的年代は古くても状態はいいというよう

な結果を得ております。ただ、地区ごとについては、ちょっと今資料がございませんので、

後ほど回答したいと思います。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） 10番藤平議員。 

○１０番（藤平美智子君） 現状把握はどのような方法で行われているのかお伺いいたします。 

○議長（正木 武君） 建設課長。 

○建設課長（磯野道夫君） 現状といいますと、通常の道路のパトロール等でございます。そ

れにつきましてはせんだって、22年度で83橋すべてについて、目視によりまして点検は行っ

ております。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） 10番藤平議員。 

○１０番（藤平美智子君） 各橋梁の維持管理に係る課題はどういうことか、それについてお

伺いいたします。 

○議長（正木 武君） 建設課長。 

○建設課長（磯野道夫君） 比較的目視いたしまして、鋼材といいますか、けた部分のさび、

あるいは橋脚部分のクラック、ひび割れですか、そういったものを目視により点検して、必

要であれば補修をするというような形で、現在主に行われておりますのは高欄といいますか、

橋梁、けたとか、高欄の塗装とか、そういうものを主に行っております。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） 10番藤平議員。 

○１０番（藤平美智子君） ありがとうございます。 

  次にお伺いいたします。 

  長寿命化修繕計画の策定の見通しについてお伺いいたします。 

  現在、大多喜町におきましては、建設後50年を経過する高齢化橋梁は全体の10パーセント

を占めていると伺っておりますが、県や国交相によると、多くが高度経済成長期に建設され

ており、一斉に老朽化が進み、かけかえ費用の集中が懸念されているとありました。 

  そこで、本町においての長寿命化修繕計画策の見通しについてお伺いをいたします。 

○議長（正木 武君） 建設課長。 

○建設課長（磯野道夫君） 長寿命化修繕計画の策定の見通しについてということであります
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が、先ほど申し上げましたとおり、一斉に老朽化を迎え、修繕費が集中してかかることから、

橋梁の長寿命化を図り、維持管理費用の縮減と予算の平準化、地域道路網の安全性を確保す

るために、平成22年度において町道にかかる全83橋の調査を実施いたしました。 

  平成23年度で大多喜町橋梁長寿命化修繕計画の策定をいたしました。計画対象橋梁につき

ましては、全橋梁83橋のうち規模の小さい木橋、ボックスカルバート、ＲＣスラブ橋の11橋

を除いた72橋を対象として策定をいたしました。 

  現在ホームページで公表をいたしております。また、林道の２橋につきましては、平成21

年度にて調査を実施いたしましたが、計画策定には至っておりません。農林道の橋梁３橋に

つきましては未調査、未策定でありますので、林道・農道につきましては今後町道と同様に、

未調査橋梁は調査を実施いたしまして計画策定を行ってまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） 10番藤平議員。 

○１０番（藤平美智子君） ただいま答弁いただきました。ありがとうございます。 

  そこで、農林道の管理者といたしまして、災害時の集落の孤立化防止にも備えまして、農

林道にかかる橋梁の長寿命化修繕計画を策定し、安全性を確保すべきと考えますが、見解を

お伺いいたします。 

  これは町長、お願いいたします。 

○議長（正木 武君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） 議員のご指摘のとおり、とりあえず町といたしましては町道を優先い

たしました。この農林道につきましては、これから今お話のありましたとおり、これから計

画を策定してまいりたいと思います。それで、やはり88橋全部は検証してみたいと思います。 

○議長（正木 武君） 10番藤平議員。 

○１０番（藤平美智子君） ありがとうございます。 

  ３点目の、今後の推進方策についてお伺いいたします。 

  今後増大する橋梁の老朽化への対応策として、橋梁長寿命化修繕計画を策定することによ

り、従来の事後的な補修やかけかえから、予防的な修繕や計画的なかけかえへと転換される

ことが望まれます。また、財政負担も懸念されますが、そのために可能な限りのコスト削減

と効率的な維持管理への取り組みを切に希望いたしたいと思いますが、今後の取り組みにつ

いてお伺いいたします。 

○議長（正木 武君） 建設課長。 
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○建設課長（磯野道夫君） 今後は、策定されました計画に基づきまして、対策優先順位に従

いまして維持修繕を実施するとともに、策定した計画をもとに、５年に１度の頻度で基本的

に定期点検を行い、健全度を把握してまいりたいと思います。橋梁を良好な状態に保つため、

日常的な維持管理として道路パトロールを実施するとともに、比較的対応が容易なもの、こ

れは排水とか水回り等の清掃でございますが、こういったものについては日常維持管理作業

により、従来の事後的な補修やかけかえから予防保全型へと転換し、施設の状況を定期的に

点検し、異常が認められる際には、致命的欠陥が発現する前に速やかに対策を講じ、維持管

理費に係る費用の縮減を図るとともに、長寿命化を図り、地域道路網の安全・安心の確保を

してまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） 10番藤平議員。 

○１０番（藤平美智子君） 前向きな答弁ありがとうございます。 

  町民の安心・安全のためにも、計画に基づいて取り組んでいただくことを希望いたしまし

て、この質問を終わります。 

  次の質問に入ります。 

  小中学校における校外学習についてお伺いをいたします。 

  大多喜町は、千葉県中央博物館大多喜城分館を初め、町内に点在する史跡や文化財のほか、

城下の町並み、薬草園、県民の森あるいは養老渓谷など、歴史的にも文化的にも価値のある、

自他ともに誇れる場所が多くあります。 

  また、四季折々には自然景観のすばらしいところもあり、それにはさまざまな産業も営ま

れております。このような我が町大多喜の魅力を子供たちに知っていただき、次の世代につ

なげていくことは大切だと思います。 

  もちろん、次世代を担う子供たちには、町外に出てさまざまな体験や学習をすることも大

事であると理解しておりますが、意外と知られていない町内の価値ある史跡や文化、産業、

自然など、大多喜町の魅力を校外学習を通じて理解していただくことも重要であると思いま

す。 

  そこで、校外学習についてお伺いしたいわけでございますが、校外学習は自然と豊かな緑

を次世代に、また環境、教育、郷土愛をはぐくむ心の教育にもつながっていくものと思いま

す。 

  そこで、本町においての小中学校、児童生徒の校外学習の実施状況についてお伺いをいた
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します。 

○議長（正木 武君） 教育課長。 

○教育課長（高橋啓一郎君） 小中学校の児童生徒の校外学習の実施状況についてお答えさせ

ていただきます。 

  小中学校における校外学習の実施状況ですが、平成23年度、ことしの状況で申し上げます

と、各小学校とも年間を通しまして、おおむね12回から18回実施しております。 

  また、中学生におきましては６回程度実施しておりますので、学年ごとに見ますと、おお

むね年間３回前後実施している状況であります。この実施回数につきましては、小学校、中

学校の修学旅行や小学生のスキー教室、また、中学校で行っていますキャンプ旅行や、単純

に自然を見るだけでなく、キャリア教育と申しまして地域の方々の会社とかを訪問する内容

も含まれております。 

  町内の小中学校７校の合計で見ますと、年間90回余りとなりまして、研修旅行や社会見学

で大多喜町の外に出向いて実施したのが、およそそのうちの40回です。町内や学区内で社会

科、理科、また先ほど申しましたキャリア教育などを実施しましたのが、およそ50回となっ

ております。 

  今年度の校外学習の実施状況は以上申し上げたとおりでございます。 

○議長（正木 武君） 10番藤平議員。 

○１０番（藤平美智子君） 今いろいろと答弁していただきましたけれども、町内の史跡や文

化、産業、自然など、町の魅力を取り入れた校外学習はされていますでしょうか、お伺いい

たします。 

○議長（正木 武君） 教育課長。 

○教育課長（高橋啓一郎君） 町内の歴史や文化など、町の魅力を取り入れた校外学習という

ことですが、そちらにつきましては学校間で学習の目的がそれぞれありますので、若干の違

いがあるものの、各小学校それぞれの創意工夫によりまして、積極的に取り込んでおります。 

  小学校低学年では、生活課の学習で学区内の探検などを行っております。また、３年生や

４年生の社会科では、指導要領に基づきまして、地域の産業や消費生活の様子、人々の健康

や生活や、良好な生活環境及び安全を守るための諸活動について理解し、地域社会の一員と

しての自覚を持つようにするとありまして、商店や工場、それと消防署などを見学しており

ます。 

  また、五、六年生では、日本の社会や産業を大きくとらえるという観点から、大手工場と
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して横浜の自動車工場とか東京湾の製鉄会社とか、国会議事堂、地域民俗博物館などを見学

していますけれども、一方で６年生の社会科のねらいの中に、国家、会社、社会の発展に大

きな働きをした先人の偉業や優れた文化遺産について、興味、関心、理解を深めるようにす

るとともに、我が国の歴史や伝統を大切にして、国を愛する心情を育てるようにするとあり

ます。そのねらいを受けまして、大多喜城や城下町を見学する機会を設けて、町内での校外

学習を実施しております。 

  また、学区で地域の方々の協力を得まして、自然の田んぼの休耕田をビオトープとして、

年数回自然観察を実施している学校もございます。 

  中学校におきましては、自然から人へと教育の方向性を若干変えております。総合的な学

習の時間を活用しまして、職場体験学習を町内の企業や事業所で実施したり、城下の町並み

を中心に商店を訪問して、インタビューしたり、店員の体験をしたりしています。 

  以上のような状況で、町内の校外学習を実践している状況でございます。 

○議長（正木 武君） 10番藤平議員。 

○１０番（藤平美智子君） ありがとうございます。 

  食、歴史、文化、産業、自然など、大多喜町の魅力を再発見するプログラムを町外の子供

たちにも発信していただき、校外学習に他の学校からも来ていただくようになるよう、意欲

的な取り組みを企画していただくことをお願いいたしまして、この質問を終わります。 

  最後に、ご当地ナンバープレートの導入についてお伺いをいたします。 

  まちおこしの一環として全国の自治体の中で、町の象徴を発信する目的で、原付バイクな

どにつけるナンバープレート、ご当地ナンバープレート導入をするところがふえております。

現在大多喜町では、ＮＨＫの大河ドラマ「本多忠勝・本多忠朝」の誘致活動も始動し、これ

から本格化していくものと思います。そのためには大多喜町の魅力を積極的に情報発信し、

多くの方々に知っていただくことが必要であると思います。 

  このような中で、町がどこよりも先駆けて、現在町のイメージキャラクターの選考を進め

ているなど、町の自然や歴史文化など、地域の魅力を町内外に積極的にＰＲしていこうと計

画をされております。 

  その１つとして、大多喜町のイメージキャラクターやキャッチフレーズを入れたご当地ナ

ンバープレートの導入をすることは町のイメージアップや郷土愛にもつながると考えますが、

この導入についての町の考えをお伺いいたします。 

○議長（正木 武君） 税務住民課長。 

－17－ 



○税務住民課長（関 晴夫君） ただいまのご当地ナンバーの導入についてのご質問にお答え

いたしたいと思います。 

  市町村が交付いたします原動機付自転車用の課税標識であるナンバープレートのデザイン

を工夫することで、観光、地域振興、町の知名度アップを目的として、オリジナルナンバー

プレート、いわゆるご当地ナンバーを作成している自治体がございます。 

  県内におきましても、成田市、香取市、君津市が既に実施しており、鎌ケ谷市が平成24年、

本年４月から実施予定でおるようでございます。採用されている図柄につきましては、地域

の観光名所や特産物、ゆかりのある人物や文化、歴史をモチーフにしたもの、ゆるキャラな

どのイメージキャラクターをプリントしたものなど、さまざまなものとなっております。 

  本町におきましても、このご当地ナンバーの導入につきましては、議員がおっしゃったよ

うに大河ドラマの誘致や観光・地域振興のため、その必要性はあるとは考えておりますが、

課税標識というナンバープレート本来の目的と費用のバランスを踏まえて検討を慎重に行う

必要があるものと考えます。 

  しかし、現在ナンバーの在庫がまだ400枚程度ありまして、新規登録者が年間80名程度で

あり、在庫がなくなり、新規にナンバープレート作成する段階で導入について考えたいと考

えております。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） 10番藤平議員。 

○１０番（藤平美智子君） ありがとうございます。 

  いすみ鉄道のムーミンも人気上昇中のようです。特に子供たちの見る目は輝いており、子

供たちに夢と希望の存在でもあります。それにあわせて、大多喜町のマスコットキャラクタ

ー、そしてご当地ナンバープレートの導入が決定すれば、新たな地域の振興に、活性化に生

かしていく大きな目標となるものと思います。 

  例えばナンバープレート1,000枚を作成した場合、１枚単価315円の費用がかかるとも聞い

ております。価値観においては人それぞれでありますが、原付バイクの新規購入者には、流

行に敏感な若年層の人が多いということは想像がつきます。 

  先ほど課長の答弁にもありましたけれども、千葉県においては君津市、成田市、佐倉市が

既に導入しているそうです。観光の町としても知られている大多喜町を存分にＰＲできるも

のとも思います。ぜひ実施の方向に検討していただくことを希望いたしまして、私の一般質

問を終わらせていただきます。 
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  ありがとうございました。 

○議長（正木 武君） 一般質問の途中ですが、ここで10分間休憩します。 

（午前１０時５２分） 

───────────────────────────────────────────────── 

○議長（正木 武君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

  一般質問を続けます。 

（午前１１時０３分） 

───────────────────────────────────────────────── 

◇ 野 村 賢 一 君 

○議長（正木 武君） 11番野村賢一議員の質問を行います。 

  野村議員は一問一答による質問です。 

  11番野村議員。 

○１１番（野村賢一君） 私、地方交付税に関する報道がテレビで最近新聞等でよく見られる

ようになりましたので、地方財政をめぐるさまざまな動きが相次いだことを、特に平成16年

以降本格化した三位一体の改革において、税源移譲、国庫補助金の縮減と並ぶ改革の内容の

一つとして、地方交付税について焦点になっていることが大きいものと思われています。 

  また、平成20年に起きた、百年に一度と言われた世界的な金融情勢の悪化をきっかけとし

た国内の景気動向の急変に伴って地方財政が急激に悪化し、結果として税源に乏しく、財政

力が弱い団体だけではなく、潤沢な地方税収があり、財政力が強いとされていた地方団体を

含めた多くの自治体が深刻な財政不足に見舞われ、結果として、地方交付税の意義がクロー

ズアップされてきました。そこで、地方交付税の税の基本的なことを一般質問で聞きたいと

思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  非常にこの交付税に関しては、法律が変わったり、利率が変わったり、率が変わったり、

いろいろと大変難しい問題でありますけれども、執行部の皆様の親切丁寧なご説明を受けた

ら幸いだと思いますので、よろしくお願いします。 

  まず初めに、地方交付税の算定方法についてお伺いしたいと思います。 

  基本的に、その市町村で必要な標準的経費、標準的収入に入ってくる金額の差が地方交付

税として国から交付されるものと理解しておりますが、その標準的経費とはどんなものであ

るのか、ご説明をお願いしたいと思います。 

○議長（正木 武君） 企画財政課長。 
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○企画財政課長（小野田光利君） それでは、地方交付税算定の中の標準的経費というのはど

のようなものかについてのご質問でございますが、議員お話のとおり、本来地方の税収入と

すべきものを団体間の財源の不均衡を調整し、国がかわって徴収した税を地方に一定の基準

で分配をするという、その地方交付税の本旨でございます、国が地方にかわって徴収をする

地方税と呼ばれておるもので、おっしゃるとおり財政需要額から基準の財政の収入額を引い

た額を地方交付税として分配されているものです。 

  その中で申します標準的経費につきましては、単位費用または測定単価のことかと思いま

すが、その単位費用につきましては、標準的条件を備えた地方団体が、合理的かつ妥当な水

準において地方行政を行う場合、または標準的な施設を維持する場合に要する経費を基準と

して算定すると、地方交付税法の第２条第６号に示されております。 

  また、測定単価というものを具体的に申しますと、人口や世帯数、行政面積、また道路の

面積及び延長、児童数や生徒数、学級数、学校数並びに農家数などの各数値でございます。

市町村においての基準財政需要額は、行政規模が平均的な10万人の人口を有し、また行政面

積が160平方キロメートル、また３万9,000世帯程度、また道路延長がですね…… 

（「課長、すみません」の声あり） 

○議長（正木 武君） 11番野村議員。 

○１１番（野村賢一君） その問題は、その後に回答してもらいたい説明だったんですけれど

も、何で、先に回答からやると、あと私、質問がなくなっちゃうんですよ。まず、その標準

的経費とはどんなものかと、算定方式を聞いているわけではございませんので、お願いしま

す。 

○議長（正木 武君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（小野田光利君） はい、すみません。地方交付税法の第10条で、普通交付税

額の算定は基準財政需要額から基準財政収入額を引いた額であると定められております。こ

の計算式の中での基準財政需要額とは、法定単位費用掛ける国勢調査人口等の測定単価、ま

た寒冷地補正係数を掛けたものだと定められております。 

  基準財政収入額とは、標準的な税収入の見込み額に基準の税率を掛けたなのだと、同じよ

うに地方交付税法で定められております。 

  以上でございます。 

○議長（正木 武君） 11番野村議員。 

○１１番（野村賢一君） 算定まで、また同じく答弁されちゃって困っちゃっているんですけ
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れども、どうしたらいいですかね。 

  標準的、基準財政需要額のことだと思うんですけれども、それでは、今財政担当として大

多喜町が129平方キロメートル、人口１万ちょっとのこれからの自治体を運営する基本とし

て、国に求める計算として算定として、今年度は15億だったっけ、交付金が来るということ

なんですけれども、その大多喜町の15億の交付金の申請はどのような計算したか教えていた

だけますか。 

○議長（正木 武君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（小野田光利君） 先ほどの交付税法の計算のとおりでございますが、計算式

の内容でお話ししたほうがよろしいですか。地方交付税につきましては、特別交付税と普通

交付等とございまして、普通交付税、地方交付税の計算でございますが…… 

（「すみません、いや、計算じゃないんですよ」の声あり） 

○議長（正木 武君） 11番野村議員。 

○１１番（野村賢一君） 大多喜町は、15億ぐらいの国から交付金が来るわけですよ、それに

は執行部の皆さんたち、課長さんたちがここに並んでいますけれども、それぞれ財政のいろ

んな事業をやるのに要求をしていると思うんです。会議していると思うんです。その全体の

まとめたのは15億、平成24年度は、このぐらい国から応援してもらえないと大多喜町の行政

はやっていけないと、そんなような計算も出ていると思うんですけれども、その15億という

のは財政の担当として各課、例えば産業振興課、健康福祉課、いろいろと予算折衝したと思

うんです、それで出てきたのがこの金額と思うんです。それに至るまでのプロセスの計算と

いうのはどんなふうにしたのかといいますと、計算といいますより、各課の要望をどのくら

い取り入れて計算出したのか、こんなようなことも聞きたいと思うので、算定方法はまだい

いです。そんなようなことで、私の質問が余りよくないかもわかりませんけれども、ひとつ

お願いしたいと思います。 

○議長（正木 武君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（小野田光利君） 地方交付税につきましては、町の全体の予算の範囲の中で、

私ども企画財政のほうで要求に対しての分配をしております。国に対して地方交付税を要求

するというよりは、国のほうが大多喜町の、例えば財政的な運営をしていく中で、配分を国

からしているものでありまして、大多喜町においては標準的な財政経営をしていくために分

配されるものでございまして、町のほうが要求するという税ではございません。一応国のほ

うで定められた基準にのっとって計算をしまして、交付税の交付をお願いするわけですけれ
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ども、その額が24年度につきましては15億2,000万ほどでございます。それを各課に分配す

るに当たりましては、町全体、地方交付税自体を固有の財産、例えば町の税収、固定資産税

とか町民税とか、そういった税収と同じようにとらえる、その固有の財源だと国は考えてい

いよということで分配されているものでございますので、その分配につきまして各課に割り

振る、それはあくまでも一つの財源として割り振るだけでありまして、各課の要求を交付税

はとりあえずは抜きにして全体の予算の中で査定をさせていただき、その中の財源の一つと

して交付税をとらえております。要求の中では、当然５か年計画とかそういったものにのっ

とっているかどうか、また費用対効果等を算定させていただきまして査定をさせていただく、

その財源の中の一つとして地方交付税をとらえておりますので、個々の事業に対して交付税

を幾ら割り当てるというのは、財政係として後ほどちょっと考えている状況でございます。 

  以上でございます。 

○議長（正木 武君） 11番野村議員。 

○１１番（野村賢一君） 質問しているほうもよくわからなくなっちゃった。 

  その財政担当は各課に、その交付税の算定状況を周知されているのかどうか。ここで産業

振興課長にお聞きしたいんですけれども、産業振興課というのは農業の振興、商工業の振興、

大多喜町が力を入れている観光の振興にもかかわっているところでございますけれども、い

ろいろ事業が多いと思います。その中で24年度予算に関して、財政担当との交渉はしたのか

どうか、どの程度の交渉をやったのかお聞きしたいと思います。 

○議長（正木 武君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（菅野克則君） 先ほど企画財政課長お話しいたしましたけれども、予算協議

におきましては、交付税関係については、議論はしておりません。 

  産業振興課におけます予算要求につきましては、先ほど議員さんお話がございました、農

林水産業費、商工費あるいは観光費とございますけれども、予算要求書に基づきまして事業

ごとに必要な予算に対して計上し、財政担当課と協議した上で予算化をしております。それ

で事業を執行しております。 

  以上でございます。 

○議長（正木 武君） 11番野村議員。 

○１１番（野村賢一君） 今、課長の話を聞くと、事業に対する予算要求をして、議論はして

いないという話はお聞きしたんですけれども、そこら辺は議論はしていないということは、

すごい不透明なことですね。ということは、小野田課長のところは企画財政で、将来の大多
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喜町の５か年計画とか、いろんな計画等、肝心金元の金庫元を握っているわけですよね。そ

うなってくると、じゃ、おれたちの予算の配分で言うことを聞けと、そんなようなことでや

っているんですか。それともあと、例えば健康福祉課長なんかも、福祉でも何でも大多喜町

独特の事業ができるできない、そんなようなことがあると思うんですよ。やりたいのにでき

ない、そこら辺はどうなんですか。 

○議長（正木 武君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） 今、野村議員さんのご質問なんですが、まず１つ整理しておきたいな

と思いますのは、まず交付税につきましては一つの基準がございまして、先ほど課長も話し

ましたけれども、いわゆる基準財政需要額というのは、行政の人口がまず10万人が一つの基

準であるいうことと、それから160キロ平米という、あるいは３万9,000世帯という、それか

ら道路延長が500キロメートルという、こういう一つの算定基準があります。これにそれぞ

れ町の、いわゆるさっき質問いただきましたように、まず大多喜町は１万1,000人であると

か、道路が何キロであるとか、大多喜町の面積は何平方キロであるとか、それを掛け合わせ

た数字で最終的にはそれを交付税が決まります。 

  それで、その金額につきましては、出てきた金額につきましては、町のいわゆる財源とし

て、もちろん町の自主財源がございます。それにあわせて、それを、約70パーセントぐらい

になりますかね、税と合わせて。それを町のさっき出ました５か年計画、あるいはいわゆる

行財政改革の中でいろいろ事業のいいとか悪いとかという、そういう検討もした中で、それ

で各課から要望してきたものを、それから５か年計画と合わせて、そういったものであわせ

てやっている、そういう状況であります。 

○議長（正木 武君） 11番野村議員。 

○１１番（野村賢一君） 今、町長から基準財政需要額の話が出ましたので、ここでちょっと

お聞きしたいと思いますけれども、それこそ交付税というのは基準財政需要額から基準財政

収入額ですか、町へ入る税収の、それプラス地方譲与税とかの中で、交付金のほうの金額が

出ると思うんです。しかしながら、町の収入額の100パーセントじゃなくて75パーセントで

計算しろという話も聞いています。あとの25パーセントが好き勝手に使っていいよと。 

  だから、逆に言えば、市町村でも非常に財政的に潤っているところは、非常にその金が大

きくて、大多喜町は自主財源も乏しく、やっぱりそういう面で非常に少ないと思うんですが、

ここで大多喜町の留保財源25パーセントというのは、今どのくらいあるんでしょうか。 

○議長（正木 武君） 企画財政課長。 

－23－ 



○企画財政課長（小野田光利君） 先ほど町長が70パーセントと申しましたのは、税収とかそ

ういうものと、交付税の分を合わせた財源が約70パーセントぐらいの町の収入を占めますよ

というお話です。あと基金の関係でございますが、町のほうでは財政調整基金、また減債基

金、その他福祉基金とか、そういったものがございます。一般会計の合計の基金額でござい

ますが、18億2,400万円ほどございます。 

  一応それを留保財源というか積み立てておるものでございますので、そういったものを今

後活用して財政もまた調整をしていくし、時によっては、その基金を取り崩して事業執行し

ていきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） 11番野村議員。 

○１１番（野村賢一君） 基金じゃなくてね、課長、今年度は自主財源が16億5,200万あって、

依存が28億7,000万で約45億の予算ですよね。その中に地方交付税で15億来ると。今、交付

税の算定の中で、基準需要額引く収入額、大多喜町は当然国から交付金もらっていますから、

その収入額の100パーセントは計上してこないと、75パーセントで引いて、あとの25パーセ

ントは、留保財源として各市町村で自由に使いなさいよと、そんなようなルールがあると思

うんですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（正木 武君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（小野田光利君） 交付税につきましては、一応全額自由に市町村で使ってい

いよということになっております。なので、財政としては、一般の税収とあわせて地方交付

税は自由に使っております。ほかに財源といたしましては、交付金とか補助金関係とか、そ

ういったものを財源として今執行しております。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） 11番野村議員。 

○１１番（野村賢一君） 今、交付金というのは、ほかの観点で質問したいと思いますけれど

も、じゃ、この交付金というのは原資は何でしょうか。 

○議長（正木 武君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（小野田光利君） 地方譲与税とか、交付金のほうですけれども、そういった

ものは国税とか県税、そういったものを割合に応じまして町へ配分される税金でございます。

仮にですけれども、例えば揮発油税とか自動車税とか、そういったものが国と県と町の中で

割り振って交付される額でございます。 
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  以上でございます。 

○議長（正木 武君） 11番野村議員。 

○１１番（野村賢一君） 原資は国税５税じゃないですか。 

○議長（正木 武君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（小野田光利君） すみません、地方交付税の原資としては所得税とか酒税、

法人税、消費税、タバコ税等の国税でございます。私、地方譲与税とか交付金の話かと思い

まして、すみません、勘違いをいたしました。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） 11番野村議員。 

○１１番（野村賢一君） 次に、近年交付税は年々減少し、町の財政状況は厳しい常日ごろと

聞きますが、最近の決算状況を見るとそうじゃないのが実情なんですが、我々がいつも課長

さんところにいろいろお願いに行ったりなんかするときには、「金がねえよ」と二言目には

断られるわけですけれども、職員の言葉をまねますけれども、職員初め課長さんたちは、し

っかりと財政の状況を承知しているかどうかお伺いします。 

○議長（正木 武君） 一人一人聞きますか。 

○１１番（野村賢一君） いや、代表で簡単にしてください。 

○議長（正木 武君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（小野田光利君） 先ほど答弁をさせていただいたとおり、予算要求時に私ど

もがちょっと交付税の配付額については、それぞれ周知をしておりません。また、今回ご質

問いただいた中では、改めて交付税に対して調べていく中では、交付税の算定式等はともか

くとして、各課にその算定方法やおのおのの状況に対する交付税額を周知する必要はあるの

かなと、また課長はもとより、職員一人一人に交付税としてこういうふうにもらっているん

だよと、大切な財源であるということの認識を深めさせる必要があるのかなというふうに私

どもも感じております。 

  非常に交付税を個々に分けることについて、作業的には時間がかかりますが、やはり歳入

をもう一度見直して、課税客体の的確な把握とか、またあらゆる面から歳入を見直して財源

確保に努めるとか、また歳出においては今改革時期にあることを認識して、すべての事務事

業の必要性、またその効果性、緊急性等、費用対効果等を十分検討して、事業の存廃も含め

て、全体にわたる見直しを行うことを改めて認識をさせることには非常に有効であると考え

ましたので、また24年度、今後執行していく中では算定したものを一度各課にお知らせする、
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そういったものでまた予算をちゃんと見直せよということを周知したいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（正木 武君） 11番野村議員。 

○１１番（野村賢一君） 町長あれですかね、町長の指導がいいかもわかりませんけれども、

課長さんたちは非常に要求に対して「金がない、金がない」と二言目に言うんですけれども、

こんな寂しいことはないんですよね、議員として。やっぱり国から自由に使っていい交付金

もあるし、大多喜町は目的税の入湯税とかそういうのもありますし、いろんなことを考えま

して、まず担当課にお願いが行った場合には「金がねえよ」と。どこから、よくそれだけの

言葉が、まず最初に「検討します」とか、いろんな情勢を説明してくれるんならいいですけ

れども、二言目に「金がない」というのは、やっぱり大多喜町にとっても、将来的には非常

に不安を感じるわけなんです。町長、いかがですか。 

○議長（正木 武君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） 確かに職員の言うように、金がないのは事実なんでございますけれど

も、実際に今町が45億の予算を組みます。しかし、いわゆる投資的といいますか、そういう

財源というのは、現実的には本当の原資というのは２億から２億5,000万、これは年度によ

って違いますけれども、大体そのぐらいの数字なんです。それに、いわゆる補助事業を絡ま

せながら、いろいろ投資的なものにつきましては、それを５億ぐらいとか膨らましていくん

ですね、５億、６億に。やはり使えるお金というのはそのくらいしかなくて、実は、後は経

常経費でほとんど要するに財政が硬直しているんです。ですから、どうしても財政としては

お金がないということが先に来てしまうんですが、じゃ、それを原資をできるだけ有効に生

かしていくために、それぞれ地域の皆さん方から、５か年計画の中でいろいろ要望いただき

ました。そういうことで５か年計画の要望いただいたものを策定して、それは毎年度計画的

にやっていくということで、非常に投資できる財源というのは、今申したように本当に小さ

いということでございます。 

  ですから、その辺はちょっとご理解をいただきたいなと思います。ただ、もう一つは、今

申し上げましたように、確かに財源をどうするかという問題になりますと、今まで36パーセ

ント程度の財源で、あとはほとんど他の財源、いわゆる交付税とか、それらに頼る今の財源

でございます、依存財源でございます。 

  そういう状況を考えますときに、やはりどうしても自主財源というものを36パーセント、

もっと40あるいは50とかに持っていく努力をしていかなければならないとわけです。これは
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先ほど出ましたけれども、老川地区においては駐車場の有料化ということで、あるいは入湯

税とかということで、確かに町の収入として1,000万先のものがあるわけですね。それと同

じように今回お願いしまして、町の中にまた町有地を有料化ということで、これは町として

やはり資産をうまく活用し、町としての収入も図っていく、あるいは地域の産業を活性化し

た中でやはり税収を図っていく、あるいは多くの定住化を含めまして、できるだけそういう

税収を図っていく必要がありますが、現状の中では、依存財源がやはり非常に高い町でござ

いまして、投資できるお金というのは本当に限られたものですから、５か年計画に沿って順

次進めていきたいと思いますので、またよろしくお願いしたいと思います。 

○議長（正木 武君） 11番野村議員。 

○１１番（野村賢一君） 町長が、きょう議会の冒頭で、今後の交付金は不透明であると、非

常に厳しくなる。これは国が景気がよくなれば、当然交付金もふえるのは当たり前であって、

悪くなれば当然低くなるわけですよね。今たまたま入湯税の話が出たんですけれども、入湯

税というのは基準財政収入額に入りますか。 

○議長（正木 武君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（小野田光利君） 入湯税につきましては目的税ですので、入らないと解釈し

ております。……はい、入ってございません。 

○議長（正木 武君） 11番野村議員。 

○１１番（野村賢一君） 入りませんよね。１時間やれというのは非常に難しいな。 

  交付金のことでちょっとお聞きします。 

  例えば生活保護でも、他町より大多喜町は非常に倍ぐらい生活保護の金を出しているんだ

と、そういうことは国から当然交付金の中で、そういう政策というのはできるんですか。 

○議長（正木 武君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（磯野幸子君） 生活保護の経費でございますが、生活保護費については、国

が支給しておりますので、町からは出しておりません。 

○議長（正木 武君） 11番野村議員。 

○１１番（野村賢一君） そうじゃなくて、国から交付金の中で含まれていると思うんですよ、

入っていませんか。 

  それで、交付金というのは好き勝手使っていいということじゃないですか、町で。そこで、

普通の他町村より、大多喜町は生活保護が非常に分厚いんだよと、そういうことができるか

どうかということをお聞きしたんですけれども。 
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○議長（正木 武君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（磯野幸子君） 生活保護の経費ですけれども、町には直接入ってきませんで、

国から県に経費が行きまして、県が町の場合は直接対象者に分配する。それを窓口で町がお

預かりして分配しているだけでございまして、町には入ってきておりません。 

○議長（正木 武君） 11番野村議員。 

○１１番（野村賢一君） 町に入ってくるこないじゃなくて、交付金の中から自由に使ってい

いわけですよ。別にそのほかに交付金から自由に使っていいわけですから、生活保護者に、

国の基準とかいろいろあると思うんですけれども、その上乗せで町独自の生活保護のあれは

できるのかどうかという話を聞いたんです。 

○議長（正木 武君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） 生活保護の支給につきましては、今お話が出たようにね…… 

○１１番（野村賢一君） わからない。 

○町長（飯島勝美君） そうです、そういうことなんですけれども、町から、いわゆる財源で

それに上乗せできないかと、こういうご質問だと思います。しかし、今の生活保護につきま

しては、月額やはり若干の、それもあるかもしれませんが、10万先出ます。それでそれに町

の財源、いろいろ医療・福祉さまざまな形で、硬直化した財政の中で今10万先出る生活保護

費に、町の財源で乗せるということは、町としては考えておりません。これは、例えば国民

年金を考えますと、それより考えますと非常にやはり手厚いかなと思っております。ですか

ら、町の財源としては考えておりません。 

○議長（正木 武君） 11番野村議員。 

○１１番（野村賢一君） ちょっと私の質問が悪かったかもわかりませんけれども、生活保護

ばかりではなく保育士とか、あと最近、中学生まで医療費無料とかいろんな問題やっていま

すよね、町独自の。それを例えば、じゃ交付金を自由に使っていいんだよと、この前私も一

般質問しましたけれども、保育園の子供を２人目から無料にしたらいかがというか、そんな

ような質問したんですけれども、それ以来全然音さたないですけれども、そういうことも含

めて、交付金というのはやっぱり国のある程度一定基準を定めたものに関しては、交付金は

使えないという話が一時期、今聞いた、磯野さんが言ったとおりだと思います。 

  しかしながら、それを例えば大多喜町独特で福祉に国の基準以上あげた場合、そのときは

国からの交付金がふえるかといったら、それはふえないと思うんですよね。そういうことを

今聞いたんですけれども、それでよろしいですね。 
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○議長（正木 武君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（小野田光利君） 議員ご質問の、例えば先ほどの上乗せ分等については、交

付税の中の算定には入りませんが、それは政策として必要があれば、その分の予算を取ると

いう方法は可能だと思います。 

  以上でございます。 

○議長（正木 武君） 11番野村議員。 

○１１番（野村賢一君） 課長からいきなり算定方法の答弁が出ちゃって、議論がかみ合わな

くなっちゃってきたんですけれども、もっとやりたいなと思ったんですけれども、先々の答

弁が出ちゃって、だから余り具体的な質問者を出すと、こういう問題が起きるんですよ。う

ちのほうの局長は心配していて、具体的に書けと言うんですけれども、具体的に書いた場合、

答弁が先に来ちゃったり、質問が後になったり非常にやりにくいんですよ。だから、課長さ

んも勉強する、我々も勉強するんで、余り具体的な質問状を出すと本当にやりにくいものが

あります。そんなことを、不平不満を垂れながら、これで一般質問を終わらせていただきま

す。また、再度勉強してやらせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

  ありがとうございました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◇ 小 髙 芳 一 君 

○議長（正木 武君） 次に、４番小髙芳一議員の一般質問を行います。 

  小髙議員は一問一答による質問です。 

  ４番小髙議員。 

○４番（小髙芳一君） それでは、通告に従いまして一般質問をさせていただきたいと思いま

す。 

  まず、１点目でありますけれども、たけゆらの里大多喜の社長の公募についてということ

でお願いをしたいと思います。 

  前回の一般質問等でこの問題を取り上げましたけれども、ちょっと時間のほうがありませ

んでしたので、その続きということでご理解をいただきたいと思います。 

  町長、たけゆらの里の出荷組合の農薬の研修会の中で講話を行ったそうであります。その

中で、もう５年後にはこのまま行くと赤字になるだろうというような見通しをされたようで

あります。今回のこの質問も、だんだん利益が減ってきて、いずれは赤字になり、町のお荷

物なってしまうのではないかという心配で、今からもう遅いだろうという気もあるんですけ
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れども、それはどこに原因があってどういうふうに対応したらいいか。前回経営分析をして、

課題と対策、それから目標なり戦略を立てたらというところまで行ったんですけれども、今

回その続きという意味合いにおきまして質問させていただくんですけれども、もう年度末で

あります。ですから、そろそろ23年度の経営の決算が出ると思うんですけれども、経営状況

を簡単で結構ですから見通しをお示しいただきたいと思います。 

○議長（正木 武君） 副町長。 

○副町長（鈴木朋美君） それじゃ、私のほうから、たけゆらの里の経営状況につきまして答

弁をさせていただきたいと思います。 

  初めに、今年度の経営状況の見通しというご質問でございますが、今年度はご承知のよう

に、３月11日に発生いたしました東日本大震災の影響もありまして、観光面での出控え、ま

た消費意欲の低迷などによりまして、たけゆらの里への入り込み客もかなり減ってきており

ます。１月末比較で、前年度より約９パーセントの入り込み客が落ちております。人数にし

て約１万6,600人余りの減員というふうになっております。伴いまして、比例いたしまして、

この総売上高も前年同期比較、同じく９パーセント落ちの約2,500万円余りの減少をしてい

るという状況にございます。 

  見通しといたしましては、これから先もそう期待できる要素もございませんので、前年比

較９パーセント落ち程度の状況が続きまして、結果的には、総売り上げで約２億9,000万程

度になりまして、3,000万円程度の減収というふうになりますので、かなり経営的には厳し

くなってきているんじゃないかなというふうに感じております。 

  部門別に見ますと、やはり売上高の大きいのは農産物直売所での売り上げが大きく、前年

比約88パーセント程度の約１億9,500万円程度となっております。前年比約2,700万円程度の

落ち込みとなるのではないかと今現在は予想しております。 

  なお、農産物の売り上げに対しましては、現在15パーセントの手数料をちょうだいしてお

りますので、有限会社たけゆらとしては、約400万円程度の手数料ダウンが生じるというふ

うに今予想しております。 

  また、農産物の売り上げのみならず入り込み客の減員によりまして、全体的に売り上げが

落ち込んでいる中、施設の修繕等も実施しておりますので、経営的にはこれからもだんだん

厳しい運営となっていく状況にあるのかなというふうに考えております。 

  今年度の状況は、今現在はこの状況ですが、やはりことしはそういう減収もありますので、

たけゆらからの寄附金等もそんなに見込めないのかなというようなことで、今予想をしてお
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ります。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） ４番小髙議員。 

○４番（小髙芳一君） 今、お話ありましたけれども、大体見込みで利益はどのくらい出そう

ですか。おおよそで結構です。 

○議長（正木 武君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） 今月まだ締めなければわかりませんが、今の予想でいきますと、若干

冷蔵庫とか、そういったものの修繕があります。そういったものがありますので、恐らく

500万を切ってくることは間違いないと思います。それで、その辺があとどのくらいになる

かというのはわかりませんが、多分500万を切って400万までいくかどうか。ですから、ほと

んど寄附という段階にはならないのかなというふうに考えております。 

○議長（正木 武君） ４番小髙議員。 

○４番（小髙芳一君） わかりました。 

  大分厳しい、急速にということで、入り込み客も年間、今まではトータルですと55万とか

という中の１月全体のという中では、ちょっと今数字聞いただけではそんなでもないのかな

というような気はするんですけれども、いずれにしても剰余金500万以下になる予想だとい

うことであります。現状はわかりました。 

  それで、その次の質問なんですけれども、寄附金の扱い、今回ないということであります

けれども、寄附金は当初から3,000万以上から始まって、今とうとう出せないというような

ことがありましたけれども、この寄附金は使用料ということでというようなお話を前町長か

らも、そういう意味合いがあるんだということをお聞きしました。 

  たけゆらの里が有限会社になって、会社として経営をしていくということになったときに、

なぜ町に使用料は払わなかったんですか。本来施設があって、それを有効に活用して会社で

経営するんであれば、町に対して使用料は当然払うべき話だと思うんですけれども、なぜ払

わなかったんでしょうか。 

○議長（正木 武君） 副町長。 

○副町長（鈴木朋美君） それじゃ、寄附金の取り扱いの関係のご質問でございますけれども、

当初、有限会社たけゆらの里に、町が指定管理ということでお願いをするわけでございます

けれども、寄附金の取り扱いにつきまして、毎年収益の中から継続的に寄附金を今現在いた

だいております。町の寄附金は、経理上その額を損金として、要するに町への寄附というこ
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とで損金として計上できるということで、そのような方法をとられたのかと思います。それ

をとらないと、それが全部収益となりますので、これは当然法人税で持っていかれますので、

そういう関係で損金ということで、寄附金をすることによって損金として計上して、早けれ

ば税対策というんですか、そういう関係でそういう方法をとったんじゃないかなというふう

に考えます。 

  寄附金としての取り扱いじゃなく、今議員さんがおっしゃられたように使用料ということ

で、町にいただくことも一つの方法ではあると思います。この経理上は、損金と使用料とい

うことで全く同じ形になるわけでございますけれども、仮に使用料というふうにした場合は、

例えば去年と同じように、震災なんかの影響があった場合には、かなり入り込み客の数も減

るわけですよ。そうすると収益もかなり落ちます。ただ、使用料はそのままというふうにな

りますので、決めた使用料はそのままいただきますよと。ただ、寄附金の場合は収益の中か

ら寄附をしますので、例えば収益がなければ、額が小さくても寄附金でおさまるという、弾

力性というんですかね、そういう面から見ると寄附金のほうが、たけゆらの里としては弾力

性があるのでいいのかなというふうに感じます。 

  それが使用料とすれば、経営上非常に何か特別な場合があって収益が上がらなくても、そ

れでも使用料は使用料として納めなくちゃいけないというようなことで、そういうことも考

えられますので、取り扱いとしては、寄附金のほうが弾力性があっていいのかなというふう

な感じはいたします。でも、それが使用料としていただくほうがいいということであれば、

別に使用料として取ることも可能ですが、今のところ、その辺のところは今後慎重に対応を

していきたいと、取り扱いについては慎重に対応していきたいというふうに考えます。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） ４番小髙議員。 

○４番（小髙芳一君） 限られた時間でありますから、簡潔にひとつお願いをしたいと思うん

ですけれども、副町長、違うんですよ。会社が運営するんで、あそこで施設を借りて運営す

るんですから、使用料を払うのが当たり前。これから出発しないといけないんですけれども、

当初から使用料は払わない、もし利益が出たらその分払いましょうよという形で町というか、

会社がスタートしてしまったんです。本来であれば、あそこに使用料として当然土地代金、

施設代金払うのが当たり前、それをしないでということでずっと来ているという意味合いが

あるんです。 

  ちょっと申し上げますと、その前には組合がやっていたときには、農産物で77万、郷土料
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理で65万、乳製品で100万の使用料を町に払って、合計大体2,900万、当初から3,000万ぐら

いの寄附やりましたよね、ちょうどうそのくらいなんですよ。その分は、会社がやる前に組

合と町が一緒にやっていたときには、その使用料ということで町に納めて、次に会社になっ

たときは使用料はなしよ、利益が出たらあげましょう。私に言わせれば会社を経営するのは

甘いんじゃないですかという意味で言いたいんですよ。 

  要するに当然あの施設はそれだけの施設ですからお金を使用料を払う、当然の話だと思う

んです。そういう意味から、今現時点で500万ぐらいということは、もう完全に赤字という

意味で言っていいんだろうというふうに思います。ぜひ使用料はそういうことだということ

でご理解をいただきたいと思うんですよ。 

  次に、経営の実質的な権限ということでお聞きをしたいんですけれども、あそこでだれが

権限を持ってやっているのか、非常にあいまいな部分ありますよね。きょうは町長、副町長、

社長、副社長、ここにいらっしゃいます。あそこはもう部長さんがということなんですけれ

ども、１年置きにほぼ変わっている。だれがあそこを引っ張っていっているんですか、だれ

に権限があるんですか。お願いします。 

○議長（正木 武君） 副町長。 

○副町長（鈴木朋美君） 権限ということでのご質問でございますが、実質的な権限は取締役

社長であります町長にあるというふうに私自身は考えます。 

  実質の権限ということでございますけれども、今の所長も事あるごとに町のほうに来て、

社長といろんなことを方策等相談しております。そのたびに、社長からそれぞれの所長に指

示を与えておりますので、そんなに今の所長が権限がないとかいうものではないかと思いま

す。 

  したがいまして、権限といいますか、所長もお話を聞きますと、やはりいろんな生産者の

方にもいろんな指導もしているようです。これからは、所長の権限をきちっと守っていただ

けるように、生産者また従業員等も含めてこれから話し合いなりして、よりよい方向に持っ

ていくのが必要かなというふうに私自身は今思っております。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） ４番小髙議員。 

○４番（小髙芳一君） 当然、権限は社長ということは当たり前だと思います。じゃ、お聞き

しますけれども、社長は交流センターに月に何回行きますか、どういう指示をしますか。副

社長も同じ、何回行って、どういうお話をしているかお聞かせください。 
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○議長（正木 武君） 簡潔にお願いしますね。副町長。 

○副町長（鈴木朋美君） それじゃ、たけゆらの里に何回行くかということで、そんなに数は

行っておりません。イベントがあるときにご招待いただいたり、たまに私もちょっと買い物

がてら、たまに行って、その店を中を見させていただくこともあります。この間もちょっと

行ったんですけれども、ちょうど勝浦でビッグひな祭りが行われた３月３日でしたかね、そ

のときにちょっとたけゆらの里に私行ってみました。行きましたら、やはりせっかく勝浦に

ビッグひな祭りがあって、お客さんもかなり勝浦に行っているわけですよね。当然、勝浦に

行く途中のたけゆらの里でございますから、かなりお客さんもふえるんじゃないかというふ

うに思ったんですが、行ってみてちょっとがっかりしたのは、やはり品物が余りないという

のがちょっと実感を受けました。ですから、せっかくああいうふうに入り込み客が期待でき

る時期に、やはり売るものがないというのは、これは消費者にとってもやっぱり残念、そこ

にせっかく寄っていただいた方も残念に思うんじゃないかと思います。ですから、そういう

ことを考えますと、これからの運営についても、やはりいい品物をたくさんそろえて売ると

いうことが私は必要じゃないかということで、そんなに回数行っておりませんが、時たま私

は買い物がてら寄らせていただいております。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） 私は、社長といたしまして大体月に３回程度です。それと、あとは部

長あるいは職員とは１週間に２回から３回程度連絡とっています。書類が上がってきて、問

題が出るたびに私のほうから聞き返しまして答えをもらっております。ですから、連絡事項

につきましては週に３回程度はやっております。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） ４番小髙議員。 

○４番（小髙芳一君） 町長は、町長になる前に社長でいらっしゃいました。会社の経営って

そんなに簡単なものではない。副社長は買い物のときにという話でありますけれども、町長

も、こういうそばに来たときに指示をするという状況であります。このような形でどんどん

売り上げが落ちて、実質的に赤字の方向にあるということは、やっぱり社長として責任があ

るでしょう。社長はやっぱり現場にいて的確な指示を、毎日毎日指示をして、例えば品物が

ないという話がありました、組合員が悪いのか会社が悪いのか、そういう話ではもちろんな

いと思う。どういうふうにすれば品物があってお客さんが来てくれるということを、常にや
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っぱり戦略を練りながらやっていかなくてはいけないというふうに思うんですね。 

  町長が充て職という形、副社長もそうです。そういう中で、果たして経営ってできるんで

しょうか。そんなに簡単に会社の経営ってできっこないというふうに思うんですけれども、

あそこに部長さんに権限を任せてあるからいいだろうと。やっぱりこれからのこういう過当

競争の中にあって、それを勝ち抜いていくには、やっぱりあそこに司令塔としたものがしっ

かりいながら常に指示をして引っ張っていく、これが普通の会社のあるべき姿ではないんで

しょうか。基本的に、今行った回数を聞きました。町長が社長で、あそこの社長ということ

は私は無理なんだ、副社長もあそこで会社の副社長というのは無理でしょう。また、大丈夫

だよということであれば、行政のほうは行政のトップは町長だよね、やっぱりこっちへ一生

懸命見てほしいですよね、当然トップとして。向こうも、会社の社長で全部見ろっていった

ってそれは無理な話だと私は思います。ですから、今お聞きしましたけれども、社長はそう

いう形で、これからもそんな形で指示を出して業績を上げることができるんですか。 

○議長（正木 武君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） 今、小髙議員ご質問の考え方はそのとおりであろうと思います。事業

というのはそんなに甘いものではございません。やはり日々の数字の流れ、あるいはお客の

動向、状況というのはやっぱり常に敏感にとらえていかなければ事業というのはできないと

思います。それはそのとおりだと思います。 

  しかし、今、たけゆらの里の仕組みというのが一つございます。これは、私は２年余りな

んですが、いわゆる農業者の皆さんの一つの施設として、農産物をあそこで売れるという一

つの農業政策の中で恐らくできたものだと思います。そういうことで来ておりまして、たけ

ゆらの経営者と、いわゆる農産物生産者組合という組合との契約の中で成り立っています。

もちろん食事処とか直接のものは別なんですが、農産物についてはそういうことで、農家の

皆さんと直接の契約をしているわけではないんですね。 

  ですから、どうしてもそこは、今いただきました経営者を置いたらいいではないかという

話は、私はそのとおりだと思います。しかし、経営者というのは経営をする以上、権限を持

たせなければ経営はできません。今の経営の仕組みの中では、そこに経営者を置いたとして

も、経営の権限を発揮することはできないというのが一つの仕組みになっています。ですか

ら、まずこの辺が解決しない限り、先に進むことは難しいのかなと思っています。 

  ただ、この状況でいいのかというと、それは私はいいとは思っていません。恐らく、先ほ

どもお話ししましたけれども、農薬研修部会で私は２回講話をいたしました。この先の見通
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しとして、恐らく数年の中で赤字に陥るでしょうというお話も申し上げました。私はそうな

ると思っています。ですから、今早いうちにこの問題の解決に向けて、今組合員の皆さんと

これから協議をしていかなければならないと思っています。 

○議長（正木 武君） ４番小髙議員。 

○４番（小髙芳一君） 次の質問のほうの答弁もあったようでありますけれども、今言ったよ

うに、本当に司令塔となる人をやっぱり選んでいかないといけない。その方法は公募であっ

てもいいだろうし、あるいは執行部のほうで、この人はという部分で探してもいいだろうし、

今のままでは当然だめだということはおわかりいただけていると思います。 

  それと、指定管理者制度の中では全然別の話でありますので、あそこに有限会社たけゆら

の里が経営するという意味では、今の形の中で問題はないというふうに私は思っていますけ

れども、社長を公募するなりというとりあえず質問をしてありますので、答弁をお願いしま

す。 

○議長（正木 武君） 副町長。 

○副町長（鈴木朋美君） 今の答弁の中で、大分社長の心がけの話が出ちゃったような感じも

いたしますけれども、社長の公募につきまして、あるいは企業経営ですとか農産物の販売に

おきまして、販売戦略などにノウハウを持った方が社長に就任していただければ、それはそ

れなりにやはり経営的には安心だし、効果も期待できるんじゃないかというふうに私自身も

そうは思います。 

  しかしながら、今現在、社長と私副社長なんですが、社長としての報酬もいただいていま

せんし、副社長としての報酬もいただいていません。新たに社長を公募するというような形

をとりますと、やはりそれなりの報酬を支払うというようなことで、やっぱりそれだけの経

費が出てくるということでございます。今現在は、言ったように社長は今まで企業経営され

てきた社長でございますので、その辺は、今の社長で私は十分じゃないかというふうに考え

ております。また的確なアドバイスもしておりますので、新たに、たけゆらの里の程度の規

模の中で、新しい社長を公募して迎えるということはどうかなというふうに私自身は考えて

きております。 

  いずれにしても、公募によってすばらしい社長が来ても、今社長が言っておりましたけれ

ども、やはり権限も与えられる社長、そういうものがなくちゃいけないと思いますので、こ

れにつきまして、今後の経営につきましては社長の公募に当たっても、小髙議員がおっしゃ

るように、現場での指揮命令が必要だということでの、その辺もまた今後考えていかなくち

－36－ 



ゃいけないというふうな考えは私自身持っております。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） ４番小髙議員。 

○４番（小髙芳一君） 副町長、ちょっとやっぱり経費の問題が出ましたけれども、まずその

点を取り上げておきたいと思いますけれども、私が思うには今の部長が権限を持って、その

ままあそこを全部やればいいんだろうなというふうに権限を全部持たせて、町はあくまでも

協定で結んで、農業振興の部分も含めてやるべきだろうというふうに思っているので、協定

を当然指定管理者と結ぶわけですから、町が。余分なというか、農業振興の部分も離れれば

それはだめだよということで協定を結べばいい話で、それは今の形でできていると思うんで

すよ。 

  経費の問題出ましたけれども、例えば100万払って来てもらっても、100万以下の仕事しか

できなければ、これは高いんですよ。500万、600万払っても、それ以上の仕事というか、伸

ばしてくれれば安いんですよ。みんな課長さんだって700万もらっている。それは長い経験

があり、知識があり、部下を引っ張ってやるから、それだけ能力があるからもらうのであっ

て、その部分が例えば逆に言えば100万ぐらいの人でいいんだよといったら、その人しか、

その程度と言ってはあれですけれども、ぐらいの仕事しかできないでしょう。多分そういう

意味で、それはやっぱりそれだけの人材を据えてやるべきだろうと、それは経費が高いんじ

ゃなくて、それ以上にやれば安いんだという部分があると思うんですね。だから、ぜひ今の

制度で十分やれる話だと思うんですね。それはしっかりとやっていかないと、さらに大変な

ことになるんじゃないかということを申し上げておきたいと思います。 

  そこで時間のほうがないんで、町長にちょっと４点だけ頭に入れておいてもらいたいこと

を、これは建設的なことじゃないんですが、今までの経緯も知っておいてもらいたいという

部分で言いますので、お願いをしたいと思いますけれども、あそこで会社を町がやるという

ときに、つくる部分、生産する部分は農家に任せなさいよ、農家はもうつくるだけ、専門に

どんどんつくる、売る部分は町が全力で全部売るから。そういうふうにすみ分けといいます

か、したんですよ。それは会社になるときに、剰余金もいっぱいたまって、税務署からこれ

はどうするんだということを指摘されている会社、組織にとにかくしなくちゃいけない。だ

れがやるんだというときに、町がやるのか生産者がやるのかというときに、そのときに出た

話なんですね。会社は売ることに全部売ってあげるから、農家はつくることに専念して、両

方農家がつくって売るのは無理でしょうということでやったのが１点です。 
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  それともう一つ、あそこの施設をつくるときに町が何人か雇用をして、何人か募集をして

社員として入れたんですけれども、パートかどうかのところはちょっと定かじゃないんです

けれども、そうやって募集をして町がやったんですね。生産者があれを例えば経営すると、

やっぱり雇用の面で非常に不安、あそこで働いている人が、生産者がやれば当然パートとい

うことでやる可能性だってあるけれども、町がやればきちんとした雇用を守れるということ

だから、この会社でという部分で雇用を確保する。今赤字になって、これつぶれたらやっぱ

りこれは雇用の部分でも大変な問題になるわけですよ。それは当初から会社がやるときには、

あそこの従業員しっかりと雇用するということで出発したんだということであります。 

  そして、当時は農林課なんですね、農林課があれをやるときには、農林課は全力でもって

あそこを支えていくんだという当時の課長さんが、町がやる場合ですよ、生産者がやったら

知らないよとは言いませんでしたけれども、そういう売りでした。町がやるからには絶対何

が何でも成功するから、農林課は総力を挙げてあそこはやっていくんだという話でした。そ

ういうことで出発していますよということであります。 

  それから、その中で言えば交流センターの猪の解体の部分ですね、私はこの前もう少し体

制を整えてから渡してくださいよと言いました。農林課は全力でもって支えると言いながら、

あれは実質的に人件費入っていませんから、その部分はあそこに任せておいて、その分は多

分人件費を食っちゃっているはずですよ。全力で支えていると言いながら、赤字部分をあそ

こに押しつけるのはどうなんでしょうか。やっぱりそれはきちんと行政がやるべき方向性を

示してから、ある程度渡してもよかったんではないかなという思いがあります。当然、赤字

がまたそれによって膨らんだでしょうという部分は申し上げておきたいと思います。 

  それから、もう１点、あそこの施設は３億売りますね。町長は、企業誘致で、この町を少

しでも人口をふやしたいと言いました。私はその部分では大賛成でありますけれども、一方

で、企業を立ち上げることもどんどんやっていかなくちゃいけない。あの施設は生産者と町

と一緒になって立ち上げて３億売る会社に育てたんです。そういうことができるんですね。

これをつぶしてしまったら大変なことで、さらにどんどん伸ばしていかなければいけない話

じゃないですか。企業誘致なんて簡単な話ではない。一方では、自分たちで起業していく、

その一番の見本となる施設であるという部分もあるんだと思うんですね。ですから、さらに

優良企業になるように、やっぱり全力をもってお支えいただきたいというふうに思います。 

  ちょっと感想があれば一言。 

○議長（正木 武君） 町長。 
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○町長（飯島勝美君） 今のご意見なんですけれども、それはそのとおりであろうかと思いま

す。地元の農産物をまずあそこで売れる場所をつくるということは、当然一つの大きな柱で

あります。それから雇用を守る、これも重要な柱でございます。それから、起業を支援する

というのは、私のもともとの公約の中にあります。企業誘致もそうですが、いわゆる起業さ

せるということは一つの私の柱でもあります。そういうことで、これは当然そのことはやっ

ぱり守っていかなければなりません。しかし、赤字をずっと続けてきたときに、まだいいん

ですよ、しかし、この後、赤字をずっと毎年毎年続けたときに、じゃ支援をしていきましょ

うということが議会が果たしてそれを認めてくれるかということの問題がございます。 

  ですから、私はそのことのお話を皆さんにしているんですね。ですから、そうならないう

ちに何とかやはり双方でいろいろ研究し合って、これを解決しようというお話をしておりま

す。特に今経営の問題につきましては、確かに農産物を生産者の皆さんを守ることは当然の

ことなんで、ただ、やはりそれが行き過ぎたときに経営者として、例えばそこに品物がない、

じゃ出してほしい、組合員さんに言う、組合員さんのほうからそれが出てこない、それ以上

経営者には権限がないわけです。ですから、そういう状況もある。ですから、そのときに足

りないものをどこから仕入れて入れるか、それはできないと。そういう大きな問題もありま

す。 

  ですから、その辺も含めて経営権というものは、部長でも私はいいと思うんです。その辺

までしっかりとできるようにしていければ。だから、逆に言うと、組合員さん一人一人とた

けゆらの里が契約することがやはり望ましいのかなと思いますが、これはまだまだこれから

いろいろ組合さんとまた協議をしなければ、過去の経緯もございます。そう簡単にできるも

のじゃございませんが、この辺から解決をしていかなければ、多分再生をしていくというの

は非常に難しいかなと今思っています。 

○議長（正木 武君） 一般質問の途中ですが、ここでしばらく休憩します。 

  この間に昼食をお願いし、午後１時から会議を再開します。 

（午後 零時１２分） 

───────────────────────────────────────────────── 

○議長（正木 武君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  小髙芳一議員の一般質問を続けます。 

  なお、残り時間は30分です。答弁はなるべく簡潔にお願いしたいと思います。 

（午後 １時００分） 
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───────────────────────────────────────────────── 

○議長（正木 武君） ４番小髙議員。 

○４番（小髙芳一君） それでは、引き続き質問させていただきたいと思います。 

  たけゆらの里のほうは、町長の手腕にかかっていると思いますので、これから議論が出て

くると思います。ぜひしっかりとした対応をしてくださるようにお願いをして次の質問に移

りたいと思います。 

  平成24年度の当初予算について、飯島町長になって３回目になりますかね、予算編成、町

の状況、やっぱり相当厳しい中での予算編成ということで、大変ご苦労されていると思いま

す。今回の予算につきまして、町長はどのような考え方、そしてまた町長自身、この予算を

どういうふうに評価しているのか伺いたいと思います。 

○議長（正木 武君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（小野田光利君） 24年度当初予算について、どのような考え方で予算編成を

行ったのか、また町長の予算についての評価はどうかというご質問に対しましてお答えをさ

せていただきます。 

  国の状況等につきましては、町長は冒頭にごあいさつの中でお話をされましたので、その

辺は省略をさせていただき、本町の24年度の財政の見通しについてお答えをしたいと思いま

す。 

  歳入では、依然として低迷する景気の影響等によりまして、税収入等が落ち込みまして、

また自主財源の確保が非常に困難で状況であります。 

  また、地方交付税につきましては、国の概算要求はほぼ前年並みとなっておりますけれど

も、不況の影響によりまして、地方譲与税とか各種交付金が減少する見込みである。また、

歳入の増額を見込むことは非常に困難な状況となってございます。 

  一方、歳出におきましては、医療福祉等の関連経費や、また広域ごみ処理施設建設等、一

部事務組合の負担金の増額が今後も予想されると思っております。 

  また、人件費、公債費の総額に占める割合も高い水準で推移するために、経常的な経費の

割合が非常に高く、かつ政策的経費の財源確保は難しいなど、かなり厳しい財政状況が続く

と見込まれております。 

  そこで、24年度の予算編成に当たりましては、職員一人一人が厳しい財政状況を十分に理

解して、税収入初め財源確保に努めるとともに、行政サービスの受益と負担のバランスのと

れた予算編成を基本といたしました。 
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  歳入では、課税客体の的確な把握、徴税、使用料及び負担金等の滞納整理の促進とか、城

見ケ丘団地や未利用地の積極的な売却、受益者負担の適正化など、あらゆる面から歳入を見

直して財源確保に努めるように周知したところでございます。 

  また、歳出におきましては、国・県の行政改革など大きな変革の年にあるということを認

識しまして、すべての事務事業の必要性とか緊急性、費用対効果等を検討して、事業の廃止

も含めて見直しを行って予算編成を行ったところでございます。 

  さらに、大多喜町総合計画第３次５か年計画ですか、それとの整合性を図りながら、新規

事業につきましては、事業費が過大とならないよう適正な積算による要求といたしました。 

  続きまして、町長の評価につきましては東日本大震災の復興や…… 

○議長（正木 武君） 町長の評価なら町長が言ったほうがいいんじゃないか。 

○企画財政課長（小野田光利君） 以上です。 

○議長（正木 武君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） 全部言ってくれてもよかったんですけれども。 

  町長の評価ということでございますが、東日本大震災の復旧・復興や円高によりまして、

地方交付税の例年並み交付が危ぶまれているところであります。地域経済の低迷に伴いまし

て地方税収の低下など、今後の状況というのは大変不透明であり、なおかつ義務的経費の増

加が予想されているところであります。 

  私といたしましては、精一杯の予算の編成であるというふうに考えております。また、今

後、経済情勢の推移、税制改正の内容、国の予算編成の動向等により大きく変わることが予

想されますことから、できるだけ義務的経費は抑え、また、すべての事務事業の必要性、緊

急性、費用対効果を十分に検討しまして、事業の廃止も含め全般にわたる見直しを行うこと

はもちろんでございますが、人口増の対策のための財源等の経費は惜しまずに進めてまいり

たいと思います。 

  また、税収の確保に努めまして、また今は不測の事態に備えまして、できるだけ町といた

しましても基金の積み増しといいますか、積み立てることを目標に今進めているところでご

ざいます。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） ４番小髙議員。 

○４番（小髙芳一君） 今言われたやつは、もらった予算書というか、指針のほう、概算を見

ればわかるんですけれども、そういうことの細かいことではなくて、町長はやっぱりこの町
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をどういうふうにしたいという思いで当然当選されて、この行政の中でまちづくりも進んで

いくわけですよ。この予算で自分の思いが100パーセントできているのか、そういう部分を

どんなふうに考えておられるのか、これだけの予算でやっぱりやりたいこと、いろんなこと

があるんだろうと思うんですよ。限られた予算であると、どうしてもそこを削りここを削り

という部分じゃ、多分思いとしてはもっともっとという部分があるんで、その辺がもう100

パーセントといえば別に、じゃ、それでいいのかという感じなんですけれども、やっぱり引

っ張る首長としての満足はいかない、こういうこともやりたい、ああいうこともやりたいと

いうような評価の中でどうなのかなという部分をお伺いしたかったんですけれども。 

  次に移りたいと思います。 

  特に２番目でありますけれども、重要な施策は何かということでお答えをいただきたいと

思います。 

○議長（正木 武君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（小野田光利君） ２番目のご質問の重要施策は何かについて、お答えをさせ

ていただきます。 

  建設的なものから申し上げますと、農林水産業費全体の予算は、前年度に比べ減額となっ

ておりますが、養老渓谷の拠点センターの管理運営事業、また商工費の遊歩道の整備事業の

測量とか環境調査、設計業務、また土木費で言いますと町道の改良事業であります辺地計画

で計画をしております宇野辺当月川線の地質調査とか路線測量、設計業務、また増田小土呂

線の歩道設置工事等が建設的なものでありますと主でございます。 

  また、施設管理的な事業といたしましては、教育費であります大多喜小学校屋内運動場の

耐震補強大規模改造工事、また中央公民館のホール棟でございますが、耐震補強工事が予算

的には大きな事業でございます。 

  さらに予算的には大きくありませんが、総務費の中で定住化対策事業の委託料で、品川ま

での高速交通体系の整備の一環として、バスターミナルの基本設計業務委託を計上してござ

います。 

  また、予算上、全然見えてはきませんが、平成24年度においては土地開発基金を活用しま

して企業誘致、また分譲宅地のための土地の事前買収とか、老川地域のかわまちづくり計画

の中で、環境学習、施設、また観光施設として有効であろうと思われる養老川の河川水を利

用した小水力発電です。 

  また、さらに高齢化や後継者不足により、遊休化している農地、空き家を活用しての人口
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対策、人口増対策等を含めた農業体験者の研修、就農希望者の受け入れ等を計画しておりま

す。町においては、町の予算を使いつつ、民間の活力を有効に引き出して活性化していくと

いうことを基本といたしまして、平成24年度においても新たな施策を提案してまいりたいと

考えております。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） ４番小髙議員。 

○４番（小髙芳一君） ありがとうございます。 

  今の中でいろいろやらなくてはいけないことの部分は今挙げられましたけれども、大きな

事業ということで。私、この中で今お話しありましたけれども、土地開発基金の積み立てと

いう新しい考え方があるのではないかなというふうに思っているんですけれども、これは上

瀑と総元の住宅分譲を売ったお金をここにためて基金にして、次の土地対策ばっかりかなと

思ったんですけれども、今はほかの分野にも使うということなんですけれども、具体的にこ

こにお金を基金として積んで、それからそれを原資にして使うという考え方について、少し

詳しく説明をお願いできますか。 

○議長（正木 武君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（小野田光利君） 現在の大多喜町の財政の中では、基金の中である程度自由

に使えるのが土地開発基金かなと私のほうは考えております。ただ、土地開発基金でござい

ますので、何の事業にもちょっと使えるという状況ではございません。ただ、今全国的にと

いうか、千葉県もそうですけれども、企業誘致のために無償で譲渡しますよといってもなか

なか会社が来てくれない状況の中では、既に町が先に取得しておいて、いい場所を確保して、

来たい企業があったときにすぐに、うちのほうでこういう財産、町の町有財産としてありま

すよと、すぐに対応ができるように、以前の議会でももっと積極的な企業誘致を進めろとい

うような議員さんのほうご提案もございました中では、そういったほうに予算を使っていき

たい。 

  また、ほかの小水力発電等については少しずつ予算の中で見てございますので、そちらは

また土地開発基金以外のもので使って推進をしていきたいと考えています。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） ４番小髙議員。 

○４番（小髙芳一君） ありがとうございます。 

  今までですと、例えばそこで分譲して上がった財産収入は、一般会計というか、そちらの
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ほうに入れて、あとほかの部分で使ってしまったわけですよね。今回はそのお金を一たんこ

っちに基金として積んで、また新たな仕掛けをする。こういう考え方は大賛成なんですよ。

前も、例えば午前中の話に戻っちゃいますけれども、交流センターで集めた基金を一般財源

として使わないで、それは次の直売の投資に使うべき話だろう。あるいは城見ケ丘の団地で

財産収入がふえたら、次の投資に、住宅施策に使うべきだと、そういう考え方で、そうする

と１回の原資で次から次へ動かせるんではないかなと、常に町は何か事業をやると、そこで

最初投資したから回収しようという考え方なんでしょうけれども、そこの部分を次にどんど

んつなげていく部分で、１回原資さえつくってしまえば、そこからどんどん回転してやれば

わかりやすいし、あるいはそのお金で次の投資ができるんではないか。一般会計は小さいも

のだから、常に何かやると、そこに一般会計にして補充をしてしまう。 

  前から私は思っていたんですけれども、余りいい考え方ではないというふうに思っていた

んですけれども、この基金の使い方をこれからもしっかりと、私はそういう使い方、住宅分

譲したら、次にさらに大きくするとか、そういう部分で人口対策に仕掛けるという部分の原

資を１回つくってしまう。そこにどんどんふえていけば、ふえていくとは限りませんけれど

も、そういう形にしておくべきではないかなというふうに思っているんですけれども、それ

は考え方として、町長、別にここの基金ばかりじゃなくて、ほかの部分のそういう仕掛けと

いう部分については、考え方として持っていらっしゃいますか。 

○議長（正木 武君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） ただいまご質問いただきました質問内容なんですが、全くそのとおり

でございます。 

  やはり町の投資的な財源というのはもうほとんどございません。そういうことで、補助事

業の中で、先ほど申しましたように公共施設であるとか道路とか、そういうものに大体が入

ってしまいますのでなかなか難しいということで、まず土地開発基金につきましては、やは

り人口増対策ということも含めまして、住宅のいわゆる土地を手当てをしながら、まずそれ

を売りまして、それをまた回収したものを再投資するということで、わかりやすく言います

と、仮に１億のものを投資して、ほぼ１億近くのものを回収して、それをまた回転していく

という回転することによって、それが何億にもなってくるわけでございます。そういう形を

とりたいと思っております。 

  それで、あとは一般の事業につきましても、できるだけ町は投資したもの、町は利益を出

す必要はございませんので、最低限まず原資は回収しながら、またそれを再投資ということ
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で、民間の皆さんが投資しやすいような環境のところには、またどんどん町として投資をし、

そしてまたそこに民間の皆さんが投資してくれると。民間の活力を使わなければ、この限ら

れた財源の中でまず活性化しませんので、さまざまな事業についてはほとんどそういう形で

進めてまいりたいと思っています。 

○議長（正木 武君） ４番小髙議員。 

○４番（小髙芳一君） よろしくお願いします。 

  次に移ります。 

  財政の見通しについて、町税の落ち込みがとまらないが、中長期的な見通しと対策または

財政力の低下についての町長の見解を伺いたいと思いますけれども、先ほど課長のほうから

上の部分についてはある程度答弁ありましたので、今年度予算につきましては財政力、自主

財源がまた減ったということで、財政力は多分県下でも最低になってしまったんだろうなと

いう思いがあります。この辺のことにつきまして、町長の見解をお願いしたいと思います。 

○議長（正木 武君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） 今のご質問ですが、全くそのとおりかなと思います。ただ、やはり町

税３税ですけれども、いわゆる所得税、固定資産税、また法人税も含めまして、なかなかこ

の辺につきましてはそれほど多くを望むことはできません。それ以外の税収というのがそう

簡単にふえるとは思いませんので、今私ども町として、先ほど申しましたように、例えば１

つの一例なんですが、小水力発電を今検討しております。これは町の財源を使わずに、いわ

ゆる売電によって収入を図るというような形、あるいは先ほど申しましたけれども、町のい

わゆる資産を使いまして、駐車場で収入を得るとか、そういう形のもので、少しずつやはり

町の税収、町が単独である程度稼げるような考え方をしていかなければ、なかなか皆さんの

税金だけを上げるというのはやはり、町全体が活性化すれば当然そこに行きます。しかし、

なかなかそれは一朝一夕にしてできるものではございませんので、町自体はやはり税収を図

るような、収入を図るようなことをともに進めていきたいと思っています。これは同時に進

めていかなければならないと思っています。 

○議長（正木 武君） ４番小髙議員。 

○４番（小髙芳一君） ぜひそういう仕掛けをしていってほしいというふうに思いますし、そ

ういう部分で予算を余りけちると言っちゃなんですけれども、必要な部分の投資というのは、

ぜひ将来のための投資という部分で考えていただきたいと思いますし、別に産業振興課ばか

りではなしに、教育の分野であったりとか、あるいは福祉の分野であったりとか、そういう
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部分でも十分、そういう視点に立った考え方もぜひ頭に置いていただきたい、企画は全部総

合的にやるんでしょうけれども、いろんな部分での人口増対策なり、あるいは税収の部分の

考え方というのはいっぱいあると思うんですよ、教育から、福祉から、産業から。課長さん

たちもそういう部分での頭を使うばかりでなくて考えていただきたいというふうに思ってい

ます。 

  次に、４番目の地方交付税の見積もりの内容と臨財債分の見積もり金額ということでお願

いをしたいと思いますけれども、野村議員のほうから地方交付税のほう大分話がありました。

ちょっと１つだけ、ここでせっかく質問してありますので、お答えをいただきたいと思うん

ですけれども、地方交付税が15億2,000万ということでありまして、そのうちの臨財債分の

見積もりとして、交付税に算入されるのは幾らかということでお答えをしていただきたいと

思うんですけれども、常に町債がいっぱいあるといっても、臨財債分が半分あるから余り心

配ないんだよという話でありますけれども、実際に交付税の算定の中でどれほど算定されて

いるのかお答えいただけますでしょうか。 

○議長（正木 武君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（小野田光利君） 交付税の中での臨時財政対策債分という話でございますが、

24年度においては、予算編成を編成上に不足する財源を補うために臨時財政対策債というこ

とで２億5,000万円を計上いたしました。この臨時財政対策債自体は、国の地方交付税の特

別会計の財源不足によって、本来交付すべき地方交付税を国が減額せざるを得ない場合に、

町がその財源の穴埋めとして、国にかわって発行する地方債でございますので、実質的には

地方債の代替財源として考えられるもの、本来は国が借金をすべきものを町がかわって借金

をするという形の臨時財政対策債でございます。現在の大多喜町の発行の可能額は２億

5,250万円程度でございまして、そのうちの２億5,000万円を24年度においては計上させてい

ただいております。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） ４番小髙議員。 

○４番（小髙芳一君） ということは、今年度の予算で町債として返すお金が４億8,000万強

でありますけれども、事業債と臨財債分は大体、ちょっと計算したら55対45になるんですけ

れども、それよりも多く交付税算入されているということでよろしいでしょうか。 

○議長（正木 武君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（小野田光利君） 臨時財政対策債については、すぐに国が翌年度にその分、
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対策債分を町へ交付してくれるとか、そういうような状況のものではないために、後年度と

いう言い方でありまして、来年度幾ら幾らというような言い方ではお返しいただいてはおら

ないんですけれども、そのうちの約70パーセントぐらいが交付税として算入をされてきます。

それは毎年の計算の中で出てきますので、ちょっと幾ら幾らとかは今申し上げられませんが。

すみません。 

○議長（正木 武君） ４番小髙議員。 

○４番（小髙芳一君） 時間がありませんので、あれですけれども、要するに交付税の算定す

るときに国の全体の予算が少なくなってしまうと、臨時対策債が戻ってくるよと言われても、

結局は戻ってこないじゃないかという部分が出てくるんではないかということでお聞きをし

たわけでありまして、必ずその部分はいい借金だよなんていうことは、一つには言えない部

分もあるんですよということは、私よりもそちらのほうが多分知っていると思うんですけれ

ども、そちらの答弁はいつもそうやって言われるんで、ちょっとここで聞いておきたいなと

いう部分がありましたので、申し上げただけです。 

  次に、５番目の事務事業の必要性、効率性、財源及び効果について徹底的な見直しを行っ

て予算編成をしたと。行政サービスの受益と負担のバランスのとれた予算編成。先ほど課長

さんのほうから答弁ありましたけれども、徹底的にやったということで、次には徹底的にや

ったんだから、無駄な部分は出てこないだろうというように解釈してしまうんですけれども、

なかなかそうもいかないんだろうなと思うんですけれども、ここで１点だけ皆さんのほうに

お願いしたいのは、行政サービスの受益と負担、これからこういうことがどんどん出てくる

と思うんですけれども、負担をしていただくことがふえてくる。 

  そうすると、今までは行政サービスをほとんどどんどんやっていたものが、これからも負

担をというときにはやっぱり住民感情として、やっぱり「何だよ、これから取るのかよ」と

いう話がどんどん出てくる。そのときに実は皆さんご承知だと思います。久保の駐車場の件

であります。私たちが行ったときには、当初は住民の理解を得られていたというような話で

ありましたけれども、久保の人たちは１回説明来ただけで理解も何もしていないよというよ

うな意見がありました。 

  つまり、これから負担をしていただくには、やっぱりある程度の説明は、納得行くかどう

かは別として、１回２回ぐらいの全町民を対象にした説明は開いていただかないと、我々も

それを前提にしての採決をするわけですから、結果として、「いや、なかなか難しかった

よ」と、それはそれで仕方ない。でも、説明はきちんとしてあげて、やっぱりそこのところ

－47－ 



を納得行かないんですかという部分については、もう少しやってあげるという部分は必要で

はないかというふうに思うんですけれども、そういう理解を得るための説明というか、そう

いう部分はぜひお願いしたいというふうに思っていますけれども、一言で結構ですから、町

長、だれでも結構ですからお願いしたいと思います。 

○議長（正木 武君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） 久保の駐車場につきましては、確かに説明という点では不十分だった

かなと思います。ただ、昨年12月に５区の区長さんを集めて説明会を開いております。それ

で、どうもいろいろお聞きしますと、４区の区長さんは新年会か何かでやはり区民に説明し

てあるそうです。そういうことでありまして、その後、暮れに文書で５区に、全部有料化に

ついての文書も配布してあるということなんですが、それでも不十分であったと、こういう

ご指摘もいただきましたので、またこれからはその辺は十分また注意してやってまいりたい

と思います。 

○議長（正木 武君） 小髙議員、残り５分です。 

  ４番小髙議員。 

○４番（小髙芳一君） よろしくお願いしたいと思います。 

  ６番目に、町の予算でありますけれども、町の予算というのは、私は基本的に町民の行政

サービスのために執行される。その対象は町というふうに考えていたんですけれども、亀田

の関係については全然違う、鴨川市ですね、鴨川市の大学の施設に補助金を送るということ

なんで、町の予算の執行範囲は地域とか施設とか、あるいは人って言っていいんですかね、

その部分はどこまで、これは新しい考え方だと思うんですね、町以外に補助を出すというこ

とですから。それは、どの範囲までこれからやろうというふうに考えておられるのかお願い

したいと思います。 

○議長（正木 武君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（小野田光利君） 町予算の対象となる地域、また施設の範囲等についてお答

えをさせていただきます。 

  地方自治法には、町の対象となる地域、施設の範囲について具体的にうたわれておりませ

んが、地方自治法の第１条の２に、地方自治体は住民の福祉の増進を図ることを基本として、

地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとするとあります。 

  これによりまして、地域住民に有効であると判断できるものについては予算の対象地域と

し、かつ施設等の範囲としてよいと解釈をしております。 
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  また、亀田医療大学の補助の件でございますが、それにつきましても地方自治法の第232

条の２には、地方公共団体はその公益上必要がある場合においては、寄附または補助をする

ことができるとうたわれておりまして、同じく町の予算の対象地域、また施設の範囲として

支障はないと解釈しているために予算計上をさせていただいたものでございます。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） ４番小髙議員。 

○４番（小髙芳一君） その解釈は非常に難しい部分も一つあると思うんですよ、公益性とか

地域住民にと。じゃ、実際にそれがどういうふうに、公益性とはどういうことを言うんです

か、別に医療大学の部分だけではなしに、あらゆる部分に全部公益性という部分はあるわけ

で、今度町が、そういう部分というのはどこの範囲までも出せるよという部分、あるいは町

長が変われば、私はこういうふうなことでほかにも出したいんだという、あるいは情報があ

れば出すんだということになれば、それは限りなくとは言いませんけれども、今まではせい

ぜい夷隅郡内の範囲でありましたけれども、これからそれをさらに外枠に広げるという、そ

こに出すという部分ではなるわけで、その辺は別に心配なされていないのか、やっぱり一つ

の行政がよく言われる前例という部分から言いますと、非常に大変な問題ではないかな。今

回１回だけというふうに済むかどうかわかりませんけれども、それはやっぱり町の執行部の

考え方がそうなんですよということを示すという部分では、大変大きな問題だというふうに

言わざるを得ないんですけれども、その辺は、これからはそういうもの、公益性があればど

こでも、申請さえあれば、解釈そのものはきちんとしていないですよね、「公益性、公益

性」って言うけれども。その辺は一線なり引く部分というのはないんでしょうか。 

○議長（正木 武君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） 亀田の医療大学への支援ということの問題だと思います。私ども、こ

れは今、先ほど課長が答弁したところにあるわけでございますけれども、基本的には私学の

支援なんですけれども、まず学校が法人として設立をされますと、これは当然学校としては

借入金ができるわけですね。 

  まず、学校設立時には借入金ができないという中で、こういう支援ということがあります。

当然、今度は亀田も、これが実際に学校が設立して動き出すということになれば独自で借金

ができますね。それは、どこの学校もみんな同じなんです。今回の場合は、設立という前提

が１つありました。 

  それと、もう一つは、これから公益性という中にありましても、やはりまず国があって県
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があって、それで自治体があります。ですから、町単独で何でもやるというものではなくて、

今回の場合は、医療の崩壊という中で看護師は、やっぱりどうしても日本の国内の中で非常

に不足していると、絶対数が不足していると。そういう中で国策の中でもありますし、県と

してもやはり全国のワースト１という看護師不足の中で、県としても重要施策の中でありま

す。当然、看護大学の設立の中で国がまず支援をすると。そして同時に県が支援するという

ことで、その関係構成市町村が出したということで、ある程度はやはり国、県、町というの

は一つの一体的な動きになろうかと思っております。 

  それで、もう一つは今回やはり町として、町を超えて出しているということなんですが、

やはり我々町の本旨は住民の福祉の増進にあります。それは、やはり住民の皆さんが医療を

安心して受けられるという、この体制は町としてとるべきであると思います。それで、やは

り今、亀田病院のほうには相当数の町から医療、治療を受けているわけですね。そういう中

で夷隅医療センターと同じぐらいの人がそこに行っているわけでございます。そういう意味

で、やはり看護師の不足によって、医療の機関が患者の受け入れができないという、そうい

う状態になったときに、住民の皆さんが医療を受けたいということができないという事態と

いうことは私どもは避けたい。そういう意味で、やはりそういう考え方が住民の福祉の増進

というのが基本にあると。当然安心してやはり医療が受けられるという、その体制は町とし

てとらなければならない、そういうことで今回はご提案をしているところでございます。 

○議長（正木 武君） 小髙議員に申し上げます。 

  非常に重要な問題で、持ち時間の１時間を過ぎましたので、質問を終了させていただきま

す。 

○４番（小髙芳一君） 反論もありますけれども、時間ですので、終わりにします。 

○議長（正木 武君） はい、よろしくお願いします。 

───────────────────────────────────────────────── 

◇ 志 関 武良夫 君 

○議長（正木 武君） 次に、８番志関武良夫議員の一般質問を行います。 

  志関議員は一問一答による質問です。 

  ８番志関議員。 

○８番（志関武良夫君） 私は３点ほど質問させていただきますが、前の議員さんたちの質問

の内容と重複するところがあります。その点についてはご了承願いたいと思います。 

  今後の大多喜町の方向性ですね、これについてちょっと伺います。歳入歳出では依然とし
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て低迷しており、景気の影響と住民減少により町税収入が落ち込み、自主財源の確保が困難

な状態であり、不況の影響により、地方譲与税や各種交付金が減少する見込みとのことです

が、今後、大多喜町として財源確保をどうしていくのか、お尋ねしたいと思います。 

  それと、これには人口減少と企業の景気の低迷によって税収が上がってこないのが最大の

原因だと考えられますが、この点について、町長どういうふうにお考えになっておりますか、

お伺いしたいと思います。 

○議長（正木 武君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） ただいまのご質問なんですが、税収、財源をどうしていくかというこ

とになるわけでございますが、私ども２年ほど進めてきておりますのは、やはり人口減少ス

トップということが１つあります。それは何かといいますと、やはり税収確保という面で非

常に大きなものでございます。それで、私どもがまず最初に申し上げてきましたのは、若い

人の定住化ということの中で、まず若い人がそこに住んでいただくということが基本かなと

思っております。そのために私どもも、今いろいろ土地の分譲も含めまして、若い人たちが

家を建てられるような、そういう投資をこれから町としてはやっていくわけでございますが、

その一つはまず人口をふやしていくということ、そこにいろいろな資産というものをつくっ

ていただければ当然税収にはね上がります。 

  特に今、町の税収の基本は、いわゆる所得税と固定資産と法人税があるんですが、固定資

産と所得税については比較的安定しているんですね、法人税についてはもう既に落ちるとこ

ろまで落ちまして、ほとんど均等割というところにありまして、これ以上法人税は落ちない

という状況にあります。それでこれは、ですから今年度の24年度の税収についても若干の落

ち込みがありますけれども、安定しているのは固定資産と所得税ということでありまして、

大きな落ち込みにはこれからはならないんだと思いますが、ただふえる期待はないんですね。

そういうことで今町として進めているのは、今申しましたように、どうしたら若い人たちに

住んでいただけるか。そこに若い人たちが家を建てられるような状況をつくっていく。定住

化に向けての町として投資しやすいような環境をまずつくっていって、町にいろいろ固定資

産がふえるような、そういう施策を進めていきたいと思っております。 

  それから、もう１点は企業誘致あるいは地域の産業を支援しながら、まず産業を活性化し

ていくということなんですね。これは、やはり企業誘致は先ほども出ましたけれども、なか

なかそう簡単にできるものではございません。やはり一番最初に私ども今進めているところ

は、今現在大多喜町にある事業所、これらと協力関係の中で、できるだけその事業所が事業
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規模を拡大できるような施策、支援ということを進めています。 

  それで、そういうものを少しでも地元の今ある産業を拡大していけるように支援をしなが

ら、また当然、企業誘致も進めていかなければならないと思っています。そういうことで、

これらも税収の一つの中に考えているところでございます。 

  あともう一つは、先ほど企画課長も計画の中でありましたが、この地域に遠くから、まず

首都圏のほうからこちらに住んでいただくためには、まず交通体系というのを同時に進めて

いくということで、それらも一緒に進めながら、またここからいわゆる首都圏に通えるよう

な、そういう交通体系も含めまして、できるだけここに人口増対策が、基本的には税収確保

につながると思いますので、そういったことは総合的にまた進めてまいりたいと思っていま

す。 

○議長（正木 武君） ８番志関議員。 

○８番（志関武良夫君） 人口増対策、これは大きな自主財源にも係ることですが、先ほど野

村議員のほうから、交付税の問題が提起されましたけれども、その点についても町としても、

この交付税の問題は大きなウエートを占めているわけですね。財政面でも経常的経費の割合

が高く、かつ政策的経費の財源確保は難しく、厳しい状況が続くということでございます。

今後の大多喜町に非常に不安を抱かざるを得ないようなそういう状況の中で、これから経費

をやはり削減して、できるだけの経費を削減して、幅広く改革を進めていく必要があるんじ

ゃないかというふうに思うんですが、その点についてはどうですか。 

○議長（正木 武君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） これは議員のおっしゃるとおりだと思います。先ほどは収入、財源に

ついてのお話をいたしましたけれども、同時に進めるべきは、経費をどうやって抑えていく

かということにあります。それで、特に今役場の場合は、やはり人件費の占める割合が非常

に高いわけでございます。その人件費をどう詰めていくかというのは、今計画の中で毎年毎

年人員削減というのは計画的に進めているところでございます。 

  また、これをまず着実に進めていく、人件費の圧縮というのは着実に進めていかなければ

ならないと思います。それから、そのほかには当然いろいろな事業を見直しまして、無駄な

ものは削っていくということが必要であろうと思っています。ですから、当然収入と、また

逆に言えば歳出の部分の両面で進めなければならないなと思っています。 

○議長（正木 武君） ８番志関議員。 

○８番（志関武良夫君） 今、町長が言われたとおりだと思いますけれども、町税が町民に大
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きく負担をかけるような、そういう状況になってきますと、非常にまた町から離れる人も多

くなってくるというような、そういう不安定な状況になってくることも考えられます。町民

の生活の安定ということを第一というふうに考えて、町の現在の町民の方々が住みやすいよ

うな環境づくり、また町としても努力していっていただきたいなというふうに思います。 

  この質問については、これから町のほうと議会で、一体となって町民の生活を安定させる

べく、そういう形をとるように努力していきたいというふうに思います。 

  この質問はこれで終わりにさせていただきたいと思います。 

  それと、先ほど町長が言われました企業の誘致、これは以前にも私が、企業の誘致につい

ては現在非常に難しいというようなことを言ったことがあると思うんですね。その点につい

ては、町長は努力するというようなことでございましたけれども、今の社会情勢、日本の経

済の状況、そういうものを見きわめていきますと、企業の誘致、これは非常に難しい。それ

で大多喜町にとっても企業を誘致するというような、そういう環境整備が整っていない。昨

年度の12月17日の読売新聞の中に、茂原市と袖ケ浦市に大きな工業団地をつくるというよう

なことで新聞に載っていたんですけれども、県の方針として、来年度から着工していくとい

うようなことが書かれているんですね。そういう茂原市にしても、工業団地をつくるにおい

ては、今の工業団地もちょっと余っているんですね。私もこの間工業団地の中をちょっと見

たんですが、これから茂原市が工業団地を、県が率先して大きな規模でつくっていくという

ことになりますと、圏央道から５分あれば来ちゃうんですよね。だから、そういう状況の中

で、大多喜町にこれからそういう町長が力を入れていることは、私はこれは悪いことじゃな

いと思うんですよね、企業の誘致、これは悪いことじゃないと思うんですが、果たしてそう

いう今の大多喜町の環境の中に、企業が来てくれるような、そういう企業があるのかどうか

ということですね。ちょっと考えると非常に難しいというのが私の率直な考えです。そうい

う点についても、これからどういう対策をとっていくのか。私は企業誘致ばかりを考えるん

じゃなくて、切りかえることも大切じゃないかなと。状況に合わせた施策といいますか、そ

ういうものも考えていく必要があるんじゃないかなというふうに考えるんですけれども、町

長の考えはどうでしょう、お伺いします。 

○議長（正木 武君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） 企業誘致についてでございますけれども、確かに今企業誘致というの

は非常に難しいなと思います。これは今の日本の国内の経済状況を考えますと、いわゆるさ

まざまな要因があります。円高の要因であったり、いわゆる賃金形態がもちろん日本は高い、
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だから生産性は、どうしても生産の競争力では非常に国内では難しいということで、大半の

ものが海外に出るという状況にあります。近隣の茂原市においても、工場の撤退とかという

ことで大変揺れ動いているわけでございます。 

  しかしながら、すべての産業が国内から海外に行くということではなくて、またあるいは

国内で消費するものは当然あるわけでございます。そういったものの産業も当然ございます。

ですから、私どもは最初から大きなものは考えてはおりませんが、小規模のものでも、まず

誘致をしていく必要があるということでございます。 

  それで、今お話もありましたように、そういう準備をしていないではないかいう、それは

そのとおりでございます。ただ、私どもは２年の間に、実は２件ほど申し込みが来ました。

土地をあっせんしたり何かしながらやるんですが、なかなか進まないところもございます。

しかし、全くゼロではないということなんですね。ですから、これは粛々と進めてまいりた

いと思います。また営業も続けてまいりたいと思いますが、もう一方で方針転換はどうかと

いう話でございますが、方針転換をするわけではございませんが、企業誘致は誘致として、

また別途に先ほど申しましたように、地元の足元に今大多喜町は事業所がございます。これ

らをどういう形で拡大していくかというのが１つあります。 

  それで、現状そういう話の中で今話をしている最中ではございますが、例えば今大多喜町

にあります事業所、こういう事業所でも、いわゆる大多喜以外に、例えば山形であったり、

埼玉であったり、さまざまなところに工場も持っているんですね、複数。そういったものを

大多喜へ集約していただくというようなことも今進めております。そういうことで、今何社

かはそういうことで、何とかよそにあるものを大多喜に集約してくれないかという相談もし

ております。 

  また、現在、大多喜町にあります事業所といいますか、そういったものをできるだけ大多

喜に統一できないかということで、さまざまなことで今ご相談をしているところでございま

して、両面でこれから企業誘致も含めまして、旗をおろすことではなくて、それも粛々と進

めながら、もう一方では足元もしっかりとやっていきたいと、このように思っています。 

○議長（正木 武君） ８番志関議員。 

○８番（志関武良夫君） 町長のそういう企業誘致にかける意気込みといいますか、そういう

ものは感じられますけれども、大小かかわらずゼロではないというようなことでございます。

それは確かにそうです。そうだと思いますけれども、私もいろんなところからそういうお話

も聞きまして、いい話だなというようなことで、町長にもちょっと先日ご相談をしましたけ
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れども、そういうものが大多喜町に来ていただけるようなことがあれば、非常に雇用の問題

でも、かなりの雇用ができるんじゃないかなというふうなことで思っておりますけれども、

今後ともそういう方向性、小さい企業でも大多喜町に来てくれるということであれば、非常

にありがたいことだというふうに考えておりますので、ぜひそういう企業がありましたら、

積極的に取り組んでいただきたいなというふうに思います。 

  この質問については、これで終わらせていただきます。 

  それと職員の、今現在60歳定年制になっておるんですが、これは平成23年12月29日の千葉

日報の記事なんですが、今までは国は60歳定年といっても65歳で延長できるような、そうい

うシステムができていたんですね。退職されましても、希望があれば延長をやることもでき

ている、そういうシステムになっているんですね。それで、これから役場の職員が60歳で定

年制を迎えた場合、今後の役場の職員の構成にも大きく影響してくる。そういうものの中で

どういうふうに町では考えているのか。また一般の企業ですと再就職、定年制を65歳にする

と、大きく年金制度にもかかわってくるわけですけれども、65歳でやめて今度再就職をした

場合には、国のほうから、その企業に対しまして70万円ほど助成があるんですね、その人に

対してね。だから、そういう問題もありますけれども、町としては今後そういう職員の定年

制についてどういうふうな扱いをしていくのか、これ非常に大きな問題と思いますので、考

えていることがあれば、ちょっとお聞かせ願いたいなというふうに思います。 

○議長（正木 武君） 総務課長。 

○総務課長（花﨑喜好君） 平成25年度から段階的に年金の支給年齢を引き上げるということ

に伴いまして、職員の定年が60歳でございます。その辺の考えはどうなのかというふうなご

質問だと思います。 

  昨年の国の人事院の勧告では、志関議員さんご指摘のとおり、平成25年度から段階的に年

金の支給年齢を65歳に引き上げるというふうになっております。そうしますと、今の定年制

をそのまま行きますと、退職後無収入の期間が生じるという懸念がございます。そういうこ

とで、職員の高齢期の生活の不安ですとか、職務に専念の環境整備が必要であるというふう

に国のほうも勧告をしております。 

  これに伴いまして、国家公務員制度の改革基本法の中では、定年を段階的に65歳に引き上

げることについて検討することとしております。政府は平成23年のうち、今年度中に定年延

長にかかわる一定の結論を得るものとしておりますけれども、先ごろの報道ですと、定年は

延長せずに、再任用制度というふうな形を設けるというふうなことも報道されているような
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のを聞いております。こういう状況を見据えながら、千葉県内あるいは近隣の市町村と均衡

を図りつつ、職員の定年延長については検討してまいりたいなと思っています。 

  基本的に、60歳以降の給与を抑制することによりまして、全体の総給与の総額は抑制しな

がらしていかなきゃいけない。先ほど町長が人件費の話をしましたけれども、人件費を膨ら

ませないような考え方で、そういう制度の導入を考えていかなきゃいけないかなというふう

にも考えています。 

  以上でございます。 

○議長（正木 武君） ８番志関議員。 

○８番（志関武良夫君） 厚労省の審議会の中で、65歳までの雇用を義務化するというような

ことになったわけですね。それで、今60歳で定年でやめますと、65歳から年金がもらえるよ

うな感じになりますね。その間の５年間というものを空白期間がある。その空白期間は本人

の希望によって、働ける場所を希望することもできるわけですね。それで60歳から、私はこ

のまま継続して65歳まで働かせてもらいたいということであれば、それもできるわけなんで

すね。その点については、町のほうでは雇用の問題もかかってきますので、厚労省の審議会

でこれは決定しておりますから、その点についてはどういうふうに考えておりますか。 

○議長（正木 武君） 総務課長。 

○総務課長（花﨑喜好君） その関係につきましては、町の条例の中に職員の再任用、改めて

任用する、再任用に関する条例がございます。そこの中で、平成25年、来年の３月31日まで

で期限は定められていますが、64歳まで再任用しますよと。要するに60歳定年になっても64

歳までは再任用で、改めて再任用しますよというふうに定めています。その再任用の方法と

しましては、給料をそれなりの減額も、給料も減額しますので、我々課長職であれば、その

下の職、あるいはそのもっと下の職というような形になろうかと思いますが、そういうふう

に職もかえて改めて任用して、給料も70パーセント、60パーセントに抑えて再任用する条例

も今できていますので、そういうふうな方法もあろうかと思います。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） ８番志関議員。 

○８番（志関武良夫君） はい、わかりました。 

  雇用問題ですから、働く人の職場の確保ですから、ひとつそういう点につきましても慎重

に取り扱いをしていただきたいなと思いまして、私の質問を終わります。 

  どうもありがとうございました。 
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○議長（正木 武君） 一般質問の途中ですが、ここで10分間休憩します。 

（午後 １時５６分） 

───────────────────────────────────────────────── 

○議長（正木 武君） 休憩前に引き続き一般質問を続けます。 

（午後 ２時０７分） 

───────────────────────────────────────────────── 

◇ 野 中 眞 弓 君 

○議長（正木 武君） １番野中議員の一般質問を行います。 

  野中議員は一問一答による質問です。 

  １番野中議員。 

○１番（野中眞弓君） 私は３点にわたって一般質問を行います。 

  まず１点目は、子供の医療費助成の拡大についてです。 

  本町では今、子供の医療費の助成を、入院は中学３年生、通院は小学校６年生まで行って

おります。ことしの２月でしたか、千葉県は、来年度より通院を中学３年生まで拡大すると

発表しました。私このときに、ちょっと書いたときに誤解しておりまして、通告が間違って

いますので、ご訂正ください。本町の助成の範囲ですが、これを入院、通院ともずっと飛ん

で、高校３年生まで拡大する考えがあるのかお伺いしたいと思います。 

○議長（正木 武君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（石井政一君） ただいまの子供の医療費助成ということで、子供の医療費

助成の範囲を入院、通院ともに高校３年生まで拡大する考えがあるかとのご質問でございま

すけれども、先ほど議員言われたとおり、新年度といっても24年12月ごろになろうかと思い

ますけれども、県は入院は中学３年生まで拡大する予定であり、通院については現状維持と

いうことで小学３年生までとのことであります。 

  本町では、現年度より入院を中学３年生まで拡大いたしました。また、通院については小

学６年生までの助成対象であり、他を見ても別におくれている状況ではございません。この

ようなことから当面は現状給付とし、現段階での拡大予定はございません。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） １番野中議員。 

○１番（野中眞弓君） 高３まで拡大する場合、経費はいかほどになるか試算されていますで

しょうか。 
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  また、私は段階的にということを前から言っているんですけれども、仮に段階的に中３ま

でにするとしたら、その半分までというふうに非常に大ざっぱなくくり方ですけれども、中

３までとすると幾らになるかわかりますでしょうか。 

○議長（正木 武君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（石井政一君） 今のご質問でございますけれども、中学生までしたら幾ら

か、高校３年生までしたら幾らということでございますけれども、その前に今年度と昨年度

の医療費の伸びといいますか、ふえぐあいですけれども、17パーセント程度ふえているかと

思います、現時点で。それで、これやっていないからわからないんですけれども、想像とい

うか推計でいきますと、中学生まで拡大した場合にはおおよそ200万円程度、それと高校生

まで行った場合にはプラス80万円程度になるんじゃないかなと、そのような大ざっぱな試算

をしておりますけれども。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） １番野中議員。 

○１番（野中眞弓君） 中学生まで拡大するとすれば200万円増という意味ですね。高校生ま

でふやすとすれば、それにさらに上乗せして280万円ぐらいでできるのではないかというこ

とですね。 

  そうすると、そんなにたくさんなお金ではありませんよね。今、この手元に社会保障推進

千葉県協議会、略称千葉県社保協、毎年８月ぐらいまでの間に市町村に福祉関係のアンケー

トなどをお願いして、まとめた結果が載っているんですけれども、この中で今中学３年生ま

での医療費の助成をしている自治体が13、そして高校１年生まで助成している自治体が１、

都合中学生以上は14自治体、54千葉県に自治体がある中で14自治体がやっております。 

  大多喜町も進んでいない、おくれているほうではないというのは確かなんですけれども、

我が町を中心に考えると、隣のいすみ市では去年、平成23年４月から高校１年生までの助成

を、長南町では平成21年から中学３年生まで、市原市では平成23年８月からやっております。

少し飛びますけれども、一の宮町では23年８月から同様に始めております。同じ郡内の御宿

は来年度から始めるらしいよという話も聞いておりますが、やはりこの地区では若者の定住

対策、若者支援ということで、ほかの地域よりかは進んできていると思うんですね。先ほど、

町長は若い人たちに定住してもらいたいと、この交通の不便な大多喜でも定住してもらいた

いということでやられてきていますけれども、こういう福祉の施策もやはり定住、ここに家

を建てて住むかどうかの選択肢の一つになろうと思われます。 
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  そして、このアンケートの回答の中で、大多喜町も今後の中学生への通院医療費拡大につ

いても検討していきたいということを答えられているわけです。いつごろ実施するのか、実

施を目指して検討するのか伺いたいと思います。 

○議長（正木 武君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（石井政一君） いつごろ実施するのかということでございますけれども、

先ほど申し上げましたけれども、現時点では考えはございません。県下を見まして、そのよ

うな形で進んでいきたいかなと思っていますけれども。いずれにしましても、おくれている

地域のほうが進んでいるというのが現実かと思います。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） １番野中議員。 

○１番（野中眞弓君） 町長の考えを伺いたいと思います。 

○議長（正木 武君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） 野中議員さんが、町民の皆さん、また住民の皆さん方を思う気持ちは

十分理解できます。しかしながら、課長が今答弁いたしましたように、現状では考えてはお

らないんですが、まず大多喜町は、何よりも依存財源が64パーセントという数字でございま

す。そういうことで自主財源が非常に少ない町の中で、課長の言うように、それほどまだお

くれているものではないということでございますが、周りの状況を見ながらまた進めてまい

りたいと思いますが、議員さんの住民を思う気持ちは十分わかりますが、そういうことでひ

とつご理解を願いたい思います。 

○議長（正木 武君） １番野中議員。 

○１番（野中眞弓君） 実際よそのアンケートに「検討したい」と。だから、いつごろの実施

を目指して、今はできないと、だけれども、どのくらいまでには実施すると。意外とこのア

ンケートを見ても、来年からやるというところはあるわけで、周りもやるからじゃなくてや

っぱり独自の施策としてやっていくことが必要だと思います。 

  先ほど課長は、昨年度に比べて今年度は17パーセントほどふえているということをおっし

ゃいました。今は子供の医療費について言うと、２月までは出て、伺いました。ただ、今イ

ンフルエンザがはやっているから、今までよりも高額の医療費が３月には請求されるかもし

れませんけれども、償還払い、町独自の医療費助成部分については、昨年度が316万6,000円、

今年度いただいた資料によれば、２月までで218万3,000円、同じペースであれば１年間で

238万円ですから、町独自の助成部分についてはふえているわけではないと思うんですね。
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子供の小さい乳幼児から現物支給の分を含めると17パーセント増かもしれませんけれども、

そういう意味では、去年よりかは、もしかしたらインフルエンザという特殊なものを除けば

下がっている。安心して医者にかかれることによって、早期治療ということが考えられるん

じゃないか。そういう意味では支出を少なくする、住民の支出を少なくする、それから医療

費の支出も少なくするという意味では、私は早くやらなければならない問題だと思います。 

  よその例ですが、いすみ市の場合、いすみ市は、一昨年22年12月から去年の３月まで、中

学３年生までの入院費、それから通院費を無料にしました。23年度のその上乗せ部分につい

ては、一人１年間で１万5,255円かかっていました。ことし高校１年生まで拡大しました。

そして、まだあと３月の支払いが一月残っていますけれども、今まで払った分を11で割って、

さらに12を掛けて１年分を出して子供の数で割ったところ、１人当たりの医療費は１万439

円、３分の１減っています。市が払った医療費も、中学３年生までやったときよりも、こと

しのほうが総額減っている。おととしの予算の範囲の中でおつりが来ているという状態があ

るわけです。長南町はちょっとわからないんですけれども、ですから財政がないからではな

くて、やはり早くやって医療費にお金をかけないという施策が必要だと思いますけれども、

その件についてどうでしょうか。 

○議長（正木 武君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（石井政一君） 医療費のほうを早くしろというようなご質問だと思います

けれども、ただ医療費につきましては、いすみ市さんの例で言えば下がったということでご

ざいますけれども、下がる上がるはその時々の生徒の状況にもよりますし、いろいろな絡み

からそうなっているのかなと思います。ただ、下がるばかりじゃなく上がることもあります

し、その辺を加味しまして、本当に状況とすればわからないというのが現状かと思います。

議員言われるように、定住化とか人口対策とか、いろいろ確かに子供の医療費、少なければ

少ないほどいいとは思いますけれども、先ほど町長言われたように、依存財源とかいろいろ

ございますけれども、その辺からいましばらく、現段階では拡大のほうはちょっと見合わせ

たいというようなことでございます。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） １番野中議員。 

○１番（野中眞弓君） 繰り返します。対象を拡大しても医療費が下がるような、そういう保

健活動を町全体で取り組んでいただきたいと思います。そして、本当にぐあいが悪いときに

は、すぐにお医者さんに安心してかかれる、そういう健康づくりをしていただきたい。そし
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て、即刻やっぱりできるだけ早い時期に、少なくとも義務教育の間は、小児科というのは18

歳までが小児科の範囲です。親元にいるのも大体18歳ぐらいだと思いますけれども、親元に

いる間くらいは医療費無料化にする、保険を払っていて、そしてなおかつ多額の保険窓口負

担があるというのは、先進国では日本が最悪だということを聞いております。できるだけ我

が大多喜町は、いろんな意味でユートピアであるように願っています。子供の医療費の無料

化も、ことしの８月とか12月から始められるとベストかなということを期待して、次に行き

たいと思います。 

  その次は、国民健康保険税の軽減についてお伺いいたします。 

  国民健康保険が非常に高くて、国民健康保険加入者の負担能力を超えている、こういう住

民が少なくありません。国民健康保険の場合、赤ちゃんが生まれると即翌日から均等割が賦

課されます。これは大変厳しいことです。高校生まで均等割を免除する考えがあるか伺いた

いと思います。 

  国民健康保険は３部門に分かれています。医療費分、高齢者医療の支援分、それから介護

保険の支援分と。40歳未満は医療費と支援金だけですので、この医療費、支援金の均等割を

免除する考えについてお伺いいたします。 

○議長（正木 武君） 税務住民課長。 

○税務住民課長（関 晴夫君） それでは、国民健康保険税の高校生までの均等割を免除する

考えはないかとのご質問でございますが、国民健康保険制度につきましては、他の被用者保

険と比較し、高齢者や低所得者を多く抱えている等の構造的問題を抱えております。 

  また、医療の高度化等に伴い、医療費の増加が国民健康保険財政を圧迫しているのが現状

であります。本来、国保事業につきましては、国庫支出金等と加入者が負担する保険税で賄

うべきものと考えますが、国民健康保険加入者の負担を軽減するため、町といたしましても

法定外の繰り入れを現在行っているところであります。 

  このようなことから国民健康保険財政の状況を考えますと、現在、高校生までの対象者、

ゼロ歳から18歳まで374名いらっしゃいます。その医療分２万3,000円、後期分8,000円、合

わせて３万1,000円になりますけれども、この均等割を高校生までの分を免除を行うことに

より、財政状況が現在以上に逼迫することとなると考えますので、保険税の軽減につきまし

ては現在のところ考えておりません。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） １番野中議員。 
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○１番（野中眞弓君） 本当に国民健康保険は、所得のない者、それから低所得者、失業者、

そういう人たちにも多大な保険料が賦課される、残酷な健康保険制度だと思うのですが、赤

ちゃんがおぎゃあと産まれたその翌日から保険料が課せられるという、健康保険組合という

のはほかにあるのでしょうか。町長どうでしょうか。 

○議長（正木 武君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） 野中議員さんの、先ほど申しましたけれども、本当に住民の皆さん方

を思う気持ちはよくわかるんですが、やはり財源には限りがございます。そして、特に国保

につきましては、野中議員さんも審議員でございますので、十分ご承知の上だと思いますが、

やはりこれも審議した中で、法定外の繰り入れというものは元来ないものでございますが、

それを今回負担額、いわゆる不足額の50パーセントを法定外繰り入れというところまで頑張

っておりますので、その辺はひとつぜひご理解をいただきたいなと思っております。 

○議長（正木 武君） １番野中議員。 

○１番（野中眞弓君） 質問に答えていただきたいと思います。 

  子供が産まれるとすぐに保険料が値上がりするという保険制度は、ほかにご存じでしょう

かということをお伺いいたしました。 

○議長（正木 武君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） その辺は、私は不勉強でまだしていませんので、その辺はちょっとわ

かりませんけれども、それは担当課長がもし知っていれば答えていただきたいと思います。 

○議長（正木 武君） 税務住民課長。 

○税務住民課長（関 晴夫君） 国民健康保険以外にはございません。 

○議長（正木 武君） １番野中議員。 

○１番（野中眞弓君） 今年度レベルで、赤ちゃんがおぎゃあと産まれたら、翌月から幾ら保

険料がふえるんでしょうか。課長さん、お願いします。 

○議長（正木 武君） 税務住民課長。 

○税務住民課長（関 晴夫君） その月々といいますか、産まれた月によって変わってきます

ので、一概には計算はできておりません。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） １番野中議員。 

○１番（野中眞弓君） わかりやすい大ざっぱな計算しますと、23年度は医療分と支援金の分

で均等割が、１人当たり３万1,000円課せられております。４月におぎゃあと子供が産まれ
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ると、３万1,000円、その年は健康保険料が上がることになります。 

  １回の分が、今は10回払いですから、赤ちゃんが産まれただけで3,100円即取られるわけ

ですね。今、ここからそちらのほうにいらっしゃる方は、決してそういうことはないわけで

す。自分の給料の何パーセントということで、子供がふえようが、それからどんなに資産が

あろうが、給料の中での賦課しかありません。ところが、国民健康保険は収入がなくても課

せられるし、それから家族がふえれば課せられるし、本当に大変な制度だと思うんです。そ

れが来年度は均等割、この両方で2,500円上がりまして、１回の納付料は4,185円ふえること

になります。ところで、4,185円が安いか高いかという問題ですけれども、国保家庭の平均

所得というのはご存じでしょうか、町長。 

○議長（正木 武君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） その辺はちょっと存じておりません。 

○議長（正木 武君） 税務住民課長。 

○税務住民課長（関 晴夫君） 平均所得は大体100万円程度と認識しております。 

○議長（正木 武君） １番野中議員。 

○１番（野中眞弓君） 国民健康保険制度の中には、軽減制度というのがあります。世帯にか

けられる平等割と人数に課せられる均等割があるのですが、この２つの課料に対して２割、

５割、７割の軽減があるんですが、大多喜町の国民健康保険の場合、どのくらい軽減世帯が

あるかといいますと、国保世帯は1,933世帯で、加入件数といたしましては48.8パーセント

です。町じゅうの世帯の半分が国民健康保険に加入していると考えられます、世帯数で。そ

の中でも約2,000件ある中で、軽減を受けている世帯が940世帯、加入者の48.6パーセントが

軽減を受けています。そのうち７割軽減の世帯が538件、60パーセント近く。どういう人が

７割軽減かというと、世帯全体の所得が33万円以下というんです。その方が国保加入の４分

の１以上占めているんですね。軽減世帯というのは、本当に人数からすると、ほとんどが非

課税の方たちばかりの世帯だと考えられるんです。そうすると、約2,000件国保家庭がある

中で、そのうちの半分が所得がない家だと。ということは、所得割の総額で、所得のある人

たちの平均を出すと、１世帯200万円の所得しかないんですよね。200万円の所得で赤ちゃん

が産まれて、毎月毎月4,100円ずつふえていく。どこが少子化対策だって思ってしまいます。

そういうことを考えても、私は子供の均等割については、やはり町独自の軽減対策が必要だ

と思います。 

  それから、もう１点聞きたいことがあります。 
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  来年度の子育て世代の負担増は、国保とは限りません、子供１人当たり幾らになるのか伺

います。というのは、来年度は子ども手当が減額されます。それから、年少扶養控除が廃止

になります。特定扶養控除も減額になります。こういうことを勘案しますと、子育て世代の

税金絡みの負担増がどのぐらいになるのかお伺いしたいと思います。 

○議長（正木 武君） 税務住民課長。 

○税務住民課長（関 晴夫君） その件につきましては、ちょっと試算しておりませんので、

調べまして後ほどお答えしたいと思います。 

○議長（正木 武君） １番野中議員。 

○１番（野中眞弓君） 後ほどではおそいので、私の試算でよろしかったら聞いていただきた

いと思います。 

  子ども手当の減額は１万円から１万3,000円になります。４月からの１年間で、これが３

万6,000円収入減になります。年少扶養控除が廃止ですが、所得税の場合は38万でした。多

分、年収200万くらいの方の所得税の課税率は５パーセントですから、国税部分が１万9,000

円の増税になります。地方税、住民税については控除額が33万で、課税パーセントが10パー

セントですから３万3,000円の増税になります。高校生のお子さんがいる家庭も少なくなり

まして、これは１万7,600円の増税でしょうか、小学校に上がっている子供たち、３歳以上

かな、例外もありますけれども、おおよそ３歳から中学生までのお子さんを持っている家庭

については、子供１人当たり８万8,000円の負担増というか収入減というか、お金が来年４

月からかかっていくわけです。所得が200万しかない家庭で増税・減収入、その上に子供が

おぎゃあって産まれたら、来年度からは4,000何ぼの保険税がふえる。これが国保の家庭に

課せられた保険料なんです。 

  財源がないっておっしゃいますけれども、少なくても町には住民税の控除が減った分、１

人当たり３万3,000円のお金は入ります。この中から対策を出せるのではないかと思います

けれども、どうでしょうか。 

○議長（正木 武君） 税務住民課長。 

○税務住民課長（関 晴夫君） 今の議員さんのご意見お伺いしておりますと、かなりの増税

になるというお話ですが、事国保につきましては、来年度１人当たり9,000円以上の法定外

の繰り入れを予定しております。 

  また、特定扶養につきましても、国のほうでは高校の無償化が進んでおるということで特

定扶養を下げるということでありますので、今、議員さんのほうからご指摘のあった８万
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8,000円、この負担よりも少ないんではないかというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） １番野中議員。 

○１番（野中眞弓君） 一度もらっていたものを、また上げ過ぎたから回収するよみたいなの

っていうのは許しがたいと思うんですね。福祉というのはだんだん増進して、先ほど町長も

おっしゃいました、福祉の増進なんだと。これはちっとも増進ではありません、後退です。

この均等割を実施している自治体があります。私は今とりあえずオークションじゃありませ

んけれども、一番高いところで要求しました、免除という。 

  愛知県の一宮市なんですけれども、そこは軽減制度が国よりもちょっと進んでおりまして、

法定減免である２割、５割、７割を町が独自に１割ずつ積み増して、３割、６割、８割でや

っています。どの子にも均等割の軽減をということで、大多喜町では小中学生、高校生まで

の国保加入者は374人ですけれども、この中に既に軽減家庭のお子さんもいらっしゃいます。

その方はこっちに置いておいて、今軽減を受けていない、そういう家庭のお子さんをせめて

２割軽減ぐらいはできないだろうか。大多喜のパソコンは何人が軽減受けているかというの

をはじき出してくれないそうで、その辺何人対象者がいるのかわからないと言われたんです

けれども、３万3,500円の２割であれば6,700円の軽減になるわけですけれども、6,700円で

も高いよりかは安いほうがいい、気持ちの上で守られている、若い人たちが守られていると

いう安心感を得ることも、若者定着にとっては大事な要素だと思います。どうでしょうか、

すべての子供の均等割を最低でも２割軽減するということを考えられないでしょうか。 

○議長（正木 武君） 税務住民課長。 

○税務住民課長（関 晴夫君） 今おっしゃられた全部の子供の均等割を２割軽減というお話

ですが、それをやるには当然財源が必要になってきます。そうなりますと、町からの法定外

をこれ以上やっぱり入れますということは、社会保険の方も町内にはたくさんいらっしゃる

わけですから、国保の方だけこのような形で入れるということについてはどうかなというよ

うに考えております。その財源をどうするか、町にとって財源がなければ保険税に上乗せと

いう形に結局なってしまいますので、そうなりますと軽減もなしという同じような形になっ

てしまうのではないかというふうに思われます。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） １番野中議員。 

○１番（野中眞弓君） 乱暴な言い方をします。財源は住民税増税３万3,000円、この中から
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充てることができるのではないでしょうか。 

  私たちには、皆さんそうだと思いますけれども、年少扶養控除は関係ありませんからそう

いう面では増税にはなりません。だけれども、子供のいる世帯についてはこれでひっかかっ

てきて、これで３万3,000円取られるわけですから、その一部を軽減に回せと。 

  それから、社会保険の人もいるので不公平になるというんだけれども、社会保障というの

はお金のあるところから取ってきて、お金のないところを埋めていくという税の再配分が本

来の仕事なわけで、自助努力とか不公平とかそういう問題ではないと思います。不公平と言

うのであれば、同じに働いても、こんなに給料もらえる人とこれだけしかもらえない人と、

そのことのほうが私はよっぽど不公平だと思うんですね。 

  医療保険というのは社会保障ですから、生きていくのに困っている人たちに手を差し伸べ

るのは当然だし、どの子も健やかに、親の経済力にかかわらず健やかに育ててもらえる権利

があるし、私たちはそれを守っていかなければならないと思いますので、今、国民健康保険

は本当にいろんな問題を抱えています。 

  特にお年寄りの方なんかはお金もなくて、保険料を払ってもお医者さんに行けなくて、多

分全国的な推計だと、5,500人ぐらいの人が病院にかからないで死んでいるのではないか、

１年間に、そういう統計も出ています。そういうことをなくすためにも本当に命を守る健康

保険であるためにも、ぜひ子供の均等割を軽減していただきたいと思います。いかがでしょ

うか。検討課題です。 

○議長（正木 武君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） 均等割の軽減ということで、最初は全額ということでございましたが、

次の案として軽減ということでございますが、いずれにいたしましても、また町も福祉ある

いは医療についてもさまざまなところで負担をしているところでございますが、やはりそれ

だけではございませんので、それで先ほど課長も申しましたように、本町は著しく他の市町

村から劣っているということであれば別なんですが、それほどまだ劣っているほどではござ

いませんので、全くやらないということではございませんけれども、とりあえず今年度は考

えておらないというお答えしか出せませんが、いろいろご意見をいただきましたことにつき

ましては、またいろいろと考えてまいりたいと思います。 

○議長（正木 武君） １番野中議員。 

○１番（野中眞弓君） 「全くやらないわけではない」という言葉は、可能性としては前向き

に考えるというふうに受け取らせていただきたいと思います。 
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  その次に行きます。 

  ３点目、町長の施政方針についてです。 

  町長が就任されて２年たちました。ちょうど折り返し点です。過ぎた２年間の町長ご自身

の総括と、それから今後の施策について、以下３点ありますが、具体的にどういうことをお

考えになっているのか伺いたいと思います。 

  このことについては３点一緒のほうが、初めのときには答弁していただきやすいかなと思

うんですけれども、１点ずつ答えていただいてもよろしいし、１から３まで一緒に答えてく

ださっても結構です。質問については上のほうから１点ずつやらせていただきますけれども。 

  前の質問者と重複している部分もあると思いますので、その辺は上手に割愛しながらでも

結構ですので、お願いします。 

○議長（正木 武君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） それでは、ただいまの質問３点一緒にということでございますので、

それぞれ担当課もございますので、担当課からそれぞれまずご説明をしてまいりたいと思い

ます。 

○議長（正木 武君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（石井政一君） 安心して子育てができ、高齢者に優しいまちづくりという

ことであろうかと思いますけれども、子育て支援課に関しましては、出生祝い金事業では、

本年度から第三子より30万円の支給、入院医療費助成の拡大、それと保育関係では４歳から

６歳までの園児への「えいごであそぼ」を三育学院英語講師により、昨年の10月から開始し

たところであります。引き続きこのような事業を中心に継続していきたいと、そのように考

えております。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（磯野幸子君） それでは、健康福祉課では、お年寄りに優しいまちづくりに

関する方針についてお答えさせていただきます。 

  今年度、平成24年度から26年度までの計画期間で、大多喜町保健福祉計画及び第５期介護

保険事業計画を策定しております。第５期計画においては、高齢者が地域で自立した生活を

営めるよう、医療・介護・予防・生活支援などのサービスを包括的に利用できる体制を財政

面を考慮しつつ整える方向で考えております。 

  少子高齢化と核家族化の進行が進む中で、後期高齢者の割合が高く、しばらくはこのまま
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推移すると見込まれますので、高齢化に伴う疾病の予防と在宅医療の充実、認知症対策が重

要になると考えております。 

  生活面においては、通院、買い物、ごみ出しなどの高齢者の日常生活を支援するサービス

体制の整備と生きがいづくりに向けた支援を充実し、高齢者が自立と尊厳を持って生活でき

ることを目指してまいりたいと思います。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） 総務課長。 

○総務課長（花﨑喜好君） 私のほうで、２つ目の災害対策、安全で住みやすいまちづくりに

ついて回答させていただきます。 

  災害対策並びに安全で住みよいまちづくりの具体的な方針について、ご質問でございます

が、まず災害対策について申し上げますと、昨年の東日本大震災によりまして、東北地方の

方々には多くの犠牲者や被害を出したことは、まことに遺憾でありご苦難でもございました。 

  このような状況下、本町においても、この地震による目立った被害はございませんでした

が、観光客の減少や原発の事故による風評等何らかの被害を受けていることは実感をしてお

ります。本町の災害と言えば、夷隅川の氾濫による水害が大きな記憶として残っているとこ

ろでございますが、これらの対策も排水機場の整備などによりまして、従前より安心できる

状況となっております。 

  また、地域の住民の方々には、毎年各地区ごとにそれぞれの目的を持って防災訓練等を実

施しております。防災意識の向上を図っているところでございます。安全で住みよいまちづ

くりの観点では、防犯灯等の整備は通学路の整備を積極的に行ってきたところでございます。

今後ますます災害に強いまちづくりや、住民が安心して暮らせる環境整備を推進してまいり

たいと考えております。災害対策、安全で住みやすいまちづくりについての回答でございま

す。 

○議長（正木 武君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（菅野克則君） それでは、私のほうから、産業振興で活気あるまちづくりと

いうことでお答えさせていただきます。 

  ご質問の産業振興で活気あるまちづくりということでございますけれども、まず観光振興

で申し上げますと、大多喜町は城と渓谷の町として、広く県内外から多くのお客さんがおい

でになります。特に秋の紅葉シーズンには、交通渋滞となるなど紅葉も大分有名になってき

たところでございます。 
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  さらにお客さんにおいでいただけるよう、小沢又から小田代までの親水遊歩道の延長、集

客施設としての拠点センターを充実させ、都市と農村の一層の交流を深めてまいります。 

  また、農業につきましては、耕作ができないことにより遊休化している農地及び空き農地

を利用しての人口増対策も含めた農業体験研修や就農希望者の受け入れ、多面的機能を有し

ている農地及び農業用施設を国や県の補助を取り入れ、地域の財産としての地域住民と一体

となって守っていく農地保全への支援、農業の活性化の阻害要因となっております、猪、鹿、

猿の捕獲や防護柵を設置することによる獣害からの被害防止対策の推進、また商業につきま

しては、今まさにご当地グルメブームの中にありまして、町内で生産された食材を使った郷

土料理、イノシシ丼、タケノコ料理等の里山膳による地域おこし、また大多喜ならではの特

産品、じのもん等ございますけれども、商工会や飲食店と一体となって物産や工芸品等、町

内外に誇れる商品開発の支援をしてまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（正木 武君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） それでは、ただいま、それぞれ担当課のほうで今お話をいただいたと

ころでございますが、子育てあるいはお年寄りに優しいまちづくりということで、これは今

お話にもございましたけれども、新年度もまた継続して進めてまいりたいなと思っておりま

す。また、災害対策あるいは安全で住みやすいまちづくりということの中で、また今後も災

害に強いまちづくりということで、住民が安心して暮らせる環境整備を推進してまいりたい

と思っております。 

  また、産業振興につきましては、活気あるまちづくりということで今お話も申し上げまし

たけれども、いろいろと今までさまざまなことを進めてまいりました。またこれからさらに

農業、観光、商工業に向けましても活気あるまちづくりのために、またさらに進めてまいり

たいなと思っております。 

○議長（正木 武君） 野中議員、残り10分です。 

  １番野中議員。 

○１番（野中眞弓君） 安心して子育てができ、お年寄りに優しいまちづくり、飯島町長にな

って前進している部分もあると思いますけれども、相変わらず前進していない部分もありま

す。今、長南町の議員さんいらっしゃるんですけれども、私今回の中３までの助成のことを

調べていく中で、こういうことこそ本当に安心じゃないのって思うんです。例えば子育てに

しても、県下で一番早く中学３年生までの医療費の無料化をしている。 
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  それから、国民健康保険で言えば、どこの町でも滞納を抱えています。今、平成12年ぐら

いから滞納者には資格証を出せとか、だんだん短期証にしろとかっていうことで制裁が加え

られていますけれども、資格証、短期証をどうしていますかというこの質問の中で、滞納は

あるにもかかわらず、資格証も短期証もやっていません。資格証、短期証やったからといっ

て滞納が減るわけではない。住民は短期証と１年のやつとは色か何か違ったりするから、や

っぱりそうだと思っておどおどしたとか、ためらった気持ちになるだろうけれども、そうい

うのもやっていない。きちんと訪問活動とか、多分そういうので対応なさっているんだと思

うんです。 

  だけれども、大多喜町はそういうことがなくて、杓子定規に進んでいる部分というのは非

常に多いと思います。国の指示どおりにやって効果の上がらないものについては義理と人情

というか、情を持って私は住民に接していただきたいと思います。 

  それから、保健活動でしょうか、保健活動にも力を入れて、特に予防、病気にならないま

ちづくり、健康のまちづくりということを積極的に民と官、町民と行政が一体になって進め

ていかなければ、もうこれ以上の医療費、それから介護保険負担増というのは大変だと思い

ます。これはいすみ市の件ですけれども、いすみ市では子供の医療費無料化、１年間で３分

の１減らすことができた。担当がおっしゃっていたには、ああきっと保健センターの活動が

功を奏しているんだと思います。どうしたら病気にならない食生活をするかとか、上手な医

者のかかり方とか、それから病気にならないための手洗いだとかというのを、かなり熱心に

進めてきているんですということを言っていました。本当に保健活動のそれは重要性だと思

いますけれども、シフトを予防のほうに、強固に移してほしいと思います。 

  医療費というのは、マイナスをゼロにする事業なんですね。例えば農林振興とかそういう

のというのは、積み重ねれば成果が積み重なっていくんですけれども、医療というのはぐん

と落としたものを引き上げる仕事で、お金を注ぎ込んでやっとゼロにするということだから、

ここの落ち込みがないようにする活動に力を入れていただきたいと心から思います。 

  近隣で、既にそういうことをやっているので、大多喜は先ほどの答弁で２回も「決してお

くれているわけではない」という答弁がありましたけれども、決して進んでいるわけではあ

りません。自分の町はやっぱりいろんな施策が進んでいると、みんなが元気だよ、病気にか

からないで医者に行く分遊び回っているよというような、そういうまちづくりを進めていた

だきたいと思います。いいお手本が本当に長南町であり、いすみ市だと思います。 

  それから、防災の面では、先ほどからたくさんの方がおやりになっておりました。地震が
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あったからといって、特別に新たになるものは目立ってはないかもしれませんけれども、１

点、障害者の避難所の手当てというか、障害者とか超お年寄りとか、そういうところで細か

い配慮をしていただきたいなと思うのが１点と。 

  もう一つは、もしも巨大地震が来てパイプが切れて、特にライフライン、水道なんかのパ

イプが切れちゃったときのことを考えますと、避難所になるところには大型の水槽を用意し

ておく、埋め込む必要があるのではないかという思いがあります。きちんと確かめたわけで

はありませんが、大多喜町以外では、大型水槽を何カ所か埋めてあるという話を聞いたこと

があります。私が初めて町議選に立候補したとき落選しました。その共産党の議席が大多喜

町になかったとき、夷隅郡市のほかの自治体では、それを一斉にやったというふうに聞いて

おりますので、今トイレにしろ何にしろ、まず水がなければという思いがありますので、そ

この対策も考えていただきたいと思います。 

  あと、余り時間がありませんが、今、産業振興で観光と農業を中心とした答弁がありまし

た。それに、私は基本的な考え方として、今循環社会と言われると、環境の循環ということ

が言われていますけれども、こういう周辺地にあっては地域経済、地域内での循環経済とい

うのはとても大事なことだと思います。地域の資源を生かして、そして産業振興していく。

私の印象なんですけれども、飯島町長になってから、町長は企業人ですから企業サイドの発

想が中心のような気がします。 

  企業誘致、先ほどの答弁の中でも地域の企業活動の拡充ということをおっしゃいました。

それも大事なことなんですけれども、大多喜は地の利から考えたら、やはり農林業をどうや

って回して、どうやってそこで価値を生み出してやっていくかということが重要だと思いま

す。あと、余り時間がないと思います。 

○議長（正木 武君） 残り１分です。 

○１番（野中眞弓君） 林業を生かした施策で功を奏している自治体が幾つか見られます。北

海道の美幌、それから岩手の紫波町、長野の宮田村、それから高知の梼原町、そういうとこ

ろでは林業を木材だけではなくてエネルギー源として使う、それだけではなくて、そこで発

生したＣＯ２の削減量を売ることによって収入も得ているというようなことをやっています。

大多喜町も森林面積84パーセント、国有林が半分は占めていますけれども、木材として役に

立たなくてしまった溝腐れ病のサンブスギをほうっておくわけにはいきません。それをエネ

ルギーとして生かすというような、そういう産業振興も、町の大地を守るという点でもやっ

ていただきたいと思います。 
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  以上、要望になってしまいましたけれども、この件についてはまた引き続きお願いしたい

きたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（正木 武君） 一般質問の途中ですが、ここで休憩します。 

（午後 ３時０８分） 

───────────────────────────────────────────────── 

○議長（正木 武君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  一般質問を続けます。 

（午後 ３時１８分） 

───────────────────────────────────────────────── 

◇ 吉 野 僖 一 君 

○議長（正木 武君） ７番吉野議員の一般質問を行います。 

  吉野議員は一括質問、一括答弁による質問です。 

  ７番吉野議員。 

○７番（吉野僖一君） 通告によりまして一般質問をいたします。 

  初めに、町が今力を入れています人口増対策ということで、婚活イベントについてお伺い

します。 

  出会いの広場インおおたきのキャッチフレーズで、今までに３回実施してきたかと思いま

すが、町民の皆さんが関心を持っておりますので、そこで伺います。 

  初めに、各回の男女別応募数をお伺いします。 

  続いて２番目が、各回のめでたくゴールインしました組数とプライベートなことがあるか

と思いますが、ちょっと皆さん関心を持っておりますので、できればお願いしたいと思いま

す。 

  それで、これは企画課のほうがやっていると思うんですが、各回の反省と、今後の対応、

この辺は民生委員さんも協賛ということで協力してやっているということを伺っております

ので、その辺ですね。 

  それから、全国的に今話題になっております「街コン」の今後の計画・対応についてどの

ように考えているか、その点、５点お願いしたいと思います。 

○議長（正木 武君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（小野田光利君） 婚活イベントについて答弁をさせていただきます。 

  まず１番目のご質問であります、各回の男女別の応募者数、これについては応募者数と参
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加者数、多少キャンセル等ございまして違いますので、参加者数でお答えをさせていただき

ます。 

  １回目は、大多喜ハーブガーデンにおきまして、昨年の６月26日の日曜日に開催いたしま

した。毎回、民生委員さん、先ほど議員さんのご質問にありましたとおり、民生委員さんの

ご協力を得まして開催をしているものでございます。当日の参加者数は、男性が40名、女性

が39名で計79名でございました。多少初めてということもあり、私どももちょっと欲を出し

てしまい、かなりの大人数になってしまったことがございました。 

  ２回目は、大多喜城ゴルフ倶楽部におきまして、昨年の10月22日の土曜日に開催いたしま

した。応募人数は前回の反省を生かしまして、男女とも25名程度で募集をいたしました。参

加者数は男性25名、女性16名の計41名でございました。 

  ３回目につきましては、会場をハーブガーデンに戻しまして、本年の１月29日の日曜日に

開催いたしました。３回目につきましては、40代、50代の男性とおつき合いできる女性の方、

大人のパーティーということで募集をかけさせていただき、男女10名程度という少人数にい

たしましたところ、当日の参加者、男性は11名で、女性は10名の計21名でございました。 

  以上でございます。 

  続けて２番目のご質問でございます。ゴールインした組数または交際中の組数についてお

答えをさせていただきます。この婚活イベントは、出会いの場を提供するということで、出

会いの場が少ない大多喜の中において、結婚相手とめぐり会えないために未婚である男女を

出会わせる場としての位置づけでございまして、その中で終了後の交際の状況まではちょっ

と把握しておりませんが、会場でまたは後日で希望の相手が合致した方につきましては、お

互いの連絡先をお教えする、交換していただいて、その後につきまして個々の責任において

おつき合いをいただくと。大人の婚活でございますので、個々の責任においておつき合いを

していただくこととしております。 

  町が、後々のトラブルまで責任が負えないということもございまして、これはカップルに

なった方々の組数だけについて、ちょっとお答えをさせていただきたいと思います。 

  １回目のカップル数でございますが、40組あります中で10組がカップルとなりました。カ

ップル率で言いますと25パーセント、２回目が16組中の４組でやはり25パーセント、３回目

が10組中の２組で約20パーセントという結果でございます。 

  ３つ目の質問でございます、各回の反省と今後の対応についてでございますが、町におい

て今後の予定でございますが、３つほど考えております。年齢や条件等を限定しまして、参
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加人数は男女とも15名程度として、ある程度特定した婚活を実施していきたいと考えており

ます。それにはお婿さん募集とか自営の方、また農業とか畜産業の後継者の方とのイベント

とか、再婚希望者だけのイベントとか、そういったものでやるものが１点と。 

  あと、２番目といたしましては、なかなかうまく話ができない男性の方、女性の方が多い

ために今まで交際の機会がなかったということもございます中で、どうやってお話をしてい

いかというのもわからないというのもありましたので、男子会、女子会のような気軽な会を

開いて、お酒を飲みながらでもいいと思うんですけれども、そういった会を開いて、そうい

う中で男性、女性、どういうふうに接したらいいのか、マナー講座をちょっと実施したいと

考えております。 

  また、３つ目といたしましては、パーティーだけではなくて、いすみ鉄道内でのイベント

とか、そば打ちや農業体験、また紅葉の散策とか、名所めぐり等の活動を通じて親睦を深め

るという、そんなイベントも考えております。 

  以上のようなものを反映して、今後も実施していきたいと考えております。 

  ４番目のご質問であります全国規模で行う街コンの計画についてお答えをさせていただき

ます。 

  一般的な出会いの場とは異なりまして、定められた地域の複数の飲食店をめぐって、そう

いう中で出会いを求めるという、いわゆる街コンでございますけれども、開催している地域

の状況を見ますとかなり大規模なものでございます。複数の飲食店等の協力が必要不可欠で

ございまして、本町ではちょっと難しいかなと私どもは感じております。また、参加人数も

100人規模で行っているなど、かなり大きな規模でございまして、難しい中では現在の企画

をもう少し続けて、初めてまだ１年もたっていない状況の中で、現在の企画を実施して、そ

の状況を見きわめて、今後も続けていきたいなと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（正木 武君） ７番吉野議員。 

○７番（吉野僖一君） 大多喜からというか、大多喜のあれに合った婚活なんですが、この参

加した人の町内、町外の比率というか、その辺がもしわかりましたらわかる範囲で。 

○議長（正木 武君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（小野田光利君） １回目でございますが、ちょっと人数が応募者数になって

いるかもしれませんが、町内の男性が１回目でございます、15名でございました。あと、い

すみ市が13名、勝浦市が６名、御宿町が３名、茂原市が２名、睦沢町が１名。１回目は町内
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と限定せずに行いましたので、かなりばらばらになっております。 

  女性のほうですが、町内が５名、いすみ市が10名、市原市が５名、茂原市が４名、勝浦市

が６名、御宿、白子、大網ほか２名とか、あと遠いところでは、松戸とか東京のほうから１

名とか、そういうような状況になっております。 

  ２回目については大多喜町と御宿町で共同して、男性は限定して行いましたので、男性が

町内が20名、御宿町が５名でございました。女性が、町内が４名と、町外で言いますと、い

すみ市が５名、茂原市が２名、御宿、勝浦、一宮、白子、千葉が１名ずつでございました。 

  ３回目につきましては、男性が町内だけの男性40代、50代の男性という限定をしましたの

で、町内の男性が11名、女性はいすみ市が３名、茂原、一宮、白子、大網、九十九里、松戸、

鴨川が各１名という参加者の状況でございます。 

  以上でございます。 

○議長（正木 武君） ７番吉野議員。 

○７番（吉野僖一君） もう１回いいですか。 

○議長（正木 武君） はい、どうぞ。 

○７番（吉野僖一君） 結構広範囲に来ているので、できればこの街コンのいいところも、全

国規模でやったほうが、人口増対策ということにはいいと思うので、今後の課題で検討して

もらいたい。これまちおこしということで、地域の飲食店さんとか、何かインターネットで

やって、ブレスレットか何かで１時間でぐるぐる回ったりして、何かすごく活性化になると

いうことなんで、インターネットで検索するとわかると思うんですけれども、今後の課題で、

できるだけまちおこしということで、またいろんな面でいいと思うので、よろしくお願いし

ます。 

  １番目は、これで終わりにしたいと思います。 

  続きまして、２番目の城見ケ丘の住宅団地についてお伺いします。 

  平成23年６月３日の第７回議員全員協議会において議題の、そのときの（４）の城見ケ丘

住宅団地の共同住宅用地の処分について協議、広報やインターネットで公募しておったと思

うんですが、１月末で一応インターネットの申し込みは締め切っておると思うんですが、そ

の結果と今後の対応についてお伺いいたします。 

○議長（正木 武君） 建設課長。 

○建設課長（磯野道夫君） 城見ケ丘住宅団地の共同住宅用地の処分につきましては、議員の

申されるとおり、一般定期借地権による、51年間の土地の貸し付けによる共同住宅用地とい
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うことで、平成23年10月から24年１月末の期間で募集を行いましたが、申し込み等はござい

ませんでした。 

  また、町内の業者にもお話をさせていただきましたけれども、現在の経済状況では入居者

の確保は困難と思われることや、最近では一戸建てでないと入居者がいないなどのことから、

希望等はございませんでした。今後は、圏央道の開通等によりまして、首都圏へのアクセス

が容易になることなどの交通網の改善がなされると需要があるのではないかと考えますので、

引き続き募集を行ってまいりたいと考えます。 

  以上でございます。 

○議長（正木 武君） ７番吉野議員。 

○７番（吉野僖一君） 今、課長さんから、なかなか時代が時代で売れないということなんで

すが、先ほどの婚活イベントとかで、まちづくりということで暮らしやすい住みやすいまち

づくり、若い人の定住化ということで、きょうの一般質問の中でいろいろまちづくりについ

てあったんですが、できればこういうのも絡めて、若い人は一時的にあそこに入って、町営

住宅にするか、そうしないとなかなか売れないんじゃないかと思うので、その辺はいろいろ

検討して、若い人が一時的に入ってそこで暮らして、できれば人口増というか、そういうあ

れになると思うので、婚活とまたその辺のあれも絡めて対応したほうがいいんじゃないかと。

じゃないとなかなか売れないというか、そういうことなので、町営住宅とか、そういう方向

性の考えはあるかどうか、ちょっとお伺いします。 

○議長（正木 武君） 建設課長。 

○建設課長（磯野道夫君） イベントとか、そういう人口増に対するということも含めまして、

現在、一般的借地権ということで共同住宅ということでやっておりますので、これらの見直

しといいますか、方法がもう少しほかの方向であるのかなというようなこともこれから協議

していきたいと思っています。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） ７番吉野議員。 

○７番（吉野僖一君） やはりインターネットでやったんですけれども、宣伝の仕方とかいろ

いろあると思うので、もう少し検討して前向きに、あと今ちょっと先輩議員から、一時的に

税金のあれを安くするとかいろいろ対応の仕方があると思うので、大分ダンピングしてある

んで、これ以上は無理かと思うんですが、その辺もいろいろ検討してもらいたいと思います。 

  次に、３番目行きます。 
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  買い物難民についてお伺いします。 

  大多喜地区は別として、大店法の緩和以来、各商店街の後継者問題も絡んで、店じまいし

て少子高齢化に伴う、いわゆる買い物難民が今後増加いたします。 

  町は、この政策対応をどのように考えているか伺います。 

○議長（正木 武君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（菅野克則君） 買い物難民対策ということでございますけれども、ご質問の

買い物難民、いわゆる買い物弱者における今後の政策対応をどのように考えているかという

ことでございますが、以前にも、買い物弱者対策につきましてはご質問をいただいていると

ころでございます。 

  町といたしましても、独居世帯や高齢化が進展する中で、取り組んでいかなきゃならない

重要な課題といたしまして、どうしたら買い物弱者をなくすことができるのか、対策を検討

するためのプロジェクトチームを昨年の11月に産業振興課を中心といたしまして、関係各課

及び商工会等の団体を交えまして、立ち上げ検討を重ねているところでございます。 

  この協議検討の中で、買い物に困っている人々がどのくらいおられるのか、買い物につい

てどのように考えているのか、どのような要望や希望があるのか、実態がわからなければ具

体的な対策がとれないとのことによりまして、全世帯を対象にアンケート調査を実施するこ

とで今準備を進めております。 

  また、この買い物弱者対策を具体化していくには、協力していただける小売業者や商品の

配達サービスのできる業者の参入が不可欠でございますので、業者の意向調査もあわせて行

い、対策を進めてまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（正木 武君） ７番吉野議員。 

○７番（吉野僖一君） 本当に、これは中野地区というと、ちょっと語弊があるかもしれない

ですけれども、商店街がやっぱり後継者がいないということで、店じまいするというのが現

況でありまして、本当に人口が減って、この先あと５年先、10年先を考えるとぞっとしちゃ

うんですが、一応町のほうも一生懸命やっているし、町民も、何かこれを研究している人も

何人かいるということで聞いておりますので、その結果もまた期待しておりますけれども、

この辺は町、議会、住民と今後の大多喜町の課題でありますので、今後ともよろしく対応願

いたいと思います。 

  続きまして、４の道路整備と地域開発についてお伺いします。 
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  この辺も、先ほどの買い物難民とか道路整備ということで絡みますけれども、当町は、過

去に大多喜ではスーパー林道ということで川畑から平沢、そして田代まで開通して現在有効

に活用されています。そして今後は、田代から宇野辺、粟又への道路整備が急務と思うが、

町の考えを伺いたい。 

  ２つ目に、この道路の経済波及効果は今後の町発展に重要な道路と思うが、町長の考えを

伺いたい。 

  よろしくお願いします。 

○議長（正木 武君） 建設課長。 

○建設課長（磯野道夫君） 川畑区から平沢を通り、田代区までの道路につきましては、基幹

農道として千葉県が工事を行い供用をしております。ご指摘の田代区から宇野辺を通り、粟

又区に通じる道路、宇野辺当月川線につきましては幅員も狭く屈曲、急坂地が多く、通行に

支障を来しております。このようなことから、辺地対策事業での実施について概略設計を実

施いたしまして検討いたしましたが、粟又区の県道小田代勝浦線から宇野辺集落を通り、県

道勝浦上野大多喜線の最短ルートで試算いたしますと、工事費が約54億ということでした。 

  また、現道を利用するルートで約37億円という試算であり、莫大な経費がかかることから、

関係課等で協議・検討を行い、集落を中心とし、粟又側の県道、小田代勝浦線から集落を抜

け、トンネルまでの区間を、現道を拡幅利用するルートが約３億円程度となりますので、こ

のルートを実施することといたしました。 

  また、観光としての道路につきましては、県道小田代勝浦線の改良工事の要望を県に行う

とともに、地形的に経費のかからないと考えられます、町道会所弓木線を利用したルートの

道路改良をする方向で考えてまいりたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（正木 武君） ７番吉野議員。 

○７番（吉野僖一君） 今、最後、会所から弓木に抜ける、あれは町道なのかな、その整備と

いうことが最有力らしいんですが、できましたら大多喜町は過疎地域の指定を受けているの

で、うまく作文をつくって予算取れれば、何十億って、こんなにかかるのかなと思うんだけ

れども、その辺の養老渓谷の観光時期の交通渋滞の緩和とか、さっきの買い物難民とか学校

の統合問題とかいろいろ絡んでいますので、過疎地域指定の予算を何とか作文でうまく使っ

て、取れるものは取ってやっていただければなと思いますが、その辺についてちょっとお伺

いします。 
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○議長（正木 武君） 建設課長。 

○建設課長（磯野道夫君） この路線につきましては辺地地区に該当しますので、辺地対策事

業でやりたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） ７番吉野議員。 

○７番（吉野僖一君） はい、建設課長、よろしくお願いしたいと思います。 

  続きまして、５の地籍調査の今後の対応について。 

  これも９月議会で質問しましたけれども、この件については平成23年９月12日の第３回定

例会で一般質問をしました。当町としては、上瀑地区から、現在は老川地区を実施中と伺っ

ていますが、その後の経過と今後の計画対応についてお伺いします。 

  実は、ことしになって県道177号線、勝浦上野大多喜線の歩道整備のため、県と町と関係

地権者の境界の立ち会いが実施されました。これ場所的には西畑の郵便局から三条、田代の

ほうに向かう、小湊に向かう道路ですね、弓木田代をずっと歩道整備されまして、大道橋と

いうところまで整備が終わっておるんですが、その延長で中野の局のところの交差点まで工

事をするということで地権者の立ち会いが行われたわけです。順調に行けば、土木のほうに

行ってお伺いしましたら、平成26年の春までに道路と歩道の整備が終わる予定だそうです。

この間、だから西畑の郵便局から大道橋まで。 

  そこで伺います。 

  先ほど質問しました買い物難民の中野新町区商店街は独居老人世帯が多く、地籍調査も①

の件で基準点が出ましたので、皆さんが元気なうちに対応していただけるか伺いたい。もし

できなければ、いつごろの予定になるのか伺いたい。その基準点は今回の歩道整備も絡めま

して、伊保田の営林署の山があって、そこに基準点があるということで、やはり町に何カ所

かそういう基準点があるらしいので、老川はこれから山のほうの地籍調査ということであれ

ば、優先順位からすれば、できればそういう人が住んでいるところを先にやっていただける

かどうか、その辺も伺いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） 建設課長。 

○建設課長（磯野道夫君） 地籍調査のその後の経過と今後の計画対応ということのご質問で

ございますが、現在、小田代の0.27平方キロ、小沢又地区の0.19平方キロの調査を引き続き

行っておりますところでございます。 

－79－ 



  また、地籍調査促進に向けた国及び県の取り組みということで、国の委託により、県にお

いて地籍調査に関する公告が２月24日と３月５日に千葉日報に掲載をされました。地籍調査

済み状況マップにつきましては、地籍調査立ち会い済み区域図を23年の12月から町ホームペ

ージに掲載をいたしました。 

  また、ご指摘の県道勝浦上野大多喜線については、千葉県による道路及び歩道の整備に係

る基準点ということですが、地籍調査に使用できる基準点は設置されておらないということ

でございます。 

  しかしながら、この境界図面等につきましては登記の際、法務局に資料が保存されますの

で、今後行われる地籍調査等に資料として使用は可能であります。 

  また、今後高齢化に伴い、境界のわかる人がいるうちに、国調ができないかとのご質問で

ありますが、現在５か年計画におきまして、老川地区を順番に計画を立てて行っております

ので、虫食い的に他の地区を行うということは、事務の煩雑と国の認定を受けた地区外とい

うことになりますと、補助対象外となることから困難と考えます。 

  次に、中野地区の調査をいつごろになろうかとのご質問でございますが、老川地区で平成

15年から実施いたしまして、23年度までに行った面積が3.62平方キロメートルであります。

老川地区全体の19.4パーセントの進捗状況でありますので、これから考えますと、かなりの

年数が必要となりますので、具体的にいつという回答はできませんけれども、老川地区が終

了してからということでご理解をいただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） ７番吉野議員。 

○７番（吉野僖一君） ここら辺はあれ課長さんじゃちょっと今のお答えになっちゃうと思う

んですけれども、町長さんは、できれば次の５か年計画、国・県の予算絡むということなん

ですけれども、その辺を基準点が伊保田とかあるらしいんで、その辺で住居地を先にやって

いただければな。というのは結局、今後、西畑とか中野地区とかの開発も絡めまして、それ

が終わっているか終わっていないかによっては、すごく進捗がスムーズにいくかいかないか

ということがありますので、できましたらその辺、中野近辺優先的にできればお願いしたい

というか、堀切区もちょっと町道が狭いところもあるんで、確かに救急車も入らないし、そ

ういう絡みもあるので、できましたら調査方法いろいろあると思うんですが、何とか善処、

前向きに検討願えればなと、そういう考え。町長さんにちょっとお願いしたい。 

○議長（正木 武君） 町長。 
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○町長（飯島勝美君） 吉野議員のお気持ちもよくわかります。やはり地域のことを考えます

と、そのとおりかもしれませんけれども、何よりもこれは補助金事業でやっております。本

町だけではなくて、本町は、それでもこの地籍調査事業については早く着手しているところ

なんですね。まだ全く着手していないところもございます。しかし、県の要望事項の中にし

ましても、実はなかなか予算がついてこないのが現状なんですね。要望事項の中でこのまま

いったら100年かかるんじゃないかというような話もあります。 

  しかしながら、本町は最初に取っかかったところでございますので、できれば順番に、確

かにさっき課長が言ったように虫食いでやりますとなかなか難しいものですから、できるだ

け我々が１年でも早く進むように、補助金をできるだけ獲得できるように努力して、できる

だけ早く進めるようにしたいと思います。 

○議長（正木 武君） ７番吉野議員。 

○７番（吉野僖一君） この件に関しては、ちょっと私も宍倉町長さんのときですか、まちづ

くり検討委員会というのがありまして、県庁へ勉強会に行きまして、そのときの全国総合開

発計画ということで、そのときは国は20年で全国地籍調査が終わるということで、説明を受

けたんですよ。それがたまたま議員になって、総務課へ行ってちょっと話し聞いたら、吉野

さん、その話は100年、200年かかってできるかどうかというふうに聞かれたんで、それはち

ょっと自分が聞いた話と違うんで、こういう経過というか質問しているんで、できるだけ

国・県を動かして、そういう大震災とか台風とかあったときの災害復旧なんかのときも、地

籍調査が終わっているところはスムーズに現場復帰ができるということなんで、その辺を前

面に出して、国・県のほうもまたよろしくお願いしたいというか、それでこの質問は終わり

たいと思います。よろしくお願いしたいと思います。 

  続きまして、６の野菜工場についてお伺いします。 

  先ほどから先輩たちが、工場誘致とか、町長さんもそういうことで質問されておったんで

すが、なかなか今企業というのは外国に工場をつくって、タイの水害のニュースが出たとき

に450社も500社近くの企業はみんな海外脱出しちゃって、国内が空洞化というかそういうこ

となんで、たまたま野菜工場については「報道2000」というテレビ番組かな、それで千葉大

学の日本農業の技術を視察する外国人たちが、台湾の投資家や韓国の官民共同体などが訪れ

ているのは、千葉大学の植物工場だということで、テレビの報道「新報道2001」に、ことし

の１月22日に放送がありました。 

  千葉大学の柏の葉キャンパスの太陽光、人工光や栽培液によるコンピューターによる管理
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栽培を紹介ということでやっておりました。植物工場誘致と未来型の農業、野菜工場等の研

究対応について町の見解を伺います。 

○議長（正木 武君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（菅野克則君） ご質問の植物工場誘致と未来型の農業、野菜工場等の研究対

応についてということでございました。まず植物工場とは、施設内で植物の生育に必要な光、

温度、湿度、養分、水分などの環境条件を人工的にコントロールして、終年で自動的に主に

葉物野菜や苗を生産するシステムで、太陽の光を使わないで生産を行う完全人工光型と、温

室等の半閉鎖的な環境で、太陽光を利用して雨天や曇りのときに、一時的に人工光源や夏の

高温抑制技術等により計画的に生産を行う太陽光利用型の二通りの栽培方法があります。業

種的には農業の部類に入るわけでございます。 

  植物工場の利点といたしましては、季節、天候に左右されず、１年を通して高い生産性に

よる安定供給ができ、工業用地や建物内などの非農地でも生産が可能で、労働力の平準化が

図れ、産業環境の快適化、軽労化、無農薬のため安全で安心して食べられる反面、設置コス

ト、運営コストが莫大で厳密な環境制御が難しく、果菜類等の経済栽培可能な品目が少なく、

販路、単価を安定的に確保する必要がある等の課題もあるようでございます。 

  植物工場は主に農業組合法人、農業生産法人あるいは株式会社が参入しておりまして、個

人の経営はほとんどないようでございます。 

  本町におきましての農業は、今後も農地を耕作する農業について推進をしていきたいと考

えておりますが、ご質問にございますように、野菜工場につきましては大学や企業等の研究

機関で研究が進んでいくものと思われます。 

  また、本町へ進出あるいは立地する植物工場や農家等がありましたならば、土地の有効利

用や雇用の観点から受け入れてまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（正木 武君） ７番吉野議員。 

○７番（吉野僖一君） これもインターネットで調べますと、やはり視察が大分もういっぱい

で、１人１万円ぐらいの視察経費がかかるそうですけれども、やはり今後の町のことを考え

るんであれば、たけゆらの里とかいろいろありますけれども、そういうところでやっぱり実

験的なあれでも、補助金が多分やり方では出ると思うんで、その辺の対応についてもちょっ

とお伺いしたいと思います。 

○議長（正木 武君） 産業振興課長。 
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○産業振興課長（菅野克則君） ただいま申し上げましたように、本町ではそういう野菜工場、

立地するということであれば受け入れていきたいと思いますけれども、今東北地方の地震災

で被害を受けたところ、野菜工場、要するに塩害等で耕作はできない場所に野菜工場、復興

関係もあると思いますけれども、野菜工場をつくりまして、雇用とまた地域の農業者の技術

も生かした工場をつくっているというような話も伺います。 

  また、レストラン内ですね、大多喜にはございませんけれども、レストラン内に工場をつ

くりまして直接お客さんに野菜を選んで消費してもらうと、買っていただくと。お客さんも

安全で安心して、目の前にある野菜を食べられるということでございます。 

  本町におきましては、そういう工場を進出したいということであれば、受け入れてまいり

たいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（正木 武君） ７番吉野議員。 

○７番（吉野僖一君） 課長さんも大分勉強しておりまして、きのうかな、東北のほうの現場、

災害復旧ということで、でかいハウス、やっぱり億単位の経費がかかるということで、補助

金絡みでないとなかなか対応できないと思うので、何かそういういい話があったら、やはり

ある程度対応できるように勉強しておいてもらいたいというか、これも町民みんなで考えて、

今後の大多喜町の農業ということで、こういう野菜工場ということで、時代がそういう時代、

フル生産、365日いつでも生産できるというか、確かに経費はかかるみたいなんで、その辺

の今後課題があると思うんですが、補助金をうまく利用して、できればやってみたらいうこ

とで。 

  以上で終わります。 

○議長（正木 武君） 以上で通告のあった７名の議員の一般質問はすべて終了しました。 

  これで一般質問を終わります。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（正木 武君） 日程第５、議案第１号 大多喜町職員定数条例の一部を改正する条例

の制定についてを議題とします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。 

  総務課長。 

○総務課長（花﨑喜好君） それでは、議案つづりのほうに戻っていただきたいと思います。 
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  議案つづりの３ページをお開きいただきたいと存じます。 

  議案第１号 大多喜町職員定数条例の一部を改正する条例の制定についてご説明を申し上

げます。 

  まず本文に入る前に、提案理由のご説明を申し上げます。 

  本条例につきましては、教育委員会事務局及び公営企業に勤務する職員の定義が明確でな

いことから、改めて規定するものでございます。 

  それでは、本文に入らせていただきます。 

  大多喜町職員定数条例の一部を改正する条例。 

  大多喜町職員定数条例（昭和36年条例第８号)の一部を次のように改正する。 

  第１条中「議会」の次に「、教育委員会」を加え、「、農業委員会」を「及び農業委員

会」に、「及び教育施設」を「並びに公営企業部局」に改め、「並びにその他の職員」を削

る。 

  附則、この条例は、平成24年４月１日から施行する。 

  以上、本案の提案説明とさせていただきます。よろしくご審議くださるようお願い申し上

げます。 

  あと、皆さんのお手元に資料があると思いますので、その資料のほうをごらんいただきた

いと思います。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  本案については討論を省略し、これから採決したいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 異議なしと認めます。 

  これから議案第１号を採決します。 

  お諮りします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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○議長（正木 武君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第１号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（正木 武君） 日程第６、議案第２号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用

弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。 

  総務課長。 

○総務課長（花﨑喜好君） それでは、議案つづり５ページをお開きいただきたいと存じます。 

  議案第２号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正

する条例の制定についてご説明を申し上げます。 

  本文に入る前に提案理由のご説明を申し上げます。 

  大多喜町役場におきまして、労働安全衛生法第13条によりまして、産業医の設置が義務づ

けられておりますので、この産業医に対する報酬の額を定めるものでございます。 

  この産業医でございますけれども、すべての業種の事業所において常時50人以上労働者を

雇用している事業所は、１人以上の産業医を選任しなければならないとされております。 

  健康診断の実施あるいはその結果に基づきましての措置とか助言、あるいは作業環境の維

持管理、衛生教育等を行うものでございます。 

  それでは、本文に入らせていただきます。 

  特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例。 

  特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和31年条例第95号）の

一部を次のように改正する。 

  別表中「介護保険事業協力歯科医」の欄の次に「産業医 年額 27,900円」の欄を加え改

める。 

  附則、この条例は平成24年４月１日から施行する。 

  以上で本案の提案説明とさせていただきます。よろしくご審議くださるようお願い申し上

げます。 

○議長（正木 武君） これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ５番苅込議員。 
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○５番（苅込孝次君） この産業医というのは、50人以上の職種の場合１人置くということは、

これは役場のことを指すんですか。 

○議長（正木 武君） 総務課長。 

○総務課長（花﨑喜好君） 提案理由で申し上げましたけれども、大多喜町役場において設置

するものでございます。 

○５番（苅込孝次君） はい、わかりました。 

○議長（正木 武君） １番野中議員。 

○１番（野中眞弓君） この産業医は年何日ぐらい仕事を、どんな仕事を委託する計画なんで

しょうか。 

○議長（正木 武君） 総務課長。 

○総務課長（花﨑喜好君） これも提案理由で申し上げましたとおり、健康診断の実施ですと

か、その結果に基づく助言とか指導、あるいは仕事の場の作業環境の指導、あるいは衛生環

境、衛生教育をやっていただきます。 

  そして日にちでございますが、これ年額で定められていますが、大体二月に一遍ぐらい。

あと、作業環境といいますか、職場の環境を見ていただくのが二月に一遍ぐらい、健康診断

が年に一遍、職員の健康診断がございます。その後に、職員のそういう健康診断に対する助

言もやっていただく予定で、改めて日にちは規定しておりません。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  本案については討論を省略し、これから採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 異議なしと認めます。 

  これから議案第２号を採決します。 

  お諮りします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 異議なしと認めます。 
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  したがって、議案第２号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（正木 武君） 日程第７、議案第３号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に

関する条例及び大多喜町教育委員会教育長の給与及び旅費等に関する条例の一部を改正する

条例の制定についてを議題とします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。 

  総務課長。 

○総務課長（花﨑喜好君） 議案つづり７ページをお開きいただきたいと存じます。 

  議案第３号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び大多喜町教育委

員会教育長の給与及び旅費等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し

上げます。 

  まず本文に入る前に、提案理由の説明を申し上げます。 

  常勤の特別職であります町長及び副町長と教育委員会の教育長の給料に関しましては、平

成17年度より減額を始め、平成23年度からは一律25パーセント削減しており、引き続き厳し

い財政状況が続くことから、平成24年度においても、引き続き給料月額の25パーセントの削

減を行うものでございます。 

  それでは、本文に入らせていただきます。 

  特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び大多喜町教育委員会教育長の

給与及び旅費等に関する条例の一部を改正する条例。 

  （特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正） 

  第１条 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例（昭和29年条例第８号）

の一部を次のように改正する。 

  附則第６項中「平成24年３月31日」を「平成25年３月31日」に改める。 

  （大多喜町教育委員会教育長の給与及び旅費等に関する条例） 

  第２条 大多喜町教育委員会教育長の給与及び旅費等に関する条例（平成３年条例第１

号）の一部を次のように改正する。 

  附則第３項中「平成24年３月31日」を「平成25年３月31日」に改める。 

  附則、この条例は平成24年４月１日から施行する。 

  以上で本案の提案説明とさせていただきます。よろしくご審議くださるようお願い申し上
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げます。 

○議長（正木 武君） これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  本案については討論を省略し、これから採決したいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 異議なしと認めます。 

  これから議案第３号を採決します。 

  お諮りします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第３号は原案のとおり可決されました。 

○議長（正木 武君） ここで10分間休憩します。 

（午後 ４時０６分） 

───────────────────────────────────────────────── 

○議長（正木 武君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ４時１８分） 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（正木 武君） 日程第８、議案第４号 大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例

の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

  本案については提案理由の説明を求めます。 

  総務課長。 

○総務課長（花﨑喜好君） それでは、議案つづり９ページをお開きいただきたいと思います。 

  議案第４号 大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の一部を

改正する条例の制定についてご説明を申し上げます。 

  まず、本文に入る前に提案理由の説明を申し上げます。 
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  この改正は、国の人事院及び県の人事委員会の勧告において、平成18年から実施してまい

りました給与構造改革等に伴います経過措置額を段階的に廃止するもので、その差額相当額

の２割を毎年減額して、５年をかけて差額がなくなるように措置するものでございます。 

  それでは、本文に入らせていただきます。 

  大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条制。 

  大多喜町一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例（平成18年条例第２

号）の一部を次のように改正する。 

  附則第６項中「額）」を「額。以下この項において「差額相当額」という。）から平成24

年３月31日における差額相当額に５分の１を乗じて得た額（その額に１円未満の端数を生じ

たときは、これを切り捨てた額とする。）（その額が１万円を超えるときは、１万円とする。

以下この項において「減額基準額」という。）に同年４月１日から起算して１年を経過する

ごとに減額基準額を加えた額（その額が差額相当額を超えるときは、差額相当額とする。）

を減じた額」に改める。 

  附則、この条例は、平成24年４月１日から施行する。 

  以上で本案の提案説明とさせていただきます。よろしくご審議くださるようお願い申し上

げます。 

○議長（正木 武君） これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  １番野中議員。 

○１番（野中眞弓君） この条例の改正により、影響を受ける職員数とその影響額はどうなり

ますか。 

○議長（正木 武君） 総務課長。 

○総務課長（花﨑喜好君） ちなみに申し上げます。先ほど提案理由の説明で申し上げました

が、この条例改正は18年から改正を行っております。18年当時の影響職員数でございますが、

131名いました。年間の影響額が3,692万ほどございました。それが平成24年で徐々にその額

に達してきておりますので、24年現在で４名になりました。ちなみに、年間額で105万7,000

円ほどでございます。 

  そして、平成25年には１人になってしまいまして、その差額が給与額で100円でございま

す。それで対象が終わります。 

  以上です。 
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○議長（正木 武君） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  本案については討論を省略し、これから採決したいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 異議なしと認めます。 

  これから議案第４号を採決します。 

  お諮りします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第４号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（正木 武君） 日程第９、議案第５号 大多喜町介護従事者処遇改善臨時特例基金条

例を廃止する条例の制定についてを議題とします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。 

  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（磯野幸子君） 議案つづり11ページをお開き願いたいと思います。 

  本文に入る前に提案理由の説明を申し上げます。 

  平成21年４月に、介護従事者の処遇改善を図ることを主な目的として介護報酬の改定が行

われ、それに伴う介護保険料の急激な上昇を抑制するための財政措置として、国より介護従

事者処遇改善臨時特例交付金が交付され、３年間の期限で基金を創設して運用を図ってまい

りました。 

  平成24年３月31日をもって基金を解散することとなっておりますので、大多喜町介護従事

者処遇改善臨時特例基金条例を廃止する条例の制定につきまして、今回ご提案をするもので

ございます。 

  本文に入らせていただきます。 

  議案第５号 大多喜町介護従事者処遇改善臨時特例基金条例を廃止する条例の制定につい
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て。 

  大多喜町介護従事者処遇改善臨時特例基金条例を廃止する条例を次のように制定する。 

  大多喜町介護従事者処遇改善臨時特例基金条例を廃止する条例。 

  大多喜町介護従事者処遇改善臨時特例基金条例（平成21年条例第11号）は、廃止する。 

  附則、この条例は、平成24年４月１日から施行する。 

  以上で説明を終わります。 

  ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（正木 武君） これから質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  本案については討論を省略し、これから採決したいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 異議なしと認めます。 

  これから議案第５号を採決します。 

  お諮りします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第５号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（正木 武君） 日程第10、議案第６号 大多喜町税条例の一部を改正する条例の制定

についてを議題とします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。 

  税務住民課長。 

○税務住民課長（関 晴夫君） それでは、ただいま議題となりました議案第６号 大多喜町

税条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。 

  13ページをお開きいただきたいと存じます。 
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  議案の本文に入ります前に、提案理由の説明を申し上げます。 

  経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法、同法施行令及び同法

施行規則が改正されたこと並びに東日本大震災からの復興に関し、地方公共団体が実施する

防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律（平成23年法律

第118号）が12月２日に公布され、同日から施行されたこと。また、大規模な災害発生など

による被害に係る雑損控除等の適用対象期間について、これまで災害のやんだ日から１年と

されておりましたが、地方税法施行令の改正により３年以内とされたことから、町税条例に

ついても改正を行うものであります。 

  それでは、本文に入らせていただきます。 

  大多喜町税条例の一部を改正する条例。 

  大多喜町税条例（昭和30年条例第61号）の一部を次のように改正する。 

  これは、たばこ税になるんですが、県の税率を1,000本当たり644円引き下げた分を町のほ

うを1,000本当たり644円上げるということで改正されましたので、その点ご承知おきいただ

きたいと思います。 

  第95条中「4,618円」を「5,262円」に改める。 

  附則第９条を次のように改める。 

  第９条 削除 

  附則第16条の２第１項中「2,190円」を「2,495円」に改める。 

  附則第22条第１項中「この条において」を「この項において」に、「）については」を

「）がある場合には、特例損失金額（同条第３項に規定する災害関連支出がある場合には、

第３項に規定する申告書の提出の日の前日までに支出したものに限る。以下この項及び次項

において「損失対象金額」という。）について」に、「当該特例損失金額」を「当該損失対

象金額」に改め、「平成24年度以後の年度分」の次に「で当該損失対象金額が生じた年の末

日の属する年度の翌年度分」を加え、「平成23年」を「当該損失対象金額が生じた年」に改

め、同条第２項を削り、同条第３項中「第１項前段」を「前項前段」に、「特例損失金額」

を「損失対象金額」に、「この条において」を「この項において」に、「平成23年」を「当

該親族資産損失額が生じた年」に改め、同項を同条第２項とし、同条第４項を削り、同条第

５項を同条第３項とする。 

  附則に次の１条を加える。 

  （個人の町民税の税率の特例等） 
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  第25条 平成26年度から平成35年度までの各年度分の個人の町民税に限り、均等割の税率

は、第31条第１項の規定にかかわらず、同項に規定する額に500円を加算した額とする。 

  附則 

  （施行期日) 

  第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。 

  第１号 附則第９条の改正規定及び次条の規定 平成25年１月１日。 

  第２号 第95条の改正規定、附則第16条の２第１項の改正規定及び附則第３条の規定 平

成25年４月１日。 

  （町民税に関する経過措置） 

  第２条 平成24年12月31日以前に支払うべき退職手当等（この条例による改正前の町税条

例第53条の２に規定する退職手当等をいう。）に係るこの条例による改正前の町税条例附則

第９条第１項に規定する分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。 

  （町たばこ税に関する経過措置） 

  第３条 平成25年４月１日前に課した、又は課すべきであった町たばこ税については、な

お従前の例による。 

  以上でございます。 

  ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（正木 武君） これから質疑を行います。 

  わかりますか。 

  11番野村議員。 

○１１番（野村賢一君） よくわかりません。まず、都道府県たばこ税の一部を市町村たばこ

税に移譲ということになっておりますけれども、これは4,618円から5,262円、2,190円から

2,495円、プラス644円、プラス305円になっていますけれども、これは町の今までたばこ税

がふえるということなんですか。極端な話。 

（「はい、そうです」の声あり） 

○１１番（野村賢一君） 今までの町に入ってきたたばこ税より、またプラスでこの金額とい

うことですね。 

  もう１点ありますから、もう全然わからないんですよ、かぎ括弧ばっかりで。 

  それと、平成26年度から平成35年までの個人住民税の均等割の引き上げ、特別措置を規定
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ということで500円ずつ加算になっていますね。この加算の理由は何でしょうかということ

を２点お聞きしたいと思います。 

○議長（正木 武君） 税務住民課長。 

○税務住民課長（関 晴夫君） たばこ税につきましては、今まで道府県たばこ税の税率が

1,000本当たり644円、これから引き下げられるということになりまして、その分を市町村た

ばこ税のほうに上乗せされるということになります。そういたしますと、試算した結果です

と、今年度の場合、１カ月約95万円の増額になる予定でおります。 

  それともう１点、均等割の関係ですけれども、全国的にかつ緊急に地方公共団体が実施す

る防災のための施策に要する費用の財源を確保するために、臨時の措置として均等割を500

円上げるということになります。 

○１１番（野村賢一君） すみません、もう一度ゆっくりお願いします、500円のところ。 

○議長（正木 武君） 税務住民課長。 

○税務住民課長（関 晴夫君） 500円なんですが、均等割が500円上がるということで、この

目的といいますのが、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源

を確保するために上げるということに。それで500円上がることになりました。 

○議長（正木 武君） 11番野村議員。 

○１１番（野村賢一君） これは時限立法と考えてよろしいですか、恒久的な。どちらでしょ

うか。 

○議長（正木 武君） 税務住民課長。 

○税務住民課長（関 晴夫君） これは時限立法です。26年度から平成35年度までです。 

○議長（正木 武君） ほかに質疑ありませんか。 

  １番野中議員。 

○１番（野中眞弓君） 私もこれを見るだけだと全然わかりません。たばこ税のことはわかり

ました。そのほかに、災害による云々という文言が入っております。それと500円のこと、

均等もわかりました。退職金のことも入っております。この税法の改正では、何がどうなっ

たかということを、かいつまんで箇条書きで説明してくださるとありがたいのが１点。 

  私の印象では、国の復興増税との兼ね合いが非常に強い。政府が出した復興財源の全容わ

かりますでしょうか。 

○議長（正木 武君） 税務住民課長。 

○税務住民課長（関 晴夫君） 箇条書きの件ですが、これにつきましては、後ほど作成して
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議員の皆様方にお渡ししたいと思います。 

  国の復興増税の関係ですが、私の押さえている限りでは所得税のアップ、それと個人住民

税、法人税の増税ということは認識しております。あと、町条例に関係するものといたしま

しては、今回提案させていただいたものだけであります。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） １番野中議員。 

○１番（野中眞弓君） たばこ税は住民に影響がありません。退職金と均等割についてはどの

くらいの影響を見込んでいますか。 

○議長（正木 武君） 税務住民課長。 

○税務住民課長（関 晴夫君） 退職金につきましては平成22年度を例にとりますと、退職金、

分離課税なんですが、対象者が27名いらっしゃいました。そのうち、これが税率が10パーセ

ント控除がなくなりますと38万413円の増税ということになります。それと、均等割のほう

ですけれども、平成23年３月１日現在、均等割の課税者数4,919名いらっしゃいますので、

249万500円の増ということになります。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） １番野中議員。マイクをお願いしますよ。 

○１番（野中眞弓君） 均等割につきましては、市町村民税が500円、それから県税も500円と

いうことで、私たちが実際に県税を払う窓口というのは町ですよね。ですから、私たちにと

っては、均等割については実際はこの２倍の負担がふえるというふうに考えられますよね。

考えていいですよね。わかりました。 

○議長（正木 武君） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  本案について討論を省略し、これから採決したいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議あり」の声あり） 

○議長（正木 武君） 討論省略に異議ありますので、これから討論を行います。 

  初めに、本案に反対者の発言を許します。 

  １番野中議員。 

○１番（野中眞弓君） 私は、議案第６号 大多喜町税条例の一部を改正する条例の制定につ
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いて、反対の立場から討論いたします。 

  今回のこの条例改正は、４点含まれています。１つは、たばこ税のこと、それから退職金

のこと、均等割のこと、それとあとは災害に遭った方への対処の仕方と。 

  退職金や均等割、合わせると、町民への影響は500万を超え、これ決して少なくない額で

すけれども、復興財源としてということで、これはみんなが、国民が痛みを分かち合おうと

いう点では、私は反対するものではありません。 

  ところが、この条例、法律というのは、単に町だけで見るものではないと思うんです。国

がどういうもとで出されてきて、こういうことになったのかということをきちんと見なけれ

ばならないと思うんです。質問したのですが、復興財源についてきちんとした答弁がありま

せんでした。私が調べてきた範囲ですけれども、ちょっと発表させていただきます。 

  昨年の７月に、政府は復興財源の見積もりとして、当面５年間で19兆円、10年間で23兆円

必要だというのを出しました。そして、当面５年間の19兆円、そのうちの8.5兆円は予備費

や剰余金や節約や国有財産の売却などで手当てをすると。残りの10.5兆円を復興増税とする

というふうに決めまして、我々庶民にかけられる所得税は2.1パーセントの賦課税をかけ、

25年間で１年当たり3,000億円、25年で7.違う、これ５年間ですよね。とりあえず５年間で

7.5兆円ではないな。うそだ、うそだ。全体で7.3兆円、住民税、県と市町村で1,000円、国

民１人当たりかかるわけですけれども、これが10年間で１年当たり600億円、10年だ0.6兆円、

6,000億円ですね。退職金については全体で0.2兆円、法人税については10パーセント賦課税

と知り、これは３年間で１年分で8,000億円、３年分で2.4兆円、ところが法人税については、

実効税率を５パーセント下げる。この手続の中で、５パーセントを下げると国税が1.2兆円

上がってくるんだけれども、何だかんだで0.4兆円下がって、企業が復興財源として出すの

は年間8,000億円だと。それから、法人住民税のほうは0.5パーセント賦課になって、うそだ、

５パーセント減税になって、0.2兆円、これも何かプラスになるのが0.2兆円でゼロと、わか

らないですよね、私は書いてあるから、それこそ書いたからわかるんですけれども、数字を

べらべら言われてもなかなかわかりませんが、法人税については３年間の増税が8,000億円、

１年ごとね。そして、減税が8,000億円、３年たてば法人税はずっと8,000億円減税になるわ

けです。復興財源のほとんどは国民だけが負うという、そういう政府の計画のもとでつくら

れてきた町税の条例変更なわけです。 

  そういう点で、今だれに課税するのか、どこからお金を取るのか、大金持ちから取ろうよ

というのが世界的な流れになっている中で、今こんなに国民が困っているのに、復興財源を
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口実に、さらなる増税を国民にかけるという、この政府のやり方とそれを反映した徴税条例

については反対といたします。 

○議長（正木 武君） 次に本案の賛成者の発言を許します。 

11番野村議員。 

○１１番（野村賢一君） 今、反対者の討論を聞いたんですけれども、私何かもわかりません、

正直言いまして。数字を読んでいただいたんですけれども、理解できません。 

  この件に関しては、大震災の対策の財源の一部として地方税法を改正し、地方自治体、国

民みんなでその負担をお願いするものということでございます。 

  もうじきで１年たちますけれども、寒い冬の中、震災の方々はそれなりに苦労してきてい

ると。私個人としては何らかの形で応援するのがいいんではないかと。また、たばこ税につ

いては県に配分されていた税の一部が町に来るということですから、先ほど自主財源が少な

いとか何かいろいろありましたけれども、いろいろな含みを考えまして、この議案第６号に

関しては賛成いたします。 

  以上でございます。 

○議長（正木 武君） ほかに討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第６号を採決します。 

  この採決は挙手によって採決します。 

  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

（挙手多数） 

○議長（正木 武君） 挙手多数です。 

  したがって、議案第６号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第７号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（正木 武君） 日程第11、議案第７号 大多喜町手数料条例の一部を改正する条例の

制定についてを議題とします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。 

  税務住民課長。 
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○税務住民課長（関 晴夫君） それでは、議案第７号 大多喜町手数料条例の一部を改正す

る条例の制定についてご説明申し上げます。 

  15ページをお開きいただきたいと思います。 

  議案の本文に入ります前に、提案理由の説明を申し上げます。 

  新税システムの導入に伴い、公課に関する台帳、いわゆる名寄せ帳と言っておるものです

が、日本工業規格Ａ３判用紙からＡ４判用紙に変更となりましたことにより、１枚当たりの

表示件数が少なくなり、また同一所有者の公課に関する台帳の写しを１件として取り扱い、

公布することとしたいため、条例の改正をお願いするものであります。 

  それでは、本文に入らせていただきます。 

  大多喜町手数料条例の一部を改正する条例。 

  大多喜町手数料条例（平成12年条例第15号）の一部を次のように改正する。 

  別表中「公課に関する台帳の閲覧及び写し」「閲覧 １枚につき300円 写し Ａ３判以

下１枚につき 300円」を「公課に関する台帳の閲覧及び写し」「閲覧及び写し １件につ

き 300円」に改める。 

  附則、この条例は、平成24年４月１日から施行する。 

  以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（正木 武君） これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  本案については討論を省略し、これから採決したいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 異議なしと認めます。 

  これから議案第７号を採決します。 

  お諮りします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第７号は原案のとおり可決されました。 
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───────────────────────────────────────────────── 

◎会議時間の延長 

○議長（正木 武君） 本日の会議時間は、議事の都合によってあらかじめこれを延長します。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第８号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（正木 武君） 日程第12、議案第８号 大多喜町分担金徴収条例の一部を改正する条

例の制定についてを議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  産業振興課長。 

○産業振興課長（菅野克則君） 17ページをお開きください。 

  議案第８号 大多喜町分担金徴収条例の一部を改正する条例の制定について。 

  まず提案理由でございますが、本案は土地改良事業により造成され、施設の老朽化が進み、

補修及び更新が必要となってきている水利施設について、国庫補助事業であります土地改良

施設維持管理適正化事業を実施するために受益者から分担金を徴収し、整備補修を行うのに

必要な経費としたく、本条例の一部を改正するものでございます。 

  本文でございますが、大多喜町分担金徴収条例（昭和39年条例第24号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第２条第１項中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号を削り、第４号を第２号とし、

第５号から第７号までを２号ずつ繰り上げ、第８号を第６号とし、同号の次に次の１号を加

える。 

  第７号 土地改良施設維持管理適正化事業 

  第２条第１項中第９号を第８号とし、第10号から第15号までを１号ずつ繰り上げる。 

  次に、別表でございますが、別表中13款地域総合整備事業の項の次に、次のように加える。

分担金を徴収する事件として、「土地改良施設維持管理適正化事業」受益者として「区域内

関係者」、事業種目として「土地改良施設整備補修及び更新」、事業費に対する負担率とし

て「補助残の75％」でございます。 

  附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行する。 

  以上でございます。よろしくご審議のほどお願いをいたします。 

○議長（正木 武君） これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

－99－ 



（「なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  本案については討論を省略し、これから採決したいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 異議なしと認めます。 

  これから議案第８号を採決します。 

  お諮りします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第８号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第９号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（正木 武君） 日程第13、議案第９号 大多喜町行政財産使用料条例の一部を改正す

る条例の制定についてを議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  教育課長。 

○教育課長（高橋啓一郎君） 議事日程つづりの19ページをごらんください。 

  議案第９号の大多喜町行政財産使用料条例の一部を改正する条例の制定について提案理由

を説明させていただきます。 

  この改正は、大多喜中学校と西畑小学校の屋内運動場が改築されまして、建物の面積や概

要が変わりましたので、改定後の現状にあわせまして、新年度、平成24年度の４月１日から

使用料金を改正しようとするものでございます。 

  まず、西畑小学校の屋内運動場ですが、改築によりましてアリーナの面積が440平方メー

トルから487平方メートルに広がりました。今までの使用料が300円でしたが、総元小学校や

上瀑小学校のアリーナ面積が479平方メートルと同程度となりましたので、使用料につきま

しても１時間当たり同額の450円にしようとするものでございます。 

  次の大多喜中学校の屋内運動場につきましては、アリーナ面積が876平方メートルとなり

まして、バレーコートが２面とれるようになりました。この広さは大多喜小学校のアリーナ

－100－ 



面積とほぼ同程度でございますので、使用料につきましても大多喜小学校と同様に、片面ず

つの貸し出しとして１面当たり450円とするものでございます。 

  それでは、本文に入らせていただきます。 

  大多喜町行政財産使用料条例の一部を改正する条例。 

  大多喜町行政財産使用料条例の一部を改正する条例（平成21年条例第８号）の一部を次の

ように改正する。 

  別表西畑小学校屋内運動場の項中「300円」を「450円」に改め、同表大多喜中学校屋内運

動場の項中「450円」を「半面450円」「全面900円」に改める。 

  附則、この条例は、平成24年４月１日から施行する。 

  以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いします。 

○議長（正木 武君） これから質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

  11番野村議員。 

○１１番（野村賢一君） 今、改正で１時間当たり使用料450円と言いましたね。これで１時

間半当たりですと450円の半分は225円ですか、450円足す225円ということになりますか。そ

れとも１時間当たりの使用料ですから、半分でも450円プラスして900円ということになりま

すか、どちらでしょうか。 

○議長（正木 武君） 教育課長。 

○教育課長（高橋啓一郎君） 時間単位の貸し出しをしておりますので、１時間を超えれば２

時間となります。 

○議長（正木 武君） 30分の場合って言った。 

○教育課長（高橋啓一郎君） それで２時間。 

○１１番（野村賢一君） そうしますと、やっぱり町民の中から不平不満で出ると思うんです

よ。30分しか使わないのに１時間取られちゃうということはどうなんでしょうか。常に使う、

例えばどこか、おれ、大多喜中学のはよくわかりませんけれども、しょっちゅう使っている

人が２時間っていったら長い、１時間半使いたいということで、週何回か使った場合、１時

間半ですから２時間分払わなきゃ使えないということですね。そういうことになりますね、

今の答弁だと。そうしたら、長く使う間に大変な金額の差が出ますよね。その処置はどうし

ますか。あくまでも１時間単位でもらいますか。 

○議長（正木 武君） 教育課長。 
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○教育課長（高橋啓一郎君） 現在、ほかの小学校でも体育施設をお貸ししているんですけれ

ども、そのような苦情を聞いておりませんでしたので、現在考えがない状況です。 

  それと、もう一つは、一応利用時間を９時までとしております。９時以降に片づけ清掃と

いうことで15分間、９時15分までの間に片づけていただくということで、皆さん使っていた

だく方は２時間程度プラス15分、またその若干前にもいらっしゃっている状況なんですけれ

ども、町の運用としては一般的に２時間と解釈してお貸ししてて苦情がない状況であります。 

  根本的な解決にはなっていないとは思うんですけれども、町民の皆さんが協力していただ

いて運用が成り立っていると。できればこのままで、これからも進めていきたいと考えてお

ります。 

○議長（正木 武君） 11番野村議員。 

○１１番（野村賢一君） 実は、これ苦情がないんじゃなくて、苦情があったんですよ。だか

ら、私のところへ来たから今聞いているんです。課長、苦情があったんですよ。いつも30分

しか使わないのに１時間分取られたと。週２回使っても、その分は何とかならねえかという

ことで来たんですけれども。じゃ、課長のところの耳に入っていないということは、どうで

すか、 

○議長（正木 武君） 教育長。 

○１１番（野村賢一君） 教育長。振って申しわけないですけれども。 

○教育長（石井信代君） ただいまの話なんですが、私も初めて聞いたんですけれども、一般

的に考えて、屋内運動場を使用するときは、スポーツ関係とか運動の練習とか多いと思うん

ですけれども、やはり一連の動きとしまして、集合して準備運動して、主運動をして、あと

整理までやりますと、やはり30分単位ではちょっと、１時間半では短いかなという感じ。最

低でも２時間は必要かなという思いはしております。 

○議長（正木 武君） 11番野村議員。 

○１１番（野村賢一君） いいですか、議長、４回目で申しわけないんですけれども。 

  それは勤務の都合でどうしても１時間半になっちゃうんですよ。例えば９時までだったら、

７時半からじゃなきゃ始められないと。やっぱり地元の方ばかりじゃありませんから。地元

から会社勤めの人もいますから、どうしてもそういう時間帯ができるわけですよ。 

○議長（正木 武君） 教育課長。 

○教育課長（高橋啓一郎君） 30分単位で希望があるということを、きょう初めて認識させて

いただきました。この件につきましては、持ち帰りまして検討させていただきます。 
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  基本的には今１時間でやっていますので、検討といいますか協議をさせていただきたいと

思います。 

○議長（正木 武君） ８番志関議員。 

○８番（志関武良夫君） この問題につきましては、野村議員の言うこともわからないわけじ

ゃないんですけれども、電気料金も今度上がりますね。そういう点からいきますと、やはり

今までと違った考え方を持っていくのも、考え方って今までと同じなんですけれども、そう

いう考え方も持っていく必要もあるんじゃないかなというふうな考えも持ちますし、一般的

によそで借りているのも、１時間単位で貸し出しをしているというのが主なところだと思う

んですね。だから、その点をよく説明して理解を求めるというような形で、そういう形で私

はいいんじゃないかなというふうな形で思っていますけれども。 

○議長（正木 武君） 11番野村議員。 

○１１番（野村賢一君） 今、教育課長のほうから「検討してみます」と言いましたね、答弁。

検討したら、これ議決やらなくていいですか。 

○議長（正木 武君） 教育課長。 

○教育課長（高橋啓一郎君） 今の「検討」という言葉についてちょっと誤解があるようで、

条例については、基本的に時間単位で規定をお願いしたいと考えています。運用面での検討

をさせていただきたいと考えた次第でございます。 

○議長（正木 武君） １番野中議員。 

○１番（野中眞弓君） 全面と半面に区切って貸し出ししているのが、大多喜小学校ですけれ

ども、今までの実績で半面での利用申し込み、全面での利用申し込み、どのくらいあったで

しょうか。 

○議長（正木 武君） 教育課長。 

○教育課長（高橋啓一郎君） 今現在、平成23年度の大多喜小学校の屋内運動場の利用状況な

んですけれども、１週間、月曜から日曜まで７日間のうち５日間利用されております。日中

で２日、あと夜間で４日で延べ６回を５日間で使っているんですけれども、そのうちの１団

体、バスケットボールの団体が全面を使っております。残りの５回ですね、そちらは半面の

利用となっております。 

○１番（野中眞弓君） わかりました。 

○議長（正木 武君） ほかに質疑はありますか。 

（「なし」の声あり） 
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○議長（正木 武君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  本案については討論を省略し、これから採決したいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 異議なしと認めます。 

  これから議案第９号を採決します。 

  お諮りします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第９号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第１０号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（正木 武君） 日程第14、議案第10号 大多喜町教育委員会事務部局職員等の給与及

び旅費等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  教育課長。 

○教育課長（高橋啓一郎君） 議案第10号の大多喜町教育委員会事務部局職員等の給与及び旅

費等に関する条例の一部を改正する条例の制定について提案理由を申し上げます。 

  21ページになります。 

  国の地方教育行政の組織及び運営に関する法律におきまして、事務局の職員と教育機関の

職員を合わせて「事務局職員等」と記載されていますが、今回議案として提案しました本町

の条例では、「事務部局職員等」との記載となっておりますので、法律と町条例との整合性

を図り、教育委員会職員の定義を明確にするために、町の条例中の文言で、「事務部局」と

あるものを「事務局」に改めるものです。 

  それでは、本文に入らせていただきます。 

  大多喜町教育委員会事務部局職員等の給与及び旅費等に関する条例の一部を改正する条例。 

  大多喜町教育委員会事務部局職員等の給与及び旅費等に関する条例（平成３年条例第４

号）の一部を次のように改正する。 

  題名中「事務部局職員等」を「事務局職員等」に改める。 
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  第１条中「事務部局」を「事務局」に改める。 

  附則、この条例は、平成24年４月１日から施行する。 

  以上で説明を終わります。ご審議をよろしくお願いいたします。 

○議長（正木 武君） これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  本案については討論を省略し、これから採決したいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 異議なしと認めます。 

  これから議案第10号を採決します。 

  お諮りします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第10号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎散会の宣告 

○議長（正木 武君） 以上で本日の会議はすべて終了しました。 

  長時間ご苦労さまでした。 

  なお、明日３月９日の会議は提案されている事件が多いことから、本日開催しました議会

運営委員会で協議の結果、会議の開始時刻を午前９時に繰り上げて開くことにしますので、

よろしくお願いします。 

  これにて本日の会議を閉じます。 

  本日はこれにて散会します。 

（午後 ５時１１分） 
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 日程第１３ 議案第２３号 平成２３年度大多喜町介護保険特別会計補正予算（第３号） 

 日程第１４ 議案第２４号 平成２３年度大多喜町水道事業会計補正予算（第４号） 
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 日程第２２ 議案第３２号 平成２４年度大多喜町特別養護老人ホーム事業会計予算（提案

              説明） 

 日程第２３ 発議第 １号 大多喜町農業委員会の委員の推薦について 



───────────────────────────────────────────────── 

◎開議の宣告 

○議長（正木 武君） ただいまの出席議員は12名全員です。したがって、会議は成立しまし

た。 

  これより、本日の会議を開きます。 

（午前 ８時５７分） 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第１１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（正木 武君） 日程第１、議案第11号 大多喜町立公民館設置及び運営に関する条例

の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

  教育課長。 

○教育課長（高橋啓一郎君） それでは、23ページをお開きください。 

  議案第11号の大多喜町立公民館設置及び運営に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて、提案理由を説明させていただきます。 

  平成23年８月に公布されました第２次一括法によりまして、社会教育法につきましても一

部が改正されました。改正の内容は、これまで法律で定められていました公民館運営審議会

などの委員の委嘱、任命の基準が削除されまして、その削除された部分については、文科省

省令で定める基準を参酌して、町条例で定めることとなりました。この改正を受けまして、

条例第５条の審議会委員の委嘱基準及び定数について、条文の全部を改めるものでございま

す。 

  それでは、本文に入らせていただきます。 

  大多喜町立公民館設置及び運営に関する条例の一部を改正する条例。 

  大多喜町立公民館設置及び運営に関する条例（昭和51年条例第７号）の一部を次のように

改正する。 

  第５条を次のように改める。 

  （審議会委員の委嘱基準及び定数） 

  第５条 審議会委員（以下「委員」という。）は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭

教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱し、委

員の定数は15人以内とする。 
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  附則、この条例は平成24年４月１日から施行する。 

  以上でございます。 

  ご審議をよろしくお願いいたします。 

○議長（正木 武君） これから質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  本案については討論を省略し、これから採決したいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 異議なしと認めます。 

  これから議案第11号を採決します。 

  お諮りします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第11号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第１２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（正木 武君） 日程第２、議案第12号 大多喜町介護保険条例の一部を改正する条例

の制定についてを議題とします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（磯野幸子君） それでは、25ページをお開き願いたいと思います。 

  本文に入る前に提案理由の説明をさせていただきます。 

  介護保険事業は、現在第４期事業計画に基づき事業を実施しておりますが、本年度は事業

計画見直しの年に当たります。平成24年度から26年度の第５期事業計画の策定を現在してお

ります。介護保険利用者の増加に伴い、介護保険給付費が増加する中、1.2パーセントの介

護報酬の改定と第１号被保険者の負担割合が20パーセントから21パーセントに引き上げられ

ます。また、平成23年度に町内では２つの介護老人保健施設の開設や、認知症グループホー
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ムの整備が行われ、利用者の増加と介護保険給付費の大幅な増加が見込まれることから、第

５期事業計画においては、これらを踏まえて現行の条例について一部改正の必要があり、ご

提案をするものでございます。 

  では、本文に入らせていただきます。 

  議案第12号 大多喜町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について。 

  大多喜町介護保険条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

  大多喜町介護保険条例（平成12年条例第17号）の一部を次のように改正する。 

  第２条中「平成21年度から平成23年度まで」を「平成24年度から平成26年度」に改め、同

条第１号及び第２号中「２万800円」を「２万5,800円」に改め、同条第３号中「３万1,200

円」を「３万7,800円」に改め、同条第４号中「４万1,700円」を「５万1,600円」に改め、

同条５号中「５万2,100円」を「６万4,500円」に改め、同条第６号中「６万2,500円」を

「７万7,400円」に改める。 

  附則、第１条、この条例は、平成24年４月１日から施行する。（経過措置）第２条、改正

後の大多喜町介護保険条例の規定は、平成24年度以降の年度分の保険料について適用し、平

成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。 

  以上で説明を終わります。 

  ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（正木 武君） これから質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

  １番野中議員。 

○１番（野中眞弓君） 利用率のことについてお伺いいたします。 

  要介護認定されても、目いっぱい使うわけではない、使えない方がかなりいらっしゃるの

ではないかと思いますが、保険料の段階別の利用率って出ますでしょうか。例えば１段階の

方の利用率はこのくらい、２段階の方はこのくらいという、できたら教えていただきたいと

思います。 

○議長（正木 武君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（磯野幸子君） それでは、平成23年度の見込みの数字でお答えいたします。 

  要支援１は0.5パーセント程度です。それから要支援２が1.5パーセント、要介護１が2.2

パーセント、要介護２が3.5パーセント、要介護３が10パーセント、それから要介護４がや

はり15パーセント、それから要介護５が20パーセントの程度です。 
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○議長（正木 武君） １番野中議員。 

○１番（野中眞弓君） これは介護度別のパーセンテージで、このパーセンテージが何を意味

するのか、私が伺いたかったのは介護料の１段階、２段階、３段階、４段階、５段階、６段

階ってあるじゃないですか、それごとの利用率って出ないかなということなんですが、これ

は介護度別の、0.5パーセントというのはどういう数字なのか、要支援１と認定された方、

すみません。 

○議長（正木 武君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（磯野幸子君） 確認なんですけれども、保険料の段階別の利用率ということ

でしょうか。 

（「そうです」の声あり） 

○健康福祉課長（磯野幸子君） すみません、それはちょっと今すぐ答えられません。調べて

お答えいたします。 

○議長（正木 武君） ほかに質疑ありませんか。 

  ４番小髙議員。 

○４番（小髙芳一君） 今回の改定によりまして、相当金額的にふえるようでありますけれど

も、第１号被保険者の対象人数と増額する金額を教えていただきたいと思います。 

  それから、負担割合、国・県・町・保険者の負担割合と金額がわかりましたらお願いをし

たいんですが。 

○議長（正木 武君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（磯野幸子君） それではお答えします。 

  第１号被保険者の人数ですけれども、3,478ということで算定しております。それから保

険給付費の全体の増額分ですけれども、3,407万4,000円となります。 

  それから、負担割合ですが、国が介護給付費の25パーセント、それから県と町が12.5パー

セントになります。そして介護利用者の第１号被保険者が40パーセント、それから10パーセ

ントは利用者の負担となります。 

○議長（正木 武君） ４番小髙議員。 

○４番（小髙芳一君） 金額、答弁。 

○健康福祉課長（磯野幸子君） 金額ですが、介護給付費でお答えしますと、国が２億4,955

万7,000円、県と町が１億2,477万8,500円という負担割合で行いますとそういう計算になり

ます。 
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○議長（正木 武君） ４番小髙議員。 

○４番（小髙芳一君） 町の増額分はわかりますでしょうか。 

  それから、これは国保のほうになってしまうんですけれども、介護保険の総額を知りたい

んですが、第２号被保険者のそちらもやはり同じような値上げというか増額になるんでしょ

うか。１号と２号は同じような比率で上がるのか。介護関係ですので、ちょっと国保のほう

に入ってしまっているんですけれども、わかりましたら、要するに65歳以上だけが上がるの

か、40歳から65歳までは、そっちはじゃ、どうなっちゃうんだということで質問なんですけ

れども、わかりましたらお願いをしたいと思うんですけれども。 

○議長（正木 武君） 税務住民課長。 

○税務住民課長（関 晴夫君） 国保税のほうの介護分につきましては、今後、今算定をして

おりますので、その結果といいますか、税負担が足らなくなれば上げるような形を予定して

おります。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（磯野幸子君） それでは、町のほうの法定負担分ですけれども、今年度は１

億7,010万1,000円ということで、前年度に比べて1,922万8,000円の増となります。 

○議長（正木 武君） ４番小髙議員。 

○４番（小髙芳一君） 第２号被保険者分なんですけれども、介護の総額の中から算定をされ

るということではないんですか、今まだこれからというのは、国保全体の中ではわかるんで

すけれども、介護保険分は当然介護の給付費分として計算をされると思うんで、その辺はあ

る程度の目安というか、わかっていらっしゃるんじゃないかと思うんですけれども、ちょっ

とよくわかりませんけれども、もう少し詳しく説明をお願いします。 

○議長（正木 武君） 税務住民課長。 

○税務住民課長（関 晴夫君） 23年度につきましては、介護分につきまして保険税である程

度といいますか、ほとんど賄うことができておりました。この介護保険料の改定により不足

する分が出てくるようであれば、当然、介護保険分について増額ということも考えられます

ので、改めてまた計算しまして、今度の国保税の改定でお示ししたいと思います。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） ほかに質疑ありませんか。 

  １番野中議員。 
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○１番（野中眞弓君） 先ほどにかかわるんですけれども、保険料の段階別の利用は今出ない

としても、全体の利用率というのは出ますか。 

○議長（正木 武君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（磯野幸子君） 先ほど介護度別の利用率というのをお答えしたときに、ちょ

っと取り違えまして、すみません、違う数字を答えたようですので、もう一度それも含めて

後でお答えします。 

  それで、利用率なんですけれども、平成22年度の段階で74.9パーセントとなっております。 

  それから、額でございますけれども、よろしいですか、はい。 

○議長（正木 武君） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  本案については討論を省略し、これから採決したいと思います。 

  ご異議ありませんか。 

（「異議なし」「異議あり」の声あり） 

○議長（正木 武君） 討論省略に異議がありますので、これから討論を行います。 

  初めに、本案に反対者の発言を許します。 

  １番野中議員。 

○１番（野中眞弓君） 私は、大多喜町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について、

反対の立場から討論させていただきます。 

  今回の改定は、保険料の大幅引き上げです。20パーセントを超える引き上げになっており

ます。今でも利用率が、答弁にありましたように74.9パーセントです。多分、段階ごとに利

用率が出るとすれば、保険料段階の低い人たちの利用率のほうが低いのではないか。保険料

の段階の２号や３号の方たちというのは、本当に収入が非常に低い中でいや応なく保険料だ

けは取られている。それが収入が低いからこそ、年5,000円だの、7,000円だのという引き上

げがつらいわけです。保険料を出せば利用料が出せないという状況がますます強まる。それ

に対してそれはもう国の決めた決まりだからという形で町からも助成金出さない、国へも要

求もしていないようです。そういう形で利用者に大きな負担がかかってくる、この改定につ

いては反対いたします。 

  以上です。 
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○議長（正木 武君） 次に、本案に賛成者の発言を許します。 

  10番藤平議員。 

○１０番（藤平美智子君） 賛成討論をさせていただきます。 

  大多喜町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について賛成をさせていただきます。 

  介護保険制度に関しては、平成12年度の制度導入以降、制度の浸透、定着がされた一方、

サービス利用者数と介護保険給付が増大したため、第３期介護保険事業計画においては予防

重視型システムへの転換を図り、第４期計画では施設整備及び介護従事者の確保のための処

遇改善が図られてきました。平成24年度からの第５期計画では、高齢者世帯の増加や近隣関

係の希薄化など、高齢者を取り巻く環境の変化に対応して、社会全体で高齢者を支える必要

性がますます求められてきており、今回提案された条例の一部改正につきましては、介護保

険給付が増加する中、約1.2パーセントの介護報酬の改定、また第１号被保険者の負担割合

の変更等を踏まえまして、現行の条例について改正が必要になったものであり、本条例の改

正につきましては賛成をいたすものであります。 

  以上。 

○議長（正木 武君） ほかに討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第12号を採決します。 

  この採決は挙手によって採決します。 

  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

（挙手多数） 

○議長（正木 武君） 挙手多数です。 

  したがって、議案第12号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第１３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（正木 武君） 日程第３、議案第13号 大多喜町観光センターの設置及び管理に関す

る条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

  産業振興課長。 
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○産業振興課長（菅野克則君） それでは27ページをお開きいただきたいと思います。 

 議案第13号 大多喜町観光センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制

定について。 

  まず、提案理由でございますが、本案は、本町が設置及び管理をしております観光センタ

ーにつきまして、毎週月曜日を休館日としておりましたが、観光本陣の事業の充実、さらに

は町民及び観光客の利便性を図るため、毎週月曜日を開館日とするものでございます。 

  本文でございますが、大多喜町観光センターの設置及び管理に関する条例（平成17年条例

第８号）の一部を次のように改正する。 

  第６条を次のように改める。 

  第６条、観光本陣の休館日は、12月29日から翌年の１月３日までとする。ただし、町長が

必要と認めるときは、この限りでない。 

  別表第１を次のように改める。 

  別表第１（第５条関係）でございますが、会議室及び町民ギャラリーにつきましては改正

はございません。レンタサイクルにつきまして、月別に関係なく利用時間を午前９時から午

後５時までといたします。人力車の利用につきましては、土曜日、日曜日及び休日に限り利

用することができるとなっておりますが、これを削除しまして、平日でも利用できるように

します。 

  別表第２（第９条関係）でございますが、別表第２中、レンタサイクル、１人１回300円

を１回300円に、人力車、１回30分3,000円を１回１時間3,000円に改めるものです。 

  附則としたしまして、この条例は平成24年４月１日から施行する。 

  以上でございます。よろしくご審議のほどお願いをいたします。 

○議長（正木 武君） これから質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  本案については討論を省略し、これから採決したいと思います。 

  ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 異議なしと認めます。 
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  これから議案第13号を採決します。 

  お諮りします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第13号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第１４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（正木 武君） 日程第４、議案第14号 大多喜町営住宅設置及び管理に関する条例の

一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

  建設課長。 

○建設課長（磯野道夫君） それでは、議案綴り29ページをお開き願いたいと思います。 

 それでは、議案第14号 大多喜町営住宅設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の

制定についてご説明申し上げます。 

  本文に入る前に、提案理由の説明をいたします。 

  本条例の一部改正につきましては、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を

図るための関係法律の整備に関する法律、第１次一括法が平成23年５月２日に公布され、公

営住宅法について入居者資格が改正されることとなりました。現行の公営住宅法で単身入居

者ができるものは、公営住宅法施行令により定められており、その内容は特に住宅の安定を

図る必要のあるものとされ、高齢者や障害者、一定の要件を満たす者で、それ以外の者は同

居親族がいることが公営住宅の入居の要件の一つとなっておりますが、平成24年４月１日に

公営住宅法が改正され、政令で定められている従来の入居要件が廃止となります。大多喜町

営住宅設置及び管理に関する条例においては、入居要件の一部を政令から引用しているため、

公営住宅法の改正に伴い、条例において入居要件を定める必要が生じたために改正を行うも

のであります。 

  改正内容といたしましては、公営住宅法で定められている入居要件等の廃止に伴い、条例

にて入居要件を定めるものです。 

  なお、入居要件につきましては、現行の政令の規定に合わせる内容でございます。 

  それでは、本文に入らせていただきます。 
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  大多喜町営住宅設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例。 

  大多喜町営住宅設置及び管理に関する条例（平成９年条例第８号）の一部を次のように改

正する。 

  第５条中「として令第６条第１項で定める者」を削り、同条第２号ア中「その他の令」を

「その他の地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備

に関する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令（平成23年政令

第424号）第１条の規定による改正前の公営住宅法施行令（以下この号において「旧令」と

いう。）」に、「令」を「旧令」に改め、同号イ及びウ中「令」を「旧令」に改め、同条に

次の２項を加える。 

  ２項につきましては、老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者に関

する規定でございます。１号につきましては、老人についてでございます。２号といたしま

しては、障害者基本法に関するものございます。３号につきましては、戦傷病者特別援護法

に関するものでございます。４号につきましては、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法

律に関するものでございます。５号につきましては、生活保護法に関するものでございます。

６号については、海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して５年を経過していな

いものでございます。７号につきましては、ハンセン病療養所入所者等に対する補助金の支

給等に関する法律に関するものでございます。８号につきましては、配偶者から暴力の防止

及び被害者の保護に関する法律に関するものでございます。 

  ３項といたしましては、入居者の調査に関する規定でございます。第６条第１項中「前条

各号」を「前条第１項各号」に改め、第同条２項中「前条第２号イ」を「前条第１項第２号

イ」に、「同条各号」を「同項各号」に、「同条第２号」を「同項第２号」に改める。第28

条第１項中「第５条第２号」を「第５条第１項第２号」に改める。 

  附則、この条例は平成24年４月１日から施行する。 

  以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

○議長（正木 武君） これから質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

  11番野村議員。 

○１１番（野村賢一君） この条例は、公営住宅法の趣旨である住宅困窮者や低所得者に対し

て住宅を供給することをさらに推進しようとするものであるということになっているんです

けれども、また逆に大多喜町の今町営住宅というのは、経営的にはこういうものは推進する
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とどういう経済状態になるか。また、今生活困窮者の推進するということは、それなりに町

で経営している町営住宅がある程度今も未納者があると思うんですよ。そういうことを含め

ていかがかと思うんですが、どうでしょうか。 

○議長（正木 武君） 建設課長。 

○建設課長（磯野道夫君） 今回の改正につきましては、入居者要件がなくなるということで、

それを現在の現行のままのやつをそのまま引き継ぐというような内容でございます。現行の

公営住宅においては高齢者や障害者、一定の要件を満たす単身者以外は同居親族がいること

などが公営住宅の入居の要件の一つとなっております。公営住宅法の改正によりますと、同

居親族要件が廃止となることで、条例で制約しない限り、若年単身者及び他人同士で同居す

る寄り合い世帯の入居が可能となるようになってしまいます。若年層の単身者の入居を認め

てしまいますと、民間借家の入居が厳しい高齢者、障害者等が居住の安定を図れなくなって

しまうというようなことがございますので、そのようなことは余り適切ではないかというよ

うな考えで、今回そのまま引き継ぐというような形で改正を行うものでございます。 

  なお、滞納者でございますが、現在のところはございませんが、退去された方で何件か残

っているというのは実情でございます。 

○議長（正木 武君） 11番野村議員。 

○１１番（野村賢一君） 経営的にはどうなんでしょうか。 

○議長（正木 武君） 建設課長。 

○建設課長（磯野道夫君） 現在のところでいいますと、借地しているというようなこともご

ざいますので、ちょっと厳しいといいますか、とんとんぐらいでございます。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） ほかにありますか。 

  １番野中議員。 

○１番（野中眞弓君） 障害者とか高齢者というのは、民間のアパートにはなかなか入れない

という実情があります。今、大多喜町の町営住宅には障害者、老人の単身ですね、どのくら

いあるのでしょうか。 

  もう一つ、障害者、老人というとやっぱりバリアフリーというか、そういうものって必要

になってくると思うんですけれども、そういう対応、どのくらいしてあるのか、あるいはそ

ういう人たちがこれから先入居希望があって入れるということになったら、バリアフリー化

の工事というのはするのでしょうか。 
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○議長（正木 武君） 建設課長。 

○建設課長（磯野道夫君） 現在、入居者数ということでございますので、現在の状況で申し

上げますと、全111戸ございますが、その中で高齢者、65歳以上の者につきましては13件と

いうことでございます。なお、身体障害者ということで２件ほどございます。 

  それと、今後のバリアフリーといいますか、それにつきましては現在町営住宅は一般的な

入居者を対象にした構造となっています。これをすべて住宅をバリアフリー化するというこ

とはちょっと困難かなと考えております。 

  また、一部の住宅をバリアフリー住宅として改修いたしますと、高齢者や障害者向けの住

宅にした場合、その団地に高齢者とかそういう方が集中してしまって、地域コミュニティー

の形成にも偏りが生じるのではないかと考えています。 

  なお、今後の建てかえとか新築計画がございましたら、そのときには取り入れていきたい

というように考えております。 

  現在、バリアフリー化ということにつきましては、入居者が個人費用ですか、個人の負担

や介護保険の高齢者住宅改修費用助成制度などを利用して行う改修等については設置を妨げ

るものではないということでございます。 

○議長（正木 武君） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  本案については討論を省略し、これから採決したいと思います。 

  ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 異議なしと認めます。 

  これから議案第14号を採決します。 

  お諮りします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第14号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────── 
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◎議案第１５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（正木 武君） 日程第５、議案第15号 大多喜町消防委員会条例の一部を改正する条

例の制定についてを議題とします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

  総務課長。 

○総務課長（花﨑喜好君） それでは、議案綴り33ページをお開きいただきたいと存じます。 

  議案第15号 大多喜町消防委員会条例の一部を改正する条例の制定についてご説明を申し

上げます。 

  まず、本文に入ります前に提案理由のご説明を申し上げます。 

  この改正は、現行の委員会の構成が町議会議員から２名、学識経験者から４名となってお

りますが、この学識経験者が消防団関係で組織されているため、広く住民の意見を反映する

ために、学識経験者を２名とし、住民代表を２名に改正するものでございます。 

  それでは、本文に入らせていただきます。 

  大多喜町消防委員会条例の一部を改正する条例。 

  大多喜町消防委員会条例（平成２年条例第10号）の一部を次のように改正する。 

  第３条第２号中「４人」を「２人」に改め、同条の次の１号を加える。 

  （３）号、住民代表２人。 

  附則、この条例は平成24年４月１日から施行する。 

  以上、本案の提案説明とさせていただきます。よろしくご審議くださるようお願い申し上

げます。 

○議長（正木 武君） これから質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  本案については討論を省略し、これから採決したいと思います。 

  ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 異議なしと認めます。 

  これから議案第15号を採決します。 
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  お諮りします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第15号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第１６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（正木 武君） 日程第６、議案第16号 辺地に係る総合整備計画の策定についてを議

題とします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

  企画財政課長。 

○企画財政課長（小野田光利君） それでは、議案第16号 辺地に係る総合整備計画の策定に

ついてのご説明をいたしますので、議案綴り35ページをお開きください。 

  本文に入ります前に、提案理由の説明をさせていただきますが、本提案理由の説明の中に

差別的な用語が出てまいります。これは辺地認定の要件となる用語でありますので、ご理解

いただけますようよろしくお願いいたします。 

  それでは、提案理由の説明をさせていただきます。 

  大多喜町会所・宇野辺においては交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれず、

他の地域に比較して住民の文化的水準が著しく低い山間地のへんぴな地域で、住民の数その

他について政令で定める要件に該当しているため、辺地としての事業が可能でございます。

町では、辺地地域の生活文化水準の向上のため、宇野辺隧道から県道小田代勝浦線まで

1,600メートルの道路改良を辺地総合整備計画として策定を予定しております。つきまして

は、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第３条第１

項の規定により、総合計画を策定する場合は、当該市町村の議会の議決を経る必要があるた

め、提案するものでございます。 

  それでは、本文に入らせていただきます。 

  議案第16号 辺地に係る総合整備計画の策定について。 

  辺地に係る総合整備計画を策定したいので、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財

政上の特別措置等に関する法律（昭和37年法律第88号）第３条第１項の規定により議会の議

決を求める。 
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  記として、１、会所・宇野辺辺地に係る総合整備計画は（別紙のとおり）となっておりま

すので、次の36ページをお開きください。 

  総合整備計画書。千葉県夷隅郡大多喜町会所・宇野辺辺地。辺地の人口でありますが、

120人、面積2.4平方キロメートル。 

  辺地の概況。辺地を構成する町または字の名称。字の名称でございますが、粟又、面白、

会所、田代の辺地に該当する大字及び小字でございます。地域の中心位置、大多喜町面白字

井戸谷921番２。辺地度点数でございますが、155点となり、100点以上でございますので辺

地に該当するということでございます。 

  ２といたしまして、公共的施設の整備を必要とする事由でございますが、会所及び宇野辺

地区に構成される本地域は、町の最南部に位置し、町の辺地地域の中でも辺地の度数が高い

地域である。また本地域については、町防災組織における同一管轄域となっており、共有し

た防災ルートの整備や近隣地域一帯が観光資源として活用されている中で、観光交流機能の

強化として共有した道路整備が有効であると考えられる。 

  町道宇野辺当月川線は山間部を通る道幅の狭小な路線で、車両のすれ違いが極めて困難で

あるため、路線整備により防災及び生活路線としての利便性の向上を図る必要があるという

ことでございます。 

  37ページをお開きください。 

  公共的施設の整備概要でございます。整備の計画年度でございますが、平成24年度から28

年度までの５年間でございます。施設といたしましては、交通・通信体系の整備、道路改良

の町道宇野辺当月川線でございます。事業主体は大多喜町でございます。事業費は１億

3,100万円を予定してございます。財源内訳でございますが、一般財源で１億3,100万円を用

意をいたしたいと考えております。一般財源のうち辺地対策事業債の予定額１億2,500万円

でございます。辺地につきましては、起債の充当率100パーセント、交付税算入率80パーセ

ントということになってございます。 

  以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 

  以上でございます。 

○議長（正木 武君） これから質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

  ３番江澤議員。 

○３番（江澤勝美君） 道路のメートル数をちょっと教えてもらいたいと思います。 
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（「幅ですか」「いや、メートル」の声あり） 

○議長（正木 武君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（小野田光利君） 先ほど提案理由の説明の中で、ちょっとすみません、早口

で申し上げましたのであれですけれども、1,600メートルでございます。 

○議長（正木 武君） ほかにございますか。 

  ５番苅込議員。 

○５番（苅込孝次君） 質問じゃないんですけれども、辺地、辺地と聞き苦しい言葉なんです

けれども、宇野辺の場合は辺地点数が155点となっているんですけれども、これは何点まで

あるんですか。この宇野辺の場合はどの程度になるのかしら。 

○議長（正木 武君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（小野田光利君） 100点以上が、一応、辺地の度数というか、辺地度点数と

いうことで、先ほどちょっとご説明をさせていただきました。上の点数というのはちょっと

私どももわかりませんが、100点以上で辺地の計画ができると、辺地債の対象になるという

形になっております。今回の会所・宇野辺は155点でございます。 

  以上でございます。 

○議長（正木 武君） ほかに質疑ありませんか。 

  ７番吉野議員。 

○７番（吉野僖一君） 先ほど道路のキロ数を言ったんですけれども、道路の幅と、わかりや

すく、例えば田代から粟又とか、そういう場所的なところはどこら辺をいうのか、ちょっと

教えてもらいたい。 

○議長（正木 武君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（小野田光利君） 場所はですけれども、粟又のほうから行きまして、面白と

いうか、宇野辺に上がる場所なんですけれども、そこから会所の中の集落を越えて田代に向

ける道路なんですが、きのうもちょっと、宇野辺の中を通ってですね、で抜けるんですけれ

ども、集落を過ぎてトンネルまででございます。隧道まで。 

（「隧道まで、隧道は入らないんだ」の声あり） 

○企画財政課長（小野田光利君） 隧道までで、隧道は入らないです。 

（「幅員は」の声あり） 

○企画財政課長（小野田光利君） 幅員は、現況の幅員は、そうですね、４メートルないと思

われますが、ちょっと現況の幅員まではわからないんですが。 
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（「田代までは来ねんだ」の声あり） 

○企画財政課長（小野田光利君） そうですね、きのうのご質問であったとおり、以上でござ

います。 

（「田代までやんなきゃ意味ねえよ」の声あり） 

○議長（正木 武君） ほかに質疑ありませんか。 

  ６番君塚議員。 

○６番（君塚義榮君） この辺地度数ですね、これを策定する場合の基礎資料というのはどう

いったところでやるんですか、例えば人口密集地とか、あるいは道路の状態とか。 

  それともう一点、大多喜町でこれに該当するような場所はほかにありますか。あればどう

いったところですか、参考のために。 

  それと、今、宇野辺へ上がる隧道までと言いましたね。あれを通り抜けにはできないんで

すか。田代方面、当月川に、それを、だからできない理由はどういうわけなんでしょうか。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（小野田光利君） 大多喜町でほかに該当する場所があるかどうかというお話

ですが、ちょっと人数等、地域の、要するに中心を含む５平方キロ以内の面積の中に50人以

上の人口を有するとかですね、辺地度数は役場までの距離とか医療機関までの距離、郵便局

までの距離、小中学校、駅または停留所までの距離とかが遠いほど、その辺地度数が上がっ

てくると、そういうような条件がついております。そして、ほかには、そうですね、それに

よってその点数が上がってくるという形でですね、ちょっと上限まではわかりませんが、先

ほど申し上げましたとおり100点以上が該当となっております。ほかの地区については、ち

ょっと私どももどの地区が全部辺地に当たるかというのまでは調べておりませんが、該当す

る場所があれば、また辺地の計画を立てる方法もあろうかと思っておりますが、多分、この

会所・宇野辺地区しかないと私は考えております。 

（「あるよ」の声あり） 

○企画財政課長（小野田光利君） すみません、ほかにもあるそうですんで…… 

（「ほかのところあるよ」の声あり） 

○企画財政課長（小野田光利君） すみません、私はちょっと調査不足で申しわけありません。 

（「老川はほとんど辺地だよ」の声あり） 

○議長（正木 武君） ６番君塚議員。 

－126－ 



○６番（君塚義榮君） 100点の度数ですけれども、例えば伊藤とか、ああいった離れたとこ

ろは該当にならないかどうかね、ならない場合はそういったところでならないのか。その辺

はわかりますか。それ、なりますか。 

○議長（正木 武君） 総務課長。 

○総務課長（花﨑喜好君） それでは、私の知っている範囲でお答えします。 

  伊藤とか会所、小倉野、その辺は辺地の該当地域になります。今までもそういうところで

辺地対策事業ということで事業をやってきました。ですので、該当します。お答えします。

あとまだ該当になるところもあるかもしれませんが、一応、私の知っている範囲はそういう

ところが該当になります。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） ほかに質疑ありますか。 

  ７番吉野議員。 

○７番（吉野僖一君） 先ほど君塚議員も言ってくれたんですけれども、宇野辺の隧道の、こ

っちからというと、田代のほうから行くと先まで。トンネルと田代が計画に入っていないん

ですが、先行き、長期計画でそれ、田代から宇野辺までの計画があるかどうか、その辺をち

ょっとお聞きします。 

○議長（正木 武君） 建設課長。 

○建設課長（磯野道夫君） 昨日もちょっとお話をさせていただいたんですが、概略設計とい

うことで、辺地対策をやるに当たりまして概略設計を行いましたところ、特に宇野辺から田

代のほうですか、そちらにつきましては山といいますか、地形が複雑で、急坂とか、そうい

うようなこともございまして、かなり莫大な経費がかかるというようなことがありまして、

今回宇野辺集落を重点とした会所側からの道路ということで計画をさせていただいたところ

でございます。 

○議長（正木 武君） ほかに質疑ありますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  本案については討論を省略し、これから採決したいと思います。 

  ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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○議長（正木 武君） 異議なしと認めます。 

  これから議案第16号を採決します。 

  お諮りします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第16号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第１７号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（正木 武君） 日程第７、議案第17号 千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正

する規約の制定に関する協議についてを議題とします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

  総務課長。 

○総務課長（花﨑喜好君） 議案綴り39ページをお開きいただきたいと存じます。 

  議案第17号 千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議に

ついてご説明を申し上げます。 

  まず、本文に入る前に提案理由の説明を申し上げます。 

  この規約の改正でございますけれども、千葉県市町村総合事務組合にて共同処理をしてお

ります事務のうち、議会議員その他非常勤の職員の公務上の災害及び通勤による災害に対す

る補償の事務及び非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務上の災害に対する補償

の事務の共同処理団体にそれぞれ松戸市を加え、公平委員会に関する事務の共同処理団体に

銚子市を加えるものでございます。 

  それでは、本文に入らせていただきます。 

  千葉県市町村総合事務組合の規約の一部を改正する規約。 

  千葉県市町村総合事務組合規約（昭和30年千葉県告示第496号）の一部を次のように改正

する。 

  別表第２第３条第１項第３号に掲げる事務の項及び第３条第１項第４号に掲げる事務の項

中「木更津市」を「木更津市 松戸市」に改め、同表第３条第１項第11号に掲げる事務の項

中「館山市」を「銚子市 館山市」に改める。 

  附則、この規約は平成24年４月１日から施行する。 
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  以上でございます。よろしくご審議くださるようお願い申し上げます。 

○議長（正木 武君） これから質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  本案については討論を省略し、これから採決したいと思います。 

  ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 異議なしと認めます。 

  これから議案第17号を採決します。 

  お諮りします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第17号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第１８号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（正木 武君） 日程第８、議案第18号 夷隅郡市広域市町村圏事務組合規約の一部を

改正する規約の制定に関する協議についてを議題とします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

  企画財政課長。 

○企画財政課長（小野田光利君） それでは、議案第18号 夷隅郡市広域市町村圏事務組合規

約の一部を改正する規約の制定に関する協議についてのご説明をいたしますので、議案綴り

41ページを開いてください。 

  本文に入ります前に、提案理由の説明をさせていただきます。 

  夷隅郡市広域市町村圏事務組合を構成する勝浦市、いすみ市、大多喜町及び御宿町におい

ては、各市町が独自でごみ処理を行っておりますが、各市町のごみ処理施設は老朽化が進み、

処理能力の低下、設備の故障等が生じており、将来にわたるごみの資源化、衛生的な処理を

確保していくことが困難な状況となっております。そこで組合では、環境型社会形成推進交
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付金により共同で広域ごみ処理施設を建設することとし、施設の建設に向けて事務事業の推

進に取り組んでいるところでございます。 

  このごみ処理施設の建設につきましては、現在の広域市町村圏事務組合の規約第12条第２

項で定めております均等割３パーセント、人口割97パーセントの負担割合はそぐわないこと

から、関係市町で費用負担について協議をした結果、負担の公平性の観点から現在の負担割

合を見直し、均等割、人口割にごみ量割を加えた新たな負担割合とすることで関係市町の協

議が調ったものでございます。 

  つきましては、現在の規約第12条第２項に広域ごみ処理建設に係る経費について新たにご

み量割を加味した負担割合を追加しようとするもので、一部改正する規約の改正について、

地方自治法では関係市町の協議により改正する必要があるため、その協議について議会の議

決を求めるものでございます。 

  それでは、本文に入らせていただきます。 

  夷隅郡市広域市町村圏事務組合規約の一部を改正する規約。 

  夷隅郡市広域市町村圏事務組合規約（昭和47年千葉県指令第1744号）の一部を次のように

改正する。別表を次のように改める。別表（第12条第２項）の関係でございます。負担金の

負担割合でございます。経費区分、４条第１号から第７号まで、第９号及び第11号の事業に

要する経費は、均等割100分の３、人口割100分の97とする、とありますが、これについてち

ょっとわかりやすく申し上げますと、広域市町村圏事務組合規約で共同処理する事務の中で、

広域ごみ処理施設建設事業及び外房線複線化事業以外の事務ということになってございます。

広域計画の策定や老人福祉センター、農林業センターの管理経費、共同研修の経費や消防関

係経費、介護・障害等の審査会の経費等については現行どおり均等割３パーセント、人口割

97パーセントの負担割合とするということでございます。第４条第８号の事業とは外房線複

線化の事業でございまして、２市２町がＪＲ複線化に対し貸し付けしたもので、外房線複線

化事業特別会計設置条例により大多喜町は５パーセントと決まっております。次の４条第10

号の事業に要する経費が広域ごみ処理施設建設事業に要する費用でございます。次の42ペー

ジにわたりますが、均等割、人口割に排出されるごみ量によるごみ量割を加えた新たな負担

割合とするものでございます。 

  附則として、この規約は平成24年４月１日から施行する。 

  以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 

○議長（正木 武君） これから質疑を行います。 
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  質疑ありませんか。 

  １番野中議員。 

○１番（野中眞弓君） ごみ処理施設の、41ページの表の一番下のごみ処理施設にかかわると

ころなんですけれども、施設建設の均等割、焼却施設とリサイクルプラザともに10パーセン

トになっているんですけれども、均等割というのは、同じ率でこられると小さな自治体にと

っては総体的に負担が重くなると思うんですね。何で10パーセントに決まったのか。ほかの

ところでは100分の３とか外房線は５でしたっけという低い割合になっているんですけれど

も、10パーセントに落ちついてしまった経緯というのはどうなんでしょうか。 

○議長（正木 武君） 環境水道課長。 

○環境水道課長（川嵜照恭君） ただいまの質問なんですが、施設建設費ですね、焼却施設と

リサイクルプラザの関係で均等割も10パーセント入っちゃっているということなんですけれ

ども、これはですね、最初に協議をした中でそれぞれ率を市町で協議していただいて持ち寄

りました。 

  その中で、例えばいすみ市にしてみますと、均等割に重きを置いた割合になっておりまし

た。勝浦市にしては、逆に人口割に重きを置いた割合で提示されたと。御宿につきましては、

やはり人口割に重きを置いて割合を出されました。じゃ、大多喜町はどうかといいますと、

前にもちょっと議会のほうでお話をさせていただいたんですけれども、例えば焼却施設につ

いては人口割を10、それからごみ量割を90ということで、これはなぜかといいますと、大多

喜町のほうで出すごみの量、これが非常に少なく、町にとっても有益だということで出させ

てもらいました。リサイクルプラザについては、やはりこれは人口割を20と、それからごみ

量割を80という形で出させていただいたんですけれども、当然町にとっては有利だというこ

とで提案をさせてもらったんですが、それぞれの市町で思惑はございます。そういうことで、

じゃ、どこでおっつけるかということになるわけなんですけれども、そんな関係から均等割

も必要だといういすみ市もございます。そんな中から今回焼却施設については人口割が50、

そして均等割が10入ってきたと、ごみ量割を40とした100パーセントにしたような形です。

リサイクルについては、これはそれぞれ市町で努力している部分もございますので、これは

人口割を多くして50と、均等割の10を入れてごみ量割の40ということで２市２町が落ちつい

た数値ということになっております。 

  以上でございます。 

○議長（正木 武君） ほかに質疑ありませんか。 

－131－ 



（「なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  本案については討論を省略し、これから採決したいと思います。 

  ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 異議なしと認めます。 

  これから議案第18号を採決します。 

  お諮りします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第18号は原案のとおり可決されました。 

  ここで10分間休憩します。 

（午前１０時０４分） 

───────────────────────────────────────────────── 

○議長（正木 武君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（午前１０時１４分） 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第１９号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（正木 武君） 日程第９、議案第19号 平成23年度大多喜町一般会計補正予算（第５

号）を議題とします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

  企画財政課長。 

○企画財政課長（小野田光利君） それでは、議案第19号 平成23年度大多喜町一般会計補正

予算（第５号）のご説明をいたしますので、議案綴り43ページをお開きください。 

  平成23年度大多喜町一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。 

  まず、歳入歳出予算の補正第１条でありますが、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞ

れ5,408万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ51億3,399万6,000円と

するものであります。 
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  ２項といたしまして、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  次に、繰越明許費の補正であります。 

  第２条、繰越明許費の追加は「第２表 繰越明許費補正」によるということで、48ページ

に第２表がございますので、こちらをごらんいただきたいと思います。 

  第２表、繰越明許費補正、繰越明許費事業として５事業がございます。まず、民生費の子

ども手当支給事業63万円でありますが、制度改正の成立が年度末となる見込みのため、シス

テム修正業務の年度完了が見込めないことから、平成24年度への繰り越し事業とするもので

あります。 

  次に、衛生費の環境衛生事務費63万円については、産業廃棄物処理に係る大多喜エコタウ

ン訴訟の弁護士費用であり、２審の上告を最高裁で審理中であり、判決日が未確定であるた

め、平成24年度への繰り越し事業とするものであります。 

  次の農林水産業費、農業体質強化基盤整備促進事業１億852万2,000円は、町内10カ所、合

計で66.6ヘクタールの暗渠排水事業で、国の第４次補正予算により急遽事業化した国庫補助

事業であり、年度内の事業完了が見込めないことから、平成24年度へ繰り越すものでありま

す。 

  次の土木費、町道改良事業5,689万5,000円は、町道増田小土呂線歩道設置工事及び黒原佐

野線災害防除工事、また中野大多喜線、大多喜高校線の改良工事等であり、それぞれ警察協

議に時間を要したことなどの事由によりまして、年度内の完了が見込めないことから繰り越

すものでございます。 

  次に、災害復旧費、農業施設災害復旧事業350万円は百鉾地先の農業用施設災害復旧工事

であります。震災の影響により工事の材料が確保できず、年度内の完了が見込めないことか

ら繰り越すものでございます。 

  以上が、明許繰越費の補正であり、繰り越し事業費総額１億8,217万7,000円を繰り越すも

のでございます。合計額につきましては、１月の第１回議会臨時会において繰り越しのご承

認をいただいております商工費の粟又地先公衆便所浄化槽改修工事の施工管理委託料40万円

及び改修工事1,160万円、計1,200万円を加えた額となっておりますのでご承知おきください。 

  43ページにお戻りをいただき、地方債の補正であります。 

  第３条、地方債の変更は、「第３表 地方債補正」によるということでございまして、先

ほどのまた48ページの後段に、第３表、地方債の補正の内容をお示ししてございます。 
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  過疎地域自立促進特別事業債としては、空き家改修補助金の減額や、有害獣被害防止対策

事業の減による農林業振興協議会補助金の減額及び上水道出資債につきましては、南房総広

域水道企業団が行う水管橋耐震補強事業に係る出資金の減額で、農林業施設整備事業債につ

いては養老渓谷拠点センター管理事業の減額であり、それぞれ事業債の額の変更に伴い限度

額を変更するものであります。 

  それでは次に、事項別明細書により歳入歳出補正予算の内容をご説明いたしますので、52、

53ページをお開きください。 

  初めに、歳入でございますが、款１町税、項１町民税、目１個人町民税の補正額800万円

は現年分徴収見込みによる増額であります。 

  目２法人町民税の補正額906万5,000円についても、現年分徴収見込みによる増額でありま

す。 

  次の項２固定資産税、目１固定資産税150万円の減額は、滞納繰り越し分で分割納付をし

ていた企業が業績不振により分割納付ができなくなったということによります減額でありま

す。 

  項４たばこ税、目１町たばこ税1,880万円の増額は、実績見込みによる増額であります。 

  款２地方譲与税、項２自動車重量譲与税450万円の減額。次の款３利子割交付金30万円の

減額及び次の欄の款４配当割交付金90万円の増額、さらに款６地方消費税交付金1,250万円

の減額は実績見込みによる補正であります。 

  次の款７ゴルフ場利用税交付金1,100万円の減額は、震災の影響で来場者の減に伴う実績

見込みで、款８自動車取得税交付金700万円の減額補正及び款９地方特例交付金28万5,000円

の減額補正についても実績見込みによる減額であります。 

  54、55ページをお開きください。 

  款10地方交付税１億4,633万4,000円の増額は、交付実績に基づくものであります。 

  款12分担金及び負担金、項１負担金、目１民生費負担金166万円の減額は、入所児童の実

績の減少に伴う減が主な内容であり、その他実績見込みによるものであります。 

  次の目４給食費負担金250万8,000円の減額は、小中学校の給食費負担金及びいすみ市負担

金分が主な内容で、インフルエンザの流行等で休日がふえたことによる実績見込みでござい

ます。 

  目６災害復旧事業費負担金197万1,000円の減額は、弓木百鉾地先の農地農業用施設災害復

旧事業の受益者負担金で、県負担金が平成24年度となることにあわせ、全額を減額したもの
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であります。 

  款13使用料及び手数料、項１使用料、目６教育使用料100万円の減額補正は震災に伴う使

用制限によりまして社会教育施設使用料及びスポーツ施設使用料並びに学校施設使用料がそ

れぞれ減額となったものであります。 

  款14国庫支出金、項１国庫負担金、目１民生費国庫負担金4,424万6,000円の減額は、子ど

も手当給付負担金の減額が主で、支給額の変更に伴うものであります。 

  項２国庫補助金、目１民生費国庫補助金144万4,000円の減額は、交付決定に伴う実績見込

みによる減であります。 

  目３土木費国庫補助金1,135万8,000円の減額は、社会資本整備総合交付金を活用した庁舎

建設事業の契約実績による減額であります。 

  56、57ページをお開きください。 

  目５農林水産業費補助金、節２農業体質強化基盤整備促進事業補助金999万円の増額補正

は新規事業であり、町内10カ所、合計66.6ヘクタールの暗渠排水事業に係る国庫補助金であ

ります。 

  項３国庫委託金、補正総額で33万2,000円の減額は、各節欄記載のとおり実績見込みによ

る増減の補正であります。 

  款15県支出金、項１県負担金、補正総額738万4,000円の減額は、各節欄記載のとおり交付

決定に伴う実績見込みによる増減であります。 

  目１総務費県負担金７万円の増額は、県権限移譲事務交付金の実績見込みの増であり、ま

た目２民生費県負担金、節４子ども手当給付負担金の339万9,000円の減額補正は、子ども手

当給付額の減に伴うものであります。 

  目３土木費負担金300万円の減額は地籍調査事業費の減に伴う県負担金の減であります。 

  項２県補助金、目１総務費県補助金233万3,000円の減額は、各節欄記載のとおり交付決定

に伴う実績見込みによる減額であります。 

  次に、目２民生費県補助金655万4,000円の減額補正は、各節欄記載のとおり交付決定に伴

う実績見込みによる増減であります。そのうち、節12の介護保険事業補助金540万円の減額

は、ニットーライト跡地に建設中のグループホームの施設規模縮小に伴う減であります。18

床から９床となったものであります。 

  次の目３衛生費県補助金14万1,000円の増額補正についても、交付決定に伴う実績見込み

による増減であります。 
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  目４農林水産業費県補助金483万2,000円の減額補正については、次のページにまたがりま

すが、それぞれ交付決定に伴う実績見込みによる増減であります。 

  58、59ページをお開きください。 

  次の目５商工費県補助金１万4,000円の減額及び目６土木費県補助金42万5,000円の減額に

ついても、実績に伴う減であります。 

  目８農林水産施設災害復旧事業費補助金304万1,000円の減額は、交付決定が平成24年度と

なることに合わせ、全額を減額したものであります。 

  項３県委託金、目１総務費委託金439万円の減額は、それぞれ実績に伴う増減であります。

そのうち主なものは節５千葉県議会議員選挙費委託金であり、平成23年４月10日執行の選挙

において当選挙区は無投票であったため、全額を減額するものであります。 

  目４土木費委託金71万2,000円の減額は、国県道維持委託金であり、これも実績による減

額であります。 

  款16財産収入、項１財産運用収入、目１財産貸付収入200万円の増額は、光ファイバーケ

ーブルの貸付収入であります。 

  目２利子及び配当金２万円の減額は、庁舎建設基金預金利子の実績に伴う減であります。 

  款17寄附金、項１寄附金、目２指定寄附金、補正額325万円は、節１ふるさと納税及び節

２教育費寄附金並びに節３民生費寄附金として使途を指定し寄附を受けたものであります。 

  次の款18繰入金、項１基金繰入金、目１財政調整繰入金の9,891万7,000円の減額補正は、

当初予算において財源措置したものでありますが、財政資金に余裕が生じたことから減額補

正をするものであります。 

  60、61ページをお開きください。 

  目２交通災害共済基金繰入金及び目３ふるさと創生基金繰入金並びに目４福祉基金繰入金

は、それぞれ事業実績による増減の補正であります。 

  次の目５庁舎建設基金繰入金777万7,000円の減額補正は、庁舎建設事業の入札結果に伴う

契約額の減及び国庫補助金の活用などにより事業費の削減ができたことにより減額するもの

であります。 

  項２特別会計繰入金、目１国民健康保険特別会計繰入金131万7,000円の減額補正は、子ど

も医療費分高額療養費の実績による減であります。 

  次の款19繰越金160万3,000円の増額補正は、前年度の繰越金の残りの分でございます。 

  款20諸収入、項１延滞金、加算金及び過料、目１延滞金25万4,000円の減額補正は、延滞

－136－ 



金の実績見込みによる減額であります。 

  項３雑入、目３雑入814万9,000円の増額は、次のページにまたがりますが、説明欄記載の

とおりそれぞれ実績の見込みによる増減であります。中でも大きなものは、スポーツ振興く

じ助成金399万9,000円であり、減額の理由は野球場の修繕工事の減額及び震災による補助率

減に伴う減額であります。 

  また、62、63ページ上段の古紙やペットボトル、不用金物類の売却単価が上昇したことに

伴う売却収入の増528万9,000円であります。さらに、傷害保険に伴う日本スポーツ振興セン

ターからの災害共済給付金690万円であります。 

  62、63ページでございます。 

  款21町債、項１町債は、48ページ第３表の地方債の変更でご説明しました内容と同じであ

ります。 

  目１総務費300万円の減額は、過疎地域自立促進特別事業債の空き家改修補助金200万円の

減額や、有害獣被害防止対策事業の農林振興協議会補助金100万円の減額が理由であります。 

  また、目２の衛生費30万円の減額は、上水道出資債として南房総広域水道企業団が行う水

管橋耐震補強事業に係る出資債の減額が理由であります。農林水産業債60万円の減額は、農

林業施設整備事業債として養老渓谷拠点センター管理事業の減額が理由であります。 

  以上、歳入補正の予算の説明とさせていただきます。 

  次に、歳出予算の説明をさせていただきますが、歳出予算におきましても、事業の実績見

込みによる精算に基づく補正が多くなっておりますので、一部割愛した中での説明とさせて

いただきますので、あらかじめご了承いただきたいと思います。 

  それでは、64、65ページをお開きください。 

  初めに、款１議会費、項１議会費、目１議会費24万1,000円の増額は、関係職員の共済費

の率の変更に伴う増、会議録作成委託料の不足に伴う増額のほか執行残等の実績見込みによ

る減額を相殺したものであります。 

  款２総務費、項１総務管理費、目１一般管理費945万2,000円の減額は共済費の率の変更に

伴う増のほか同じ共済費の追加費用負担金の減、派遣職員１名の減に伴う社会福祉協議会へ

の補助金の減が主な内容であります。 

  目２文書広報費23万円の増額及び目３財政管理費5,000円の増額は、予算不足に伴う実績

の見込みであります。 

  目５財産管理費4,254万2,000円の増額補正でありますが、主なものは節13の委託料の減額、
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節15工事請負費の減額及び節25積立金の増額であります。これは庁舎建設に伴う委託料や工

事の実績減、また、次のページになりますが、積立金として財政調整基金へ3,000万円、ま

た減債基金積立金として3,000万円を積み増しすることによる増額であります。 

  66、67ページの中段からになります。 

  目６企画費の補正額は1,312万6,000円の増額であります。主なものはふるさと基金積立金

417万円の増額及び過疎地域自立促進基金積立金1,799万9,000円の増額、その他いすみ鉄道

に対する補助金611万4,000円の減額、また要望量の減に伴う空き家改修事業補助金200万円

の減額、その他事業実績等の増減を相殺した補正であります。 

  目７電子計算費389万8,000円の減額は次のページにわたりますが、中庁舎のネットワーク

保守料９カ月分の減額や、基幹系システム導入の執行残が主な内容であります。 

  68、69ページの上段でございます。 

  目８諸費42万円の増額は峯之越区集会施設改修工事に伴う補助金であります。 

  項２徴税費、補正額合計で17万6,000円の増額は、共済費の増額のほか各種委託料の実績

見込みによる減額であります。 

  項３戸籍住民基本台帳費250万5,000円の減額補正は、やはり共済費の増額のほか実績見込

みによる減額を相殺したものであります。 

  項４選挙費、目２千葉県議会議員選挙費416万9,000円の減額は、次のページにかかります

が、無投票であったため、準備のためにかかった経費を除いた額の残りすべてを減額するも

のであります。 

  70、71ページをお開きください。 

  項５統計調査費、補正総額８万円の減額は、共済費の増額のほか実績見込みによる減額を

相殺したものであります。 

  項６監査委員費７万4,000円の減額補正は、監査委員研修不参加に伴う旅費及び負担金の

減のほか支出見込みに伴う減額であります。 

  款３民生費、項１社会福祉費、目１社会福祉総務費は301万4,000円の減額であり、その主

な内容は社会福祉事務費のパソコンシステム機器導入執行残に伴う備品購入費の減及び次の

ページの国民健康保険特別会計繰出金である基盤安定負担金の減であります。これは国庫基

盤安定負担金の交付決定による減額であります。その他支出見込み、実績見込みによる増減

であります。 

  72、73ページをお開きください。 
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  目２国民年金費４万2,000円の増額補正は、共済費の増及び予算不足に伴う増額でありま

す。 

  目３老人福祉費70万6,000円の増額補正は、老人ホーム施設措置事業の措置対象者の退所

に伴う扶助費103万円の減額及び高齢者在宅生活支援事業の外出支援サービス委託料163万

2,000円の増が主な内容で、その他支出見込み及び実績による増減であります。 

  次の目５介護保険事業費882万2,000円の減額は、介護保険特別会計繰出金326万4,000円の

減額及び介護基盤緊急整備特別対策事業の地域密着型施設等開設準備支援等事業補助金540

万円の減額が主な内容であります。介護保険特別会計繰出金については、主に施設サービス

の利用減に伴う介護給付費、町法定負担分の減額が主で、地域密着型施設等開設準備支援等

事業補助金はニットーライト跡地に建設中の介護施設の規模縮小に伴う補助金の減額であり

ます。その他支出見込みによる増減であります。 

  目６後期高齢者医療費414万7,000円の減額は、後期高齢者広域連合負担金244万1,000円の

減額及び次のページの療養給付事業175万6,000円の減額で、実績によるものが主な内容であ

ります。 

  74、75ページをお開きください。 

  項２児童福祉費、補正総額5,012万8,000円の減額は、目２児童措置費5,038万5,000円の減

額が主であり、子ども手当支給事業に係る支給額の減額に伴う扶助費の補正であります。そ

の他支出見込みによる増減を計上いたしました。 

  款４衛生費、目１保健衛生費、補正総額489万6,000円の減額は、各目各事業ともに実績等

による支出を見込んだ増減を相殺したものであります。 

  次に、項２清掃費、補正総額625万2,000円の増額補正は環境センター運営事業が主で、ご

み処理を委託しているいすみクリーンセンターの焼却炉修理負担金の増が内容であります。 

  項３上水道費33万1,000円の減額は、南房総広域水道企業団への補助金及び出資金の減で

あります。 

  78、79ページをお開きください。 

  款５農林水産業費、項１農業費、補正総額１億553万1,000円の増額補正は、農業振興団体

助成事業の水田農業推進協議会補助金の減額及び養老渓谷拠点センター管理事業の工事請負

費の減額並びに農業体質強化基盤整備促進事業の増額が主な内容であります。中でも明許繰

り越しでご説明をいたしました新規の国庫補助事業である暗渠排水工事10カ所で、合計66.6

ヘクタールの増額が大きな補正であります。 
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  80、81ページをお開きください。 

  項２林業費、補正総額523万2,000円の減額は、有害獣被害防止対策事業が主なもので、防

止さくの要望が少なかったことによる農林業振興協議会補助金の減額であります。その他実

績見込みによる増減の補正であります。 

  款６商工費、項１商工費、補正総額526万3,000円の減額は、各目各事業ともに実績及び支

出見込みによる増減であります。 

  目３観光費、遊歩道整備事業の基本計画設計委託料については、入札による執行残であり

ます。 

  款７土木費、項１土木管理費は次の82、83ページにまたがりますが、補正総額805万5,000

円の減額であります。これは目３国土調査費795万円が主な内容であり、地籍調査業務委託

料の事業費の減に伴うものであります。その他実績見込みによる増減の補正であります。 

  82、83ページ中段になります。項２道路橋梁費、補正総額37万円の減額及び項３都市計画

費２万円の減額は、それぞれ実績見込みによる増減の補正であります。 

  項４住宅費、目１住宅管理費、補正額169万8,000円の減額は、住宅・建築物安全ストック

形成事業で要望が少なかった戸建住宅耐震診断費用補助金の減額が主な内容で、その他実績

見込みによる増減であります。 

  84、85ページをごらんください。 

  款８消防費、項１消防費、補正総額475万2,000円の減額は、目３消防施設費、消防水利整

備事業の執行予定であった防火水槽撤去工事が執行調整が不調となったことに伴う減額及び

目４災害対策費、防災無線維持管理費の防災用無線機器購入に伴う執行残による減額が主な

内容であります。その他実績見込みによる増減であります。 

  款９教育費、項１教育総務費、補正総額26万2,000円の減額は、それぞれ実績見込みによ

る増減であります。 

  項２小学校費は次の86、87ページにまたがりますが、目１学校管理費及び目２教育振興費

とも実績見込みによる増減であり、補正総額75万7,000円の減額であります。 

  86、87ページをお開きください。 

  項３中学校費、目１学校管理費639万5,000円の減額は、中学校管理事務事業扶助費の増が

主な内容であります。これは事故に伴う災害共済給付金の支払いであります。その他目２教

育振興費を含め、それぞれ実績見込みによる増減であります。 

  項４社会教育費については88、89ページにまたがりますが、補正総額は31万6,000円の減
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額で、主なものは目２公民館費、公民館運営事業の消防施設修繕料の増、またホール棟耐震

補強設計業務委託料の減であります。その他実績見込みによる増減であります。 

  88、89ページ中段でございます。 

  項５保健体育費は次の90、91ページにまたがりますが、補正総額349万円の減額でありま

す。主な内容は、目２学校給食費262万円の減額であり、学校給食センター運営事業の休日

がふえたことによる賄い材料費の減であります。 

  また、目３体育施設費、海洋センター管理運営事業費の震災に伴い夜間使用を控えたこと

による減及び施設改修工事の執行残などであります。その他実績見込みによる増減を相殺し、

結果として減額となったものであります。 

  90、91ページ中段でございます。 

  款10災害復旧費は、補助金交付申請を平成24年度にすることによる財源の変更であります。 

  以降、92ページから101ページまでの給与費明細書は人件費の補正に伴う特別職及び一般

職職員に係る給与費明細書となりますので、説明は割愛させていただきます。 

  以上で平成23年度大多喜町一般会計補正（第５号）の提案説明とさせていただきます。よ

ろしくご審議の上、可決賜りますようお願いいたします。 

  以上でございます。 

○議長（正木 武君） これから質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

  １番野中議員。 

○１番（野中眞弓君） 何点かあります。できるだけ順序よくやりたいと思いますけれども、

あっちこっちになったら申しわけありません。説明の中で大分わかったものもありますので、

できるだけ前もって通告した中から質問したいと思います。 

  今回のこの補正予算案は、今までと違って事業別に整理されていて、それはそれでいいの

ですけれども、今まで聞いたことのない事業名が出てきたりして、その辺の用語の説明もあ

りますので、よろしくお願いいたします。 

  73ページ、外出支援サービス委託料があります。当初予算が1,296万に対して、今回の補

正で160万、合計で1,439万になっております。これ前々から、毎年200万近く上がっていく

ので、何とか対策をというふうに求めてきましたが、今経費節減対策の進捗状況がどうなっ

ているのかまず伺いたいと思います。 

  １点ずつでいいんですよね。 
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○議長（正木 武君） はい。 

  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（磯野幸子君） 外出支援サービスの経費節減対策の進捗状況ということでご

ざいますが、まず、平成24年１月１日から今まで申請者の方が１カ所の会社としか事業契約

ができなかったものを、町内２カ所のタクシー会社どちらでも利用できるようにという形態

に変えております。その後、乗り合いのことについても、野中議員のほうからいろいろとお

話しいただいてはいるところでございますが、まずタクシー会社のほうにお話をしたところ、

１カ所は理解していただけたんですけれども、もう１カ所は検討させていただきたいという

ことでお答えをいただいております。 

  そして、１月からの利用形態を変えたことで、利用状況を見てみますと、かなり利用者及

び利用額が下がった会社がございます。この辺を見てみますと、なかなか乗り合いについて

理解をいただくというのは難しいんではないかなというふうに考えております。 

  それからあと、このサービスを利用している方の利用状況も見ますと、まず通院の方が60

パーセント以上です。それから買い物につきましては25パーセントぐらいになって、そのほ

かとなっておりますので、通院となりますと個々それぞれかかっている医療機関も違います

し、時間帯も違うと思いますので、なかなか乗り合いにしていくということが難しいという

ことも思われます。ですので、町の総合的な交通体系と合わせてその辺を改善していくとい

う状況ではないかというふうに考えております。 

○議長（正木 武君） １番野中議員。 

○１番（野中眞弓君） 今のことについてなんですけれども、お客さんのほうが乗り合いにし

たいということに対して、事業者のほうで渋ると、そしたら私たちはほかの会社を、できれ

ば町内の会社はもちろんいいんですけれども、ほかの会社に乗りかえるというか、あるいは

ほかの会社にももっと大多喜のほうに入ってもらいたいみたいなことをしてもいいのではな

いかと思うんですけれども、その辺の対応をもっと強気で進めていただきたいなと思います。 

  それからもう一つは、外出支援サービスが公共交通網の一環であるならば、お医者さんに

行くときにそれぞれが違うからではなくて、やっぱり経路図みたいのがあって、時刻表があ

って、規制があるのが私は当たり前だと思うんです。ただ、タクシーを使うというのはドア

ツードアという、高齢化社会にとってはそれは必要なことだから、乗り合いタクシーという

形で追及してもらいたいと思うけれども、全部自分の思う時間でやってほしいというのであ

れば、私は個人で対応すべきだと思いますから、その辺公共交通的な意味を含めた対応でや
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っていただきたいと思います。 

  その次行きます。ページがちょっとわかりません。介護保険事業計画策定業務の補正が21

万5,000円の減額になっております。当初予算を見ますと200万です。こういう基本計画みた

いなもの、実施計画もそうですけれども、できるだけ自前でやってほしいと、その中で職員

が鍛えられる、地域の実態がわかっていく、どうしたいかという要望というか、政策も出て

くるはずだと思いますので、できるだけ自前でやってほしいという要望を出してきました。

今回のこの事業計画策定に当たってどのくらい自前で取り組んでいたのか、それから、これ

から先自前で策定する覚悟はあるのか、これは介護計画だけではありません。でも、とりあ

えずこの介護保険の計画での取り組みを教えてください。 

○議長（正木 武君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（磯野幸子君） それでは、介護保険事業計画策定の状況についてご説明いた

します。 

  介護保険事業計画につきましては、実質担当者は１人で行っておりまして、ほかの事業の

中で時間をつくって担当しているというのが実情でございます。全体の中の自前で行った部

分といいますと、計画の部分の印刷、印刷部分につきましては完全に自前で行っております。

そのほかにつきましては、委託機関の担当者と常に連絡をとりながら、データを合せて計画

を策定しているというのが実情でございます。担当者のほうに確認しましたところ、自前で

できる部分というものは基本的な高齢者保健福祉計画、地域支援事業計画、介護保険事業計

画の基本的な部分というのはできる可能性はあるということです。ただ、自前でなかなか難

しい部分というのは、人口認定者数、それから事業量などから推移しまして、そちらから保

険料の推計をしていく作業が非常に複雑で、やはり専門的な知識を必要とするということで、

なかなかすべてを自前でやるというのは難しいということであります。今回、１人が担当し

て行ったわけですけれども、３カ月間ほとんど土日、８時間全部というわけではありません

が、かなりの時間休日出勤をしております。そういう面で、労働時間等の管理もなかなか難

しいところもありますし、健康面等も考え合わせると非常に厳しい状況だと思います。 

○議長（正木 武君） ほかに質疑ありますか。 

  １番野中議員。 

○１番（野中眞弓君） 人的な手当てを何とか町長して、職員が自分でやっぱり自分の町の実

態、それから事業計画が立てられるというのは本当に本来の姿だと思うんです。それをコン

サルタントのようなところにね、基本計画って頭脳だから、脳みそを外注するというのはや
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っぱり情けないなという思いがあるんですけれども、その辺の人的な手当てについてはどん

なふうに考えられますでしょうか。 

○議長（正木 武君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） いろいろ委託する事業につきましてはですね、それぞれノウハウがあ

るんだと思いますが、ただ、町といたしましても職員の削減計画というのがございます。で

すから、なかなか人をふやすというのは難しいわけですね。こういう計画を策定というのは、

相当の人数、またそれなりの能力を擁した人を配置しなければならないということで、今の

現状の町の中ではなかなか難しいのかなと思っております。ただ、町の中でも、これに限ら

ずできるものは進めて今いるところでございます。例えば水道事業につきましてはですね、

もう既にいわゆる委託事業を廃止して、そこにプロパーを養成し、その技術者を養成しまし

て、そういったところにもやはり、できるところはやっていきたいと思いますが、なかなか

できる部分とできない部分がございますんで、これはまた十分検討した中でこれを実施する

かしないかというのは決めていかなければならないなと思っております。 

○議長（正木 武君） ほかに質疑ありますか。 

  ３番江澤議員。 

○３番（江澤勝美君） ちょっと教えてもらいたいんですけれども、57ページの一番上、農業

体質強化基盤整備促進事業費、これ場所がわかったらちょっと教えてもらいたいんですが。 

○議長（正木 武君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（菅野克則君） 農業体質強化の場所というご質問でございますけれども、全

部で66.6ヘクタールございますけれども、場所は小土呂6.4ヘクタール、八声14.8ヘクター

ル、久我原19.4ヘクタール、三又2.7ヘクタール、笛倉小内21.6ヘクタール、百鉾1.7ヘクタ

ール、の６工区で工事を予定しております。 

（「はい、結構です」の声あり） 

○議長（正木 武君） ほかに質疑ありませんか。 

  １番野中議員。 

○１番（野中眞弓君） 75ページ、予防接種事業があります。当初予算1,813万に対して今回、

数字がちょっと苦手なんです、268万9,000円の減額になっています。もったいないなと思う

んです。実施状況、実施率、教えてください。 

○議長（正木 武君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（磯野幸子君） 予防接種事業の減額でございますが、実は集団予防接種で今
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回日本脳炎を予定しておりました。ところが、国の方針がなかなか出なくて、集団接種を予

定した部分ができなかったということで、報酬、賃金が減額に、それから需用費の薬剤師分

が減額になっております。それからもう一つ、委託料のほうで、これは主に子宮頸がん等の

予防ワクチン及びヒブ及び小児肺炎球菌の予防接種です。こちらが、国では80パーセントの

接種率ということで計画をしておりまして、町もそれに合わせたわけでございますが、平均

して約67パーセントの接種率でございます。比較的、ヒブとか肺炎球菌の接種率のほうが高

いのですが、子宮頸がんについてはことし２年目になりまして、ちょっと関心が薄れてきた

というような感がございます。 

○議長（正木 武君） １番野中議員。 

○１番（野中眞弓君） いろいろな面で医療費の高騰が言われていて、やっぱり予防が大事だ

という点ではもっとこの予防接種、日本脳炎のこの集団接種の未実施については別として、

子宮頸がんを含む三種のワクチン、実施率67パーセントというのは残念だなと思うんです。

来年度の啓蒙活動について積極的にやっていただきたいなと思いますけれども、その辺の考

えについてどうでしょうか。 

○議長（正木 武君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（磯野幸子君） 啓発活動についてですけれども、ヒブとか小児肺炎球菌につ

きましては、乳幼児の健康相談ですとか健診等も活用しながら、保護者の方に伝えていくと

いうことは日々やっております。それをまた継続していきたいと思います。それから子宮頸

がん予防ワクチンにつきましては、今年度は学校の性教育の時間に少し時間をいただきまし

て、生徒さんとか保護者の方にお話はしてまいりました。また、これを少し充実させてまい

りたいと思います。 

○議長（正木 武君） ６番君塚議員。 

○６番（君塚義榮君） 56ページと73ページなんですけれども、これグループホームというこ

とが載っています。これ当初、議会のほうの説明は18床という形でスタートしたと思うんで

すけれども、これがどういうわけで８床になったのか、これ９床ですね、ワンセット９床で

すよね。２セットの予定だったんですけれども、今度ワンセットになって９床になっている

んですけれども、この理由ですね、どういうわけでこういうふうに減ったのか。 

  それと、当初18床の場合、経費が１人当たり15万円前後と言ったんですけれども、それが

９床になった場合もっと高くなるおそれが一般的には考えられるんですけれども、その点は

どうなんでしょうか。 
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  それと、こういった事業は国吉病院のハピネスもやっぱり認知症であるし、グループ的に

回復をやっているんですけれども、そのハピネスとグループホームと根本的に違う、治療ま

でいかないんですけれども、形態はどういうふうに違いますか。これを一つ、１点目です。 

  もう一点目は、79ページに養老渓谷拠点センター管理事業というのがあります。養老渓谷

拠点センターというのは最近よく出てきた話なんですけれども、恐らくこれ当初は中山間整

備事業で直売所をつくる予定だったと思うんですけれども、それができなくなってこういっ

た形でまた生まれ変わってきたんだろうと思うんです。これは結構な話なんですけれども、

拠点センターをどこへつくるのか、また完成はいつごろか、多分補助事業あると思うんです

けれども、どういった原資が、名前が連なるのか、土地改良事業といろいろな、過疎地域と

か、そういったいろいろな原資があると思うんですけれども、どういった事業で成り立って

いるのか。それをお聞かせ願いたいと思います。お願いします。 

○議長（正木 武君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（磯野幸子君） それでは、グループホームのユニットが２ユニットから１ユ

ニットに減った理由ということでございますが、当初、信和会さんが大多喜町に施設を設置

したいというご要望があったときにはたしか２ユニット建てたいということでいられたかと

思いますが、実際に設備整備をする段階において、大多喜町の中で利用者数がそこまで見込

めないというふうに見られたのではないかと思われます。 

  それから、18床から９床になったということで、１人当たりの経費が変わるのではないか

というご質問だと思うんですけれども、それについては利用料というのは介護度と、それか

ら生活費ということで分けられておりますけれども、それについては料金が決まっておりま

すので、ベッドが減ったということで、１人当たりの負担額がふえるということはないので

はないかと思われます。 

  それから、ハピネスとの違いはどうなのかといいますと、グループホームにつきましては、

認知症の高齢者の方がご自宅で生活するのと同じような形で生活できるというのが特徴でご

ざいまして、ハピネスのような施設でリハビリを兼ねて、要するに訓練ですね、リハビリ訓

練をしながら生活するというのとでは少し生活内容、お世話、介護の内容が違ってまいりま

す。 

○議長（正木 武君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（菅野克則君） 79ページの養老渓谷拠点センター管理事業でございますけれ

ども、これにつきましては小田代の十字路のところの警察の裏でございます、場所は。それ
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で、中山間事業というお話ございますけれども、当初そういう事業であったということは聞

いておりますが、それはだめになったということで、県からの補助をいただきまして、県50

パーセント、町50パーセントでございますけれども、この79ページにかかわる事業につきま

してはトイレの設置でございます。今、駐車場の整備もことしの３月までには完成する予定、

舗装が完成しております。また、建物につきましても、24年度事業で計画をいたしておりま

す。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） ６番君塚議員。 

○６番（君塚義榮君） ちょっと聞き取れなかったんですけれども、どういった補助事業で何

パーセントぐらいの割合できているのか、その点をお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（正木 武君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（菅野克則君） 補助事業の名称はちょっと忘れてしまいまして申しわけござ

いませんけれども、県50パーセント、町50パーセント。失礼しました、観光地魅力アップ事

業でございます。これ県の補助事業でございます。県50パーセント、町50パーセント。 

○議長（正木 武君） ６番君塚議員。 

○６番（君塚義榮君） 地元負担はないわけですよね。それでこの内容ですね、これからの運

営する基本になるものはどういったものなんでしょうか、農産物ですか、あるいは地元産オ

ンリーでやるのか、あるいは仕入れて販売するのか、あるいは今盛んに騒がれている独自産

業ということも聞きますけれども、加工施設はすぐわきにありますから、そういったのも販

売すると思うんですけれども、一番基本になるものはどういったものを販売するのか、トイ

レの設備も含んでいるんですか。 

○議長（正木 武君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（菅野克則君） トイレ、駐車場については町が管理をします。基本的に町が

管理をしていくという、建物につきましては、町がつくりますけれども、どこが管理すると

いうことはまだ決めておりません。道の駅という形態で事業を行いたいと思いますので、農

産物あるいは観光宣伝という施設で使いたいと思います。まだどこが管理というのは、まだ

これからです。今のところ町が管理をするというふうになってはおりますけれども、どこが

管理をするというのはまだ決めてございません。 

○議長（正木 武君） ほかに質疑ありませんか。 

  １番野中議員。 
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○１番（野中眞弓君） 歳出でいうと81ページなんですが、有害獣被害防止対策事業489万

1,000円の減額になっています。防護さく等の設置補助事業だと聞いています。489万の減額

というのは、今有害獣の被害に困っている農家にとってはこんなに余らせたのという気持ち

です。この費用は歳入のほうを見ますと、59ページか、補助金で442万5,000円を返している

んですね。ほとんどこれ素人目に見ますと、町の負担なしで設置できたはずの事業がそっく

りそのまま返っていってしまったと、大変もったいない話です。申し込みが少ない段階でど

んな対策をとったのか、それを伺いたいと思います。これが残っていることによって町の基

金がふえるとか繰越金がふえるという事業ではなさそうなので、本当に困っている人たちに

働きかけがあったらもっとこなせたいんじゃないかという思いがあるんですね。そこの取り

組みを聞かせていただきたいと思います。 

○議長（正木 武君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（菅野克則君） 有害獣被害防止対策事業の減額ということでございますけれ

ども、結果的にこの数字となってございます。議員ご指摘のように、お金が余っている時点

でまだまだございますよというようなお知らせをすればよかったとは思っておりますけれど

も、結果的にはそれはしませんでした。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） ほかに質疑ありますか。 

  ５番苅込議員。 

○５番（苅込孝次君） 私もそれに関連したことなんですけれども、57ページの一番下の５節

ですね、野生猿鹿保護管理事業補助金というのあるんですが、猿鹿なんていうのは害獣なん

ですけれども、これを保護管理というがどういうことをしたんでしょうかしら、それと同時

にこの歳出のほうですね、81ページの歳出のほうとはどういうことをやったか、どういう関

連があるかちょっとお聞きします。 

○議長（正木 武君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（菅野克則君） 野生猿鹿保護管理事業というのは、これは県の事業の名称で

ございまして、基本的には野生猿鹿を保護しながら適切な数、適切な数というのはちょっと

ここでは申し上げることができませんけれども、適切な数を保護しながら駆除をするという

ことでございます。 

  それと81ページの有害鳥獣駆除対策事業でございますけれども、猿10頭分、イノシシ100

頭分の追加の補正でございます。 

－148－ 



○議長（正木 武君） ５番苅込議員。 

○５番（苅込孝次君） よくわからないんですが、57ページに戻るんですけれども、この保護

管理をするということは適切な数を残しながら、あとは駆除するということなんですけれど

も、そういうことですね、というのはあれですか、適切な数を残しながら、またそれより超

えた猿鹿、いわゆる害獣は駆除するというのは、どこかのおりで捕まえたり、鉄砲で殺した

り、そういうことはやっているんですか、この歳出のほうからすると。 

○議長（正木 武君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（菅野克則君） 駆除にしましては、今議員お話しのように、檻あるいは銃あ

りますね、それで殺傷して個体数を減らしております。 

○議長（正木 武君） ほかに質疑ありますか。 

  ７番吉野議員。 

○７番（吉野僖一君） ページで57ページの国土調査費県負担金の減額の300万と、82ページ

の関連性があるかどうかわからないんですけれども、国土調査費の795万円の内訳というか、

ちょっと説明いただければ、よろしくお願いします。 

○議長（正木 武君） 建設課長。 

○建設課長（磯野道夫君） 国調に関する補助金の減ということでございますが、これにつき

ましては当初町のほうで県のほうに要望いたしましたが、県支出金の要望額が満たされなか

ったために、事業量の減による減額と執行残による減でございます。内容といたしましては、

当初2,600万だったんですけれども、県のほうの決定額が2,200万となったためでございます。

それで減額といいますか、計画を見直しをしたんですが、見送った件といたしました小田代

地区のＧとＨ工程を見送り、先送りにするというような形で対応をさせていただきました。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） ほかに質疑ありますか。 

  10番藤平議員。 

○１０番（藤平美智子君） 89ページの文化財保護費工事請負費のところなんですけれども、

13万6,000円計上されておりますけれども、この工事の場所と改修内容について教えていた

だきたいと思います。 

○議長（正木 武君） 教育課長。 

○教育課長（高橋啓一郎君） 今回補正の文化財保護費13万6,000円ですけれども、３カ所あ

ります。薬医門の表示看板の修理と田嶋酒屋さんのプレートの取り付け工事、あともう一つ
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が大手門跡地の標柱の修理、以上の３点でございます。 

（「ありがとうございました」の声あり） 

○議長（正木 武君） ほかに質疑ありませんか。 

  １番野中議員。 

○１番（野中眞弓君） 81ページなのかもしれません。遊歩道の整備事業が258万3,000円の減

額になっていて、その中で基本計画設計委託料が223万6,000円です。これ当初予算から見つ

けることができませんでした。どのくらいの、入札でしたっけ、で出たんだとおっしゃいま

したけれども、どういう入札というか委託料なのか教えていただきたいと思います。 

  ついでにもう一つ、83ページに住宅・建物安全ストック形成事業、これ170万の減額にな

っています。この事業の内容を教えてください。 

  それと、これにかかわるかどうかわかりません、耐震診断の実施件数ってどのくらいある

んでしょうか。 

○議長（正木 武君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（小野田光利君） それでは、遊歩道整備事業のほうのお答えをさせていただ

きます。 

  これは面白峡の遊歩道の整備事業でございまして、平成23年度においては基本設計業務と、

また測量設計のほうをやらせていただきました。基本計画の設計委託料のほうですが、当初

354万9,000円を見込んでおりましたが、それは入札によりまして131万3,000円になったこと

による、その執行残でございます。また、地形測量についてはですね、当初654万2,000円を

見込んでおりましたが、入札によりまして619万5,000円となったことによる残でございます。 

  以上でございます。 

○議長（正木 武君） 建設課長。 

○建設課長（磯野道夫君） 住宅建築物安全ストック形成事業についてでございますが、この

事業のあれにつきましては一戸建て木造住宅の耐震診断費用及び耐震改修工事費用の一部を

助成するものでございます。内容といたしましては、昭和56年に建築基準法の一部改正がご

ざいまして、耐震基準が見直されまして、国では昭和56年以前の旧耐震基準で建築された建

築物の耐震化を図るため、県市町村へ助成制度の設置を求めておりましたが、本町では平成

22年度から助成制度を実施しております。あと実績ということでございますけれども、23年

度におきましては、診断と改修工事５戸ずつ見込んでおりましたが、要望がなかったという

ことでございます。 
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（「全部、全滅」の声あり） 

○建設課長（磯野道夫君） はい、そうです。５戸を見込んでありましたが、一件もなかった

ということでございます。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） ほかに質疑ありますか。 

  ６番君塚議員。 

○６番（君塚義榮君） くどいようですけれども、もう一度聞きたいんですけれども、養老渓

谷拠点センターのことなんですけれども、この当初、前身は恐らく組合で出資してあそこへ

直売所をつくってきた経緯があると思います。その影響でこれができるのか、といいますの

は、懸念されるのは、組合員が出資して一人頭たしか５万円ぐらい出資しています。 

  そのくらい出資してつくった前身、現在ある直売所なんですけれども、今度は県50パーセ

ント、町50パーセント出資してできる、今度は組合員自体は別に出資するわけじゃないんで

すけれども、そういった新たな施設に対して、今までの施設は組合員が出資してつくったん

ですから、組合員以外は出せなかったわけなんですよ。今度は県、町で出した施設なんです

けれども、これを組合員をもっと広げるか、あるいは現状のままでいくのか、その点がどう

なっていますか。 

○議長（正木 武君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（菅野克則君） やまびこのことだと思いますけれども、とりあえず今のとこ

ろはやまびこと、うちのほうが建てる建物につきましては、まだ何ら決まってはおりません。

やまびこに例えば管理委託とか、そういうのをさせるかもわかりませんけれども、とりあえ

ず今のところはまだ決まってはおりません。 

○議長（正木 武君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） この事業はですね、まず二つに分けられると思います。一つは駐車場

とトイレ、これは観光地ということもございまして、これは町がつくりまして、町がまず管

理をしていくと、これはほかの施設もみんな同じでございます。もう一点はですね、これか

ら24年度で実施いたしますやまびこセンターということでございます。これは当初、議員が

お話にもあったようなお話もあったようでございます。これは私も町長になりましてから、

10年来の要望であるということも受けてきました。しかし、民間の皆さんと出資しての三セ

クというのはね、なかなか事業としては難しいわけですね。ですから、町としてはできれば

補助事業を使いまして、町が施設をつくりました暁にはですね、やはりたけゆらと同じよう
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な民間委託と、ということは、まず、施設を一回つくりますと、これはこれで町としてはそ

れで一回終わります。しかし、共同事業になりますと、その後の運営でも赤字が出たときに

大変なわけですね。施設は町としてつくりますが、それから先は委託ということで、運営に

ついては皆さんでお願いするということで、その運営先、委託先についてはまだこれから決

めなければいけませんが、基本的にはやはり老川地域でございますんで、老川地域の皆さん

方がまず基本的にその地域の農産物、あるいはあの地域での特産のものをできるだけやって

いただけるようなものがいいのかなというふうに思っております。 

○議長（正木 武君） ６番君塚議員。 

○６番（君塚義榮君） 私が一番懸念するのは、現在のたけゆらの里でも、町長がこの前話し

たとおり荷がないと、せっかくお客がきても荷がない状態がたまたまあるということですね。

特にやまびこセンターを今まで見ますと、土日しか開業していないんですよね、実際問題。

これをですね、建物ができました、立派なのできました、駐車場できました、だけれども、

中の荷物がないということはね、恐らく可能性があると思うんですが、それだけお客がいな

いと、こちらみたいに国道がすぐわきにあって、あそこも国道があるんですけれども、お客

の流通層がどんどんあそこ通るんならいいんですけれども、もみじ祭りとか、春先ですね、

そういった観光シーズンはある程度お客あると思うんですけれども、平日はね、そんなにお

客はないと考えていますよ。僕はあくまで思惑なんですけれども、そういった場合に非常に

経営上苦しくなるんじゃないかと思います。それでお聞きしたいんですけれども、あそこを

もし開業して赤字が出た場合、それに対する町の補てんを考えているのか。その辺ですね。 

○議長（正木 武君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） これは今お話を申しましたとおりですね、やはり事業の運営の赤字と

いうのはほかの事業でもみんな同じなんですけれども、じゃ、例えば赤字を出し続けたもの

をそこに補てんするというものを議会に毎回お願いして、それを補てん承諾してもらえるこ

とはないと思うんですね。ですから、先ほど申しましたように、施設としては町がつくりま

す。しかし、運営は委託します。ですから、それは運営をする側はやはり黒字に出すように、

また赤字にならないように努力していただくということが基本でございます。ですから、や

はりさっきも言いましたように、共同事業になりますと、町がいわゆるそこにお互いの責任

が出ますが、町としては、施設は一回つくりますと、これは町でやります。しかし、それか

ら先の運営については委託した先がしっかりと運営していただくと。またもう一つはですね、

運営の方法につきましては、たけゆらとはぴったり同じものではないと思うですね。という
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のは、たけゆらの場合はやはりどちらかというと大多喜町の産品以外は絶対だめですよと、

よそのものから、よその地域の人を入れるということはできませんよということは基本にあ

ります。しかし、それはこれから委託する先がですね、そういうことをもっと踏まえて経営

の独自性というものを発揮すれば、それはまたそんなに難しいものではないんだと思います

が、ただ、あくまでも運営の赤字について補てんするということはないということで、その

話はしてあります。 

○議長（正木 武君） ほかに質疑ありませんか。 

  やまびこの件は、24年度の予算でがんがんやってください。これは補正予算でトイレと駐

車場の件なんで、問題がちょっと違いますんで、これはこれで終わりにしたいと思います。

直売所のほうは。 

  10番藤平議員。 

○１０番（藤平美智子君） 55ページ、特別交付税が5,149万5,000円計上されておりますけれ

ども、これは災害対策にしたものか、何にしたものか、その辺について町長お伺いいたしま

す。 

○議長（正木 武君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（小野田光利君） 説明欄記載のとおりでございまして、普通交付税と特別交

付税で分かれております。普通交付税のほうは約15億7,500万ほど、違うな。 

（「内容」の声あり） 

○企画財政課長（小野田光利君） 内容ですよね、はい、特別交付税のほうで例えば災害とか、

そういうような地域の事例に基づいて交付をされておっての増額でございます。普通交付税

のほうは間に何度か調整があって分割してきますので、そのときの数値の差だと思います。 

（「特別交付税の5,149万5,000円についてお伺いしているんです」の声

あり） 

○議長（正木 武君） 総務課長。 

○総務課長（花﨑喜好君） 藤平議員ご質問の特別交付税でございますが、これは恐らく災害

対策については大多喜町の場合、今回特別交付税の中に入っておりません。なぜかというと、

そういう該当がございませんでした。この辺でいいますと、旭市とか銚子、あの辺、あるい

は浦安市、ああいう災害があった場合にはおっしゃるとおり特別交付税の中に算入されます。

しかし、今回の場合はそういうことではなくて、普通交付税の中に算入されないものの特別

な要因があった場合の特別交付税でございますので、起債の中でも交付税の中に対象になら
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ないで特別交付税の対象になるものがございます。そういうものとか、人口の差異、あるい

は特別な事業をやった場合にこの交付税の対象になりますんで、そういうものがこの中に入

ってきます。恐らく特別交付税の場合は12月と３月に交付がされます今まで全く12月交付分

も３月交付分も予算に計上されませんでしたので、今回改めて計上するものでございます。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） ただいまの藤平議員の質問に関して、後ほど財政課長より、皆さんの、

議員にわかりますように配付しますのでよろしくお願いしたいと思います。 

  ほかに。 

  １番野中議員。 

○１番（野中眞弓君） これが私としては最後の質問になると思います。 

  光熱費についてなんですけれども、23年度はあの震災、原発の影響で電気の使用制限とい

うか、お願いしますということが出てきたと思うんです。今回、この補正を見ますと、教育

委員会関係の諸施設では使わなかったと、要するに夜間貸し出しをやめるとかという対応で

光熱費がそれなりに浮いています。そのことについてはまた住民のスポーツをする権利とい

う点ではクエスチョンマークがありますけれども、そのほかの役場の施設については、ほと

んど光熱費の節減がこの予算じゃ認められなかったんですけれども、むしろ増築部分につい

ては80万を超える電気代の増加になっています。どのように事務方部分では節減したのか、

どういう取り組みをしたのか伺いたいと思います。 

○議長（正木 武君） 教育課長。 

○教育課長（高橋啓一郎君） 具体的な例として教育課の分をお聞きいただきましたので…… 

（「教育課はね」の声あり） 

○教育課長（高橋啓一郎君） 一応教育課の分もうちょっと細かく説明をさせていただいてよ

ろしいでしょうか。 

  光熱費につきましては、東日本大震災の関係で節電ということで15パーセント目標の依頼

が東電からありました。教育課ではその目標を達成しようという考えで、実際に使っている

電気の節電を目標にして施設の貸し出し等を制限したわけなんですが、東電からも申し出が

ありまして、基本契約をもっと低い基本契約に変更して運用目標を立ててもらいたいという

依頼を受けました。それを了承しまして、全部の学校で契約を変えました。それによりまし

て、基本料金部分が結果的には年間60万円減少することとなりました。あと実際の電力の消

費量も減らしまして、その部分で15万の電力の消エネが図れました。合計で学校の教育施設
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よして75万電気料を減らしております。ただ、先ほどおっしゃいましたように、使用料とい

う形で今回の補正の減を上げさせていただいておるんですけれども、実際利用する団体につ

いては大変迷惑をかけていた状況でございます。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） 今回建物が新しくなりましてですね、電気料の節減がそこに反映され

ていないではないかなと、数字の中でと、こういうことでございますけれども、基本的に旧

庁舎の設備内容と、今度の増築棟の設備内容というのは根本的に違うんですね。ですから、

これはですね、今年度はまず今の庁舎の数字というものが基本となりまして、それをどうや

って節減していくかということになりますが、ただ、今の設備の中で、今職員の皆さんも最

大限に努力していることは間違いないんですね。ですから、天気のいい日、これはまず照明

を消すとか、それからちょっと暖かくなれば暖房を消すとか、こういうことをしております。

そしてまた、ちょっと天候の悪いときには照明をどのぐらいつけるとかということで、何種

類かの照明のつけ方とか、そういうので非常に工夫しております。そして、温度が何度に上

がればもうすぐ暖房を消そうと、そういうことで努力はしております。ただ、今までのいわ

ゆる光熱費というものと比較対象がちょっと違いますもんですから、今年度の数字が出た中

でまたこれから比較になるんだと思います。ですから、もともとの施設内容が全然違います

んで、これはちょっと前年度との比較にはならないと思います。ただ、当初からですね、今

までよりはかかるなということだけは、私ども試算の中ではありました。ですから、これは

来年度どういう数字になるか、その数字から見て、また次年度へ向けてまたやっていかなけ

ればならないなと思っています。 

○議長（正木 武君） ほかに質疑ありませんか。 

  ９番野口議員。 

○９番（野口晴男君） 87ページなんですけれども、旧田代分校管理事業についてお伺いした

いんですけれども、21万9,000円、田代分校の中に大多喜町の農機具、文化財ですよね、が、

もう10年以上もこのまま寝ている状態なんですけれども、そういうあれが、あと教育関係、

子供たちに公開しているのか、この21万9,000円が文化財に利用になっているのか、ちょっ

とお伺いしたいんですけれども。 

○議長（正木 武君） 教育課長。 

○教育課長（高橋啓一郎君） 田代分校の管理費としまして21万9,000円の減額を要求してお
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りますが、その内訳についてお知らせします。 

  その内容につきましては、電気料の減が15万円、それと清掃管理料の減が６万9,000円の

内訳になります。電気料につきましては、田代分校に陶芸教室の窯がありまして、今それが

故障していて200ボルトの電気が利用が要らない状況でありました。その状況が７月に把握

できましたので、それ以後その電気をストップして経費を削減しているものです。 

  清掃管理料につきましては、ご近所の方に草刈りとか、あの周りをお願いしているんです

が、その分について町の予算をお話ししまして、若干減額をさせてもらっている分でござい

ます。 

  あと文化財としまして農業関係のいろいろな農具を保管させていただいているんですが、

その部分についてはそのまま継続して保管をしていく予定でございます。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） ９番野口議員。 

○９番（野口晴男君） 文化財を今後とも何とか生かしてお願いしたいと思います。当時、教

育長が小高教育長時代からだから、かなり前からなんで、そこの件、またお願いしたいと思

います。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  本案について討論を省略し、これから採決したいと思います。 

  ご異議ありませんか。 

（「異議なし」「異議あり」の声あり） 

○議長（正木 武君） 討論省略に異議がありますので、これから討論を行います。 

  初めに、本案に反対者の発言を許します。 

  １番野中議員。 

○１番（野中眞弓君） 私は、議案第19号 平成23年度大多喜町一般会計補正予算に反対の立

場から討論させていただきます。 

  予算案執行については粛々と行われているとは思います。不正があるとも思っておりませ

ん。ただ、人件費削減ということが言われておりまして、それによってやはり人材の育成が
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ちょっと手薄になっているのではないか。自分の町のことを自分の職員が長期的な計画も含

めて計画を立てられるということは、住民にとってはとっても大事なことだと思うんです。

よく知っている人が隅々まで気の配った行政が行き届く、その最低の条件ではないかと思い

ます。 

  介護保険の基本計画、それからここでは遊歩道整備の基本計画設計委託料が大変問題だと

私は思います。介護保険については先ほど伺いました。遊歩道整備については、減額が223

万6,000円とあります。ところが、当初予算が354万9,000円、そして入札が131万1,000円、

この差は一体何だろう、余りにもかけ離れ過ぎているのではないか、あるいはこの計画を立

てられたのがコンサルタントで、そのままうのみにして予算を取ったのかという点で、私は

頭脳部分の専門性というものを養成していない。コンサルタントにいいようにされる可能性

だってある。こういう町政では困るわけで、人件費削減、それは決して行財政改革のにしき

の旗ではありません。その辺を高々と掲げるような行財政改革は今後十分に考えていただき

たいといういい例ではないかと思います。そういう点でこの補正予算については反対いたし

ます。 

○議長（正木 武君） 次に、本案に賛成者の発言を許します。 

  11番野村議員。 

○１１番（野村賢一君） ただいまの補正予算の第19号ですか、執行部との議論の中でほとん

どの実績ということで、おおむね良好かと思います。異議ありません。 

○議長（正木 武君） ほかに討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第19号を採決します。 

  この採決は挙手によって行います。 

  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（挙手多数） 

○議長（正木 武君） 挙手多数です。 

  したがって、議案第19号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第２０号の上程、説明、質疑、討論、採決 
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○議長（正木 武君） 日程第10、議案第20号 平成23年度大多喜町鉄道経営対策事業基金特

別会計補正予算（第１号）を議題とします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

  企画財政課長。 

○企画財政課長（小野田光利君） それでは、議案第20号 平成23年度大多喜町鉄道経営対策

事業基金特別会計補正予算（第１号）のご説明をいたしますので、議案綴りの103ページを

お開きください。 

  平成23年度大多喜町鉄道経営対策事業基金特別会計補正予算（第１号）は、次に定めると

ころによる。 

  まず、（歳入歳出予算の補正）第１条でありますが、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それ

ぞれ1,394万2,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,826万6,000円とす

るものであります。 

  ２項といたしまして、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

  それでは次に、事項別明細書により歳入歳出補正予算の説明をいたしますので、106、107

ページをお開きください。 

  初めに、歳入でございますが、款１財産収入、項１財産運用収入、目１利子及び配当金12

万5,000円の増額補正は、鉄道経営対策事業基金に対する利子の増であります。 

  次に、款５繰入金、項１繰入金、目１繰入金1,406万7,000円の減額補正は、車両購入及び

自動列車停止装置が当初見込んだ金額より安く導入できたことにより、基金からの繰入金を

減額するものであります。 

  続いて、歳出についてご説明いたします。 

  款１鉄道経営対策事業費、項１鉄道経営対策事業費、目１事業費12万5,000円の増額補正

は、歳入でご説明いたしました基金を国債で運用し、利子がふえたことによる基金積立金の

増額であります。 

  同じく目２助成費1,406万7,000円の減額補正は、やはり歳入でご説明をいたしました車両

購入及び自動列車停止装置が当初見込んだ金額より安く導入できたことによるいすみ鉄道へ

の交付金の減であります。 

  以上で平成23年度大多喜町鉄道経営対策事業基金特別会計補正予算（第１号）の提案説明

とさせていただきます。よろしくご審議の上、可決賜りますようお願いいたします。 
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  以上です。 

○議長（正木 武君） これから質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  本案については討論を省略し、これから採決したいと思います。 

  ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 異議なしと認めます。 

  これから議案第20号を採決します。 

  お諮りします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第20号は原案のとおり可決されました。 

  ここでしばらく休憩します。この間に昼食をお願いし、午後１時から会議を再開します。 

（午前１１時５０分） 

───────────────────────────────────────────────── 

○議長（正木 武君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（午後 零時５７分） 

───────────────────────────────────────────────── 

○議長（正木 武君） 午前中の会議で、議員の質問に対して一部答弁できなかった点につい

て、執行部から説明がありますのでお聞き願います。 

  総務課長。 

○総務課長（花﨑喜好君） 先ほど補正予算の段階で、特別交付税の回答をさせていただきま

したが、一部修正をさせていただいて、皆さんのお手元に答弁書の形でお配りしましたけれ

ども、それとちょっとごらんいただきたいと思います。 

  特別交付税そのものはですね、普通交付税に算定できない個別な理由ですとか、緊急の財

政措置、これは地震とか台風、自然災害による被害対策でございます。これに要するものに
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措置される交付金でございます。12月交付分とこれは申し上げましたが、12交付分と３月交

付分、12月交付分につきましてはルール分といいまして、算定根拠はある程度しっかりした

ものがあるものでございます。３月交付分につきましては、その市町村の特殊財政事情によ

りまして交付されるものでございます。 

  そして、先ほど私のほうで、今回震災について、特別交付税の中に算定ありませんよとい

うふうな回答をさせていただきましたが、一部算定はされておるようでございますんで、そ

の内容についてもご説明申し上げます。 

  算定の主な項目でございますけれども、上水道の高料金対策あるいは有害鳥獣対策、文化

財保護対策、地籍調査対策、病院対策、消防団対策、震災対策、遠距離通学保護対策、特別

支援学級対策が主な算定根拠になっておりますが、今回補正をさせていただいたのは、12月

交付分の、要するにルール分だけでございます。それにつきまして、主に高料金対策がその

中の31パーセントぐらいを占めております。あとはおおむね10パーセント前後でございます。

そして震災につきましては、確かに銚子、旭とか、あるいは浦安のほうに行っているんです

が、その中で大多喜町に対しては消防団の団員数で、わずかですが、これは千葉県全市町村

全部に団員数割で多少の特別交付税が算定をされておりました。そこを訂正させていただき

たいと思います。 

  ３月交付分につきましては、これから交付されるんですが、そのルール分の算定項目以外

のものに対してそれぞれの市町村の一般財源を投じた事業に対しまして、全体の枠、要する

に全体の枠というのは特別交付税の３月交付分の全体の枠の中から、ある程度県が采配をし

て市町村に交付されるものでございます。その財政事情としましては、観光客の入り込み状

況ですとか過疎対策あるいは国際交流あるいは中小企業対策、地方バス路線対策、そのよう

なものに対して一般財源をどのくらい投じているかというふうな状況を県のほうで把握をし

まして、それに対して何割というふうな決まったあれはございませんので、県の裁量でその

辺が交付されるというふうなことでございます。 

  以上、訂正を含めまして回答とさせていただきます。 

○議長（正木 武君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（小野田光利君） 辺地に関しての計画をご説明させていただく中で、現在辺

地に該当する地域がどこがあるかということをちょっとお答えできませんでした。先ほどの

回答の中で総務課長が答弁した内容につきましては、過去に事業化したもの、辺地事業で行

なったものの例を挙げていただきました。現在、今回提案させていただいた以外にある辺地
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地域でございますが、小倉野、星井畑、それを一つにした１地区のみだということでござい

ます。その他、過去にも辺地に該当する地域はあったんですが、５キロ平方メートルに50人

以上の人口という、その人口要件から現在はだめになっている、要するに辺地事業としては

該当しないというような状況となっており、現在は２カ所だけ辺地の該当となるという状況

でございます。 

  以上でございます。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第２１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（正木 武君） それでは、日程に入ります。 

  日程第11、議案第21号 平成23年度大多喜町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）を

議題とします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

  税務住民課長。 

○税務住民課長（関 晴夫君） ただいま議題となりました議案第21号 平成23年度大多喜町

国民健康保険特別会計補正予算（第３号）について、本文に入ります前に、提案理由のご説

明をいたします。 

  109ページをお開きいただきたいと存じます。 

  今回の補正予算でございますが、まず歳入におきましては一般分の療養給付費及び高額医

療費の実績見込みの減に伴います国庫負担金の減額及び退職分の療養給付費、高額療養費の

実績見込みの増に伴います療養給付費の増額等が主な理由でございます。 

  歳出につきましては、退職被保険者等療養給付費及び一般分退職分の高額医療費の実績見

込みによる増額等の補正であります。 

  それでは、本文に入らせていただきます。 

  平成23年度大多喜町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによ

る。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ124万1,000円を減額し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ13億7,071万8,000円とする。 

  第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
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  なお、詳細につきましては事項別明細書によりご説明いたしますので、112ページをお開

きいただきたいと存じます。 

  それでは、歳入のほうからご説明させていただきます。 

  ４款国庫支出金、１項国庫負担金、１目療養給付費等負担金、補正額1,978万6,000円の減

額でございますが、一般分被保険者療養給付費の実績により減額となるものであります。 

  ２目高額医療費共同事業負担金、補正額65万円の減額で、実績による減額でございます。 

  ４款国庫支出金、２項国庫補助金、１目出産育児一時金補助金、補正額10万円の減額でご

ざいますが、これも実績による減額でございます。 

  ５目高齢者医療制度円滑運営事業補助で、補正額３万9,000円の増額であります。 

  ５款療養給付費交付金1,688万1,000円の増額であります。 

  ７款県支出金、１項県負担金、１目高額医療費共同事業負担金65万円の減額でございます。 

  ８款共同事業交付金、１項共同事業交付金、１目共同事業交付金で72万3,000円の増額で

あります。 

  ９款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金140万9,000円の減額でございます。 

  10款繰越金、１項繰越金、２目その他繰越金でございますが、前年度繰り越しいたしまし

た616万4,000円の増額であります。 

  続きまして、114ページをお開きいただきたいと存じます。 

  11款諸収入、２項雑入、５目退職被保険者等返納金245万3,000円の減額でございます。 

  以上で歳入についての説明を終わります。 

  引き続き歳出についてご説明いたします。 

  116ページをお開きいただきたいと存じます。 

  １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、補正額６万9,000円の増額ですが、職員

共済費の増額でございます。 

  ２款保険給付費、１項療養諸費、１目一般被保険者療養給付費につきましては、補正額が

ございませんが、交付金減額のための財源内訳の変更によるものであります。 

  ２目退職被保険者等療養給付費、補正額1,010万8,000円の増額ですが、療養給付費の増額

分でございます。 

  ２款保険給付費、２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費270万円の増額でありま

す。 

  ２目退職被保険者高額療養費366万1,000円の増額ですが、これは高額療養費の増額分でご
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ざいます。 

  ２款保険給付費、４項出産育児一時金、１目出産育児一時金、補正額がございませんが、

交付金減額のための財源内訳の変更によるものでございます。 

  ７款共同事業拠出金でございますが、県内市町村の過去３年間の事業費総額や被保険者数

の推移を勘案し、国保連合会が算出するものであります。 

  １目高額療養費共同事業拠出金でございますが、260万円の減額でございます。 

  ２目保険財政共同安定化事業拠出金1,523万7,000円の減額でございます。 

  ９款諸支出金、３目償還金５万8,000円の増額で、平成22年度分の返還金の増額分でござ

います。 

  以上で平成23年度大多喜町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）の説明を終わらせて

いただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（正木 武君） これから質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  本案について討論を省略し、これから採決したいと思います。  

  ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 異議なしと認めます。 

  これから議案第21号を採決します。 

  お諮りします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」「異議あり」の声あり） 

○議長（正木 武君） 異議ありますので、挙手によって採決します。 

  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

（挙手多数） 

○議長（正木 武君） 挙手多数です。 

  したがって、議案第21号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────── 
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◎議案第２２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（正木 武君） 日程第12、議案第22号 平成23年度大多喜町後期高齢者医療特別会計

補正予算（第２号）を議題とします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

  税務住民課長。 

○税務住民課長（関 晴夫君） それでは、議案第22号 平成23年度大多喜町後期高齢者医療

特別会計補正予算（第２号）について、本文に入ります前に提案理由の説明を申し上げます。 

  127ページをお開きいただきたいと存じます。 

  今回の補正予算でありますが、歳入につきましては、保険料の調定見込みの増に伴います

増額補正と、歳出につきましてはその保険料を広域連合に納付する見込みの額の増額補正で

あります。 

  それでは、本文に入らせていただきます。 

  平成23年度大多喜町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところに

よる。 

  第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ395万9,000円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ１億888万2,000円とする。 

  第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  なお、詳細につきましては事項別明細書によりご説明申し上げますので、130ページをお

開きいただきたいと存じます。 

  １款高齢者医療保険料、１目特別徴収保険料、補正額261万5,000円の増額でございます。 

  ２目普通徴収保険料、補正額134万4,000円の増額でございますが、特別徴収、普通徴収、

保険料ともに75歳到達者の増並びに案分の実績に伴います増額でございます。 

  以上が歳入でございます。 

  引き続き歳出でございますが、２款後期高齢者医療広域連合納付金、１目後期高齢者医療

広域連合納付金、補正額395万9,000円の増額ですけれども、保険料の確定に伴いまして、広

域連合へ納付する納付金の増額でございます。 

  以上が歳出でございます。 

  これで平成23年度大多喜町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）の説明を終わらせ

ていただきます。よろしくご審議くださるようお願い申し上げます。 

－164－ 



  以上です。 

○議長（正木 武君） これから質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

  １番野中議員。 

○１番（野中眞弓君） 普通徴収保険料滞納がどのくらい、現時点でありますか。 

○議長（正木 武君） 税務住民課長。 

○税務住民課長（関 晴夫君） 平成23年度分、納期到来分の方までですと、９名の方で９万

9,100円の滞納がございます。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  本案について討論を省略し、これから採決したいと思います。 

  ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 異議なしと認めます。 

  これから議案第22号を採決します。 

  お諮りします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第22号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第２３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（正木 武君） 日程第13、議案第23号 平成23年度大多喜町介護保険特別会計補正予

算（第３号）を議題とします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（磯野幸子君） それでは、議案第23号 平成23年度大多喜町介護保険特別会
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計補正予算（第３号）について、本文に入る前に提案理由の説明をさせていただきます。 

  今回の補正予算ですが、歳入につきましては、所得段階別人口の変動による保険料の増額、

介護保険サービス利用実績減に伴う支払基金交付金及び繰入金の減額、介護予防事業の事業

量減による諸収入の減額でございます。 

  歳出につきましては、人件費及び事務費の増額、介護サービス利用実績減に伴う介護給付

費の減額、保険料滞納繰り越し分及び地域支援事業負担金交付決定に伴う基金積立金の増額、

東日本大震災に伴う事業量の減に伴う減額でございます。 

  それでは、本文に入らせていただきます。 

  133ページをお開きいただきたいと思います。 

  平成23年度大多喜町介護保険特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,710万円を減額し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ８億9,498万2,000円とする。 

  第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  なお、詳細につきましては事項別明細書によりご説明申し上げますので、138、139ページ

をお開き願いたいと思います。 

  それでは、歳入からご説明いたします。 

  款１保険料、項１介護保険料、目１第１号被保険者保険料、補正額78万2,000円でござい

ますが、保険料算定の段階別人口の変動に伴う増減及び滞納繰越分の増額でございます。 

  款３国庫支出金、項１国庫負担金、目１介護給付費負担金、補正額229万8,000円の減額で

ございますが、交付決定による減額補正でございます。 

  項２国庫補助金、目５介護保険事業費補助金、補正額15万2,000円の増額でございますが、

介護保険事業処理システム改修事業補助金による増額でございます。 

  款４県支出金、項１県負担金、目１介護給付費負担金、補正額353万5,000円の減額でござ

いますが、交付決定の減額による補正でございます。 

  款５支払基金交付金、項１支払基金交付金、目１介護給付費交付金、補正額1,746万2,000

円の減額でございますが、交付決定に伴う減額と過年度分の精算でございます。 

  目２地域支援事業支援交付金、補正額60万4,000円の増額でございますが、介護予防事業

の実績に伴う増額でございます。 
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  款６繰入金、項１他会計繰入金、目１一般会計繰入金、補正額302万2,000円の減額でござ

いますが、介護給付費及び地域支援事業の減額と職員人件費及び事務費の増額でございます。 

  項２基金繰入金808万6,000円の減額でございます。介護従事者処遇改善特例基金解散によ

る繰り入れと、介護給付費準備基金繰入金の減額によるものでございます。 

  140、141ページをお願いします。 

  款７繰越金、項１繰越金、目１繰越金、補正額599万の増額でございますが、前年度繰越

金の精算分の補正でございます。 

  款８諸収入、項２雑入、目１雑入、補正額22万5,000円の減額でございますが、生活保護

者の予防給付介護負担金、運動教室いきいき塾の参加者減による減額でございます。 

  以上が歳入でございます。 

  引き続き歳出でございますが、142、143ページをお開き願います。 

  款１総務費、項１総務管理費、目１一般管理費、補正額19万7,000円の増額でございます

が、共済費の負担率改定、庁用車点検修理による増額でございます。 

  款２保険給付費、項１介護サービス等諸費でございますが、目１から６まで要介護認定者

の保健給付費の実績に伴う増減でございまして、補正額3,025万の減額でございます。 

  続きまして、項２介護予防サービス等諸費でございますが、要支援認定者の保険給付費の

実績に伴う増減でございまして、補正額44万円の減額でございます。 

  項３その他諸費でございますが、保険給付にかかわります審査支払い手数料の実績増に伴

う補正額４万円の増額でございます。 

  144、145ページをお開き願います。 

  款２保険給付費、項４高額介護サービス等費は補正ございません。 

  項５高齢者医療合算介護サービス等費でございますが、要介護認定者の医療費と介護給付

費の１年分を合算により算出し、高額対象となった場合に支給しております。補正額59万円

の増額でございます。 

  次は補正がございませんで、次、款３基金積立金、項１基金積立金、目１介護給付費準備

基金積立金、補正額353万円の増額ですが、介護給付費の余剰金の積み立てでございます。 

  款４地域支援事業費、項１介護予防事業費、目２一次予防事業、補正額87万円の減額でご

ざいますが、東日本大震災に伴う夜間の事業中止による減額でございます。 

  項２包括的支援事業・任意事業費、目２包括的支援事業、補正額10万3,000円の増額でご

ざいますが、共済費の負担率改正による増額でございます。 
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  以上、歳出でございます。 

  これで平成23年度大多喜町介護保険特別会計補正予算（第３号）の説明を終わります。よ

ろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（正木 武君） これから質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

  １番野中議員。 

○１番（野中眞弓君） 142ページ、143ページで、施設介護サービス給付事業4,930万の減額

になっています。この要因について教えてください。 

○議長（正木 武君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（磯野幸子君） 平成23年度に介護老人保健施設２施設が整備されました。当

初、早い時期で整備がされるという予定になっておりましたが、実際にオープンしましたの

が10月、それから12月ということで、その分につきまして介護給付費の支出が減額になって

おります。 

○議長（正木 武君） ほかに質疑ありますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  本案について討論を省略し、これから採決したいと思います。 

  ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 異議なしと認めます。 

  これから議案第23号を採決します。 

  お諮りします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」「異議あり」の声あり） 

○議長（正木 武君） 異議ありますので、挙手によって採決します。 

  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

（挙手多数） 

○議長（正木 武君） 挙手多数です。 

  したがって、議案第23号は原案のとおり可決されました。 
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───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第２４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（正木 武君） 日程第14、議案第24号 平成23年度大多喜町水道事業会計補正予算

（第４号）を議題とします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

  環境水道課長。 

○環境水道課長（川嵜照恭君） 水道事業会計補正予算について、ご説明させていただきます。 

  今回の補正予算の提案理由といたしましては、収入では一般会計補助金増に伴います県補

助金の増額、新規水道加入者増による加入負担金の増額、また支出では、南房総広域水道か

らの受水増、漏水修繕工事増、過年度分水道料金還付等、これらの実績に伴う増減の補正で

ございます。 

  それでは、157ページをお開きいただきたいと思います。 

  議案第24号 平成23年度大多喜町水道事業会計補正予算（第４号）。 

  （総則） 

  第１条 平成23年度大多喜町水道事業会計の補正予算（第４号）は、次に定めるところに

よる。 

  （収益的収入及び支出） 

  第２条 予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。 

  収入、第１款 水道事業収益、補正予定額742万9,000円、計４億7,040万6,000円。 

  第２項 営業外収益、補正予定額742万9,000円増、計１億5,095万9,000円。 

  支出、第１款 水道事業費用、補正予定額135万2,000円、計４億6,467万5,000円。 

  第１項 営業費用、補正予定額228万9,000円増、計４億907万8,000円。 

  第２項 営業外費用、補正予定額６万3,000円増、計4,873万6,000円。 

  第３項 特別損失、補正予定額100万円減、計646万1,000円。 

  （資本的収入及び支出） 

  第３条 予算第４条本文括弧中「１億2,400万6,000円」を「１億2,275万9,000円」に、

「１億2,377万7,000円」を「１億2,253万円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次の

とおり補正する。 

  収入、第１款 資本的収入、補正予定額205万8,000円、計416万8,000円。 

  第１項負担金 補正予定額205万8,000円増、計415万8,000円。 
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  支出、第１款 資本的支出、補正予定額81万1,000円、計１億2,692万7,000円。 

  第１項 建設改良費、補正予定額12万8,000円増、計1,269万9,000円。 

  第２項 企業債償還金、補正予定額68万3,000円増、計１億1,422万8,000円。 

  （議会の議決を経なければ流用することができない経費） 

  第４条 予算第６条中「4,799万7,000円」を「4,836万2,000円」に改める。 

  158ページをお願いいたします。 

  （たな卸資産購入限度額） 

  第５条 予算第８条中「209万9,000円」を「273万2,000円」に改める。 

  明細につきましては、水道事業会計補正予算積算基礎資料によりましてご説明をさせてい

ただきます。 

  160ページ、161ページをお開きいただきたいと思います。 

  収益的収入及び支出の収入でございますが、款１水道事業収益、項２営業外収益、目３県

補助金、補正予定額742万9,000円、計7,442万9,000円。 

  節１県補助金742万9,000円増、これにつきましては、一般会計補助金増に伴う県の高料金

対策補助金の増額でございます。 

  次に、支出でございますが、款１水道事業費用、項１営業費用、目１原水及び浄水費、補

正予定額139万4,000円、計２億2,314万6,000円。 

  節21動力費31万3,000円増、節26受水費108万1,000円増、これは各浄水場、配水池の電気

料金の増及び南房総広域水道からの受水費の増に伴うものでございます。 

  目２配水及び給水費、補正予定額55万8,000円、計2,417万円。 

  節の主なものといたしましては、節19修繕費152万円増でございます。これは漏水修繕工

事の実績による増でございます。 

  節20路面復旧費152万円減、これは路面本復旧の実績による減でございます。節23材料費

39万9,000円増、これは貯蔵品材料費の執行に伴う増でございます。 

  目３総係費、補正予定額74万3,000円減、計4,633万円。 

  節５法定福利費25万7,000円増、これは職員４名分の共済費の増でございます。節18賃借

料100万円減、これは水道料金システムのリース期間終了に伴う無償利用による減でござい

ます。 

  目４減価償却費、補正予定額10万8,000円、計１億1,319万1,000円。 

  節１有形固定資産減価償却費10万8,000円の増、これは実績による減価償却費の増でござ
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います。 

  目５資産減耗費、補正予定額76万8,000円、計160万4,000円。 

  節１固定資産除却費76万8,000円増、これは工事に伴う資産除却の増でございます。 

  目６その他営業費用、補正予定額20万4,000円、計63万7,000円。 

  節１材料売却原価20万4,000円増、これは貯蔵品売却資材の執行に伴う増でございます。 

  項２営業外費用、目１支払利息、補正予定額200万円減、計3,984万5,000円。 

  節１企業債利息200万円減、これは当初予算見込みの利率が借りかえによりまして下がっ

たことによる減でございます。 

  目２雑支出、補正予定額106万3,000円、計292万8,000円。 

  節２雑支出106万3,000円増、これは過年度分の水道料金還付及び特定収入に係る消費税に

よる増でございます。 

  目３消費税、補正予定額100万円、計596万3,000円。 

  節１消費税100万円増、これは実績による支払消費税の増でございます。 

  項３特別損失、目１過年度損益修正損、補正予定額100万円減、計646万1,000円。 

  節１過年度損益修正損100万円減、これは実績により水道料金不納欠損額が当初見込みを

下回ったことによる減でございます。 

  164ページ、165ページをお開きいただきたいと思います。 

  積算基礎資料の資本的収入及び支出の収入ですが、款１資本的収入、項１負担金、目１加

入負担金、補正予定額205万8,000円、計415万8,000円。 

  節１加入負担金205万8,000円増、これは新規水道加入者の増でございます。 

  次に、支出でございますが、款１資本的支出、項１建設改良費、目１配水施設費、補正予

定額12万8,000円、計791万1,000円。 

  節５法定福利費４万3,000円増、これは職員１名分の共済費の増でございます。節23材料

費８万5,000円増、これは配水管布設替工事の材料費増でございます。 

  項２企業債償還金、目１企業債償還金、補正予定額68万3,000円、計１億1,422万8,000円。 

  節１企業債償還金68万3,000円増、これは企業債借りかえに伴います元利均等の影響によ

る増でございます。 

  159ページ、163ページの補正予算実施計画書、それから166ページから173ページまでの企

業明細書は記載のとおりでございますので、割愛をさせていただきます。 

  以上で説明を終わります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 
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○議長（正木 武君） これから質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

  １番野中議員。 

○１番（野中眞弓君） 161ページですが、受水費が181万ふえています。この要因は何でしょ

うか。 

  そして、今のところ漏水修繕工事何カ所ぐらいやっていらっしゃるんでしょうか。 

○議長（正木 武君） 環境水道課長。 

○環境水道課長（川嵜照恭君） 161ページの受水費ですが、108万1,000円増ということで計

上をさせていただきました。これは南房総広域水道より３万8,470立方メートルの増加とい

うことで計上をさせていただきました。 

  それとあと漏水修理の関係なんですけれども、大体年間で50から60件、例えば23年度でご

ざいますので、もう既に50件近くを修繕を行っております。大体、経費的にはですね、１件

当たり10万前後、大きいところだと20万、30万かかる場合もあるんですけれども、有収率が

76.61ということで、22年度決算でも出ておりますけれども、なるべく80パーセントに持っ

ていけるよう努力している状況でございます。 

  以上でございます。 

○議長（正木 武君） ほかに。 

  １番野中議員。 

○１番（野中眞弓君） 受水量が３万8,470立米、これってかなりの量だと思うんですけれど

も、漏水による増量なんでしょうか、それとも使用量がふえての受水量の増加なんでしょう

か。 

○議長（正木 武君） 環境水道課長。 

○環境水道課長（川嵜照恭君） ふえた分が使用なのか、漏水なのかというご質問でございま

す。これは両方ございます。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  本案については討論を省略し、これから採決したいと思います。 
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  ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 異議なしと認めます。 

  これから議案第24号を採決します。 

  お諮りします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第24号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第２５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（正木 武君） 日程第15、議案第25号 平成23年度大多喜町特別養護老人ホーム事業

会計補正予算（第４号）を議題とします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

  特別養護老人ホーム所長。 

○特別養護老人ホーム所長（齋藤健二君） それでは、大多喜町特別養護老人ホーム事業会計

補正予算を説明させていただきます。 

  175ページをごらんいただきたいと思います。 

  議案第25号 平成23年度大多喜町特別養護老人ホーム事業会計補正予算（第４号）。 

  本文に入る前に提案理由の説明をさせていただきます。 

  実績に伴う増額、減額でございます。 

  （総則） 

  第１条 平成23年度大多喜町特別養護老人ホーム事業会計の補正予算（第４号）は、次に

定めるところによる。 

  （収益的収入及び支出） 

  第２条 予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。 

  収入、第１款 特別養護老人ホーム事業収益、（既決予定額）２億9,829万1,000円、（補

正予定額）159万6,000円の増額です。計２億9,988万7,000円。 

  第１項 営業収益、（既決予定額）２億9,818万9,000円、（補正予定額）145万8,000円の

増額、計２億9,964万7,000円。 
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  第２項 営業外収益、（既決予定額）10万2,000円、（補正予定額）13万8,000円の増額で

す。計24万円。 

  支出、第１款 特別養護老人ホーム事業費用、（既決予定額）２億9,406万4,000円、（補

正予定額）200万7,000円の減額、計２億9,205万7,000円。 

  第１項 営業費用、（既決予定額）２億9,256万3,000円、（補正予定額）200万7,000円の

減額、計２億9,055万6,000円。 

  続きましては、積算基礎資料にて説明させていただきたいと思いますので、178ページ、

179ページをごらんいただきたいと思います。 

  平成23年度大多喜町特別養護老人ホーム事業会計補正予算積算基礎資料。 

  収益的収入及び支出。 

  収入、第１款特別養護老人ホーム事業収益、第１項営業収益、補正予定額145万8,000円の

増、第１目介護報酬収益、補正予定額846万8,000円の減額です。これは実績に伴う減額でご

ざいます。 

  第２目介護負担金収益、補正予定額992万6,000円の増額です。これも実績に伴う調整でご

ざいます。 

  第２項営業外収益、補正予定額13万8,000円の増、第１目受取利息、第２目寄附金、いず

れも補正予定額1,000円の減額です。実績に伴う減額でございます。 

  第３目その他営業外収益、補正予定額14万円の増額です。実績に伴う増額でございます。 

  続いて支出です。 

  第１款特別養護老人ホーム事業費用、第１項営業費用、補正予定額200万7,000円の減額で

す。 

  第１目総務管理費、補正予定額117万6,000円の減額でございます。実績に伴う減額でござ

います。 

  第２目施設管理費、補正予定額10万円の減額です。これも実績に伴う減額でございます。 

  第３目居宅介護事業費、短期入所関係でございます。補正予定額40万円の減額です。実績

に伴う減額でございます。 

  第４目施設介護事業費、補正予定額50万円の減額です。実績に伴う減額でございます。 

  第５目減価償却費、補正予定額16万9,000円の増額です。これにつきましては、22年度末

に行った浄化槽制御盤交換工事、資材置き場の屋根がえ工事及びテレビ、ベッドの備品を購

入したことによります減価償却費の調整でございます。 
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  以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどよろしくお願いします。 

○議長（正木 武君） これから質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  本案について討論を省略し、これから採決したいと思います。 

  ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 異議なしと認めます。 

  これから議案第25号を採決します。 

  お諮りします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第25号は原案のとおり可決されました。 

  ここで10分間休憩いたします。 

（午後 １時５０分） 

───────────────────────────────────────────────── 

○議長（正木 武君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（午後 ２時０５分） 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第２６から議案第３２号の一括上程、説明 

○議長（正木 武君） 日程第16、議案第26号 平成24年度大多喜町一般会計予算から日程第

22、議案第32号までの各特別会計予算及び各事業会計予算までを一括議題とします。 

  なお、各議案は日程にお示ししたとおり、本日、提案説明までとします。 

  議案第26号から順次説明を求めます。 

  初めに、日程第16、議案第26号 平成24年度大多喜町一般会計予算について説明をお願い

します。 

  企画財政課長。 
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○企画財政課長（小野田光利君） それでは、議案第26号 平成24年度大多喜町一般会計予算

の提案説明をさせていただきます。 

○議長（正木 武君） 座って説明することを許可します。 

○企画財政課長（小野田光利君） ありがとうございます。 

  議長のお許しをいただきましたので、座って説明をさせていただきます。 

  説明の時間が長時間に及びますので、あらかじめご了解ください。また、事業別予算書に

変更したことに伴いまして、事業の統廃合や内容の見直し、業務の組みかえ等を行ったため

に、前年度との増減額が多少比較しづらくなっておりますので、こちらについてもご容赦願

います。 

  それでは、お手元の平成24年度大多喜町予算書に沿ってご説明をさせていただきます。 

  予算書１ページをお開きください。 

  平成24年度大多喜町一般会計予算。 

  平成24年度大多喜町一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算） 

  第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ45億2,900万円と定める。 

  第２項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

  次に、債務負担行為でありますが、第２条 地方自治法第214条の規定により債務を負担

することができる事項、期間及び限度額は「第２表 債務負担行為」による。 

  次に、地方債ですが、第３条 地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができ

る地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」

による。 

  次に、一時借入金、第４条 地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借

り入れの最高額は１億円と定める。 

  次に、歳出予算の流用ですが、第５条 地方自治法第220条第２項ただし書の規定により

歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

  第１号といたしまして、各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足

を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用と定めるものであります。 

  ６ページをお開きいただき、第２表をごらんください。 

  先ほどの第２条での債務負担行為のできる事項を定めるものであり、西畑小学校に導入い
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たしましたパソコン導入事業費を債務負担行為として、その期間及び限度額を表のとおり定

めるものであります。 

  次に、第３表地方債であります。平成24年度に発行を予定している町債の一覧であり、起

債の目的、限度額、方法、利率、償還の方法を定めるものであります。 

  過疎地域自立促進特別事業債2,250万円は、平成22年４月１日に過疎地域の指定となった

ことにより、新たに発行が可能となった地方債であり、大多喜町過疎地域自立促進計画に計

上した事業のうち、ソフト事業に係るものであります。充当事業は少子化対策事業としての

出産祝い金、定住化対策住宅助成事業として住宅取得奨励金、住宅リフォーム補助金でござ

います。 

  次の上水道出資債210万円は、南房総広域水道企業団が実施する水環境耐震補強工事等に

要する経費の、加入団体としての出資債であります。 

  次に、農林業施設整備事業債1,100万円は、養老渓谷拠点センター設置工事に係る起債で

あります。 

  次の道路整備事業債3,250万円は、辺地対策事業として実施する宇野辺当月川線の測量地

質調査設計業務及び増田小土呂線歩道設置工事ほか３路線の町道改良事業に充当するもので

あります。 

  次に、義務教育施設整備事業債１億1,110万円は、大多喜小学校屋内運動場耐震補強大規

模改造工事に係る起債であります。 

  次の社会教育施設整備事業債6,400万円は、中央公民館ホール耐震補強工事に係る起債で

あります。 

  次の臨時財政対策債２億5,000万円は、予算編成上に不足する町財源を補うために、制度

上に許可されている起債であり、この起債に係る元利償還金は後年度地方交付税で補てんを

されます。 

  次に、予算案の内容を事項別明細書によりご説明をさせていただきますので、予算書11ペ

ージをお開きください。 

  まず、歳入予算であります。 

  款１町税、項１町民税ですが、本年度予算額は目１個人町民税が３億4,126万1,000円であ

ります。内訳として現年課税分が３億3,746万1,000円、滞納繰越分として380万円を計上い

たしました。 

  目２法人町民税については、昨年度と同額の5,567万4,000円を見込み、内訳としては現年

－177－ 



課税分5,517万4,000円、滞納繰越分50万円であります。 

  次に、項２固定資産税、目１固定資産税は５億4,443万1,000円であります。内訳は現年課

税分５億3,893万1,000円、滞納繰越分550万円であります。減となる理由は評価がえによる

ものであります。 

  目２国有資産等所在市町村交付金でありますが、486万円を計上いたしました。 

  次の項３軽自動車税でありますが、2,566万1,000円を計上いたしました。内訳は現年課税

分が2,536万1,000円、滞納繰越分が30万円であります。 

  次の項４たばこ税は、前年度比較1,720万円増の8,040万円を計上いたしました。昨年は価

格値上げに伴うたばこ離れの影響を見越しましたが、前年度実績を勘案し、増額を見込んで

計上させていただきました。 

  項５鉱産税は、前年度同額の250万円を計上いたしました。 

  項６特別土地保有税についても、前年度同額の20万円を計上いたしました。 

  項７入湯税も前年度同額の400万円を見込みました。 

  款２地方譲与税、項１地方揮発油譲与税でありますが、2,100万円を計上いたしました。 

  １枚めくっていただき、12、13ページをごらんください。 

  項２自動車重量譲与税は、前年度比較350万円減の4,900万円を計上いたしました。平成23

年度実績及び国・県の財政情報により見込みました。 

  款３利子割交付金は200万円を計上いたしました。 

  款４配当割交付金は150万円を見込みました。 

  款５株式等譲渡所得割交付金は、前年度同額の60万円を計上いたしました。 

  款６地方消費税交付金は、前年度比較1,050万円減の１億1,500万円を計上いたしました。

減の理由といたしましては、平成23年度実績及び国・県の財政情報を勘案したものでありま

す。 

  次の款７ゴルフ場利用税交付金は、前年度比較900万円減の１億1,300万円を計上いたしま

した。減額の理由といたしましては、東日本大震災の影響による来場者の減等を見込んだも

のでございます。 

  次の款８自動車取得税交付金は2,500万円を計上いたしました。 

  次の款９地方特例交付金は、前年度比較1,370万円減の820万円を計上いたしました。これ

は減収補てん特例交付金で子ども手当の制度変更に伴う減を見込んだものでございます。 

  款10地方交付税ですが、前年度比較4,000万円増の15億2,000万円を計上いたしました。増
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の理由といたしましては、平成23年度実績及び国・県の財政情報を勘案したものでございま

す。 

  １枚めくっていただき、14、15ページをごらんください。 

  款11交通安全対策特別交付金は前年度同額の200万円を計上いたしました。 

  款12分担金及び負担金は、目１民生費負担金は5,287万5,000円で、内訳は節１児童福祉施

設費負担金の現年度分及び節２高齢者在宅生活支援事業負担金の外出支援サービス負担金並

びに学童保育負担金が主な内容でございます。 

  目２衛生費負担金391万8,000円は、火葬場の運営費負担金としていすみ市から負担をいた

だくものであります。 

  目３教育費負担金31万4,000円は、日本スポーツ振興センターの負担金で、小中学校生徒

の数に対する保護者負担分であります。 

  次の目４給食費負担金１億210万9,000円は、小中学校の児童生徒の学校給食費負担金

6,906万円及びいすみ市の学校給食センター運営費負担金3,304万9,000円の合計額でござい

ます。児童生徒の減少が主な減の理由でございます。 

  次に、款13使用料及び手数料、項１使用料、目１衛生使用料649万6,000円は火葬場の使用

料及び城見ケ丘団地のし尿処理施設であるコミュニティープラントの使用料であります。 

  次の目２農林水産業使用料80万3,000円は、味の研修館及び農村コミュニティーセンター

並びに基幹集落センターの施設使用料であります。 

  目３商工使用料190万8,000円は、観光物産センター及び商い資料館の使用料であります。 

  次に、目４観光使用料969万円は、麻綿原、粟又、桜台及び久保駐車場使用料941万2,000

円と観光センターの施設等使用料27万8,000円であります。 

  次の目５土木使用料3,772万8,000円は、節１道路使用料850万円、節２住宅使用料2,754万

9,000円及び節３駐車場使用料139万9,000円並びに節４法定外公共物使用料28万円の合計額

であります。 

  次に、目６教育使用料367万円は中央公民館使用料、１枚めくっていただき、16、17ペー

ジをごらんください。海洋センター等のスポーツ施設使用料及び学校施設使用料であります。 

  項２手数料、目１総務手数料623万3,000円は、督促手数料及び税務証明や戸籍関連証明手

数料などの諸手数料であります。 

  次の目２民生手数料の１万2,000円は督促手数料であります。 

  目３衛生手数料1,705万5,000円は、ごみの持ち込み手数料及びごみ収集運搬手数料の節１
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清掃手数料1,655万円のほか、節４狂犬病予防事務手数料48万4,000円が主なものであります。 

  次の目４農林水産業手数料１万3,000円は鳥獣飼育許可手数料、次の目５土木手数料30万

8,000円は屋外広告物取扱手数料等であります。 

  款14国庫支出金、項１国庫負担金、目１民生費国庫負担金は、前年度比較4,289万円減の

１億6,780万円であります。内訳は節１障害者自立支援給付費等負担金7,098万7,000円、節

２国民健康保険基盤安定負担金368万円及び節３子ども手当給付負担金1,540万9,000円並び

に節４子どものための金銭の給付交付金7,772万4,000円であります。 

  次に、項２国庫補助金、目１民生費国庫補助金788万7,000円は、節１障害程度区分認定等

事業費補助金12万6,000円及び節２地域生活支援事業費等補助金313万7,000円並びに節３次

世代育成支援対策交付金462万4,000円の合計額であります。 

  次の目２衛生費国庫補助金386万6,000円は、節１合併浄化槽設置整備事業費補助金331万

1,000円及び、１枚めくっていただき、18、19ページをごらんください。節２感染症予防事

業費等国庫補助金55万5,000円であります。 

  次に、目３土木費国庫補助金は、前年度比較391万7,000円減の4,061万9,000円であります。 

  節１社会資本整備総合交付金は、地域住宅支援としての町営住宅改修工事に係る補助金及

び活力創出基盤整備としての町道増田小土呂線歩道整備工事に係る補助金であります。 

  また、節２住宅建築物安全ストック形成事業費補助金は、中央公民館ホール耐震補強工事

に係る補助金であります。 

  次に、目４教育費国庫補助金は、前年度比較3,199万5,000円増の3,227万4,000円であり、

大多喜小学校屋内運動場耐震補強大規模改造工事に伴う交付金が主な内容であります。 

  次に、項３国庫委託金、目１総務費委託金18万円は、外国人登録事務委託金及び自衛官募

集事務委託金であります。 

  目２民生費委託金230万6,000円は、節１基礎年金等事務委託金が主なものであります。 

  次に、款15県支出金、項１県負担金、目１総務費県負担金66万8,000円は、県権限移譲事

務交付金であります。 

  目２民生費県負担金１億698万3,000円は、障害者自立支援給付費等負担金、国民健康保険

基盤安定負担金、後期高齢者医療保険基盤安定拠出金、子ども手当給付負担金、子どものた

めの金銭の給付負担金であります。 

  目３土木費県負担金1,890万円は、国土調査に係る県負担金であります。 

  次に、項２県補助金、目１総務費県補助金79万6,000円は、地方消費者行政活性化基金事
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業補助金及び、次の20、21ページをお開きください。住宅用太陽光発電設備導入促進事業補

助金であります。 

  次に、目２民生費県補助金でありますが、前年度比較4,092万4,000円減の2,215万4,000円

であります。主なものは節１重度障害者医療費補助金999万8,000円及び節12児童クラブ設置

育成事業補助金454万6,000円であります。 

  目３衛生費県補助金2,374万3,000円は、節１子ども医療対策事業補助金及び節４子宮頸が

ん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金のほか、節５合併浄化槽設置促進事業補助金、節

８南房総広域水道用水供給事業補助金が主なものであります。 

  目４農林水産業費県補助金は、前年度比較521万2,000円減の3,008万3,000円を計上いたし

ました。主なものは節１農業委員会交付金補助、また、22、23ページをお開きください。節

４野生猿鹿保護管理事業補助金及び節６イノシシ管理事業補助金、節７有害獣被害防止対策

事業補助金のほか、節10鳥獣被害防止総合対策交付金、節11観光地魅力アップ緊急整備事業

補助金、節15農業者戸別所得補償制度推進事業費補助金であります。 

  次の目５商工費県補助金54万円は、栽培漁業振興対策事業費補助であります。 

  また、目６土木費県補助金25万5,000円は、住まいの耐震化サポート事業補助金でありま

す。 

  目７消防費県補助金410万円は、石油貯蔵施設立地対策等交付金補助であります。 

  項３県委託金、目１総務費委託金2,984万3,000円は、節２県税取扱委託金及び節５千葉県

知事選挙費委託金並びに、次の24、25ページをお開きください。節７沢山川周辺区域環境管

理事業委託金が主なものとなります。 

  次に、目２民生費委託金９万6,000円は、民生委員協議会事務委託金であります。 

  目３農林水産業費委託金2,842万4,000円は、大多喜県民の森管理委託金であります。 

  目４土木費委託金160万円は、国県道維持委託金であり、次の目５消防費委託金260万円は

久保排水機場及び水門管理委託金であります。 

  款16財産収入、項１財産運用収入、目１財産貸付収入1,533万2,000円は、町有の土地建物

の貸付収入及び光ファイバーケーブルの物品貸付収入であります。 

  目２利子及び配当金６万3,000円は、基金の利子分及び配当金であります。 

  次に、項２財産売払収入、目１不動産売払収入4,118万6,000円は、土地売払収入として城

見ケ丘団地及び下大多喜、大戸の分譲地の売払収入が主なものであります 

  目２物品売払収入は、存目として1,000円を計上いたしました。 
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  次に、款17寄附金、項１寄附金、目１一般寄附金1,000円は存目計上。 

  目２の指定寄附金20万円は、ふるさと納税分を見込んだものであります。 

  次に、款18繰入金、項１基金繰入金、目１財政調整基金繰入金9,950万3,000円は、財源不

足を補うための基金からの繰り入れ分であります。 

  目２交通災害共済基金繰入金から目５の小中学校施設整備基金繰入金までは、それぞれの

基金の設置目的に応じた事務事業に充当するために繰り入れするものであります。 

  次の26、27ページをお開きください。 

  目５庁舎建設基金繰入金は、廃目とするものであります。 

  次の項２特別会計繰入金、目１国民健康保険特別会計繰入金49万2,000円は、子ども医療

分高額療養費として国保会計から繰り入れするものであり、次の目２後期高齢者医療特別会

計繰入金1,000円は存目計上するものであります。 

  款19繰越金、目１繰越金１億円は、前年度会計からの暫定的な繰越金の計上であります。 

  次の款20諸収入、項１延滞金、加算金及び過料、目１延滞金50万4,000円は、税金等の延

滞金収入を見込んだものであります。 

  次に、項２受託事業収入、目１後期高齢者医療広域連合受託事業収入204万8,000円は、後

期高齢者の健康診査委託金であります。 

  項３雑入、目１高額療養費貸付償還金は100万円を見込み計上いたしました。 

  次の目２滞納繰越分として38万円を計上し、次の目３雑入は、次の28、29ページの中段ま

でにその内訳内容を説明欄に記載しておりますが、前年度比722万8,000円減の5,757万7,000

円を計上いたしました。 

  28、29ページの中段からになります。 

  款21町債、項１町債、目１総務債2,250万円は、過疎地域自立促進特別事業債で、ソフト

事業の出産祝い金及び住宅取得奨励金並びに住宅リフォーム補助金に充当されます。 

  目２衛生債210万円は、上水道出資債として南房総広域水道企業団への出資債であります。 

  目３農林水産業債1,100万円は、農林業施設整備事業債として養老渓谷拠点センター整備

事業に充当されます。 

  目４土木債3,250万円は道路整備事業債の辺地対策事業として宇野辺当月川線の測量地質

調査設計業務及び増田小土呂線歩道設置工事のほか３路線の町道改良事業に充当するもので

す。 

  目５教育債１億7,510万円は、大多喜小学校屋内運動場耐震補強大規模改造工事のための
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義務教育施設整備事業債及び中央公民館ホール耐震補強工事のための社会教育施設整備事業

債であります。 

  目６臨時財政対策債２億5,000万円は、国の地方財政対策として一般財源の不足額を補て

んするために許可されているものの起債でございます。 

  以上で歳入予算の説明を終わらせていただきます。 

  次に、歳出予算のご説明をさせていただきますので、30、31ページをお開きください。 

  初めに、款１議会費、項１議会費、目１議会費、今年度予算額8,881万6,000円は、前年度

比較921万7,000円の減になっております。地方議員年金制度の廃止に伴う減であります。議

員12名の議員報酬、議会事務局職員の人件費及び会議録作成委託料、政務調査費補助金並び

に議会関係団体への負担金が主なものでございます。 

  款２総務費、項１総務管理費、目１一般管理費、本年度予算額３億1,478万円は、特別職

及び総務、企画財政、32、33ページをお開きください。会計関係の職員人件費、行政連絡員

等への報酬及び職員健康診断、各種負担金、34、35ページをお開きください。社会福祉協議

会への補助金等の総務管理費、また役場内事務消耗品や通信運搬費等の財産管理費、職員研

修事業入札関係の電子調達管理事業の経費であります。 

  次に、34、35ページ中段の目２文書広報費767万7,000円は、情報公開・個人情報保護及び

例規集データ更新等の文書管理事業と広報の発行やホームページの管理をする広報おおたき

発行事業の経費であります。 

  36、37ページをお開きください。 

  目３財政管理費521万3,000円は、財務会計システムの保守点検及びソフトなどの借上料が

主なものでございます。 

  目４会計管理費64万6,000円は、会計室での事務用品、郵便料及びパソコン使用料等であ

ります。 

  目５財産管理費は、次の38、39ページにわたりますが、2,858万8,000円で、町有車や町有

建物の保険代、管理委託料等及び町有財産管理のための経費を計上した公有財産管理事業、

役場庁舎の光熱水費及び各種委託等のための庁舎管理費、また、38、39ページになります。

町有林の管理のための町有林管理事業であります。 

  次に、目６企画費１億2,004万円は、夷隅郡市広域市町村圏事務組合等企画関係団体の負

担金が主の企画事務費や基本計画策定空き家改修事業補助及び水道事業会計への繰り出し等

を計上いたしました定住化対策事業、また光ファイバー網等の施設の保守管理費や、東京電
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力、ＮＴＴ柱へのケーブル添架利用料等を計上いたしました地域情報通信基盤維持管理事業、

さらに中止となりました大多喜ダム跡地の環境管理事業のための大多喜ダム対策事業、40、

41ページをお開きください。人口増対策としての結婚活動支援事業や、ふるさとづくり寄附

金を財源としたふるさと基金積立事業、いすみ鉄道及び地方バス路線等地方交通体系の支援

対策のためのいすみ鉄道対策事業が予算の内容でございます。 

  目７電子計算費7,610万7,000円は、次の42、43ページにわたりますが、電子計算業務費と

して電子計算機の保守委託料及び基幹系電子データの出力委託料、その他電子計算機借上料

が主な内容でございます。基幹系システムの更新により大量一括処理委託がふえ、増額とな

りました。 

  42、43ページの目８諸費、予算額874万1,000円は、町主催行事開催時及び公金の損害保険

のための総合賠償保険事業や、自衛隊募集事務費、税務事業還付費、大多喜交通安全協会へ

の補助金及び各行政区への防犯灯電気料補助金が主の交通安全対策事務費で構成をしており

ます。 

  次に、項２徴税費、目１税務総務費7,932万3,000円は、税務関係職員人件費のほか税務関

連協議会等への負担金が主の税務総務事務費であります。 

  次に、44、45ページをお開きください。 

  目２賦課徴収費1,244万3,000円は、賦課事務費や徴収事務費、航空写真及び地図情報デー

タの作成並びに修正委託料が主の地図情報システム管理事業、また課税資料の電子化のため

の税務資料ファイリング業務委託事業が内容であります。 

  項３戸籍住民基本台帳費、目１戸籍住民台帳費4,219万3,000円は、戸籍管理に係る経費全

般であり、戸籍関係職員人件費、戸籍事務費、次のページになりますが、住民基本台帳ネッ

トワークシステム事業で構成をしております。 

  46、47ページの中段からでございます。 

  項４選挙費、目１選挙管理委員会費23万4,000円、また、次の48、49ページにまたがりま

すが、目２大多喜町議会議員選挙費896万8,000円及び目３千葉県知事選挙費684万4,000円は、

いずれも選挙に係る報酬や従事者手当等の経費が主であります。 

  目４千葉県議会議員選挙費、目５大多喜町農業委員会委員選挙費は廃目であります。 

  48、49ページの下段になります。 

  項５統計調査費、目１統計調査総務費885万1,000円は、統計関係職員人件費及び統計に係

る統計の事務費でございます。 
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  50、51ページをお開きください。 

  目２各種統計調査費50万5,000円は、統計調査員の報償費、その他事務用消耗品等であり

ます。 

  項６監査委員費、目１監査委員費53万2,000円は、監査委員への報酬及び研修等の旅費、

経費等であります。 

  款３民生費、項１社会福祉費、目１社会福祉総務費、予算額３億7,398万5,000円は、54、

55ページにまたがりますが、社会福祉関係職員人件費、社会福祉事務費のほか、52、53ペー

ジをごらんください。社会福祉関係団体助成事業、障害者福祉事業及び民生委員活動事業、

高額療養費貸付事業、戦没者追悼式関係事業、難病患者等居宅支援事業、次の54、55ページ

でお願いします。国民健康保険特別会計繰出金並びに少子化対策事業で構成をしております。

中でも事業費の大きなものは、障害者福祉事業であり、重度身体障害者医療費補助金及び身

体障害者介護給付費等の扶助費が主な支出であります。また、国民健康保険特別会計繰出金

も多額となっております。 

  次に、54、55ページでございます。 

  目２国民年金費442万2,000円は、国民年金に係る職員人件費事務費であります。 

  目３老人福祉費2,163万5,000円は、高齢者住宅生活支援事業が主で、外出支援サービス委

託料や緊急通報システム業務委託委託料が主な支出であります。その他敬老祝い品等の報償

費や老人クラブ活動費補助金等がございます。 

  56、57ページをお開きください。 

  目４青少年助成対策費48万3,000円は、青少年健全育成事業として青少年相談員への報酬、

また相談員への活動費補助金などであります。 

  目５介護保険事業費１億7,323万5,000円は、介護保険特別会計繰出金が主で、その他予防

ケアマネジメント業務委託料等の地域包括支援センター運営事業及び社会福祉法人等利用者

負担額軽減事業であります。 

  目６後期高齢者医療費１億6,941万5,000円は、次の58、59ページにまたがりますが、療養

給付費負担金が主で、その他後期高齢者医療広域連合負担金及び後期高齢者医療保険基盤安

定繰出金などでございます。 

  58、59ページをお開きください。 

  項２児童福祉費、目１児童福祉総務費5,422万4,000円は、子育て支援関係職員人件費及び

子育て支援対策事業としての医療費助成の扶助費などでございます。 
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  目２児童措置費１億2,654万1,000円は、前年度比6,743万円の減額であります。これは子

ども手当の制度変更に伴うもので、説明欄の子ども手当支給事業は平成24年２月、３月分の

支給分でございまして、子どものための手当支給事業は制度変更後の支給費でございます。 

  目３母子福祉費127万2,000円は、ひとり親家庭等医療費助成事業の経費であります。 

  目４児童福祉施設費２億5,923万円は、60から63ページまでにまたがりますが、保育園関

係及び児童クラブ並びに子育て支援センター関係の予算であります。保育士等及び児童クラ

ブの賃金、子育て支援センターの人件費、保育園２園の施設運営費のほか夜間警備委託、園

児の送迎バス運行委託料、賄い材料費等であります。 

  少し飛びますが、62、63ページをお開きください。 

  款４衛生費、項１保健衛生費、目１保健衛生費総務費１億1,603万9,000円は、衛生関係職

員人件費及び国保国吉病院負担金、亀田医療大学施設整備事業費補助金等の保健衛生事務費

が内容であります。 

  目２予防費4,237万4,000円は、次の64、65ページにまたがりますが、がん検診委託料、予

防接種医への報酬、予防接種委託料、医療材料費、次のページの健康診査委託料が主なもの

であります。 

  64、65ページの下段になります。 

  目３環境衛生費7,339万円は、環境関係職員人件費のほか、66、67ページになりますが、

合併処理浄化槽設置整備事業補助金が主なものです。前年度より3,386万5,000円の増となっ

ておりますが、前年度まで項２の清掃費、目１清掃総務費で編成しておりましたいすみ環境

衛生組合負担金を見直しにより組みかえたことにより増となったものでございます。 

  66、67ページの下段になります。 

  目４母子保健事業費704万9,000円は、母子保健協力医報酬及び母子保健事業に係る事務経

費、次のページの乳幼児健康診査委託料であります。 

  次に、68、69ページになります。 

  目５火葬場費1,264万4,000円は、斎場無相苑の施設運営費及び火葬炉運転業務委託料並び

に火葬炉改修工事請負費が主でございます。 

  目６地域し尿処理施設管理費135万4,000円は、城見ケ丘団地のし尿処理プラントの維持管

理経費であります。 

  項２清掃費、目１清掃総務費3,982万9,000円は、清掃関係職員人件費のほか環境センター

管理経費、次のページになりますが、広域ごみ処理施設建設に係る夷隅郡市広域市町村圏事
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務組合負担金などであります。いすみ環境衛生組合負担金の組みかえによるものが減の理由

でございます。 

  70、71ページでございます。 

  目２塵芥処理費、予算額9,922万3,000円は、環境センターの運営経費やごみ収集委託料及

び粗大ごみ処理委託料、その他一般廃棄物処理業務委託、いすみクリーンセンターへの塵芥

処理負担金が主なものであります。 

  項３上水道費、目１上水道運営費、9,811万円は水道料金の高料金対策としての補助金、

また南房総広域水道企業団への補助金、出資金であります。 

  次に、款５農林水産業費、項１農業費、目１農業委員会費680万2,000円は、次の72、73ペ

ージにまたがりますが、事務局職員の共済費、賃金、農業委員会委員の報酬、委員会事務経

費等であります。 

  目２農業総務費4,849万円は、農業関係職員人件費及び農家組合長報酬が主な内容であり

ます。農業総務事務費は農業振興費より組みかえし、増となっております。 

  目３農業振興費602万4,000円は、次の74、75ページにまたがりますが、農林業振興協議会

委員報酬及び農業関連団体等への補助金、交付金等であります。 

  74、75ページをごらんください。 

  目４畜産業費37万円は、消耗品のほか畜産関係団体への補助金等であります。 

  目５農地費488万5,000円は、次のページにまたがりますが、平沢ダム管理経費及び基幹農

道の維持管理経費、また農道等の補修用原材料費、農地及び農業用施設の環境保全事業団体

への補助金が主なものであります。養老渓谷拠点センタートイレ設置工事及び駐車場整備工

事が完成したため、前年度より減額となりました。 

  76、77ページをお開きください。 

  目６農業施設費2,897万5,000円は皆増であり、各拠点センターの経費を一括して計上した

ものであります。養老渓谷拠点センターや集落センター、味の研修館、次のページにまたが

りますが、農村コミュニティーセンターの施設運営経費、施設管理臨時職員の賃金でありま

す。 

  目７集落センター、目８味の研修館、目９農村コミュニティーセンターの運営費は組みか

えにより廃目といたします。 

  78、79ページの中段となります。 

  項２林業費、目１林業総務費、予算額2,995万9,000円は、林業関係職員人件費、事務経費
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及び関係団体負担金、次のページにまたがります有害鳥獣駆除対策経費であります。 

  80、81ページをお開きください。 

  目２林業振興費30万円は、県単森林整備事業委託料であります。 

  目３大多喜県民の森運営費3,700万7,000円は、職員の人件費及び県民の森施設運営費等で

あります。 

  款６商工費、項１商工費、目１商工総務費、予算額3,693万5,000円は、職員人件費及び、

次のページにまたがりますが、事務経費、消費者生活相談員報酬であります。 

  82、83ページをお開きください。 

  目２商工業振興費1,609万6,000円は、久保駐車場の料金システム保守管理委託料、商工会

への補助金及び街路灯電気料補助金、中小企業経営改善資金等利子補給金及び商い資料館の

維持管理経費などが主なものであります。 

  目３観光費6,326万4,000円は、84から87ページにまたがりますが、町営駐車場及び公衆ト

イレの維持管理経費、次のページの観光センター臨時職員賃金及び管理運営経費、公園管理、

その他お城まつり実行委員会や町観光協会への補助金、次のページの大河ドラマ誘致実行委

員会等への補助金、面白峡遊歩道整備事業の委託料などが主なものであります。増額の理由

は、新規事業としての面白峡遊歩道整備事業の計上であります。 

  86、87ページをお開きください。 

  款７土木費、項１土木管理費、目１土木総務費、予算額6,197万4,000円は、土木関係職員

人件費、事務経費のほか道路台帳の更新業務委託料、関連団体負担金及び、次のページの国

県道維持補助金であります。 

  目２登記費3,444万3,000円は、登記関係の人件費、登記促進事業などであります。 

  88、89ページの中段になります。 

  目３国土調査費3,145万1,000円は、国土調査事業の臨時職員賃金のほか地籍調査等委託料

が主なものであります。 

  目４道の駅管理費424万6,000円は、次のページにまたがりますが、石神地先の道の駅の維

持管理経費及びトイレ清掃業務の委託料が主な内容であります。 

  90、91ページをお開きください。 

  項２道路橋梁費、目１道路維持費2,365万円は、道路維持のための臨時職員賃金、建設機

器燃料及び修繕費、舗装打ちかえ工事請負費、その他道路補修用原材料費などであります。 

  目２道路新設改良費8,855万円は、職員人件費及び宇野辺当月川線ほか４路線の調査及び
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測量設計業務委託並びに道路改良工事の請負費が主なものであります。 

  目３道路維持費733万5,000円は、次のページにまたがりますが、町道の橋梁長寿命化に伴

う部田塩渕橋ほか１橋の点検補修の詳細設計業務委託料及び修繕工事であります。 

  92、93ページをお開きください。 

  目４交通安全対策費214万3,000円は、道路区画線工事費、その他カーブミラー、ガードレ

ールなどの交通安全対策用原材料費であります。 

  項３都市計画費、目１街路事業費343万8,000円は、歴史的景観審議会委員の報酬及び街な

み整備助成事業補助金が主な支出であります。 

  項４住宅費、目１住宅管理費、予算額2,247万5,000円は、次のページにまたがりますが、

町営住宅入居者選考委員報酬、その他町営住宅に係る修繕料、借地料及び中野団地、田丁団

地の修繕工事請負費、その他戸建住宅耐震診断費用補助金などが主なものとなっております。 

  目２宅地造成費1,020万8,000円は、城見ケ丘団地分譲に係る定住化補助金が主たるもので

あります。 

  目３住宅助成費1,640万円は、定住化対策住宅助成事業として住宅取得奨励金、リフォー

ム補助金及び太陽光発電設備導入促進補助金であります。 

  94、95ページの中段からになります。 

  款８消防費、項１消防費、目１常備消防費２億2,847万4,000円は、広域常備消防に係る負

担金であります。 

  目２非常備消防費3,295万2,000円は、消防団員及び消防委員への報酬、消防団の訓練及び

火災等の出動手当、団員の被服費、団員健康診査委託料、その他消防団員の公務災害や退職

報償金の支給事務負担金などであります。 

  96、97ページをお開きください。 

  目３消防施設費1,085万3,000円は防火水槽の設置及び改修工事の請負費及び消防車両の修

繕料や燃料費、その他消防用ホース等の備品購入費などが主なものであります。 

  目４災害対策費836万8,000円は、防災会議委員等の報酬、災害時の職員時間外勤務手当及

び久保排水機場等の管理委託料、次のページになりますが、防災行政無線施設の保守委託料、

また防災行政無線個別受信機に係る備品購入費などが主な内容でございます。 

  98、99ページをお開きください。 

  款９教育費、項１教育総務費、目１教育委員会費107万6,000円は、教育委員報酬、その他

教育長の交際費などであります。 
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  目２事務局費7,053万円は、教育長ほか一般職員の人件費、委員会事務経費、次のページ

の教育関連団体への負担金及び補助金、委員会施設管理経費が主なものでございます。 

  100、101ページの中段になります。 

  項２小学校費、目１学校管理費１億8,641万円は、104、105ページまでにまたがりますが、

小学校医等の報酬、その他小学校５校の学校事務経費や施設管理経費、パソコン使用料、そ

の他、104、105ページの大多喜町小学校屋内運動場耐震補強大規模改造工事に係る経費など

が主なものであります。 

  104、105の下段をごらんください。 

  目２教育振興費934万円は、108、109ページまでにかたがりますが、小学校５校の教育活

動で使用する教材費やクラブ活動助成補助金、遠距離通学費補助金及び英語教室業務委託料、

要保護世帯の扶助費が主な内容であります。 

  108、109ページをお開きください。 

  項３中学校費、目１学校管理費1,766万7,000円は、次のページにまたがりますが、中学校

医等の報酬、中学校２項の学校事務経費や校舎等の施設管理費のほかインターネット接続手

数料、パソコン借上料などが主なものとなります。 

  次に、110、111ページの中段になりますが、目２教育振興費1,025万9,000円は、112、113

ページにわたりますが、各中学校の教育活動で使用する教材費、クラブ活動助成補助金及び

中学校遠距離通学費の補助金、要保護世帯の扶助費が主なものでございます。 

  112、113ページをお開きください。 

  項４社会教育費、目１社会教育総務費4,576万5,000円は、職員人件費及び社会教育委員報

酬、関係協議会負担金、町子ども会育成会や文化団体への活動費補助金などが主なものであ

ります。 

  目２公民館費１億531万3,000円は、公民館運営審議会委員報酬や中央公民館の光熱水費、

次のページにわたりますが、施設夜間警備や清掃委託などの施設管理費のほか、本年度にお

いてはホール等の耐震補強工事の施工監理業務及び工事請負費が大きな割合を占めておりま

す。また、ほかに公民館バス運営管理委託料などがございます。 

  114ページ、115ページでございます。 

  目３図書館費390万円は、図書館の光熱水費及び夜間警備委託、次のページのパソコン借

上料、その他図書の購入経費であります。 

  116、117ページの目４文化財保護費103万5,000円は、文化財審議会委員報酬のほか消耗品、
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文化財保存に関連した補助金負担金であります。 

  目５視聴覚教育費60万5,000円は、いすみ市、夷隅郡視聴覚教材センターの負担金であり

ます。 

  項５保健体育費、目１保健体育総務費2,306万5,000円は、職員人件費及びスポーツ推進委

員報酬、次のページにわたりますが、その他町体育協会補助金、夷隅郡体育協会への負担金

が主なものであります。 

  118、119ページでございます。 

  目２学校給食費、予算額１億5,301万5,000円は、職員人件費及び学校給食センター運営委

員報酬、光熱水費や賄い材料費、給食配送業務委託料並びに排水処理施設保守管理委託料、

また施設の設備改修工事請負費などが主なものであります。 

  最下段でございますが、目３体育施設費3,294万1,000円は、次の120、121ページをお開き

ください。海洋センターの体育館やプール、野球場及びテニスコートの光熱水費や施設管理

業務経費、またプール屋根改修工事の請負費などが主なものであります。 

  122、123ページをお開きください。 

  款10災害復旧費、項１公共土木施設災害復旧費、目１道路橋梁災害復旧費180万円及び目

２河川災害復旧費130万円は、災害時の緊急対策復旧費として予備計上しているものでござ

います。 

  款11公債費、項１公債費、目１元金４億1,116万9,000円は、起債償還の元金分で、次の目

２利子8,160万4,000円は、同じく起債償還の利子分であります。 

  款12諸支出金、項１基金費、目１土地開発基金費1,618万4,000円は、24、25ページの歳入

でご説明をいたしました下大多喜及び大戸地先の分譲地の売払収入を土地開発基金に積み立

てようとするものであります。 

  款13予備費、項１予備費、目１予備費は、前年度同額の500万円を計上させていただきま

した。 

  次の124ページから133ページまでは、給与費明細書でありますので、説明を割愛させてい

ただき、134、135ページをごらんください。 

  このページは、「継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は

支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の振興状況等に関する調書」であ

り、地方自治法施行令第144条第１項第２号の規定により、予算説明書として提出するもの

であります。 
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  継続費といたしましては、款６商工費、項１商工費、遊歩道整備事業であります。 

  次の136、137ページをお開きください。 

  ここでの表は、地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末におけ

る現在高の見込みに関する調書であり、この表につきましても、地方自治法施行令第144条

第１項第４号で定める調書として提出するものであります。 

  次の138、139ページにつきましては、「債務負担行為で翌年度以降にわたるものについて

の前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調

書」で、これにつきましても、地方自治法施行令第144条第１項第３号で定める調書として

提出するものであります。 

  本年度以降、支出予定額のある事業といたしましては、西中学校パソコン導入費など、全

13事業であります。 

  以上、速足での説明となってしまいましたが、これをもちまして、平成24年度大多喜町一

般会計予算の提案説明とさせていただきます。よろしくご審議の上ご可決賜りますようお願

い申し上げます。 

  なお、１つ訂正がございます。 

  当初予算の概要、別冊になっておりますが、当初予算の概要の中で、７ページでございま

す。歳出の性質別の５番でございますが、維持補修費を維補補修費となっております。申し

わけありませんが、維持補修費に訂正をお願いしたいと思います。 

  以上でございます。 

  すみません、もう一点訂正がございました。 

  予算書の135ページでございます。申しわけありません。予算書135ページの一番右側にな

ります。継続費の総額に対する進捗率が、申しわけありません、千円の単位がついておりま

すが、これはパーセントでございます。ご訂正をお願いいたしたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（正木 武君） ご苦労さまでした。 

  説明の途中ですが、10分間休憩します。 

（午後 ３時０８分） 

───────────────────────────────────────────────── 

○議長（正木 武君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（午後 ３時２１分） 
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───────────────────────────────────────────────── 

○議長（正木 武君） 説明を続けます。 

  議案第27号 大多喜町鉄道経営対策事業基金特別会計予算について説明を願います。 

  企画財政課長。 

○企画財政課長（小野田光利君） それでは、141ページからになります。 

  議案第27号 平成24年度大多喜町鉄道経営対策事業基金特別会計予算についてご説明をい

たします。 

  初めに、予算編成の概要についてご説明いたします。 

  この特別会計は、合併前の１市５町から拠出金等をもとに設けられた基金を運用するため

の会計であり、必要に応じて取り崩した基金を当会計で受け入れ、いすみ鉄道に交付金とし

て支出し、鉄道経営の安定を図ることを目的としております。 

  基金の運用は、平成22年度まではいすみ鉄道への赤字助成でございましたが、長期収支見

込では、平成23年度から黒字に転換することとなっておりますため、今後赤字助成はしない

見込みでございます。 

  また、平成23年度からは老朽化した車両の更新等を実施しており、その助成が主な基金運

用の内容となっております。 

  それでは、内容についてご説明をいたしますので、予算書141ページをお開きください。 

  平成24年度大多喜町鉄道経営対策事業基金特別会計予算。 

  平成24年度大多喜町鉄道経営対策事業基金特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算） 

  第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,521万9,000円と定める。 

  第２項といたしまして、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  

歳入歳出予算」による。 

  次に、歳入歳出の内容につきましてご説明をいたしますので、歳入歳出予算事項別明細書

の148、149ページをお開きください。 

  まず、歳入でありますが、款１財産収入、項１財産運用収入、目１利子及び配当金といた

しまして38万3,000円を計上いたしました。これは基金の利子であります。 

  款２寄附金、款３繰越金及び款４諸収入につきましては、それぞれ存目程度の1,000円を

計上させていただいております。 

  款５繰入金につきましては、平成24年度は１両の車両更新を予定しており、4,483万3,000
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円を計上いたしました。この額は車両更新に係る経費の３分の１の額で、いすみ鉄道負担分

の額であります。 

  次に、歳出のご説明をいたしますので、150、151ページをお開きください。 

  歳出でございますが、款１鉄道経営対策事業費、項１鉄道経営対策事業費、目１事業費と

して38万6,000円を計上いたしました。歳入でご説明いたしました基金利子等を鉄道経営対

策事業基金に積み立てるものでございます。 

  目２助成費につきましては4,483万3,000円を計上いたしました。これは、やはり歳入でご

説明いたしましたいすみ鉄道の車両更新に伴う会社負担分に対する交付金であります。歳出

合計額は4,521万9,000円であります。 

  以上で平成24年度大多喜町鉄道経営対策事業基金特別会計の提案説明を終わります。 

○議長（正木 武君） ご苦労さまでした。 

  次に、議案第28号 平成24年度大多喜町国民健康保険特別会計予算について説明を願いま

す。 

  税務住民課長。 

○税務住民課長（関 晴夫君） それでは、議案第28号 平成24年度大多喜町国民健康保険特

別会計予算につきましてご説明いたします。 

  予算書の153ページをお開きいただきたいと存じます。 

  予算書の本文に入ります前に、予算編成状況についてご説明申し上げます。 

  平成24年度の予算につきましては東日本大震災の影響、長引く景気の低迷により、被保険

者の所得の伸びが見込めない状況でございます。医療費につきましては年々増加傾向にあり、

収支の均衡を図る面で大変苦慮しているところでございます。特に、医療給付費につきまし

ては、平成23年度の実績見込み等を考慮し、前年度対比0.1パーセントの増加を予定いたし

ました。それに対しまして、保険料も対前年比1.3パーセントという増加を見込まざるを得

ない状況となり、予算総額で前年度対比0.8パーセント増の13億2,371万7,000円にて計上さ

せていただきました。 

  それでは、本文に入らせていただきます。 

  平成24年度大多喜町国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算） 

  第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ13億2,371万7,000円と定める。 

  第２項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

－194－ 



算」による。 

  なお、詳細につきましては、事項別明細書によりご説明させていただきますので、160ペ

ージをお開きいただきたいと存じます。 

  まず、歳入からご説明いたします。 

  １款国民健康保険税、１項国民健康保険税、１目一般被保険者国民健康保険税でございま

すが、一般被保険者に係る医療給付分、介護納付分及び後期高齢者支援分の現年度課税及び

滞納繰越分で、前年度比較531万8,000円の増で３億1,189万6,000円を計上させていただきま

した。 

  ２目退職被保険者等国民健康保険税でございますが、退職保険者に係る分で前年度比較81

万8,000円の減で2,814万4,000円を計上させていただきました。 

  ２款一部負担金、３款使用料及び手数料につきましては、前年度と同額、存目程度を計上

させていただきました。 

  ４款国庫支出金、１目療養給付費等負担金でございますが、２億5,928万8,000円を予定い

たしまして、後期高齢者支援金分、介護納付分に対する国の負担分の額を計上させていただ

きました。 

  ２目高額医療共同事業負担金でございますが、町が高額療養費拠出金として支払った分を、

国県それぞれ事業の４分の１を負担するものでございます。754万3,000円を計上させていた

だきました。 

  ３目特定健康診査負担金でございますが、特定健康診査に対する国の負担金として138万

7,000円を計上させていただきました。 

  ４款国庫支出金、１目出産育児一時金補助金でございますが、補助額の変更により１件当

たり１万円の補助で10件を見込み、10万円計上させていただきました。 

  ２目財政調整交付金でございますが、町の国保財政の状況に伴う交付金として6,793万

9,000円を計上させていただきました。 

  次に、162ページに移りまして、５款療養給付費交付金、１目療養給付費交付金でござい

ますが、退職被保険者療養給付費に対する交付金で5,353万9,000円を計上させていただきま

した。 

  ６款前期高齢者交付金、１目前期高齢者交付金でございますが、前期高齢者の被保険者数

に応じまして、社会保険診療報酬基金より交付されるもので、２億4,283万1,000円を計上さ

せていただきました。 
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  ７款県支出金、１項県負担金、１目高額医療費共同事業負担金でございますが、80万円以

上の高額療養費に対する共同事業拠出金に対する県負担金分で754万3,000円を計上させてい

ただきました。 

  ２目特定健康診査負担金は、特定健康診査に対する県の負担分で138万7,000円を計上させ

ていただきました。 

  ２項県補助金、１目財政調整交付金でございますが、町の国保財政の財政調整交付金とし

て県から補助される分で4,719万9,000円を計上させていただきました。 

  ８款共同事業交付金、１目共同事業交付金でございますが、高額医療費共同事業及び保険

財政共同安定化事業交付金として１億6,696万6,000円を計上させていただきました。 

  ９款繰入金、１目一般会計繰入金でございますが、保険基盤安定繰入金、助産費等繰入金、

財政安定化支援事業、職員人件費等、特定健康診査事業への繰り入れと、国保財政の支援分

として、保険税引き上げ分の２分の１相当3,400万円を加えまして、１億1,944万2,000円を

計上させていただきました。 

  10款繰越金、１目療養給付費交付金繰越金は1,000円を予定し、２目その他繰越金は平成

23年度繰越金として787万7,000円を計上させていただきました。 

  164ページをお開きいただきたいと存じます。 

  11款諸収入、１目一般被保険者延滞金、２目退職被保険者等延滞金につきましては存目程

度で、それぞれ前年度と同額を予定し、計上させていただきました。 

  ２項雑入、１目延滞処分費から６目雑入まで前年度と同額を予定し、計上させていただき

ました。 

  ７目国保総合システム交付金は廃目となります。 

  以上が歳入でございます。 

  引き続き、歳出についてご説明させていただきます。 

  166ページをお願いいたします。 

  １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費につきましては、職員４名分の人件費、事

務費及び県国保団体連合会への負担金で3,401万7,000円を計上させていただきました。 

  ２項１目運営協議会費でございますが、運営委員の報酬で11万8,000円を計上させていた

だきました。 

  ２款保険給付費、１項療養諸費、１目一般被保険者療養給付費から、168ページ５目審査

及び支払手数料は、一般被保険者及び退職被保険者の療養給付費、療養費、これに係る審査
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支払委託料でございまして、７億6,149万3,000円を計上させていただきました。 

  ２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費と２目退職者被保険者等高額療養費ですが、

高額療養費の実績等を勘案し、３目一般被保険者高額介護合算療養費及び４目退職被保険者

等高額介護合算療養費につきましては、介護給付費と医療費の１年分を合算し、高額が発生

した場合に給付する経費としてそれぞれ計上させていただきました。高額療養費の計で

9,819万2,000円を計上させていただきました。 

  ３項移送費につきましては、一般被保険者及び退職被保険者等の病院から病院への移送費

で、それぞれ５万円を計上させていただきました。 

  ４項出産育児一時金でございますが、前年度と同額で10件、420万3,000円を見込み、計上

させていただきました。 

  ５項葬祭費につきましても、前年と同額で30件、150万円を見込み、計上させていただき

ました。 

  ３款後期高齢者支援金、１目後期高齢者支援金ですが、社会保険診療報酬支払基金へ国保

の被保険者数に応じて支払うもので、１億5,862万3,000円を計上させていただきました。 

  170ページをお開きいただきたいと存じます。 

  ２目後期高齢者関係事務費拠出金で１万6,000円を計上させていただきました。 

  ４款前期高齢者納付金等で、１目前期高齢者納付金等でございますが、事務費拠出金とし

て44万5,000円を計上させていただきました。 

  ５款老人保健拠出金、１目老人保健事務費拠出金でございますが、老人保健医療費に係る

整理事務費として５万3,000円を計上させていただきました。 

  ６款介護納付金、１目介護納付金でございますが、社会保険診療報酬支払基金からの指示

額により算出し、7,898万円を計上させていただきました。 

  ７款共同事業拠出金、１目高額療養費共同事業拠出金でございますが、80万円以上の医療

費に対する拠出金で、3,017万3,000円を計上させていただきました。 

  ２目保険財政共同安定化拠出金でございますが、30万円以上80万円未満の医療費に係る拠

出金で、１億3,679万5,000円を計上させていただきました。 

  ３目その他共同事業拠出金につきましては、存目程度、2,000円を予定し、計上させてい

ただきました。 

  ８款保健事業費、１目保健事業費ですが、人間ドックに係る経費を見込み、236万6,000円

を計上させていただきました。 
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  172ページをお開きいただきたいと存じます。 

  ２項特定健康診査等事業費ですが、国保加入者の特定健康診査等の経費で、1,208万9,000

円を予定し、計上させていただきました。 

  ９款諸支出金、１項償還及び還付加算金でございますが、一般被保険者、退職被保険者等

の保険税の還付金を、前年度と同額の155万2,000円を計上させていただきました。 

  10款予備費につきましては、前年度と同額の300万円を計上させていただきました。 

  以上が歳出でございます。 

  これで平成24年度大多喜町国民健康保険特別会計予算についての説明を終わらせていただ

きます。 

○議長（正木 武君） 次に、議案第29号 平成24年度大多喜町後期高齢者医療特別会計予算

について説明を願います。 

  税務住民課長。 

○税務住民課長（関 晴夫君） それでは、議案第29号 平成24年度大多喜町後期高齢者医療

特別会計予算につきましてご説明申し上げます。 

  予算書の185ページをお開きいただきたいと存じます。 

  本文に入ります前に、平成24年度の予算編成状況につきましてご説明させていただきます。 

  本予算は、国では医療制度改革が進められておりますが、不透明な部分が多分にある中、

医療保険者であります千葉県後期高齢者医療広域連合で賦課されます保険料率等の数値をも

とにした予算編成をさせていただきました。 

  それでは、本文に入らせていただきます。 

  平成24年度大多喜町後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算） 

  第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億964万7,000円と定める。 

  第２項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

  なお、詳細につきましては、事項別明細書によりご説明をさせていただきますので、192

ページをお開きいただきたいと存じます。 

  まず、歳入でございます。 

  １款後期高齢者医療保険料、１目特別徴収保険料でございますが、年金からの特別徴収に

よる保険料で、5,345万9,000円を計上させていただきました。 
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  ２目普通徴収保険料でございますが、納付書等により納付する保険料で2,020万8,000円を

計上させていただきました。 

  ２款使用料及び手数料、１目督促手数料でございますが、２万円を計上させていただきま

した。 

  ３款繰入金、１目事務費繰入金でございますが、後期高齢者医療事務費に係る繰入金で、

67万5,000円を計上させていただきました。 

  ２目保険基盤安定繰入金でございますが、保険料軽減対象者分でございまして、このうち

県が４分の３、町が４分の１を負担するもので、3,465万9,000円を計上させていただきまし

た。 

  ４款繰越金でございますが、前年度よりの繰越金で、10万円を計上させていただきました。 

  ５款諸収入、１目保険料還付金等でございますが、52万6,000円を計上させていただきま

した。 

  以上が歳入でございます。 

  引き続き、歳出についてご説明申し上げます。 

  194ページをお開きいただきたいと存じます。 

  １款一般管理費でございますが、後期高齢者医療事務費で25万5,000円を計上させていた

だきました。 

  ２目徴収費でございますが、保険料徴収事務費で44万円を計上させていただきました。 

  ２款後期高齢者医療広域連合納付金、１目後期高齢者医療広域連合納付金につきましては、

被保険者から徴収いたしました保険料と、低所得者の低減分の繰入金を合せて広域連合に納

付するもので、１億842万5,000円を計上させていただきました。 

  ３款諸支出金、１目保険料還付金でございますが、前年度の保険料やお亡くなりになった

方、転出された方の保険料、再算定により減額となった方の分等の還付で、52万6,000円を

計上させていただきました。 

  ２項１目他会計繰出金につきましては、存目程度を計上させていただきました。 

  以上が歳出でございます。 

  これで、平成24年度大多喜町後期高齢者医療特別会計予算の説明を終わらせていただきま

す。 

○議長（正木 武君） 次に、議案第30号 平成24年度大多喜町介護保険特別会計予算につい

て説明を願います。 
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  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（磯野幸子君） それでは、議案第30号 平成24年度大多喜町介護保険特別会

計予算案につきまして、提案説明をさせていただきます。 

  予算書の197ページをお開きいただきたいと思います。 

  予算書本文の説明の前に、平成24年度の予算編成状況をご説明いたします。 

  平成24年度予算案につきましては、介護保険事業を円滑に推進するため、前年度の各種介

護サービスの利用状況と給付費の実績をもとに、介護報酬の改定、23年度町内に整備された

介護老人保健施設、整備中の町内の認知症対応型グループホーム等の利用状況を推計して、

前年度比14.49パーセント増の10億5,266万4,000円の予算額で編成をさせていただきました。 

  それでは、本文に入らせていただきます。 

  議案第30号 平成24年度大多喜町介護保険特別会計予算は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算） 

  第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ10億5,266万4,000円と定める。 

  第２項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

  （歳出予算の流用） 

  第２条 地方自治法第220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を

流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

  第１号、保険給付費の各項に計上された予算額に過不足が生じた場合における同一款内で

のこれらの経費の各項の間の流用。 

  なお、詳細につきましては、事項別明細書によりご説明申し上げますので、204ページを

お開き願いたいと思います。 

  まず、歳入でございますが、款１保険料、項１介護保険料、目１第１号被保険者保険料に

つきましては、65歳以上の第１号被保険者数を3,478名を推計し、１億7,259万8,000円、前

年度比24.6パーセント増を予定し、計上させていただきました。 

  款２使用料及び手数料、項１手数料につきましては、保険料の督促手数料や情報公開手数

料であり、前年度同様５万8,000円を計上させていただきました。 

  款３国庫支出金、項１国庫負担金、介護給付費負担金につきましては１億6,546万8,000円、

前年度比13.6パーセント増を予定し、計上させていただきました。 

  項２国庫補助金につきましては、介護保険の財政調整を図るための介護給付費の５パーセ
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ントが基準となっている調整交付金を8,135万5,000円、地域支援事業費交付金のうち、介護

予防事業を79万8,000円、包括的支援事業・任意事業を230万2,000円、計8,445万5,000円、

前年度比16.3パーセント増を予定し、計上させていただきました。 

  款４県支出金、項１県負担金、介護給付費県負担金につきましては１億5,895万5,000円、

前年度比16.8パーセント増を予定し、計上させていただきました。 

  項２県補助金でございますが、地域支援事業交付金として介護予防事業に対し39万9,000

円、包括的支援事業・任意事業に対し115万1,000円、計155万、前年度比4.7パーセント減を

予定し、計上させていただきました。 

  款５支払基金交付金、項１支払基金交付金につきましては、第２号被保険者の負担割合29

パーセントの介護給付費交付金２億8,948万6,000円、地域支援事業費交付金92万5,000円、

前年度比11.2パーセント増を予定し、計上させていただきました。 

  款６繰入金、項１他会計繰入金につきましては、一般会計繰入金として、206ページに移

りますが、介護給付費等にかかわる町の法定負担分12.5パーセント分と、職員人件費、事務

費の繰り入れとして１億7,010万1,000円、前年度比12.7パーセント増を予定し、計上させて

いただきました。 

  206ページをお開き願います。 

  款６繰入金、項２基金繰入金、介護給付費準備基金繰入金につきましては、介護給付費の

被保険者負担分の不足を補うための財源として繰り入れるもので、758万4,000円、前年度比

32.4パーセント減を予定し、計上させていただきました。 

  款７繰越金でございますが、前年度からの繰越金として4,000円を計上させていただきま

した。 

  款８諸収入、項１延滞金、加算金及び過料でございますが、存目程度の延滞金1,000円を

計上させていただきました。 

  項２雑入でございますが、生活保護者の介護認定調査等手数料、予防給付費負担金及び介

護予防事業参加者負担金であり147万9,000円、前年度比4.8パーセント減を予定し、計上さ

せていただきました。 

  以上が歳入でございます。 

  引き続き、歳出の説明をさせていただきます。 

  208ページをお開き願います。 

  款１総務費、項１総務管理費、目１一般管理費でございますが、介護保険関係職員４名分
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の人件費と介護保険業務用の事務費で2,825万4,000円を計上させていただきました。 

  項２徴収金、目１賦課徴収金でございますが、介護保険料賦課徴収にかかわります事務費

で27万7,000円を計上させていただきました。 

  項３介護認定審査会費、目１介護認定調査等費でございますが、介護認定にかかわる医師

意見書作成手数料などで324万8,000円、目２介護認定審査会共同設置負担金でございますが、

介護認定審査会共同事務処理負担金として331万7,000円を計上させていただきました。 

  項４運営協議会費でございますが、介護保険運営協議会委員の報酬12名分として７万

5,000円を計上させていただきました。 

  次に、210ページをお開き願います。 

  款２保険給付費、項１介護サービス等諸費でございますが、要介護１から５の認定を受け

た方への在宅介護、地域密着型介護、施設介護、福祉用具購入、住宅改修、居宅介護サービ

ス計画等の給付費で８億9,210万6,000円を計上させていただきました。 

  項２介護予防サービス等諸費でございますが、要支援１、２の認定を受けた方への在宅介

護、地域密着型介護、福祉用具購入、住宅改修、居宅介護サービス計画等の給付費で2,672

万5,000円を計上させていただきました。 

  項３その他諸費につきましては、介護給付にかかわる審査支払手数料として65万2,000円

を計上させていただきました。 

  212ページをお開き願います。 

  項４高額介護サービス等費、利用者負担の上限を超えた場合に支給するもので、高額介護

サービス費2,237万円、高額介護予防サービス費を前年度と同額の６万円を計上させていた

だきました。 

  項５高額医療合算介護サービス等費につきましては、医療費と介護給付費の自己負担額の

合算が年間の限度額を超えた場合にそれぞれの会計から支給されるもので、228万7,000円を

計上させていただきました。 

  項６特定入所者介護サービス等でございますが、低所得者の施設入所にかかわる食費、居

住費の自己負担の軽減に伴う補助及び交付金で5,402万8,000円を計上させていただきました。 

  款３基金積立金でございますが、準備基金への積立金で存目程度3,000円を計上させてい

ただきました。 

  款４地域支援事業費、項１介護予防事業費、目１二次予防事業費でございますが、要介護

状態となるおそれの高い状態と認められる65歳以上の方を対象として行う介護予防事業であ
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り、本町の場合、からだいきいき塾という事業名で実施しております。120万2,000円を計上

させていただきました。 

  214ページをお開き願います。 

  項２一次予防事業費でございますが、主に活動的な状態にある高齢者の生活機能の維持向

上に向けた取り組みとともに、地域における自発的な介護予防の活動の育成支援を行う事業

で315万8,000円を計上させていただきました。 

  項２包括的支援事業・任意事業費、目１任意事業費でございますが、寝たきり高齢者への

おむつの支給、成年後見人制度の利用者支援等で160万5,000円を計上させていただきました。 

  目２包括的支援事業費でございますが、包括支援センター職員２名分の人件費1,309万

4,000円を計上させていただきました。 

  款５諸支出金につきましては、国県支出金等の精算に伴う返還金としまして、前年度と同

額の10万3,000円を計上させていただきました。 

  款６予備費につきましては、前年度と同額の10万円を計上させていただきました。 

  なお、218ページから227ページは省略させていただきます。 

  以上が歳出でございます。 

  これで、平成24年度大多喜町介護保険特別会計予算案の説明を終わらせていただきます。 

○議長（正木 武君） 次に、議案第31号 平成24年度大多喜町水道事業会計予算について説

明を願います。 

  環境水道課長。 

○環境水道課長（川嵜照恭君） それでは、議案第31号 平成24年度大多喜町水道事業会計予

算についてご説明させていただきます。 

  別冊の水道事業会計予算書の１ページをお開きいただきたいと存じます。 

  （総則） 

  第１条 平成24年度大多喜町水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

  （業務の予定量） 

  第２条 業務の予定量は次のとおりとする。 

  （１）給水戸数3,763戸。 

  （２）年間総給水量107万4,745立方メートル。 

  （３）１日平均給水量2,945立方メートル。 

  （収益的収入及び支出） 
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  第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

  収入、第１款水道事業収益４億5,385万3,000円、第１項営業収益３億1,032万4,000円、第

２項営業外収益１億4,352万9,000円。 

  支出、第１款水道事業費用４億5,099万8,000円、第１項営業費用４億466万4,000円、第２

項営業外費用4,313万4,000円、第３項特別損失280万円、第４項予備費40万円。 

  （資本的収入及び支出） 

  第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的

支出額に対し不足する額は１億2,690万円は、当年度分損益勘定留保資金１億2,690万円にて

補てんするものとする。） 

  収入、第１款資本的収入8,742万9,000円、第１項負担金280万円、第２項企業債6,211万

9,000円、第３項出資金2,250万円、第４項固定資産売却代金１万円。 

  支出、２ページ、３ページをお開きください。 

  第１款資本的支出２億1,432万9,000円、第１項建設改良費9,726万、第２項企業債償還金

１億1,706万9,000円。 

  （企業債） 

  第５条 企業債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定め

る。 

  配水管布設事業、限度額1,600万円、施設拡張事業、限度額4,380万8,000円、２事業とも

起債の方法、普通貸借又は証券発行、利率年５パーセント以内、償還の方法、政府資金につ

いては、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。た

だし、債権者との協議により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に

借り換えることができる。なお、起債の全部又は一部を翌年度へ繰り越しして借り入れるこ

とができる。公的資金補償金免除繰上償還に係る借換、限度額231万1,000円、起債の方法、

普通貸借又は証券発行、利率年５パーセント以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる資

金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）、償還の方法、借

入先の条件による。ただし、財政その他の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、もし

くは繰上償還又は低利に借り換えすることができる。限度額6,211万9,000円。 

  ３ページに入ります。 

  （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

  第６条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定め
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る。 

  （１）第１項営業費用、第２項営業外費用との相互。 

  （議会の議決を経なければ流用することができない経費） 

  第７条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、

又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

  （１）職員給与費5,135万4,000円。 

  （一般会計からの補助金） 

  第８条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は7,650万円である。 

  （たな卸資産購入限度額） 

  第９条 たな卸資産の購入限度額は277万2,000円と定める。 

  予算に関する説明書５ページから７ページの予算実施計画、９ページ資金計画、10ページ

から17ページの給与明細書、22から23ページの予定貸借対照表本年度分は記載のとおりでご

ざいますので、割愛させていただきます。 

  続きまして、予算の明細につきましては、水道事業会計予算積算基礎資料によりご説明さ

せていただきます。 

  24ページ、25ページをお開きいただきたいと思います。 

  収益的収入及び支出でございますが、収入の部、款１水道事業収益、予定額４億5,285万

3,000円、項１営業収益、目１給水収益、節１水道料金３億949万円でございます。 

  目２その他営業収益、節１材料売却収益46万1,000円、節２手数料19万円、節４雑収益18

万3,000円は表示テープ等の売却、給水工事設計審査、工事検査手数料、給排水管修繕工事

代、水道料金督促料等でございます。 

  項２営業外収益、目１受取利息及び配当金、節１預金利息1,000円。 

  目２他会計補助金、節１一般会計補助金7,650万円は高料金対策補助金でございます。 

  目３県補助金、節１県補助金6,700万円は県の水道総合対策事業補助金でございます。 

  目４雑収益、節１雑収益２万8,000円は東京電力、ＮＴＴ等の水道施設用用地の使用料等

でございます。 

  26、27ページをお開きいただきたいと思います。 

  支出の部、款１水道事業費用、予定額４億5,099万8,000円、項１営業費用、目１原水及び

浄水費、予定額２億1,885万1,000円、節の主なものといたしましては、節１給料234万円は

水道施設管理等の専門職員の２名分５カ月分給料でございます。節３賃金169万4,000円は浄
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水場管理臨時職員４カ月分の賃金でございます。節16委託料2,354万5,000円は水道施設管理、

汚泥処理、水質検査等業務委託料等でございます。節19修繕費304万5,000円は取水、導水、

浄水、送水等施設の修繕費でございます。節21動力費730万8,000円は浄水場、排水場、井戸

ポンプ等の電気料でございます。節26受水費１億7,600万1,000円は南房広域水道からの受水

費でございます。 

  目２配水及び給水費、予定額2,328万2,000円、節の主なものといたしまして、節１給料

428万4,000円は職員１名分の給料でございます。 

  28、29ページをお開きいただきたいと思います。 

  節19修繕費745万5,000円は施設修理、漏水修理等の修繕料でございます。節20路面復旧費

226万円は舗装本復旧費、舗装仮復旧常温合材費でございます。節21動力費346万5,000円は

加圧所20カ所分の電気料金でございます。 

  目３総係費、予定額4,811万1,000円、節の主なものといたしましては、節１給料1,747万

6,000円は職員４名分の給料でございます。節16委託料820万7,000円は検針委託料、水道料

金システム等電算機器保守、予算編成システム保守等の委託料でございます。節18賃借料

396万8,000円は水道料金システム、パソコン及び周辺機器、予算編成システム等リース代で

ございます。 

  30、31ページをお開きいただきたいと思います。 

  節32保険料24万8,000円は４台分の自動車保険、大多喜配水場等の建物保険、水道賠償責

任保険等保険料でございます。 

  目４減価償却費、節１有形固定資産減価償却費１億1,288万1,000円は建物、構築物、機械

及び装置等の減価償却費でございます。 

  目５資産減耗費、節の主なものといたしましては、節１固定資産除却費116万2,000円は構

築物、機械及び装置、工具、器具及び備品の除却費でございます。 

  目６その他営業費用、節１材料売却原価36万7,000円は貯蔵品の売却資材原価でございま

す。 

  項２営業外費用、予定額4,313万4,000円、目１支払利息、節１企業債利息3,800万1,000円

は財務省財政融資資金18件、地方公共団体金融機構37件、他金融機関の借換債４件の支払利

息でございます。 

  目２雑支出、節２雑支出295万円は特定収入消費税相当額、過年度分水道料金還付等の雑

支出でございます。 
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  目３消費税、節１消費税211万3,000円は消費税の確定申告の見込み額でございます。 

  項３特別損失、予定額280万円、節１過年度損益修正損280万円は水道料金不納欠損額でご

ざいます。 

  項４予備費、予定額40万円、節99、40万円は予備費でございます。 

  32、33ページをお開きいただきたいと思います。 

  資本的収入及び支出でございますが、収入の部、款１資本的収入、予定額8,742万9,000円、

項１負担金、目１加入負担金、節１加入負担金210万円は新規加入及び口径変更等の加入負

担金でございます。 

  目２工事負担金、節１工事負担金70万円は他会計負担の消火栓設置に伴う工事負担金でご

ざいます。 

  項２企業債、予定額6,211万9,000円、目１企業債、節１企業債6,211万9,000円は上瀑小か

ら台交差点までの配水管布設、伊保田、面白施設の拡張、繰上償還の借り換え等の企業債で

ございます。 

  項３出資金、予定額2,250万円、目１出資金、節１一般会計出資金2,250万円は町道増田小

土呂線の配水管布設事業に伴う一般会計出資金でございます。 

  項４固定資産売却代金、予定額１万円、目１固定資産売却代金、節１固定資産売却代金１

万円は使用していない施設等の資産をインターネット利用により売却する際の売却代金でご

ざいます。 

  34、35ページをお開きいただきたいと思います。 

  支出の部、款１資本的支出、予定額２億1,432万9,000円、項１建設改良費、目１取水施設

費、節34工事請負費100万円は緊急時における取水施設の機器交換工事でございます。 

  目２浄水施設費、節34工事請負費100万円は緊急時の浄水場施設の機器交換工事費でござ

います。 

  目３配水施設費、予定額4,726万6,000円、節の主なものといたしまして、節１給料289万

5,000円は職員１名分の給料でございます。節23材料費31万5,000円は布設替工事用の材料費

でございます。節34工事請負費4,081万円は県道大多喜一宮線及び町道増田小土呂線の配水

管布設替、消火栓の設置、舗装本復旧等の工事費でございます。 

  目４固定資産取得費、予定額418万5,000円、節２機械購入費134万円、これは横山３号井

及び面白浄水場取水ポンプの購入費でございます。節４量水器費284万5,000円は量水器新規

設置分45個、検定期間満了437個の購入費及び取替経費でございます。 
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  目５施設拡張費、予定額4,380万9,000円、節16委託料374万9,000円は新規面白浄水場及び

伊保田加圧所の用地測量、土地調査に伴う委託料でございます。節34工事請負費3,150万円

は伊保田加圧設置及び配水管布設工事の請負費でございます。節35土地取得費756万円は新

規面白浄水場及び伊保田加圧所の用地取得費でございます。節36補償費100万円は新規面白

浄水場用地買収に伴います補償費でございます。 

  項２企業債償還金、目１企業債償還金、節１企業債償還金１億1,706万9,000円は財務省財

政融資資金18件、地方公共団体金融機構30件、他金融機関借換債４件等の償還金でございま

す。 

  以上で平成24年度大多喜町水道事業会計予算の説明を終わります。よろしくご審議のほど

お願いを申し上げます。 

○議長（正木 武君） 次に、議案第32号 平成24年度大多喜町特別養護老人ホーム事業会計

予算について説明を願います。 

  特別養護老人ホーム所長。 

○特別養護老人ホーム所長（齋藤健二君） それでは、説明させていただきます。 

  平成24年度大多喜町特別養護老人ホーム事業会計を提案するに当たり、内容についてご説

明させていただきます。 

  予算書の１ページをごらんいただきたいと思います。 

  議案第32号 平成24年度大多喜町特別養護老人ホーム事業会計予算。 

  （総則） 

  第１条 平成24年度大多喜町特別養護老人ホーム事業会計の予算は、次に定めるところに

よる。 

  （業務の予定量） 

  第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

  （１）利用定員、施設介護サービス80人、居宅介護サービス４人。 

  （２）年間利用予定者数、施設介護サービス２万8,200人、居宅介護サービス1,200人。 

  （収益的収入及び支出） 

  第３条 収益的収入及び支出の予定量は、次のとおりと定める。 

  収入、第１款特別養護老人ホーム事業収益３億1,168万8,000円、第１項営業収益３億

1,158万6,000円、第２項営業外収益10万2,000円。 

  支出、第１款特別養護老人ホーム事業費用３億307万9,000円、第１項営業費用３億157万
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8,000円、第２項営業外費用1,000円、第３項予備費150万円。 

  （資本的収入及び支出） 

  第４条 資本的収入及び支出の予定量は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的

支出額に対して不足する額537万6,000円は当年度分損益勘定留保資金で補てんするものとす

る。） 

  支出、第１款資本的支出537万6,000円、第１項建設改良費537万6,000円。 

  ２ページをお開けください。 

  （一時借入金） 

  第５条 一時借入金の限度額は1,200万円と定める。 

  （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

  第６条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定め

る。 

  （１）第１項営業費用、第２項営業外費用との相互。 

  （議会の議決を経なければ流用することができない経費） 

  第７条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、

又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

  （１）職員給与費２億2,665万3,000円でございます。 

  続きまして、積算基礎資料にて内容についてご説明申し上げますので、22ページ、23ペー

ジをお開きいただきたいと思います。 

  積算基礎資料。収益収入及び支出、収入、第１款特別養護老人ホーム事業収益、第１項営

業収益、第１目介護報酬収益２億5,863万7,000円を計上させていただきました。これは長期、

短期入所の施設利用分と介護サービス費の交付金でございます。 

  第２目介護負担金収益5,294万9,000円を計上させていただきました。これは利用者様の負

担金でございます。 

  第２項営業外収益10万2,000円、第１目受取利息1,000円、第２目寄附金1,000円、第３目

その他事業外収益10万円を計上させていただきました。自動車販売費設置料と教育実習生受

け入れ謝礼でございます。事業収益合計ですが、予定額として３億1,168万8,000円を計上さ

せていただきました。 

  続きまして、24、25ページをお開きいただきたいと思います。 

  支出でございます。第１款特別養護老人ホーム事業費用、第１項営業費用、第１目総務管
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理費事務費ですが、１億8,913万円を計上させていただきました。 

  続きまして、節の主なものを説明させていただきます。第２節給料9,808万6,000円、第３

節手当4,131万6,000円、第４節法定福利費4,316万3,000円、一般職31名分の人件費でござい

ます。第14節委託料104万1,000円、介護師及び調理師34名分の健康診断委託料並びに腰痛検

査、そして２年に一度義務づけられております建物調査の委託料でございます。第16節使用

料292万2,000円、企業会計システム、福祉総合システムの賃借料、そして公金振り込みの千

葉銀インターネットバンキングサービス使用料、そしてコピー使用料でございます。 

  続いて、26、27ページをお開きいただきたいと思います。 

  第２目施設管理費2,696万5,000円を計上させていただきました。第８節備消耗品費732万

6,000円、尿とりパット、紙おむつ並びに医薬材料等でございます。第12節修繕料330万円、

水道設備修理、調理器具修繕、倉庫屋根がえ修理等を計上させていただいております。第20

節光熱水費854万4,000円、電気472万、ガス136万、水道料金246万を計上させていただいて

おります。 

  第３目居宅介護事業費319万2,000円を計上させていただきました。臨時職員１名分の人件

費等でございます。 

  第４目施設介護事業費7,426万5,000円を計上させていただきました。第４節法定福利費

500万円、第７節賃金3,511万4,000円、臨時職員18名の人件費でございます。 

  28、29ページをお開きいただきたいと思います。 

  第８節備消耗品費210万円、薬用洗剤や洗濯洗剤、食器ほか厨房用品及び入浴介助時エプ

ロン、長靴等でございます。第21節賄い材料費2,510万円、長短利用者の84名分の給食賄い

材料代でございます。 

  第５目減価償却費801万6,000円を計上させていただきました。これは有形固定資産の償却

費でございます。 

  第６目資産消耗品費1,000円を計上させていただきました。 

  第２項営業外費用、第１目雑支出1,000円計上させていただいております。 

  第３項予備費、第１目予備費150万円を計上させていただきました。 

  費用合計で３億307万9,000円を計上させていただきました。 

  続きまして、30、31ページをお開きいただきたいと思います。 

  資本的収入及び支出でございます。 

  第１款資本的支出、第１項建設改良費、第１目設備整備費537万6,000円を計上させていた
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だきました。第１節工事請負費437万6,000円でございますが、地下タンクＦＲＰライニング

工事並びに暖房給湯用の膨脹水槽更新工事でございます。第２節備消耗品費100万円、エア

コンそして業務用の大型冷蔵庫の購入を考えております。 

  以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

○議長（正木 武君） ご苦労さまでした。 

  以上で一括議題とした議案第26号から議案第32号までの平成24年度大多喜町一般会計予算

及び各特別会計予算、各事業会計予算の提案説明を終わります。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎発議第１号の上程、説明、採決 

○議長（正木 武君） 日程第23、発議第１号 大多喜町農業委員会の委員の推薦についてを

議題とします。 

  お諮りします。 

  平成24年３月31日をもって、農業委員会の委員の任期が満了することに伴い、農業委員会

等に関する法律第12条第２号及び大多喜町農業委員会の委員の定数に関する条例第２条の規

定に基づき、議会が推薦する次期の委員として、議案のとおり、大多喜町黒原311番地、末

吉繁夫さん、大多喜町横山70番地、浅野武重さんの２人を推薦したいと思います。 

  これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議会推薦の農業委員は、大多喜町黒原311番地、末吉繁夫さん、大多喜町横

山70番地、浅野武重さんの２人を推薦することに決定をしました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎休会について 

○議長（正木 武君） お諮りします。 

  あす３月10日から３月20日までは、議案調査及び休日が入るため休会としたいと思います

が、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 異議なしと認めます。 

  したがって、３月10日から３月20日までは、議案調査及び休日が入るため休会することで

決定しました。 
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  なお、既にご通知したとおり、新年度予算案の細部説明及び議案調査のため、来週14日及

び15日の午前９時から各常任委員会協議会が役場第３会議室で開催されますので、ご承知願

います。 

  この常任委員会協議会は傍聴ができますので、都合のつく方は傍聴されるようお願いしま

す。 

  また、最終日、３月21日は午前10時から本会議を開きますので、ご参集を願います。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎散会の宣告 

○議長（正木 武君） 以上で本日の会議は全部終了しました。 

  長時間ご苦労さまでした。本日の会議を閉じます。 

（午後 ４時３６分） 
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───────────────────────────────────────────────── 

◎開議の宣告 

○議長（正木 武君） ただいまの出席議員は12人全員です。したがって、会議は成立しまし

た。 

  これより本日の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

───────────────────────────────────────────────── 

◎行政報告 

○議長（正木 武君） 日程に先立ち、町長から行政報告があります。 

  町長。 

○町長（飯島勝美君） 平成24年第１回議会定例会の最終日に当たりまして、一言ごあいさつ

申し上げます。 

  本日は、議長さんを初め、議員各位には、年度末大変お忙しいところ、ご出席を賜りまし

て、まことにありがとうございます。また、日ごろから町政運営に何かとご支援、ご協力を

賜り、改めて御礼を申し上げます。 

  それでは、本定例議会初日以降の行政報告につきましては、お手元に配付をさせていただ

きました資料によりご承知をいただきたいと思います。 

  さて、本日は、平成24年度当初予算に係る質疑と採決となっておりますが、さきの常任委

員会協議会において関係各課より各種事業の詳細説明をさせていただきましたが、特に先日

の定例議会２日目の終了後に配付、説明をさせていただきました亀田医療大学の建設に係る

財政支援に関しましては、町からの助成に伴う要望及びその回答につきましては、ご説明を

申し上げたとおりでございますので、ご理解を賜りたいと存じます。 

  そのほか、人口減少の歯どめの策として、定住化対策や少子化対策、さらには大多喜小学

校屋内運動場の大規模改造事業、中央公民館ホールの耐震改修事業、養老渓谷拠点施設整備

事業等が主な投資的事業として予算化させていただきました。どうぞ議員各位におかれまし

ては、これらの施策について十分ご理解を賜りますようお願いを申し上げます。 

  以上、定例議会最終日に当たり、会議の冒頭に当たり、あいさつとさせていただきます。

よろしくご審議の上、ご可決を賜りますようお願いを申し上げる次第でございます。 

○議長（正木 武君） これで行政報告を終わります。 

───────────────────────────────────────────────── 
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◎諸般の報告 

○議長（正木 武君） 次に、諸般の報告でありますが、３月９日開催の本会議以降の議会の

主な事項は、お配りした印刷物によりご了承いただきたいと思います。このうち、国保国吉

病院議会の関係について、10番藤平美智子議員から報告願います。 

  10番藤平議員。 

○１０番（藤平美智子君） 国保国吉病院組合議会について報告をいたします。 

  去る３月19日午前10時より、いすみ医療センター会議室におきまして、第１回国保国吉病

院組合議会定例会がございました。本町からは、江澤議員、君塚議員、そして私の３名が出

席をいたしました。執行部より付議された事件は４件、すべて全会一致で原案のとおり承認、

可決されました。 

  議案第１号は、国保国吉病院組合一般職の給与等に関する条例等の一部を改正する条例を

制定するものでございます。内容は、千葉県人事委員会の給与勧告に伴い、給与構造改革に

おける経過措置額の改正をしようとするものであります。 

  議案第２号は、千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議

についてであります。銚子市と松戸市が平成24年４月１日より共同処理の追加依頼がされた

ことから、同組合議会の議決を求めるものでありました。 

  議案第３号は、平成23年度国保国吉病院組合事業会計補正予算（第２号）でありまして、

今回の補正予算は、収益的収入及び支出で2,212万4,000円の減額。収入予算の主なものは、

人工透析室が未開設による外来収益で2,286万円の減額、医業外収益で地域医療再生基金の

運用による夷隅地域病院群輪番制の補助金534万円の増額、医師確保推進事業480万円の増額

であります。支出予算の主なものは、人工透析関係職員の人件費1,252万4,000円の減額、医

師研究費資金貸付金事業で960万円の減額、資本的収入及び支出の資本的支出におきまして、

人工透析室の未開設に伴う人工透析機8,000万円の減額補正するものであります。 

  議案第４号は、平成24年度国保国吉病院組合事業会計予算です。お手元の資料のとおりで

ございます。収益的支出及び資本的支出を合わせた支出予算の総額は37億9,472万9,000円と

するものです。 

  以上で国保国吉病院組合議会報告を終わります。 

○議長（正木 武君） ご苦労さまでした。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第２６号の質疑、討論、採決 
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○議長（正木 武君） これより日程に入ります。 

  本日の会議は、既に配付いたしました議事日程第３号により進めてまいりますので、よろ

しくお願いします。 

  日程第１、議案第26号から日程第８、議案第32号までの平成24年度大多喜町一般会計予算、

各特別会計予算及び各事業会計予算については、既に一括議題として提案理由の説明が終わ

っております。３月９日の会議に引き続き、これより各会計ごとに質疑、討論、採決を行い

ます。 

  議員各位には、既にご承知のとおり、事前に配付されている予算に係る予算説明資料など

は予算審議を円滑に進めるための参考資料ですので、質疑に当たっては平成24年度の各歳入

歳出予算書により質疑されるようお願いします。 

  なお、質疑の際は予算書のページを示していただくとともに、質疑に当たっては、議題外

にわたり、また、その範囲を超えることのないようご留意を願います。 

  まず、議案第26号 平成24年度大多喜町一般会計予算について質疑を行います。 

  質疑はありますか。 

  １番野中議員。 

○１番（野中眞弓君） すみません、朝一番から。 

  10ページ、歳入で町税ですけれども、町民税の個人及び法人の23年度、できれば22年度も

ですが、そして24年度は見込みですが、平均所得どのくらいなのか教えていただきたいと思

います。 

○議長（正木 武君） 税務住民課長。 

○税務住民課長（関 晴夫君） 22年度から24年度までの平均所得というご質問でございます

が、22年度173万5,534円、23年度が162万1,994円、24年度が158万672円。 

  以上になります。 

○議長（正木 武君） ほかに質疑ありませんか。 

  １番野中議員。 

○１番（野中眞弓君） 39ページ、町有林管理250万でしょうか、委託先はどこでしょうか。

そして、今、町有林の状況、財産状況というのでしょうか、最も樹齢の高いものから若いも

のまでどの程度あるんでしょうか。ずっと町有林の管理については、少なくないお金が投入

されてきていると思います。よろしくお願いします。 

○議長（正木 武君） 産業振興課長。 
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○産業振興課長（菅野克則君） 町営林の管理の委託先ということでございますけれども、委

託先につきましては、千葉県森林組合市原支所でございます。 

  樹齢の高いものと低いものということでございますけれども、樹齢の一番高いものは79年

生です。樹齢の低いものは21年生です。平均しますと50年生が平均だと思います。 

  また、財産の材積ですけれども、約４万7,000立米ということでございます。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） ほかに質疑ありませんか。 

  ４番小髙議員。 

○４番（小髙芳一君） 今の町有林の管理委託の件でありますけれども、どの範囲を、どうい

う仕事を委託しているのか、お願いをします。 

○議長（正木 武君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（菅野克則君） 事業の範囲ですけれども、林道泉水西部田線の草刈りと、あ

そこは側溝がございますので、側溝の清掃でございます。それとまた、南千葉ゴルフ場に接

したところに新しい林道が1,000メートルございますけれども、それの下刈りと、あと、そ

こは側溝はございませんけれども、道路の管理でございます。あと、公民館の裏、要するに

ここから野球場の裏、ずっとそこにかけての草刈りでございます。それと、二の丸浄水場が

もとございましたけれども、その上に今、雑木、クヌギとかを植えてございますけれども、

そこの下刈りでございます。それと、あと枝打ちと、ことしは除間伐も予定しております。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） ほかに質疑ありますか。 

  ３番江澤議員。 

○３番（江澤勝美君） １点ほどお聞きします。 

  ページで７ページ、地方交付税、本年度予算が15億2,000万、前年度が14億8,000万で、こ

とし4,000万プラスになっていますけれども、23年度事業あるいは本年度もありましたけれ

ども、事業によって後ほど地方交付税で算入されるという説明があったんですけれども、そ

の交付措置がこの中に含まれておるのか、あるいは別に交付されておるのか、その点ちょっ

とお聞きいたします。 

○議長（正木 武君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（小野田光利君） 地方交付税の中に含まれているかということでございます

が、交付税の中に毎年、計算式の中に含まれております。常に毎年、臨時財政対策債の計算
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の中で残高を計算式の中に入れるようになっておりまして、それによって算出をされており

ます。発行の可能額が２億5,200万円のうち２億5,000万ということで、今回の計算をさせて

いただいております。 

  以上でございます。 

○議長（正木 武君） ３番江澤議員。 

○３番（江澤勝美君） 関連で。では、今年度予算の地方交付税とは別に算入されているとい

うことでよろしいですか。 

○議長（正木 武君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（小野田光利君） 別にではなくて、この計算式、計算式というか、交付税の

発行可能額の計算式の中に算入をされているという形ですので、はい、含まれております。 

○議長（正木 武君） ほかに質疑ありますか。 

  １番野中議員。 

○１番（野中眞弓君） 町有林のことなんですけれども、町有林の平均50年生の林ということ

ですが、千葉県で問題になっている溝腐病などに侵されたものというのはないのでしょうか。

要するに、このまま保育をしていくことによって価値のある用材がとれる林なのでしょうか。 

○議長（正木 武君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（菅野克則君） ただいまのサンブスギの致命的な病気でございます、サンブ

挿しスギですね、その致命的な病気でございます溝腐病でございますけれども、当時の苗木

はほとんどサンブ挿しスギでございます。溝腐病は結構スギとして植林してございます。今

も溝腐病の材木はございます。 

  ただし、今切って、また新しい、そうでない種類の木を植えるということは少し今のとこ

ろ困難でございますので、今のところこのまま育てていきたいと。また、森林も、ただ用材

という目的もございますけれども、やはり森林は地球温暖化のＣＯ２の削減のもとだと。気

候も和らげる、また洪水も防ぐというような多面的な役割もあるということで、そういう観

点からも、このままにしていきたいということでございます。 

○議長（正木 武君） １番野中議員。 

○１番（野中眞弓君） 用材として価値のない林を持ち続けることというのは問題があると思

います。それと、温暖化の問題で必要だと。次々に更新される林については炭酸ガスの吸収

はいいんだけれども、もう固定化されてしまった森林というのは吸収力が落ちると言われて

います。そういう点では、更新していかなければ効力は悪くなるわけだから、このまま放置
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しておくわけにもいかない。来年度の予算250万というのは決して安い額ではない。 

  この辺で、やはり町有林も含めて森林のあり方について検討する時期に来ているのではな

いかと思うんですけれども、来年度そういう森林のあり方について検討するような計画とい

うのはないのでしょうか。 

○議長（正木 武君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（菅野克則君） 来年度除間伐も予定しております。その中で、要するに病気

にかかっている材ですね、それの更新も考えていきたいと思っています。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） ほかに質疑ありますか。 

  ４番小髙議員。 

○４番（小髙芳一君） 39ページです。定住化対策事業でありますけれども、この委託料、基

本計画策定の委託料ということでバスターミナルの件というふうに伺っておりましたけれど

も、この計画の概要について説明をお願いしたいと思います。 

○議長（正木 武君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（小野田光利君） この定住化対策事業の基本計画策定委託料、バスターミナ

ルの基本計画ということでご説明をさせていただいております。事業名のとおり、定住化対

策事業ということで、現在、例えば東京の大学、また会社等に勤務なり、また通学される方

については、ほとんど東京都内とかにお住まいであられると思います。そういった方をでき

る限り大多喜町から通勤・通学できるような形ということで、高速交通網の体系整備という

計画を常に立てております。 

  その中で、オリブ地先に隣接する土地を町が買収なり借地なりをしまして、そこをバスの

発着の場所に、起点にしたいという計画でございます。常にそこにバスが入りまして、方面

ごとにそこから発着をしていくと。市原市の市原南インターの、仮称でございますが、その

近辺に市原市においてもバスターミナルをつくりますし、また先日、本議会の中でもお話が

あったとおり、千葉県が金田のバスターミナルを起点として利用していくような計画を立て

ているということでございますので、大多喜についてはオリブに隣接するバスターミナルを

起点とし、また市原市の南インターのバスターミナルを利用し、なおかつ金田のバスターミ

ナルを利用して、できる限り大多喜町に住んで高速バスを利用して通勤・通学できるような

形ということで計画をしております。 

  オリブ地先には、バスの発着所とあわせて、夷隅郡市内の方でもし高速バスを利用される
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方がいれば、そういう方の駐車場も、多分有料になろうかと思いますけれども、今後確保し

ていき、なおかつゴルフのお客さん等も活用できるような形で今計画をしている、その基本

計画の委託料でございます。 

  以上でございます。 

○議長（正木 武君） ４番小髙議員。 

○４番（小髙芳一君） 今のところ、バスの発着便数というんですか、どのくらいを予定とい

いますか、計画ではどのくらい走らせるような今、状況なんでしょうか。 

○議長（正木 武君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（小野田光利君） 現在というか、今までご説明をずっとしてきた中では品川

に直通ということで計画をしておりまして、朝晩は30分ぐらいの範囲で連続してそのバスが

出られるようにということで計画をしておったんですけれども、品川に入ること自体が、京

急さんがやはり駅の近くとか、またちょっと離れた場所の権利をお持ちなので、今、京急さ

んと交渉中ではございますが、かなり難しくもなってきております。 

  今交渉中で、まだはっきりは言えませんが、そういった範囲では、逆に金田を利用するこ

とによって細かい、何度も往復ができるということで、30分ごとの離発着ということも十分

考えられますので、１日10便ぐらいは多分出せると思います。また、ほかの方面のバスもあ

りますので、その辺ちょっとまだ便数についてははっきり申し上げられませんが、都内にそ

のまま向かえるような形というのは、朝晩を重点に、また夜遅く帰ってこれるような方策も

つくっていきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） ほかに質疑はありますか。 

  ７番吉野議員。 

○７番（吉野僖一君） 89ページの国土調査事業について、先ほど資料をいただいたんですが、

内容確認ということと、あと国の長期計画で地籍調査ですか、その辺が国の長期計画でどう

いうふうになっているか、その２点をお伺いします。 

○議長（正木 武君） 建設課長。 

○建設課長（磯野道夫君） 国調についてのご質問でございますけれども、24年度国調委託料

ということで2,722万円計上してありますが、場所につきましては、小田代の５地区という

ことで、これは小田代交差点から旧茶屋場隧道ですか、そちらのほう、中野から行きました

右側ということで0.7ヘクタール、小田代６地区といたしまして、これは老川小学校と小田
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代交差点周辺でございますが、これの0.08ヘクタールでございます。小沢又地区につきまし

ては、２地区といたしまして、小田代から小沢又地区に入りまして左右ということで0.19ヘ

クタール、小沢又３地区といたしまして、小沢又、水月寺の周辺ですか、そこで3.2ヘクタ

ールというようなところを予定しております。 

  国のほうにつきましては、うちのほうではちょっとわからないんですが、５か年計画とい

うか、当初認可をもらってある老川地区ということだけで予定しております。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） ７番吉野議員。 

○７番（吉野僖一君） 先ほど資料を皆さんに配ってあるので、その説明をお願いしたいこと

と、国の長期計画に載っておればいいんですけれども、町は当然申請はしてあるんですよね。 

○議長（正木 武君） 予算書の内容と違っておりますので、それは却下いたします。 

  ほかに質疑ありませんか。 

  １番野中議員。 

○１番（野中眞弓君） 53ページ、難病患者等居宅支援事業、少額ですけれども、５万7,000

円。事業内容と対象者数は。 

（「すみません、マイクをお願いします」の声あり） 

○議長（正木 武君） もう一回お願いします。 

○１番（野中眞弓君） 53ページ、難病患者等居宅支援事業があります。額は５万7,000円で

す。事業内容と対象者、お願いいたします。 

○議長（正木 武君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（磯野幸子君） 難病患者等の居宅支援事業に関してでございますが、在宅の

難病患者に対する日常生活の便宜を図るために、日常生活の用具を給付する事業でございま

す。 

  難病疾患の登録を保健所にされている方が、大多喜町の場合57名いらっしゃいます。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） １番野中議員。 

○１番（野中眞弓君） それで、利用者は。対象者がいても、利用者はどのくらいなのでしょ

うか。 

○議長（正木 武君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（磯野幸子君） 難病患者の支援事業につきましては、障害者及び高齢者の日
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常生活用具の給付事業で対応できないものについて給付をするということになっております。

今のところ、医療機器に関してのもの、例えば動脈血の酸素濃度をはかるものですとか、た

んの吸引をする機器、そういうものがこの事業での主な対象になっておりますけれども、現

在のところ、町内でそれを必要とする方はいらっしゃいません。存目程度の予算計上になっ

ております。 

○議長（正木 武君） もう一つありますか。 

（「まだあります」の声あり） 

○議長（正木 武君） １番野中議員。 

○１番（野中眞弓君） 15ページ、歳入のところですが、給食負担金です。ことしも過年度分

が10万円計上されております。どのくらい滞納者がいるのか伺います。 

  また、収納のための訪問時、そういう家庭に対して準要保護の説明などを実際していらっ

しゃるかどうかについても伺いたいと思います。 

○議長（正木 武君） 教育課長。 

○教育課長（高橋啓一郎君） まず、給食費の滞納状況についてお話しします。 

  滞納の状況ですが、平成13年が一番古い滞納でありまして、その年から平成22年までの滞

納なんですが、684万4,967円です。件数が、失礼しました、50世帯で75人で先ほどの金額に

なっております。 

  保護、それから要保護の家庭についての状況なんですが、そちらの情報は教育委員会に保

護、要保護の情報が入りまして、それから給食センターと連携を取り合いまして、本人には

給食費に関しては連絡をとらずに給食費について減免なり免除なりの事務を行っております。 

  過去の滞納者の中で新たに保護家庭、また準要保護の家庭になられた方がいらっしゃるん

ですが、本来ならば欠損処理をすべきと考えておりますが、今現在まだその事務が滞ってお

りまして、実際に給食費の滞納分に保護家庭、また準要保護の家庭が８件、今存在しており

ます。その分については徴収を今控えている状態で、早急に欠損処理をしたいと考えており

ます。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） １番野中議員。 

○１番（野中眞弓君） 50世帯の中に８件あるんですか。それとも、要保護、準要保護の８件

を除いた数が50世帯ということですか。この50世帯の中には準要保護に当たるような家庭と

いうのはないのでしょうか。 
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○議長（正木 武君） 教育課長。 

○教育課長（高橋啓一郎君） 先ほどの世帯数、また件数なんですけれども、要保護で滞納と

なられている方が３人分です。50世帯75人なんですけれども、その75人中の３人が要保護の

滞納があります。それと、準要保護につきましては、残りの５人です。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） １番野中議員。 

○１番（野中眞弓君） ちょっとすみません。これ、質問の回数でなくて答弁漏れで、42。 

○議長（正木 武君） マイクをやったほうがいいんじゃないんですか。 

○１番（野中眞弓君） 残りの42世帯の中で準要保護に値するような家族はありませんかとい

う答弁をお願いします。 

○議長（正木 武君） 教育課長。 

○教育課長（高橋啓一郎君） 引き続き、回答を続けさせてもらいます。 

  先ほどのは50世帯ではなくて、75人のうちの８人ということでございます。 

  件数については以上で、それで、要保護、準要保護についてはほかにもあるかということ

ですが、今現在教育委員会で把握している要保護、準要保護は健康福祉課とも連絡をとって

いまして、この８人以外にはないと認識しております。 

○議長（正木 武君） ４番小髙議員。 

○４番（小髙芳一君） 123ページです。土地開発基金について質問したいと思います。 

  基金の残高、それから今回みやこの跡地を購入したということですけれども、買収金額。 

  そして、今回積立金として1,618万4,000円計上されていますけれども、城見ケ丘団地の収

入といいますか、販売代金はこの基金の中に入れないのか。 

  そして、もう一点でありますけれども、この基金で土地を購入するわけですけれども、こ

れをすぐにまたほかに転売ということではないだろうし、ある程度の造成なりをしてという

ことになると思うんですけれども、この中からそういう費用は捻出していくのか、またその

開発は一般会計のほうから出すのか、その辺のこの基金の使い方、使い道についてお願いを

します。 

○議長（正木 武君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（小野田光利君） 土地開発基金の関係のご質問でございます。 

  この案件につきましては、大多喜町の条例でございます議会の議決に付すべき契約及び財

産の取得又は処分に関する条例の第３条で、地方自治法第96条第１項第８号の規定によりま
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して、付さなければならない財産の取得が「予定価格1,000万円以上の不動産若しくは動産

の買入れ若しくは売払い(土地については、１件5,000平方メートル以上のものに限る。)」

という、そういったものでありましたので、買収の予定だけ、１月31日招集の臨時会におい

て説明をさせていただいたところでございます。今回、その契約の内容についてご説明をさ

せていただきたいと思います。 

  もとパチンコみやこの跡地の土地の先行取得でございますが、平成24年、ことしの３月８

日に所有者であります大東興業株式会社と大多喜町の間で契約を締結いたしました。買収面

積は3,163.94平方メートルです。約963坪になります。契約金額は5,366万円でございます。

買収単価につきましては、１平方メートル当たり１万8,000円でございまして、原資はおっ

しゃるとおり土地開発基金でございます。買収単価につきましては、国道297号線のトヨタ

周辺の土地を鑑定価格と同額とさせていただきました。これは、税務住民課のほうで固定資

産の評価がえに伴って不動産鑑定士に委託した、その結果と同額ということにさせていただ

いております。 

  あと、基金の残額でございますが、この買収を差し引いたものの残額が２億7,418万6,000

円でございます。24年度の基金積み立ての予定をしております大戸と下大多喜の分を足しま

すと２億9,037万円となります。 

  それと、あと城見ケ丘のほうですね。城見ケ丘のほうの土地の売り払いの収入を基金に入

れないかということでございましたが、現在、24年度の計画の中では城見ケ丘の団地のほう

は、土地開発基金の中には入れない予定でございます。 

  なおかつ、造成の工事につきましては、現在のところ、基金の中で造成工事をやるという

計画にはなってございません。 

  なおかつ、今回みやこの土地を先行取得した理由でございますが、今後、市原南インター

が開通をされると、今後価格上昇が懸念をされると。価格上昇が予想されるというんですか

ね。そういった中で、今後先行取得とか土地の取得に非常に困難を極めるし、町の活性化の

中の計画の中ではとてもいい場所だということで、町の中でも協議をいたしまして、今回の

基金で先行取得をしておこうということで、企業誘致、また宅地造成等の活用も視野に入れ

て買収をしたものでございます。 

  ご質問のとおり基金の使い道なんでございますが、確かに使い方においては、一応歳入歳

出外の基金でございまして、他市他町では特別会計を組んでいるところもございますが、土

地開発公社等を設立するほどの大きな規模ではないために、その運用は町の設置条例に基づ
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いて、また町の権限において運用してございます。このような中、基金の運用が非常に不透

明だということもご指摘をいただいておりますので、今後基金の取り扱いの管理規則を制定

していきたいと考えております。その中では、地方自治法に規定します議会の議決案件の要

件とか、逆を言えば、町の行政権、執行権、裁量権の権限を残したものとして有効な運用に

努めていきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（正木 武君） ４番小髙議員。 

○４番（小髙芳一君） 今、最後に管理規則ということでありましたけれども、ぜひそれはお

願いをしたいというふうに思います。 

  それで、この開発をするに当たっての造成費は一般会計ということになるんだろうと思い

ますけれども、土地を購入して、これを開発するときに一般会計分の造成費を、どんどん大

きく土地を買ってしまうと、そちらの部分をそのままにしておくわけにはいかないわけであ

りますから、一般会計を食ってしまう部分が出てくるのではないかという心配がありまして

質問したんですけれども、この基金の中でそういう工事も一緒に含めた中のものとして、こ

の中で常にやっていくという考えはないんでありましょうか。 

○議長（正木 武君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（小野田光利君） 本会議の中でやはり小髙議員からその辺のご質問もいただ

いておったのを記憶しておりまして、そのまま企画財政課の中では協議をしまして、現在の

土地開発基金の中で造成工事までやるというのはちょっと不適当かなとも思いまして、原資

をどこで求めるかは別として、活性化基金みたいなものを新たにつくっていって、そういっ

た中で水力発電とか造成とか、そういったものをやっていったらどうかなと。それはまだ私

の考えだけでございまして、今後その辺を町長なり執行部と協議をしまして、そういった方

法もあるのではないかということを今後提案していきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） ほかに質疑はありますか。 

  １番野中議員。 

○１番（野中眞弓君） 55ページ、少子化対策事業、内容を教えてください。 

○議長（正木 武君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（石井政一君） ただいまの少子化対策事業でございますけれども、これは

出産祝い金でございます。それで、１子、２子が今10万円の支給をしております。これは45
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名分、それと３子以降が30万円ということでございまして、これは10名分で、全体で55名で

すか、それで750万という予算化をしてございます。 

  以上でございます。 

○議長（正木 武君） １番野中議員。 

○１番（野中眞弓君） 続いて、59ページの子ども医療対策事業費ですが、この中には中学１

年生から３年生までの通院費は入っておりません。もしもそこまで拡大するとしたら幾らな

んでしょうか、中学生の通院費の部分。 

○議長（正木 武君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（石井政一君） ただいまの子ども医療費の中学３年までの拡大をしたらと

いうことでございますけれども、たしか８日にご回答してあるかと思いますけれども、200

万ということで８日は回答してございます。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） ４番小髙議員。 

○４番（小髙芳一君） 61ページです。13の委託料の英語教室業務の委託料81万でありますけ

れども、前年は途中でしたっけ、予算的に今年度はそういう意味からいうとふえているんで

しょうか。それから、今後の計画はどのように立てておられるのか、お願いします。 

○議長（正木 武君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（石井政一君） ただいまの質問でございますけれども、81万円の予算とい

うことでございますけれども、昨年の10月から半年分ということで、40万5,000円で今まで

来ております。単純にその倍ということで81万ということで予算化してございます。 

  それと、今後の計画ということでございますけれども、委員会のときもお話ししたかと思

うんですけれども、何せ３歳から５歳までの園児に英語で遊ぼうという形でやっております。

そういう中から子供さんにはやはり30分程度がいいということで、週１回30分ということで

やっております。この点は継続して、これ以上とても計画的に無理なもので、この辺で継続

してやっていきたいなと思っています。 

  以上でございます。 

○議長（正木 武君） ほかに質疑ありますか。 

  １番野中議員。 

○１番（野中眞弓君） 63ページ、亀田医療大学施設整備事業補助金1,139万円計上されてお

ります。これに対応する法律や条例はどんなものがあるのでしょうか。 
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○議長（正木 武君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（磯野幸子君） 対応する法律等でございますが、まず補助金の交付につきま

しては、大多喜町補助金交付規則に基づき要綱を制定して実施をするという計画になってお

ります。 

  ただ、まず、その大もとの法律でございますが、まず大きく言うと憲法第89条、こちらに

公金の使用についての規定がございます。その中で、公の支配に属する事業に公金を使用す

ることが可能ということで出ておりますけれども、亀田医療大学は私立の大学ではございま

すが、私立学校法によりまして文科省、所管庁の助成に関する指導、管理を受けております。

そういうことで、私立大学ではありますが、公の支配に属する事業であるということが、ま

ず１つ挙げられます。 

  それから、地方自治法につきましては、「普通地方公共団体は、その公益上必要がある場

合においては、寄附又は補助をすることができる」という規定がございます。そこのところ

で公益上必要性があるかどうかというところが問題になるかと思われます。今、医療の荒廃

ということが問題になっておりまして、医師、看護師の大幅な不足のもとに地域医療がかな

り影響を受けて崩壊を来すというような状況になってきております。その点で、医療にかか

わる従事者の確保ということで、それがひいては大多喜町の住民に対する福祉の向上にもつ

ながるということで、このところの規定に当たるかと思います。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） 11番野村議員。 

○１１番（野村賢一君） 今の課長の説明、よくわからないんですけれども、大多喜町条例の

補助金のことをもう少し具体的に説明していただくのと、予算書は補助金で出て、今、交付

金と言ったような気がいたします。そこら辺の違いはどうなんでしょうか。 

  また、町条例で補助金の私学助成とか、そういうのは例規集を見ても出ていない。そんな

中で、今、無理やり何か補助金をつけたような、理由がそのような感じがするんですけれど

も、いかがでしょうか。 

○議長（正木 武君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（磯野幸子君） ただいま私のほうで交付金というふうにもし発言したとすれ

ば、すみません、訂正させていただきます。補助金になります。 

  それから、大多喜町の補助金規則につきましては、大多喜町の住民に対して福祉になるこ

とに対しての補助金を交付することができるということで解釈しております。 
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  それから、あと、その他の法律でもう少し説明させていただきますが、国民の医療を確保

する法律に医療法というものがございます。これは昭和23年にできております。医療法の中

で第30条の４というところに、すみません、ちょっとお時間いただいてよろしいでしょうか、

すみません。30条の４というところに都道府県は基本的な医療の確保に関する計画を作成す

ることになっております。その中の一つとして、救急医療の確保の事業ですとか、それから

医師、歯科医師、薬剤師、看護師等医療従事者の確保、それから在宅医療の確保など、11項

目について計画を策定することになっております。 

  そして、同じ医療法の中で、「都道府県は、次に掲げる者の管理者その他の関係者との協

議の場を設け、これらの者の協力を得て、救急医療等確保事業に係る医療従事者の確保その

他当該都道府県において必要とされる医療の確保に関する事項に関し必要な施策を定め、こ

れを公表しなければならない」ということになっておりまして、その協議をする対象の中が

１から８までありまして、その１つに31条に規定する公的医療機関というのがございます。

その31条の公的医療機関というものがどういうものかと申しますと、都道府県、市町村、そ

の他厚生労働大臣の定める者の開設する病院又は診療所ということになりまして、大多喜町

の場合は組合立でありますいすみ医療センターがその公的医療機関に該当するということに

なります。いすみ医療センターの場合は、一部事務組合でございますので、規約の中の共同

事業というものが定められておりますが、その中にはこの亀田医療大学の助成事業について

は定めがございませんので、実施することはできません。いすみ医療センターでは、医師、

それから看護師の確保について亀田医療センターの協力を求めるために助成が可能かどうか

ということで県に照会をかけております。県の医療整備課の回答が、構成市町村がそれにか

わって実施することについて、住民の中で合意ができれば可能であるというような回答をい

ただいているというお話を伺っております。 

○議長（正木 武君） 11番野村議員。 

○１１番（野村賢一君） 正直言って、よくわかりません。都道府県とか地域住民、構成する

住民の許可があればいいとか、そのような話を聞いたんですけれども、この件はもう少し端

的に説明できないですかね、法律的なことではなくて。どうしても補助金が必要なんだよと、

そういう説明が端的にできないですか。 

○議長（正木 武君） 副町長。 

○副町長（鈴木朋美君） 今、健康福祉課長のほうからいろいろ説明しましたけれども、亀田

医療大学の補助金の関係につきましては、確かにこの前の全員協議会の中でもお話をしてい
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るかと思いますが、今現在、医師不足、また看護師不足ということで、どうしても今後医療

をしていく上で看護師の不足がいろいろ大きな問題になっているということで、これはひと

つ、いすみ医療センターもそうなんですけれども、看護師の養成の中で夷隅地域に看護師を、

卒業生をこちらに向けてもらうとか、いろいろなことを亀田病院にもお願いをしてございま

して、とにかく看護師を養成するんだということで、これは先ほど言った憲法上の問題だと

か地方自治法の問題も何か話がございましたけれども、憲法上につきましては、公金の支出

制限のことをうたってあります。地方自治法の中で、先ほどのお話がございましたけれども、

公益上必要があれば町のほうで補助金を出してもよろしいというような規定があるわけでご

ざいますが、当然、この亀田医療大学の補助金を出す場合には町のほうで補助金の交付要綱

を定めまして補助金を出すというような形をとりたいと思います。 

  したがいまして、今回は、ですから、公益上必要があると。看護師の養成、また看護師を

こちらに向けていただくような要望もいたしまして医療の充実を図っていくというようなこ

とで、補助金の交付要綱を定めまして補助金の交付をしたいということでございますので、

ご理解をいただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） ８番志関議員。 

○８番（志関武良夫君） 今、副町長のほうから説明がありましたけれども、亀田医療大学の

ほうに我々の町としてきちっとした金額は支援するという形で出ているわけですね。そうい

う中で、亀田からはきちっとした回答が来ていないんですよ。だから、私は前回もそのこと

について町長にも申し上げたんですが、そういうものについて、ただ要請するということだ

けでは、私はこれは回答になっていないというふうに思うんですね。選択するのは生徒のほ

うであって、看護大学が選択するわけじゃないんですよ。看護大学を卒業する人が選択する

んであって、私が言っているのは、亀田で抱える看護師さんを亀田の中で医療センターのほ

うに何人かを回しますよという確約がとれる、そういうものをはっきりとした中で出しても

らいたいと。そういう中でないと、きちっとしたお金は出しますよ、だけれども、きちっと

した回答は出ませんよというような形では、これは何もならない。ただでお金をやるような

もの。 

  そういうことでは、私はこれは、県で出すのは何ぼ出しても構わないです。町で出すのは

今の財政状況の中では非常に苦しい中で出すわけですから、きちっとした回答をもらう、そ

ういうものを広域の中でもう少し首長の人たちが議論を詰めていただくことが私は大事だと
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思うんです。そういうものをてんでんばらばらに、お金は出すけれども、医療センターのほ

うはわからないよというような、そういうことでは私はだめだと思うんです。だから、そこ

のところをもう少しはっきりとさせてもらいたい。そういうことです。 

○議長（正木 武君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） 亀田医療大学につきまして、何度かご説明をしてきているところでご

ざいますが、まず１つは、法律的にどうかという問題もありますが、これは先ほど説明があ

りましたように、まず基本的にはそれは補助をしても問題はないというふうに私は解釈をし

ております。それはなぜならば、やはり私立であっても国が大学のいわゆる指導、運営管理

をするということで、その中で公の中に属するということでございますので、そういうこと

で、それに準じた形で県が支援する。また、私どもの町だけがやるわけじゃなくて、安房郡

市、それから夷隅郡市、全体の構成市町村で皆出します。ということは、では大多喜がだめ

でほかが大丈夫かという話ではなくて、これは構成市町村、皆さん皆同じ条件でございます。

そういうことで、それは皆さんも十分それを協議した中で支援ということになっているわけ

でございますので、そういう問題では問題ないと思っております。 

  もう一点は、今お話にもありましたように、ではもっと確たる確約はとれないかという話

になるんですが、１つの事業所でとらえたときに、会社の中に社員として抱えた人を会社内

で異動することは十分可能なわけでございます。しかし、会社を離れて、あなたは引っ越し

てそこに行きなさいというのは、なかなかこれはやはり基本的には難しいのかなというふう

に思っています。ですから、社内異動というのは十分会社の命令で行けると思いますが、出

向ということになりますと、なかなか難しいのかなというふうに思います。 

  また、生徒の皆さんを、あなたはここに行きなさいという形のものは、やはりその人には

人権がございますので、人権を侵すということになりますので、それはなかなか難しいとい

うことで、基本的には、内容的にはお互いに地域の医療を崩壊させないようにということで、

亀田病院さんのほうもいすみ医療センターのほうも、また、当然相談しながら今でも医師の

派遣をしていただいたり、また夷隅郡市の救急医療の夜間の先生にも今、来ていただいたり

ということで支援をしていただいております。それは、基本的には支援をしていただくこと

には変わりはないわけでございます。 

  ですから、文書の中にそれをうたうということは、人権の問題とかかわる中でなかなか難

しいということでございますが、あとは信頼関係の中でやっていくということだと思います。 

○議長（正木 武君） ８番志関議員。 
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○８番（志関武良夫君） 町長の言われることはわかるんですよね。町長の言うことはわかる

んですけれども、では、今、医療センターのほうで、医療センターを抱えていて、それで確

約がとれない中で、今後医療センターをどうしていくのか。亀田病院はますます充実した病

院になっていくと思うんですね。だけれども、医療センターのほうに卒業した看護師さんが

来てくれなかった場合、選択は看護師さんですから、来てくれなかった場合、ではいすみ医

療センターはどういうふうな形になっていくのか。やはり私は非常に閉塞状態な病院になっ

ていくんじゃないかなと、そういう危機感が非常にあるんです。だから、私は言っているん

です。 

  これは約束がとれないと、やはりそういう形になると思うんです。いすみ医療センターは

そっちのけで、亀田看護大学を卒業した人は、亀田病院は大きくて非常に地位的にも名前の

通っている病院です。だから、そこには卒業した場合には就職しますけれども、では医療セ

ンターのほうに行ってくれ、いや、私は医療センターのほうはだめですよというような形に

なっちゃったら、医療センターはどういうふうになりますか。確約がとれないと、やはりま

すます医療センターは充実させるどころじゃなくて閉塞状態になっちゃう。そういう大きな

問題を夷隅広域の中ではどういうふうに考えているんですかね。それをちょっと聞きます。

わかる範囲でいいです。 

○議長（正木 武君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） いすみ医療センターの医師、看護師の不足というのは、先ほど藤平議

員さんの報告にもありましたけれども、実際に透析が毎年予算計上しながら、実はなかなか

それが確保できないで開設ができない状況にあるわけでございます。それを、では根本的に

どうするかという話になりますと、亀田から１人、２人をこっちに異動してくれという約束

の中で解決できる問題ではなくて、全体的にとにかく国あるいは千葉県、特に千葉県は全国

の中でもワーストワンになる医師、看護師不足なんですね。そういう中で、やはり千葉県の

重要施策の中でも、何としても絶対数をふやさなければならないということが基本になるわ

けでございます。ですから、１人、２人で解決できる問題ではなくて全体的に看護師をふや

さなければいけない、そういうことが一番大きな問題の中で今回のこの補助というのが始ま

っております。 

  もちろん、それは国の施策もそういうことになるわけでございますが、では、卒業された

方が全部亀田に行くかというと、そういうことではないわけです。先ほど申しましたように、

それは首に縄をつけてそこに勤めろということにはならないわけです。ですから、看護師さ
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んによっては、東京に行くとか自分のふるさとに戻るとか、そういうことになるんだと思い

ます。しかし、我々もいすみ医療センターとも協議をしているのは、できるだけ地域の皆さ

んが医療大学に行って、その地域に残るというような地道な努力も必要であると。東京の方

あるいは沖縄の方がそこに来て、それで卒業されて、ここに残れというのはなかなかやはり

難しいから、やはり地域としての努力も必要であると。これはあわせてやっていかなければ

ならないわけでございます。 

  ですから、当然のことながら、まず絶対数が足りないということ、ここをまずふやすこと

が基本にあります。亀田さん自身も、大学をつくったからといって必ずしも看護師さんが間

に合うかということではなくて、もう既に亀田さんのほうは、今現在、厚生労働省とも協議

をしておりまして、恐らくこれは認可になるだろうと、この間、院長が言っておりましたけ

れども、中国からの看護師の受け入れということで、多分来年度それを始めるということで

ございます。 

  そういうことで、今、喫緊の課題として看護師が全体的に足りないんだということなんで

す。いすみ医療センターは、今、いろいろ緊急で患者さんが来るんですね。しかし、いすみ

医療センターとして受けられないんです。受けられないときに、ではどうするかといったら、

亀田にみんなお願いしているんです。それは塩田病院も同じなんです。ですから、いすみ医

療センターに患者さんが来ても受けられませんと。では、それをどうするんだ。それは亀田

に実は協力していただいているということが現実でございまして、ですから、では亀田が拒

否したら、いすみ医療センターの患者さんをどこに持っていくんだと。いすみ医療センター

でできないわけです。だから、そういう状況の中で、今、協力関係が非常に、塩田病院も含

めて密接な関係になっているところでございますので、その辺をぜひご理解いただきたいと

思います。 

○議長（正木 武君） 質疑の途中ですが、ここで10分間休憩します。 

（午前１１時０７分） 

───────────────────────────────────────────────── 

○議長（正木 武君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（午前１１時１９分） 

───────────────────────────────────────────────── 

○議長（正木 武君） 一般会計予算の質疑を続けます。 

  ４番小髙議員。 
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○４番（小髙芳一君） 亀田医療大学の補助金の関係であります。法律的には問題ないという

ことでありました。しかし、今回、今までにない形であります。夷隅郡内の広域でもない、

そのほかの地域に出すということでありまして、医療関係だけではなしに福祉関係でも、先

ほどの答弁から言えば、そちらのほうにも公益性があれば出せるという話でありますけれど

も、地域外にもこうやって出すという基本的な考え方はどうなのか、どのように考えている

のか。そして、それによって町民の医療の福祉に貢献するんだというような話がありました

けれども、医療大学の学生会館に補助金を出すことによって看護師が大多喜あるいは夷隅地

域にふえるのかどうか、どのくらいを予想されるのか、お願いをしたいと思います。 

○議長（正木 武君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） まず、この医療大学に支援をして看護師がふえるかということなんで

すが、当然卒業されますので、ふえることは間違いないんですが、では何名ふえるかという

のは、正直なところ、私ども先ほども申し上げましたように、それはなかなか個人の自由の

中で難しいところでございます。しかし、何度も申し上げますが、やはりまず絶対数が足り

ないということが条件なんですよね。ですから、やはりどうしても看護師さんの絶対数をふ

やすということが、これは関係構成市町村もみんな同じ考えでございます。ですから、絶対

数をまずふやさなければならない。そういう意味で、そこから絶対数をふやした中で一人で

も二人でもやはりこの地域に残していく。 

  先ほども申しましたけれども、もう一つはやはりこの地域から医療大学に行っていただく、

そしてその後、地域に残っていただけるような施策が今度は我々としても、また夷隅郡市２

市２町でも協力をしてやっていかなければいけない。これは首長同士でも話をしております

が、やはり地域からまず医療大学に行ってもらうことが重要であるということは認識してお

ります。そこがまず第一歩になろうかと思っていますので、その辺はしっかりやっていきた

いと思います。 

（「公益性」「地域外の」の声あり） 

○町長（飯島勝美君） もう一つ、公益性ということで、今回の補助金以外に、またほかの施

設でも出せるかという話なんですが、私どもは、まず基本的に今回の考え方は、やはりこれ

からまたしっかりと規定を設けていかなければなりませんが、まず一つの国の施策の中で、

まず絶対的に医師、看護師不足ということがありました。それで、千葉県はワーストワンと

いう中で、千葉県の施策の中でも重要施策の中にあります。そういうことで、国、県、そし

て関係構成市町村の支援という中で今回やってきたんですが、やはり看護師は公共性の中で
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どうしても必要だという中で考えるべきだと思いまして、では何でも出せるかという考え方

は私どもは持っておりません。 

○議長（正木 武君） ４番小髙議員。 

○４番（小髙芳一君） 地域外に出すという考え方ですけれども、別に看護師ばかりでなくて、

今は介護福祉士でも非常に足らなくて困っている状態で、そういうところを養成するのがで

きたら出すのかという意味で、それは限られたところとはいうものの、やはり公共性には当

然そういうことも必要になってくる話でありまして、看護師ばかりでなくて、本当に切実に

困っている、そういう問題もあるということなので、それはここだけに、亀田だけにという

ことではないんじゃないですかと。国や県が支援して、そういうものもいっぱいあるところ

もあるので、そういうこともこれから出すような方向が出てきてしまうのではないか、ある

いは出す気があるのかどうかということで質問をしたんですけれども。 

  それから、先ほどから町長が言っていますけれども、いすみ医療センターに亀田のお世話

になって、いろいろな、医師でも看護師でもという話でありますけれども、医療の崩壊とい

う部分では、千葉県の医療再生計画の中ではこの山武・長生・夷隅地域を重点的に医療崩壊

を防ごうということでやっているんですけれども、県や国のこういう強化策というのは余り

当てにならないから町でも出そうということで考えたということなんでありましょうか。 

○議長（正木 武君） 町長。 

○町長（飯島勝美君） 今のお話のとおりでございまして、実は私も町長になりましてから山

武・長生・夷隅のこの広域医療圏の中で、いろいろと今話題になっております、いわゆる九

十九里圏の高度医療の救急救命センターということで建設の中で話が進んでおりました。そ

れで、当然、この前もお話をいたしましたが、いすみ医療センターをつくるときの経緯とい

うのが、実は私も太田さんのほうからもお話を聞いてきたんですが、当時はいわゆる市原の

中に夷隅地域というのが組み入れられていたと。そういう中でいきますと、鶴舞病院がある

ということで、いすみ医療センターは必要ないということで、これはなかなか建設ができな

かったという経緯があるようでございます。そして、そのためにどうしてもいすみ医療セン

ターを建設という中で、この山武圏に入ることによって、不足しているからできたというこ

とであったということでございます。それで、今現在は山武医療圏に入っているわけですね。 

  当然、今、千葉県としては、ある程度拠点病院というのが幾つか構想の中にありまして、

１つはいわゆる君津中央病院ですか、それからもう一つは東総のほうでは旭中央病院、県南

では亀田がやはりその位置づけとして県としては出されております。それで、今一番空洞と
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なっているのが、実は九十九里圏なんですね。そこに建設をしようということで、２年前か

らそれをやってきました。 

  私ども首長の中での話し合いの中で、東金・九十九里の医療圏のところに、まずこの地域

の人がそこに行くことはないだろうと。全くゼロとは言いませんけれども、多少は行きます

けれども、ほとんど利用しないだろうと。今の現状の実績を見ますと、やはりいすみ医療セ

ンターあるいは亀田病院にかかる率は同じぐらいなんですね。非常に利用率が高い。そうい

うことの中で、いすみ市、勝浦市、御宿町は当然高いんですね。ですから、やはり夷隅郡２

市２町としては九十九里のほうに支援ではなくて亀田に支援しようということで、九十九里

のほうの支援要請についてはお断りをしているわけでございます。もちろん、長生郡市もや

はり自分の病院があるということで、なかなか支援ができないということのようでございま

すけれども、夷隅郡市の場合は特にそういうことで、亀田を我々の地域の中で支援をして

我々のこの地域を守っていただこうということの中で首長の中では話をしております。 

  先般、亀田の院長が来たときにお話が出ましたけれども、この後、これが動きますと、千

葉県の医療地域の中で考えますと、安房・夷隅というのが１つの圏域に今度は地図がえをす

るということのお話も聞きました。今、これは県で検討しているようでございますから、そ

うしますと、今度は山武圏域から夷隅郡市が離れるのかなというふうな気がいたしますが、

それは亀田院長の話でございますが、今、県でも検討しているのは安房郡、それから夷隅郡

市は１つの圏域という方法にしようということで今動いているということでございます。私

ども首長も、やはり利用率、そういうものを考えたときに、やはり亀田を支援していこうと。

山武あるいは東金、九十九里の病院については、恐らくここから行く率が少ないということ

の中で、そちらの支援につきましてはお断りしたと、そういうことでございます。 

○議長（正木 武君） ４番小髙議員。 

○４番（小髙芳一君） ちょっとよくわかりませんけれども、県の計画が結構ずさんだったと

いう意味ですか。この計画をつくるには、当然こちらのほうからも計画に携わって出ている

というふうにも聞いているんですけれども、そういう意味から言えば、今回も医療の再生計

画によって看護師の不足は県内２カ所に要請をするんだということで県が補助金を出して２

カ所に、亀田はその１カ所ですね、補助金を出して要請しようという方向があるし、医師は

足らないという部分から、できるだけ圏外からも招聘しようということで予算を組んでやる

というような計画で、この夷隅地域もしっかりした再生をするんだという県の方針であった

というふうに計画は聞いていましたけれども、それを今度は枠を変えるというようなことな
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のか、ちょっとよくわかりません。 

  県や国がしっかりやる中で、町がそこにまた予算を入れるというのがよくわからないんで

すけれども、先ほど課長の答弁等ありました。新しい予算の出し方でありますので、住民が

しっかりとその部分を理解しなくてはいけないと思うんですけれども、理解が得られるよう

な努力をしなければいけないと思うんですけれども、大多喜町にも医療公益性があって看護

師をというような話がありましたけれども、大多喜町の医療の問題点はどこにあるか、ある

いは大多喜の今現在のいろいろな課題や問題点はほかには全然ないんでしょうか。医師不足

を含め、今回の計画でも１次、２次、３次、それぞれかかりつけ医、それぞれの役割分担を

しっかりしなさいという部分があるんですけれども、あるいは救急体制はどうなのか、そう

いう問題はないんでしょうか。つまり、そういう計画というか、医療の問題をしっかりと洗

い出した上で、それで亀田にということであればわかるんですけれども、この町の医療の再

生計画といいますか、そういう部分は持っていらっしゃるんでしょうか。 

○議長（正木 武君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（磯野幸子君） まず、１つは医療圏の設定の問題なんですけれども、これは

５年に１回県が医療計画を策定する際に２次医療圏の圏域を決めることになっております。

それで、今回山武・長生・夷隅が１つの医療圏になりましたけれども、その前は長生と夷隅

が１つの医療圏、その前が市原・長生・夷隅というふうに、計画ごとにある程度圏域の範囲

が変わってきております。今回、山武・長生・夷隅というふうになったものはなぜかといい

ますと、この３つの地域が、まず３次救急が全くないということ、それから医療従事者が非

常に不足しているということ、そういうことで、ないところに集中的に予算を投入するとい

う県の方針がありまして、この圏域が決定されています。それをもとに計画が進んできてい

るわけです。 

  それから、亀田とこの地域の公益性の問題なんですけれども、夷隅地域の２次救急医療は

いすみ医療センターと、それから塩田病院が担っています。いすみ医療センターの外来の利

用率が年間約１万1,000弱ぐらいなんですけれども、大多喜町がいすみ医療センターで利用

している患者数が１万1,000人ぐらいなんですけれども、亀田のメディカルセンター、亀田

の幾つかの病院、それから診療所がありますけれども、そちらの全部のメディカルセンター

を利用している患者さんがやはり同じくらい、１万1,000人くらいということで、大体外来

の患者さんは半々ぐらいの状況になっています。それから、救急につきましては、大多喜町

で利用が一番多いのは亀田医療センターが救急車の搬送では一番多くなっています。続いて、
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隣の地域の循環器医療センターが２番目に多いというような状況です。そういうことで、非

常に大多喜町では医療を亀田に依存している部分が多くあります。 

  それから、大多喜町の今、医療の問題なんですけれども、少子高齢化の中でそういうふう

に救急医療の需要が非常に高まっているわけですが、２次救急医療の施設がいすみ医療セン

ターであるということ、それから隣の市の勝浦市にある塩田病院で、３次医療センターが亀

田を利用しているということで、町内に救急医療の拠点となるところがないということ、そ

れから小児の専門の診療がないということ、それから在宅医療にかかわるものなんですけれ

ども、高齢化に伴いまして在宅医療の需要というのは非常に高まっているわけですが、訪問

看護ステーションが町内にはありません。ですので、病院に看護師を抱えている病院は訪問

看護は直接病院から行きますけれども、そこの病院の患者でない場合は訪問看護を派遣する

ことができないという規則になっていますので、例えば西畑地区、老川地区で西畑地区の先

生が非常に在宅医療に熱心に取り組んでいただいていますけれども、ご自分が今度、訪問看

護を利用することができない。その分、医師もかなり過重の負担がありますし、それから多

くの患者さんに在宅医療を供給できない、そういうような問題がございます。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） ほかに質疑ありますか。 

  １番野中議員。 

○１番（野中眞弓君） 65ページ、健康増進事業の中に健康づくり推進協議会、それから保健

推進活動事業補助金というのが計上されております。この２つについて内容を、どういうも

のか説明ください。 

○議長（正木 武君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（磯野幸子君） まず、健康づくり推進協議会でございますが、町民の健康づ

くりを推進するために健康増進事業ですとか母子保健事業、その他町民の健康づくりの目的

達成に必要なことを審議する機関でございまして、構成員としましては医師会、歯科医師会、

関係行政機関、事業所、ボランティアなどの代表となっております。今のところは年に１回

の会議を実施しております。 

  それから、保健推進活動事業補助金ですが、こちらは町民の健康づくりのための食生活の

改善に取り組む食生活改善推進協議会への補助金でございます。現在、推進員は町内で48名

の方がいらっしゃいまして、活動をされております。 

  以上です。 
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○議長（正木 武君） １番野中議員。 

○１番（野中眞弓君） 医療の問題がクローズアップされていますけれども、本当は医療費と

いうのは病気を治していけばどんどん減るはずなのが、反対に急激にやはりふえている現状

の中で、健康増進の問題、病気にならない健康な体づくりというのが今、本当は一番求めら

れていることではないかと思うんです。そういう点で、健康増進事業のこの２つの、行政が

民間に働きかける活動や機関だと思いますけれども、今まで、来年の活動も含めて進展が見

られているのでしょうか。もっとここは活発にやらなきゃいけないし、活発に住民の中に入

り込んでいかなきゃいけない事業なんだけれども、そういう見通しというのはどのくらいあ

るのか伺いたいと思います。 

○議長（正木 武君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（磯野幸子君） 町民の健康づくりに対する活動についてのご質問だと思いま

すが、予算的には財政から考慮してそれほど多くを見積もることはできないとは思いますが、

この健康づくり推進協議会の構成メンバーにつきましては、それぞれの部署、例えば保健所

なら保健所の活動の中、それから学校でしたら学校の中のそれぞれの保健活動を、お互いの

状況を共有しながらいかに高めていくかということをこの会議の中で協議をして、それをま

た日々のそれぞれの事業につなげていくというような役割の協議会でございますので、中身

の協議を充実して、それぞれ担当しているところでの活動を広げていきたいというふうに考

えております。 

  それから、保健推進活動事業につきましては、現在、食生活改善推進員が目標を２つ掲げ

て活動しておりまして、１つは子供さんたち、それから保護者に対する食育の推進活動、そ

れからもう一つは中高年を対象にしたメタボリックシンドローム予防のための知識の普及と

いうことで活動をしております。 

  食育につきましては、保育園に上がる前のお子さんを持っている保護者の方ですとか、そ

れからまた小学校に上がってからのお子さん及び保護者の方を対象に、今学校の授業の時間

をいただいたり、それから夏休みの時間を活用して活動をしているわけですけれども、かな

り皆さん一生懸命やってくださっていまして、毎年だんだん中身が濃くなってきていますの

で、これをまた充実するようにしていきたいと思います。 

  それから、メタボリックシンドロームの予防につきましては、今まで健康保健の中での事

業ということで国保の事業として取り組んでいたんですが、なかなか参加者が少なくて効果

が得られてきていない状況です。食生活改善推進員の方が住民の目線の中で対住民の方と和
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気あいあいの雰囲気の中で活動して、参加者も少しずつふえてきておりますので、こちらの

ほうも今の状況を充実するように進めていきたいと考えております。 

○議長（正木 武君） ほかに質疑ありますか。 

  １番野中議員。 

○１番（野中眞弓君） 67ページ、資源循環事業47万5,000円、内容を伺います。 

  それから、同じく環境関係なので、一緒に。環境センター運営事業があります。ごみのリ

サイクル率、今、県下何番目でしょうか。 

○議長（正木 武君） 環境水道課長。 

○環境水道課長（川嵜照恭君） まず、67ページのほうの資源循環事業の内容でございますが、

町のバイオマスタウン構想の一つといたしまして、資源循環型社会を目指したＢＤＦ、バイ

オ・ディーゼル燃料精製の事業でございます。家庭等で使用した植物性の天ぷら油、廃食油

ですね、この再資源化を図っているものでございます。予算的に計上したものについては、

この精製装置に関しましたろ過ユニットの専用ホース、それからカートリッジフィルター等

の消耗品、装置全体の定期点検、廃メタノール処理費等の手数料、製造用材料としての苛性

カリ、メタノール等、原材料費でございます。 

  続いて、71ページのほうの環境センター運営事業のリサイクル率の関係ですけれども、こ

れは県下何位だということでございます。21年度の実績でいきますと、総処理量、これが

3,354トンございます。再生資源化総量が923トン。そうしますと27.5パーセント、県下では

12位ということになっています。これは県の発行しています一般廃棄物処理事業概況という

のがありまして、ここで公表されております。22年度につきましては、総処理量が3,358ト

ンの中で再資源化の総量が947トン。そうしますと28.2パーセントということで、前年度の

21年度よりも多少はふえております。 

  以上でございます。 

（「順位は」の声あり） 

○環境水道課長（川嵜照恭君） 22年度の順位につきましては、県のほうではまだ公表してお

りません。ですので、３月に入ってから県のほうの関係機関のほうに連絡をとりましたら、

やはりまだ結果が出ていないので、回答いただけなかったということでございます。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） １番野中議員。 

○１番（野中眞弓君） 資源循環はわかりました。47万5,000円かけて12万1,000円の売却額で
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すね。 

  それから、環境センター運営事業の中のごみのリサイクル率ですけれども、かつて建設課

長が環境にいたころは、県がちょうどリサイクル率を出し始めたばかりのときで、ずっと大

多喜町は、３年くらいですかね、県下２位というリサイクル率だったんです。何でこうやっ

て下がっているのか、どのように原因を考えて、そして対策をとられる計画があるのか伺い

ます。 

○議長（正木 武君） 環境水道課長。 

○環境水道課長（川嵜照恭君） 私のほうの認識で、先ほど21年度の実績ということと、また

22年度の率ということで回答させていただいたんですが、その前のとき、ずっと前には県下

２位だったんじゃないかということでございます。私のほうの認識不足と、また勉強不足の

ところもあるんですが、ちなみに21年度の県の公表の中で第１位と言われているところが我

孫子市になります。ここがリサイクル率が39.8というすごい数字を出しております。２番目

になるところが君津市です。君津市が県下２位ということで、これは21年度の実績でござい

ますが、32.4パーセントということでございます。高い率を示しております。 

  大多喜町が12位ということで、22年度は若干上がったわけなんですけれども、順位はまだ

公表されておりませんので、わかりませんけれども、今後、随分前に２位ということもあり

ましたので、その原因が何なのか、また今後どうするのかという計画的なもの、その辺はま

た環境水道課として町民の方々にも周知を図りながら、再資源化に向けられるような形をつ

くっていきたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○議長（正木 武君） ほかに質疑ありますか。 

  １番野中議員。 

○１番（野中眞弓君） 75ページ、基幹農道整備事業があります。事業内容を教えてください。

この中で光熱費が飛び抜けて29万4,000円とありますけれども、どんなところで光熱費を使

うのでしょうか。 

○議長（正木 武君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（菅野克則君） 基幹農道整備事業につきましては、完成となった基幹農道の

維持管理をする事業でございまして、先ほどおっしゃられた金額29万円の光熱費は、トンネ

ル３カ所ございますけれども、それの電気料でございます。 

  以上です。 
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○議長（正木 武君） ４番小髙議員。 

○４番（小髙芳一君） 85ページです。植栽用の苗木原材料ということで26万。簡単に説明を

していただきたいと思います。 

  続いて、93ページ、街なみ整備事業の補助金300万、これは新たに町100パーセントの原資

でということだと思うんですけれども、対象範囲は現在どの範囲で、この部分については町

単独でありますので、さらに広げていただける可能性はないのか。 

  それから、もう一点お願いします。75ページの施設園芸農家の育成補助金60万であります

けれども、利用状況、そして今回も一般質問で言いましたけれども、たけゆらの里の関係で

こういうものを助成して端境期をなくすというふうなことで補助金を出したと思うんですけ

れども、要件が大分厳しいのではないかと思うんですけれども、さらに対象を広げるという

か、予算ではなくて対象農家を広げるという部分、要件が厳しくてないので、その辺は考え

ていらっしゃいますでしょうか。 

  以上、お願いします。 

○議長（正木 武君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（菅野克則君） 苗木でございますけれども、苗木はモミジの苗木を主に老川、

西畑方面、要するに紅葉のとき、モミジが大分きれいでございます。お客さんも紅葉時、モ

ミジを求めておいでになるわけでございます。老川、西畑方面、モミジの里というような構

想でモミジの苗木を購入いたしたいと思っています。 

  また、街なみの補助金でございますけれども、街なみ整備、平成12年から10年間の事業で

行ってまいりましたけれども、国の事業は終わりましたけれども、まだまだおいでになる観

光客さんの要望もございます。要するに、街なみが整備されるといいねというような要望も

ございます。リピーターも必要であると思います。やはりその関係で、区域にしましては国

の事業で行っていた整備区域、いすみ鉄道から夷隅川に囲まれた区域、それとあと重点区域

が大通りに面した区域です。そこにうちの修景をするための補助といたしたいと思います。 

  また、ハウスですけれども、利用状況等、手元に資料がございませんので、後ほどでよろ

しいでしょうか。後ほどお答えを申し上げます。 

  それと、あれは150平方メートル以上で販売目的と５分の１補助で上限30万ということで

すけれども、やはりもう少しその基準といいますか、下げたほうがいいというように担当者

のほうも話をされておりますので、その辺は考慮いたしたいと思います。 

  以上です。 
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○議長（正木 武君） １番野中議員。 

○１番（野中眞弓君） 関連してなんですけれども、モミジの苗木をということですけれども、

どういうところに植える予定なんでしょうか。 

○議長（正木 武君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（菅野克則君） できれば道路沿い、道路沿いは非常に占用とかもございます

けれども、できればお客さんが目につくようなところに植えたいと思います。 

○議長（正木 武君） １番野中議員。 

○１番（野中眞弓君） 桜だとかモミジの並木というのは、大体は街路とか川沿いとか、そう

いうところには似合うのですけれども、大多喜町に来る観光客は何を見に来るかといったら、

モミジだったら山、美しい自然を見に来ると思うんです。 

  道路沿いに並木をつくりますと、大多喜の自然って、話が飛んでしまいます。大多喜のい

いところは手つかずに見える自然なんですね。例えば春だったら、山笑う春ですよね。山の

笑っている、本当に山が最も新緑で美しいところ、並木があると見えなくなっちゃうんです。

野の山の真ん中に厚化粧して振り袖を着ているみたいな、そういう観光地化というのは求め

られていないと思うんです。ただ、遠くの山に山桜が咲き誇る、あるいはモミジや黄色の葉

っぱたちが美しく彩る、そういうふうな形で、若干の手を加えた、より美しい自然にすると

いうことについては必要だけれども、厚化粧をした、そういう観光地化というのは老川、西

畑のほうの観光地化にはそぐわないことだと思うんです。町場の場合と自然を楽しむ場合と

違うわけですから、そこのところをきちんと使い分けてやっていただきたい。 

  山の中に桜並木をつくることによって、本当に見ていただきたい自然の美しさが見られな

くなってしまう。モミジもどこにつくっていくのかわかりませんけれども、道路管理上も道

路のすぐそばに木を植えると、落ち葉あるいは台風のときの倒木などで道路管理が大変だと

いうことも伺っております。そういうことも含めて、安易な植栽というものについては考え

ていただきたいと思います。どうでしょうか。 

○議長（正木 武君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（菅野克則君） 市原市の養老渓谷から大福山に上がる道がございますけれど

も、そこに市原市が以前に大分モミジを沿道に植えてございます。もう大分大きくなってご

ざいます。そのモミジ、大分すばらしくなってきた。やはりそういうのもあるわけでござい

ます。 

  また、今回のモミジの苗木ですけれども、主に西畑、老川地区の区長さんに植えるところ
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を探していただいて、それで希望のある区に配布をいたしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） １番野中議員。 

○１番（野中眞弓君） 81ページに狩猟免許取得促進補助金が出ております。内容を教えてく

ださい。 

○議長（正木 武君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（菅野克則君） 狩猟有害鳥獣駆除対策事業の狩猟免許取得事業８万8,000円

でございますけれども、これにつきましては、くりわな、箱わなの免許取得補助金です。狩

猟免許取得につきましては、１人１万3,200円かかるわけでございますけれども、10人分で

13万2,000円、県・町合わせて３分の２を補助金として計上してございます。 

  また、ちなみに自己負担金は３分の１でございます。 

  以上です。 

（「自己負担が」の声あり） 

○産業振興課長（菅野克則君） ３分の１です。 

（「３分の１」の声あり） 

○産業振興課長（菅野克則君） はい。ちなみに、4,000円になっております。 

○議長（正木 武君） ほかに質疑ありますか。 

  １番野中議員。 

○１番（野中眞弓君） 同じく81ページだと思いますけれども、県民の森運営事業があります。

一般財源より458万3,000円繰り入れておりますが、このことについて、県からの指定管理を

受けている県民の森の運営に対して一般財源を入れることについてどういうふうに考えられ

ているか質問いたします。 

○議長（正木 武君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（菅野克則君） ただいまの県民の森運営費にかかわります一般財源458万

3,000円ということでございますけれども、これにつきましては、職員１名分がふえること

によります増でございます。 

  県民の森を管理運営していくに当たりましては、おいでになったお客さんを事故なく楽し

んでいただき、なおかつ喜ばれるサービスの提供を行っていくためには必要なものと考えて

おります。 

  以上です。 
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○議長（正木 武君） １番野中議員。 

○１番（野中眞弓君） 県民の森の町民への貢献度というのは、保育園の子供たちが年に何度

行けるかわかりませんけれども、１度か２度、バスを使って県民の森で半日ばかり遊ぶとい

うことを聞いていましたけれども、それ以外にはそんなに大多喜町民への貢献度というのは、

地元雇用の確保という面を除けば、そんなにないと思うんですね。県からの補助金、大体こ

れは18年度に指定管理が始まってから、ほとんど2,840万強の補助金があって、大体バーベ

キューなどの売上が400万前後あって、この中で運営すべきではないかと私は思うんです。 

  実際、例えば今まで町が一般財源から繰り出しているのは、予算レベルなんですけれども、

21年度33万2,000円ですが、多分使っていないのではないかと思われます。それから、22年

度でいえば当初予算で繰り入れを440万一般財源から入れていますけれども、途中で減額補

正なんかを入れて大幅に執行額は減らしております。今までずっと一般財源を入れないのと

同じような状況で運営していたのに、24年度450万という多額の繰り入れをするというのは、

どこか安易な考えがあるのではないかと思うんですけれども、どうでしょうか。 

○議長（正木 武君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（菅野克則君） 22年度440万で、それから減となったということでございま

すけれども、これは職員１名が減になったことによります。 

  職員の配置につきましては、指定管理を受けるときの事業計画の中の事務職員３名、臨時

職員２名、作業員３名の８名での体制となっております。事務員につきましては、休日受付、

来客対応、突発的な事故、工作指導等を考えあわせますと、最低３名は必要となっていると

ころであります。よって、この金額は必要なものと考えます。 

○議長（正木 武君） 質疑の途中ですが、ここでしばらく休憩します。 

  この間に昼食をお願いし、午後１時から会議を再開します。 

  なお、12時半から議会運営委員会を開催いたしますので、ご承知願います。会場は後ほど

連絡いたします。 

（午後 零時０６分） 

───────────────────────────────────────────────── 

○議長（正木 武君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（午後 １時００分） 

───────────────────────────────────────────────── 

○議長（正木 武君） 一般会計予算の質疑を続けます。 
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  質疑ありますか。 

  産業振興課長。 

○産業振興課長（菅野克則君） すみません。先ほどの小髙議員さんの施設園芸農家育成補助

金でございますけれども、22年度に２件申し込みがございました。23年度、今のところは実

績はございません。しかしながら、たけゆらの直売組合等におきましては周知をしていると

ころでございます。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） 質疑ありますか。 

  11番野村議員。 

○１１番（野村賢一君） 少し話題を変えまして、予算書の中でいきたいと思います。款の12、

目の、ページ数は14、15、持続支援施設療養費負担金とあります。これは保育園のあれでよ

ろしいですね。前年度が１人１万7,160円掛ける12カ月、人数235人分ということで、今年度

は前年度より588万2,000円減であるということで、ここの保育園の料金、園料と人数が変わ

ったかどうか、そこら辺をお聞きします。 

  それと、17ページ、款の14の国庫支出金、節の区分の３、４、子ども手当給付負担金、子

どものための金銭の給付交付金、載っていますけれども、具体的にどこが違うのかという説

明と、たしか最近、児童手当の取り決めが３党合意でありましたね。それで、３党合意の結

果、この予算額は変わりがありますか、ないですか。 

  ２点お聞きします。 

○議長（正木 武君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（石井政一君） 先に子ども手当、どこが違うかというほうをお答えしたい

と思います。 

  子ども手当から児童手当に変わるという関係でございますけれども、３党合意ということ

で内示が来ていますけれども、額的には変わりはありません。 

  それで、額ですけれども、１子、２子が１万3,000円が１万円になるということで、それ

は変わりません。それと、３子につきましては、小学校６年生まで１万5,000円ということ

で、それも変わりません。 

  それと、17ページの子ども手当給付負担金と子どものための金銭の給付交付金ということ

ですけれども、子ども手当給付負担金というのが今までの10月からやっています名称でござ

いまして、子どものための金銭の給付交付金というのが、先ほど申し上げましたけれども、
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児童手当に名前が変わりましたけれども、その変わる前の変わった名前ということでご理解

いただきたいと思います。 

  初めの児童福祉施設費負担金ということでございます。これは入園料でございますけれど

も、初めは、当初235人ということで、これは昨年度でございますけれども、それから215人

に減っております。というのは、今申請を受け付けておりますけれども、今現在210人をち

ょっと下回っております。ということで、予算を12月つくったころは20名程度減になるだろ

うということで215名ということでしております。そういう関係上、若干金額が減っており

ます。 

（「保育料金は同じですか」の声あり） 

○子育て支援課長（石井政一君） 保育料金は変わりございません。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） ほかに質疑ありますか。 

  ９番野口議員。 

○９番（野口晴男君） ２点ほどお聞きしたいんですけれども、ページ数の前に、要するに同

じようなものなんですけれども、建設課と産業振興課にお聞きしたいんですけれども、ペー

ジ数で93ページの橋梁補修工事、これが259万9,000円、これは先ほど一般質問で藤平さんか

らあった橋梁、83橋梁ですか、これはどことどこをやるのか。 

  それに、産業振興課のほうにお聞きしたいんですけれども、72ページの農業振興費か74ペ

ージの農地費か、あるいは林業総務費、78ページ、その中に橋梁は林道と農道で５つありま

す。この予算計上はどこに入っているのか。あと、これに対して橋が壊れた場合に区の負担

がどのくらい出るのか、その関係をお聞きしたいんですけれども。 

○議長（正木 武君） 建設課長。 

○建設課長（磯野道夫君） それでは、橋梁維持事業の、まず委託料の設計業務委託料という

ことでご説明いたします。 

  これにつきましては、先般の会議でお話しいたしました橋梁長寿命化計画の中に載ってお

りまして、今一番傷んでいるというようなことがございますので、塩渕橋、これは堀之内か

ら部田に向かう橋でございますが、それの詳細な点検、それと補修にどのようなことが必要

かということで詳細設計を委託するものでございます。 

  次に、工事請負費でございますが、これにつきましても、やはり橋梁長寿命化ということ

で、大戸跨線橋、これは愛野山のそばから久我原駅のほうに向かうところに鉄道をまたぐ橋

－247－ 



がございます。その橋でございますが、現在、橋面の舗装ですが、コンクリート舗装が破損

していまして、下の橋板とか、そちらのほうに影響の出る前に修理しようということで、こ

の工事を計画しております。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（菅野克則君） 農道３カ所、林道２カ所につきましては、今回のこの予算に

は入っておりません。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） 建設課長。 

○建設課長（磯野道夫君） 先ほど申しおくれましたけれども、町道につきまして地元負担金

はございません。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） ほかに質疑ありますか。 

  １番野中議員。 

○１番（野中眞弓君） 39ページ、財産管理費の中で外構整備工事があります。庁舎改築に伴

う最後の仕上げの工事かと思われますが、なぜ年が明けての外構整備なのか。庁舎増改築の

一環ですから、できるだけ早く終わらせるというのが筋ではないかと思うんです。実際、あ

そこを歩いていて、いつけつまずくんじゃないかと思って不安なんです。高齢化社会を向か

えまして、かなりのお年寄りが庁舎を訪れていらっしゃいます。これが延びた理由と、いつ

ごろ取り組むのか伺いたいと思います。 

○議長（正木 武君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（小野田光利君） 議員ご指摘のとおり、つまずくんじゃないかというご心配、

私もそのとおりだと思います。 

  今回、中庁舎の改修工事がやはり耐震の問題でかなり工期的にもかかりますし、すべて周

りが整備をされた段階において視覚障害の方の点字びょうとか、また周辺の排水等について、

水回り関係、どのように流れるのか、そういったものを把握してからというつもりでおりま

して、手戻り工事のないようにと思っておりまして、新年度に加えたものでございます。ま

だ詳細な設計が全部できているわけではございませんので、なるべく早く発注をして周辺整

備を進めていきたいと考えております。 

  以上です。 

－248－ 



○議長（正木 武君） １番野中議員。 

○１番（野中眞弓君） なるべく早くというか、本当に超特急で進めていただきたいと思いま

す。 

  では、最後の質問になります。121ページ、海洋センター屋外施設管理運営事業の中でシ

ルバー人材への委託料が46万、これ、今までなかった項目ではないかと思います。内容につ

いて伺います。121じゃないのかな。 

（「121」の声あり） 

○１番（野中眞弓君） ですよね。121は違うか。屋外のほうです。 

（「上から10行目ぐらいのところ」の声あり） 

○１番（野中眞弓君） はい。 

○議長（正木 武君） 教育課長。 

○教育課長（高橋啓一郎君） 121ページの海洋センター屋外施設管理運営事業、全体で256万

4,000円のところの121ページの13節、シルバー人材センター委託料46万の内訳なんですが、

草刈り業務を委託する予定であります。年間で60回を予定しております。おおむね単価が約

1,000円掛ける１日８時間で、それを60回です。 

○議長（正木 武君） ほかに質疑ありますか。 

  11番野村議員。 

○１１番（野村賢一君） ページでいいますと87ページ、観光振興事業の中で遊歩道整備事業、

多額の金額が組まれておりますけれども、説明は遊歩道整備という話だったんですけれども、

この遊歩道に対する、多分観光ですから観光振興のためだと思いますけれども、これだけの

費用をかけて費用対効果はどのくらいということを考えているかどうか。 

  それと、95ページの土木費の住宅管理費、その中で工事請負費ですか、町営住宅修繕工事、

この場所と工事内容と、入札はどんな入札を行うか教えていただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（小野田光利君） 面白峡遊歩道の整備計画についてのご質問について答弁を

させていただきたいと思います。 

  面白峡の遊歩道整備につきましては、養老川の川まちづくり計画という中で計画をしてい

るものであります。確かに、本年度計画しておりますのは2.4キロメートルで、事業費とし

ては２億円程度ということで計画になっております。 
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  その費用対効果について、ここに宿泊客はどのくらいとか、また観光客はどのくらいお金

を落とすとかということについてまでは、詳細に全部を積算してあるわけではございません

が、現在、震災以降冷え込んでおります観光業、また大多喜についてはいすみ鉄道、また観

光に携わる方が非常に多い中で、現在も秋の紅葉シーズンとか春の菜の花のシーズンとかに

大分大勢の観光客の方が訪れておりますので、そういった効果が出るものとして計画をして

おります。渋滞緩和等も考慮しながら、水辺も歩いて観光していただくということが老川地

区、ひいては大多喜町の活性化に役に立つのではないかということで計画をしておるもので

ございます。 

  以上でございます。 

○議長（正木 武君） 建設課長。 

○建設課長（磯野道夫君） 町営住宅管理事業費ということでご説明させていただきます。 

  工事請負費でございますが、これにつきまして、中野団地１棟５戸でございますが、これ

の改修工事ということでございます。工事の内容といたしまして、長寿命化を図るというこ

とで、屋根の防水加工、あとは外壁等々を予定しております。 

  それと、もう一件は田丁団地、これはふろの給湯器の入れかえ工事といいますか、入れか

えを21件分予定しております。23年度で10件やりまして、あと、その残りの分を24年度で実

施したいと考えております。 

  なお、入札につきましては、指名審査会を受けまして、そこで決定された業者により入札

を行いたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） 11番野村議員。 

○１１番（野村賢一君） 遊歩道は、そこはヒルなんか、どうなんですか。ヒルがいた場合、

リピーターは来ないですか。 

○議長（正木 武君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（小野田光利君） ヒルはいると思います。ただ、川沿いの遊歩道、コンクリ

ート舗装とか、そういったものをしますので、ある程度濡れていない部分については歩いて

こないのかなと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（正木 武君） 11番野村議員。 

○１１番（野村賢一君） いると思いますでは困っちゃうんだよね。やはり自分が歩いてみて、
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ヒルに食われて経験してヒル退治をしてもらわないと、本当に観光客はふえないと思います

よ。よろしくお願いします。 

○議長（正木 武君） ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論はありますか。 

  １番野中議員。 

○１番（野中眞弓君） 私は、平成24年度大多喜町一般会計予算案に反対の立場から討論させ

ていただきます。 

  地方自治法によれば、自治体の本旨というのは住民福祉の増進であるとうたわれておりま

す。住民福祉の増進というのは、私流の解釈によれば、住民が暮らしや健康面で心配がなく

なる安心・安全のまちづくりだというふうに考えます。 

  今、住民が置かれている状況ですが、予算編成で町民税の積算で平均所得が５パーセント

減と見込んだとの説明がありました。きょうの質疑で、来年度も含めての町民の平均所得で

すが、22年度は173万、ところが、23年度は11万も減って162万、そして24年度の見込みは４

万減って158万と、本当にすごい勢いで町民の収入は減っております。国民の経済活動を反

映する歳入の部分の利子割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得

税交付金など軒並み減少していることでも、このことは証明されているのではないでしょう

か。 

  こういう中で、住民の福祉の増進を言うなら、いろいろな町民負担をまず減らしていくと

いうことが挙げられるのではないでしょうか。24年度歳出において、住民負担軽減の事業が

あったでしょうか。新規事業は一つもありませんし、従来の事業の拡充すらありません。例

えば、子ども医療費無料化拡充について言えば、今議会の私の一般質問の際、町長は、本町

はおくれているわけではないと述べられました。しかし、そのときも述べましたけれども、

大多喜町を取り囲む自治体のうち、さらにちょっと離れますが、御宿町もこの４月から通院、

入院とも中学３年生まで無料にする予算が決まりました。すると、この大多喜町を囲む周辺

では、勝浦とごく一部、君津も隣接しておりますから、君津と大多喜だけということになり

ます。決しておくれているわけではないのではなくて、おくれているという状況ではないで
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しょうか。 

  子ども医療費もそうですけれども、負担軽減というのは、社会保険の方もそうだと思うん

ですけれども、健康保険の保険料の高さ、介護保険料の高さ、特に国保、介護については収

入の少ない階層、介護保険はお年寄り、国民健康保険は退職者とか失業者が今多く入ってい

るという状況の中で、保険料の高さというのは住民は大変何とかしてほしいと思っておりま

す。それを解決するのは、先ほども申しました健康増進事業をいかに進め、医者にかからな

いまちづくりをしていくかだと思いますが、それの健康増進事業については従前どおりの予

算しかとっていないということは、事業が進んでいく見通しが来年度はないというふうにと

られます。 

  また、去年の３・11大震災に付随する放射能の問題もあります。住民の安心・安全のため

には住民の不安を取り除くということは非常に重要ですが、この不安を取り除く努力を怠っ

ているのではないでしょうか。線量を希望者にはかってくれと言っても、やりません。近く

の公民館などをはかりますから、それで類推してください。それから、食料の放射能もはか

ってくださいというのも、やりません。３月16日の千葉日報ですが、いすみ市では食品の計

測器を２台買って、給食だけではなく、希望があれば農産物や海産物の測定にも応じると。

いかに住民の不安を取り除くかということに努力をしています。にもかかわらず、周辺にそ

ういう自治体がある以上、否が応でも大多喜町の町政が住民の意にそぐおうとしていないの

かというのが目立ちます。線量計については、シーベルトですね、24年度から御宿町も希望

する住民への検査を始めるそうです。いすみ市では、大体気になる方のところは終わったよ

うで、最近は希望者が激減しているという状況だそうです。一生ずっとつながるわけではあ

りません。いっとき職員に頑張って町民のところまで出かけていってくれれば、用が済むこ

とだと思うんです。住民の気持ちに沿うこと、住民の願いに沿うことというのも福祉の増進

の一つではないでしょうか。 

  それから、亀田医療大学の助成の問題があります。質疑の中で、法制上はほぼ問題はない

のではないかと思われますが、県の指導である住民の合意、今ここで住民の合意というのは、

少なくても議員の合意はいただかなければならないと思うのですけれども、あの質疑の中で

もわかったように、議員の中でもまだ疑問を多く抱いていらっしゃるということがわかりま

した。住民、議員の合意の不足があります。そういう中で1,000万を超える助成金が計上さ

れたことについては、問題ではないかと思います。 

  また、県民の森の経営について、問題ないと言われましたけれども、行政は職員の単なる
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雇用の場というふうにとらえられたのでは住民は困ります。与えられた中で十分な成果を上

げるという努力を怠っているのではないかと思われます。 

  こういう点から、温かい住民の立場に立った町政に大多喜町が向いてくれるよう希望いた

しまして、反対討論といたします。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） 次に、賛成者の発言を許します。 

  10番藤平議員。 

○１０番（藤平美智子君） それでは、私は、平成24年度一般会計予算の賛成の立場から意見

を述べたいと思います。 

  平成24年度一般会計予算の総額は、昨年度より３億6,300万円減の45億2,900万円でありま

す。この行政運営に充てる自主財源についても、平成23年度に43.5パーセントであったのが、

平成24年度は36.5パーセントと７パーセントも減少しておりますが、これは大多喜町の歴史

の中でも非常に大きな事業であります役場庁舎の耐震補強大規模改修工事が終了したことが

減少の一つの大きな理由であると判断をしております。 

  しかし、近年、国の財政状況は恒久的な改善のめどがつかず、綱渡り的な財政運営をして

いる中で、国内外の経済不況や金融不安、さらには原油の高騰による消費、経済への影響、

そして雇用の悪化に加えまして、被災地の復旧・復興、国を挙げて取り組まなければならな

い状況を判断しておりますと、来年度以降の国からの財政支援は予測以上に厳しい状況とな

ることは確実でありまして、依存財源に頼るところの多い本町としては憂慮すべき状況であ

ります。 

  そのような状況を的確にとらえた中で、今後の予算編成を行うことは当然のことでありま

す。町では、新第３次実施計画や平成22年度４月からスタートした過疎地域自立促進計画の

着実な増進を目指すべく予算編成されているものであると理解をしておりますが、昨年発生

した東日本大震災や国内外の経済的ダメージによって、その状況は大きく、そして急激に変

わろうとしており、そのことを十分に精査して予算編成をすることが大多喜町の恒久的な健

全財政の運営につながるものと思います。町においては、この点を常に念頭に置いていただ

き、予算編成されることが望まれます。 

  また、大多喜町は、これまでも少子化対策や定住化対策など各種の事業はどこの市町村よ

りも先駆けて行ってきていると私は思います。しかし、依然として少子化、人口減少はとま

らず、高齢化率は平成23年度10月時点で32.3パーセントに達しております。ますます福祉や
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医療、生活支援、保健事業などに社会保障費のふえることが予測されます。 

  飯島町長は、就任３年目にして、大多喜町の将来ビジョン達成のために財源が十分確保さ

れれば、さまざまな事業を実施に移したいという考えもあると思いますが、自主財源の少な

い現状の中で十二分に精査をされて、来年度事務事業を選択され、厳しい財政状況の中で予

算案を編成されたものと私は判断いたします。 

  特に、平成24年度の予算で提案された主な事業として、大多喜小学校屋内運動場や中央公

民館ホール耐震補強工事が予定され、町民や児童・生徒の安全を確保する内容となっており

ます。また、大多喜町の魅力の一つである養老渓谷の拠点施設の整備予算や養老渓谷の遊歩

道整備に向けた各種測量、そして調査費も計上されており、観光地としての魅力アップにつ

ながるものと期待をしております。このほか、町道改良で予定されております大多喜高校線

は、長年の懸案でもあります。大多喜高校の生徒だけでなく、観光客の安全も図れる大切な

事業であります。さらに、防災対策、地域防災計画の早期改定が求められている状況ですが、

その要となる消防団員の手当の増額や防火水槽設置も計上されております。また、障害者福

祉、子ども医療費に対する給付や町民の各種健診と予防接種事業の実施、そして有害獣駆除

の対策事業の継続実施のための予算も計上されております。また、定住化を図るための住宅

取得奨励金を初めとする住宅助成事業関連の予算も措置されています。そして、定住化を図

るため進めている町有地の売却、さらにその収益金を土地開発基金に積み立てる、次の定住

化事業につなげようとしていることを私は高く評価いたします。 

  なお、亀田医療大学への補助金1,139万円の予算計上についても、当初予算で計上されて

いますが、私はことし１月31日に開催された全員協議会で公式に初めて説明を伺い、正直び

っくりいたしました。町民の大切な財産を一大学に補助金を出すこと、さらにその補助金額

が人口割や均等割で割り振られた金額であることから、大多喜町が補助金として支出するこ

との妥当性や公益性、その金額の妥当性については、正直同意しかねる考えでした。 

  しかし、再三にわたる議会への説明、またいすみ医療センター関係者の方の意見、考え方、

その他いろいろと医療関係者の意見を伺う中で、千葉県内及び特に山武・長生・夷隅地域の

看護師不足から生じている入院制度の状況や患者の受け入れの困難な状況、保健・医療の過

疎化について、その深刻な状況を理解することができました。そのような状況の中で、大多

喜町の住民も利用している亀田総合病院の関連大学である亀田医療大学の整備に関しては、

千葉県全体高度医療の充実や看護師養成、大きな役割や期待ができるものであり、国・県も

補助金を支出して整備が行われているものであります。これは将来的に安房・夷隅地域の看
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護師の養成、そして間接的には夷隅地域の看護従事者の充実、保健事業の充実、大多喜町民

の医療や保健福祉の向上につながるものと判断をいたしました。 

  このようなことから、財政状況が厳しい中で予算編成された平成24年度大多喜町一般会計

については、賛成をするものであります。 

  以上。 

○議長（正木 武君） ほかに討論ありますか。 

  ４番小髙芳一議員。 

○４番（小髙芳一君） 私は、平成24年度の一般会計予算は反対でありますので、その意見を

言わせていただきたいと思います。 

  平成24年度の一般会計の予算は45億2,900万でありました。この町もさらに進む少子高齢

化、景気の中の予算編成でありまして、基幹税である町税は、先ほども話が出ましたけれど

も、昨年より623万2,000円の減で10億5,898万7,000円でありました。町民の所得はさらに低

下しているということであります。こういう中での大多喜小学校の屋内の運動場及び中央公

民館ホールの耐震補強工事、これはもう絶対にやらなければならない工事ということで認め

るものであります。また、少子化や定住化対策等の人口増対策、これもさらに強化をしなけ

ればならないと思っております。また、土地開発基金の活用、これは未来に向けて大多喜町

がさらに発展する財源であるというふうに理解しておりますし、さらにこの活用を大いにや

っていただきたいという思いであります。 

  そんな中でありますけれども、大多喜町は財政力、また下がりました県下でも多分一番下

のほうだというふうに思っています。この財源確保には、やはり創意工夫、さらにそういう

ものが必要ではないか。よく言われるように事務事業の必要性、効率性、財源及び効果、こ

んなのを見直すというのは、これはもう当たり前の話であります。そのほかに、ぜひもっと

もっとこういう形ではなくて、ほかの視点あるいは発想の転換、そういうもので事業をぜひ

見直していただきたいというふうに思っています。 

  何点か反対理由を申し上げたいと思います。 

  まず、教育費についてでありますけれども、今回大多喜小学校の屋内運動場の耐震工事、

これを最後に、最後といいますか、ほとんど教育関係の施設はこれで終了するような形にな

ると思います。大多喜町の起債残高のうち12億は教育費というふうに認識をしています。そ

して、今この施設、建てましたけれども、少子化で統合を進めているというような状況であ

ります。 
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  こんな中でも、ぜひハードよりもソフトということで質をもっと高めるべきだということ

で何回か意見を言わせていただきましたけれども、中学校の卒業式に行きました。66人で大

多喜中学校ですけれども、そのうちの３分の１が地元の高校ということでありました。私た

ちが中学校のときから、大体３分の１ぐらいですかね、地元の高校へ行けるのは。でも、希

望者は大体半分以上はいるというようなことでありました。よく言われますけれども、やは

り地元から地元の高校へと願うのは、私ばかりではなく父兄の方も多くいるのではないかと

思います。そういう意味で、もう少しやはり学力、教育は学力だけではないでしょうけれど

も、学力をつけることも大切な使命だというふうに思っています。そういう意味では、その

予算がなかなかついてこない。施設ばかり見直すことには常につくんですけれども、そうい

う部分をもう少し考慮すべきではないでしょうか。 

  次に、児童福祉費について申し上げます。 

  保育とか、あるいは児童手当、医療手当、児童クラブ、こういうことを支援しているんで

すけれども、あくまでも経済的な支援だというふうに思っています。先ほど質問しましたけ

れども、もう少し幼児教育といいますか、子供たちの能力をもっと引き出すような、育てる

という部分でそちらのほうに予算をもっとつけるべきではないか。小さいうちから運動した

り体を鍛えること、あるいは学ぶこと、こういうものを、子供の能力は限界がないと言われ

ています。１週間に30分であきたから、もうだめだと、課長さんはそれ以上はあきちゃうと

いうような話でありましたけれども、もっともっと幼児教育といいますか、そういう部分で

は研究をしていただきたい。そして、未来の子供を立派な者に育て上げるための投資をぜひ

していただきたいというふうに思います。そういう部分の予算をつけるべきだというふうに

考えます。 

  次に、町有林管理の事業について申し上げたいと思います。 

  町は147ヘクタールですか、町有林を持っているということで、先ほど質問ありましたけ

れども、ほとんどそのままというような状況で、なかなかやはり今は持っていてお荷物とい

うような感じが否めない。もっと発想を転換して資源だというような思いで、この147ヘク

タールをもっともっと何かに使えないか、そういう部分をもっと考えるべきではないかと思

います。そこの裏に溝腐で伐採しました。そのときに私、桜、山桜を植えたらどうというよ

うなことを言いましたけれども、生産樹木でないとだめなんだよ、スギとかヒノキとか、そ

ういうものじゃないと植えちゃいかんというような農林省の指導なんですかね。では、それ

ならナメコでいいじゃないですか。あるいはモミジを植えて床柱で販売するというようなこ
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とをやれば十分生産樹木として、あるいはまた景観の部分でもいいのではないかというよう

に思っています。森林組合を使って、組合で委託してという部分がありますので、十分お金

をかけなくてもそういうものができるのではないか。やはり桜の山とかモミジの山をどんど

んつくっていくとおもしろいのではないかなというふうに思っています。 

  去年、町民憲章を策定しました。これは、ただ、今思えば策定をしただけなのかなという

感じがしないでもない。やはり町の憲法とよく言われる部分でありまして、これから何十年、

何百年とこれが残る話でありますから、そういう面で言えば、きょう、苗木の配布の事業が

ありましたね、26万3,000円ですか。こういう機会にやはり記念樹として町じゅうに桜、モ

ミジを配ったらどうですか。ふるさと創生資金はまだありますね。ふるさとをつくるという

意味と、やはり町の憲法を制定した記念というのは、それを植えることによって町民もそう

いう部分の認識を高めるだろうし、町じゅうが桜やモミジで埋まるという夢を持ってもいい

のではないでしょうか。そんなにお金のかかる話ではないし、せっかく憲章という立派なも

のをつくって、ただつくりっ放しというのは残念な気がします。 

  最後でありますけれども、亀田の医療大学の施設整備の補助金の件であります。 

  私もいろいろな部分で質問しましたけれども、町の予算を鴨川市に設置する医療大学の学

生会館に補助金として寄附の依頼があった亀田に対して支援するということは、まだちょっ

と疑問を感じています。いろいろな話が出ましたけれども、千葉県における医師とか看護師

不足というのは、医療の崩壊の対策というのは広域な問題でありまして、国とか県の所管だ

というふうに思っていました。医療の崩壊の背景というのは、やはり医師数や医療費の抑制

施策を国がとったということも言われているんですね。そういう意味でいえば、国や県の責

任というか、そういう部分が非常に大きいだろう。私たちも所得税を払っています。県民税

も納めています。国には国の役割があるはずです。県には県の役割がある。こういう広域的

なもの、それはやはり国・県が本当に責任を持ってやるべきだと思っています。 

  県は地域の医療再生計画の、国の審査を経て、２カ所のモデル地域をつくりましたね。香

取・海匝、そして山武・長生・夷隅、そしてここをしっかりと立て直していこうと。10年、

20年後を見据えた強化を目指していくんだということで言われています。今回、２カ所の看

護師養成所に補助金を出し、そのもう一つの１カ所はほとんど近隣の市町村が別に補助金を

出して、そこを強化するという話では全くありません。大多喜の三育学園も看護科がありま

すけれども、ほとんど出しませんでしたよね。やれるところはやっていけるというふうに思

います。よく言われましたけれども、今、県下に37の養成所があるそうですけれども、半分
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以上は、せっかく養成しても、みんな県外に行ってしまう。奨学金を出すと、80パーセント

ぐらいは県内に残る。こういうことから、県はそういう部分ではなしに、やはり奨学金も出

して地元に残ってもらうと対策をとっているというような話でありました。奨学金の制度と

いうのは、やはりかなりの効果があるのではないか、そんなふうに思っています。地元に看

護師をどうやったら担保するかという部分においては、いろいろな角度から検討する必要が

あると思います。 

  そして、もう一つ申し上げておきたいのは、夷隅・大多喜地区の医療をどういうふうにす

るのか。先ほど課長のほうから、大多喜の医療の問題は何だということで質問しましたけれ

ども、本当に亀田を中心にこれから、例えば支援をしていくとなると、どんどん亀田は充実

しますよね。多分あそこでも看護師や医師は不足することはないでしょう。そうすると、周

りの人たちは、やはり亀田へみんな行くんですよ。地域の医療の崩壊をなくすと言っても、

やはり亀田というか、そういう大きい病院がどんどん充実をしていく、これは当たり前の話

じゃないでしょうか。私たちがちょっと病気にかかって、安心なのは亀田だと。そうすると、

周りの地域の本当に民間の病院とかかかりつけ医制度、そういうものが、逆に言えば崩壊し

てしまうんじゃないか。まだまだ看護師、医師は不足します。そういう中で亀田にやるとい

うか、そういう危険性はないのか。地域の医療をしっかりとやる。行政はそういう弱い部分

にお金を出す。こういうのが行政の出し方ではないかというふうに思っています。 

  そういうことで、亀田の件についてはまだまだ疑問が残るものでありまして、以上をもち

まして反対討論としたいと思います。 

○議長（正木 武君） ほかに討論ありませんか。 

  ５番苅込議員。 

○５番（苅込孝次君） 私は、賛成の立場から討論させていただきます。 

  24年度の一般会計は、昨年の一般会計に比べますと7.4パーセントの減という予算であり

ます。この予算で24年度も第３次５か年計画や過疎地域自立促進計画を推し進めなければな

らないという厳しい財政状況でありますけれども、厳しいからといって考えているだけでは

前進がありません。無駄を切り詰めつつ、住民の福祉を守っていく町政でなければならない

と思います。そういうことからして、行政は知恵を絞った予算の執行を望んでおります。 

  それから、先ほどから問題になっております亀田医療大学の件なんですが、議員間で審議

中で結論が出ていないうちに予算化されるというのは、いささか強引な感がしないでもない

わけでありますけれども、亀田医療大学の整備事業補助金として1,139万につきましては、
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地元高校から優先的に入学をさせてもらって、卒業後は地元に、家に居住しながら地元ある

いは近郊の病・医院に勤めてくれれば、町の定住化促進につながり、また看護師不足の解消

にもなるのではないかとささやかな望みを抱いているわけです。国吉病院へ6,780万2,000円

という負担金を払っておりますけれども、医者だけいても病院というのは機能しないわけで

す。看護師がいてこそ病院として成立するものでありまして、そうすれば6,700万のこの負

担金も生きるのではないかと思っております。 

  今後、住民が十分な医療を受けられるために、亀田の医療大学に看護師養成のための補助

金を支出するのは、これから先を見越してのいわば保険代にもなるのではないかと私は考え

ておりまして、今年度の予算には賛成するものです。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） ほかに討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 討論なしと認めます。 

（「議長」の声あり） 

○議長（正木 武君） ４番小髙議員。 

○４番（小髙芳一君） ここで議長に提出してありますけれども、平成24年度の大多喜町の一

般会計予算に対して修正動議を提出したいと思います。お諮りいただきたいと思います。 

○議長（正木 武君） ただいま議案第26号 平成24年度大多喜町一般会計予算に対して、４

番小髙芳一議員ほか１名の議員から修正の動議が提出されました。 

  事務局職員をして提出された修正案を配付いたしますので、しばらくお待ちください。 

（議案配付） 

○議長（正木 武君） 修正案の配付漏れはありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 配付漏れはなしと認めます。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎発議第３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（正木 武君） 提出者の説明を求めます。 

  ４番小髙議員。 

○４番（小髙芳一君） 発議第３号 議案第26号平成24年度大多喜町一般会計予算に対する修

正動議。 
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  発議者は野村賢一、そして私、小髙芳一であります。 

  上記の動議を、地方自治法第115条の２及び会議規則第17条第２項の規定によりまして、

別紙修正案を添え提出をいたします。 

  提案理由を申し上げます。 

  先ほど反対討論で申し上げましたが、亀田医療大学に補助金を支出する件でありますが、

私たち議員は予算を審議して、これを町民に説明責任を果たさなければなりません。今回の

予算は、町でも、あるいは夷隅地域でもない鴨川市に建設する亀田医療大学学生会館に支出

するもので、今までにない予算計上であります。それだけに明確な根拠、理由が必要であり

ます。 

  県下の医療崩壊は医師、看護師不足等、深刻な問題であり、県は山武・長生・夷隅を地域

医療再生計画の重点地域に位置づけ、看護師不足を初め、対策の強化を図っているところで

あります。本町の医療というのは、どうあるべきか、住民が安心して受けられる医療はどう

あるべきなのか、本町の医師、看護師不足はどのぐらいあるのか、救急体制は大丈夫なのか、

かかりつけ医制度あるいは在宅医師の問題、そういうものは大丈夫なんでしょうか。大病院

に集中して、初期やあるいは２次、かかりつけ制度、こういうものは崩壊する危険性はない

のか。 

  私たちは地域全体の医療について余り今まで考えてこなかった。それは、国や県の所管で

あったからであります。今後、町は広域的な支援を医療、福祉等で行う方針ならば、町の医

療再生計画を作成し、少ない予算で最大効果を出すにはどこに予算を集中すればよいのか検

討すべきであると思います。その結果が亀田医療大学の補助金であれば、住民にも理解が得

られるでしょう。もう少し時間をかけて議論すべきであり、平成24年度一般会計予算は亀田

医療大学補助金を抜いた予算で可決すべきだというふうに考えます。 

  それでは、本文のほうに移りたいと思います。 

  １枚目をめくっていただきたいと思います。 

  議案第26号平成24年度大多喜町一般会計予算に対する修正案。 

  議案第26号平成24年度大多喜町一般会計予算の一部を次のように修正する。 

  第１条中「45億2,900万円」を「45億1,761万円」に改める。 

  第１表歳入歳出予算の一部を次のように改める。 

  歳出、款４衛生費４億7,862万2,000円、項１保健衛生費２億4,146万円、歳出合計45億

1,761万円であります。 
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  次に、３、歳出のところであります。 

  款４衛生費、項１保健衛生費、目１保健衛生総務費１億464万9,000円。一般財源１億464

万9,000円。計でありますけれども、本年度２億4,146万円ということで一般財源が２億448

万5,000円であります。 

  次に、裏部分でありますけれども、節区分19負担金補助及び交付金6,797万8,000円。保健

衛生事務費6,822万2,000円、19負担金補助及び交付金6,797万8,000円。 

  以上であります。よろしく審議を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（正木 武君） 説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  本案について討論を省略し、これから採決したいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 異議なしと認めます。 

  これから議案第26号平成24年度大多喜町一般会計予算の修正案について採決を行います。 

  まず、本案に対する小髙議員ほか１名から提出された修正案について、挙手により採決し

ます。 

  本修正案に賛成の方は挙手をお願いいたします。 

（挙手少数） 

○議長（正木 武君） 挙手少数です。したがって、修正案は否決されました。 

  ここで10分間休憩します。 

（午後 ２時００分） 

───────────────────────────────────────────────── 

○議長（正木 武君） 休憩前に引き続き審議を続けます。 

（午後 ２時１１分） 

───────────────────────────────────────────────── 

○議長（正木 武君） 次に、原案について採決します。 

  原案に賛成の方は挙手を願います。 
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（挙手多数） 

○議長（正木 武君） 挙手多数です。 

  したがって、議案第26号 平成24年度大多喜町一般会計予算は原案のとおり可決されまし

た。 

（「議長」の声あり） 

○議長（正木 武君） ３番江澤議員。 

○３番（江澤勝美君） 動議を提出させていただきます。 

  ただいま議決されました平成24年度大多喜町一般会計予算の付帯決議案の提出をいたしま

す。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎日程の追加及び順序の変更 

○議長（正木 武君） お諮りします。 

  ただいま３番江澤議員から、平成24年度大多喜町一般会計予算に対する付帯決議案につい

ての議案が提出されました。これを日程に追加し、追加日程第１として議題としたいと思い

ます。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 異議なしと認めます。 

  したがって、提出された議案を日程に追加し、追加日程第１とし、議題にすることを決定

しました。 

  お諮りします。 

  日程順序を変更し、追加日程第１、発議第４号を先に審議をしたいと思います。ご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 異議なしと認めます。 

  追加日程第１、発議第４号を審議することに決定しました。 

  追加日程第１、発議第４号 平成24年度大多喜町一般会計予算に対する付帯決議案につい

てを議題とします。 

  事務局職員より議案を配付します。 

（議案配付） 

○議長（正木 武君） 議案の配付漏れはありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 配付漏れなしと認めます。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎発議第４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（正木 武君） 追加日程第１、発議第４号 平成24年度大多喜町一般会計予算に対す

る付帯決議についてを議題とします。 

  本案について、提出者からの趣旨説明を求めます。 

  ３番江澤議員。 

○３番（江澤勝美君） ありがとうございました。 

  それでは、付帯決議案の説明をさせていただきます。 

  発議第４号 

  大多喜町議会議長 正木武様。 

  提出者 大多喜町議会議員 江澤勝美 賛同者 野口晴男君でございます。 

  議案第26号平成24年度大多喜町一般会計予算に対する付帯決議案について説明をいたしま

す。 

  大多喜町議会会議規則第16条の規定によりまして、別紙の付帯決議案を添えて提出するも

のであります。 

  提案理由でございますが、皆さんご承知のとおり、大多喜町は、少子化や都市部への人口

の流出によって、人口減少が続いておりまして、平成22年４月に過疎地域自立促進特別措置

法に基づく過疎地域となりました。この人口減少や高齢化によって、商店街の衰退や学校の

統合、交通機関の存続、各産業の後継者問題、さらに消防団員の確保など、さまざまなとこ

ろで課題が増大しております。特に、夷隅地域では中核病院であるいすみ医療センターを初

め、各医療機関は看護師や医師不足によって町民は十分な医療の提供が受けられず、深刻な

課題となっておりまして、継続的な医療従事者の確保と地域の医療体制の拡充によって町民

が安心して生活できる社会基盤の確立を願うものであります。 

  そこで、大多喜町議会としては、町民の健康や命、生活を守るため、平成24年度の一般会

計当初予算の執行に対しまして慎重かつ適切な運用を求めて、次の決議を行いたいというも

のであります。 

  議案第26号平成24年度大多喜町一般会計予算に対する付帯決議案についてですが、大多喜

町は、これまで企業誘致や生活道路網の整備をはじめ、農業生産基盤の整備、町営住宅の建
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設や宅地分譲、さらに統合保育園や学校教育施設の整備、光ファイバー網の整備、各種福祉

施策の推進に取り組み、各種人口増対策を図ってきたが、若者の都市部への人口の流出によ

って人口減少が続き、その構成も少子化高齢社会となっている。 

  このことによって、教育や福祉、交通機関の存続、各産業の後継者不足、そして消防団員

の確保など、様々なところで課題が増大している。 

  特に、夷隅地域の医療機関では、看護師や医師不足によって、出産、育児、子育てをする

うえで必要な医療サービスや保健事業をはじめ、救急医療の場合でも支障が出るなど、深刻

な課題となっている。 

  そこで、これまで進めてきた人口増対策に加え、町民の健康や命を守るために夷隅地域に

医師や看護師を増やし、医療体制を拡充することで、若者からお年寄りが安心して生活でき

る地域づくりを目指すことで、人口減少の歯止めの１つになるものと確信をしております。 

  ついては、平成24年度予算執行にあたっては、各事業の優先度や財源確保の精査を慎重か

つ適切に行い、町の将来を見据えた健全財政を求めるとともに、大喜多町議会として町の健

康や命、生活を守るため、次の事項について付帯決議する。 

記 

  １ 予算執行にあたっては、第三次行財政改革推進計画を踏まえ、事業の必要性、優先度

を十分精査し、無駄をなくし、効率的かつ効果的な行財政運営を引き続き推進する。 

  ２ 亀田医療大学施設整備にかかる補助金の支出にあたっては、いすみ医療センターをは

じめ夷隅地域の医療機関、関係自治体と連携して、看護師の確保につなげ、夷隅地域の医療、

保健事業、介護事業の強化に資する。 

  ３ 東日本大震災を教訓として、防災計画を見直し、町民の防災対策の充実と救援、避難

時に必要な非常時備蓄品を拡充する。 

  平成24年３月21日、大多喜町議会。 

  以上であります。よろしくご審議の上、ご賛同いただけますようお願い申し上げます。 

○議長（正木 武君） これから質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  本案については討論を省略し、これから採決したいと思います。ご異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 異議なしと認めます。 

  これから発議第４号を採決します。 

  この採決は挙手によって行います。 

  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

（挙手全員） 

○議長（正木 武君） 挙手全員です。 

  したがって、発議第４号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第２７号から議案第２９号の質疑、討論、採決 

○議長（正木 武君） 日程第２、議案第27号 平成24年度大多喜町鉄道経営対策事業基金特

別会計予算の議事を続けます。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第27号 平成24年度大多喜町鉄道経営対策事業基金特別会計予算を採決します。 

  この採決は挙手によって行います。 

  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

（挙手全員） 

○議長（正木 武君） 挙手全員です。 

  したがって、議案第27号 平成24年度大多喜町鉄道経営対策事業基金特別会計予算は原案

のとおり可決されました。 

  日程第３、議案第28号 平成24年度大多喜町国民健康保険特別会計予算の議事を続けます。 
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  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  １番野中議員。 

○１番（野中眞弓君） 今、国民健康保険の県内一本化、広域化が言われておりますけれども、

どの辺まで進められているのか伺いたいと思います。 

○議長（正木 武君） 税務住民課長。 

○税務住民課長（関 晴夫君） 県の広域化についてのご質問でございますけれども、お答え

申し上げます。 

  今年度、県におきましては、広域化、国保財政の安定化を推進するための千葉県市町村国

保財政安定化等連携会議を設置いたしました。会議のメンバーですけれども、県、国保連合

会ほか11市町17団体で構成され、連携会議そのものは２回開催されております。この３月28

日に３回目の会議が予定されております。また、担当者レベルの作業部会も２回ほど開催さ

れました。 

  検討内容につきましては、調整交付金基準の見直し、共同化により効果があると思われる

事業等についてのアンケート調査の実施、このアンケート調査の結果、効率化や統一化が図

れることができる事項について具体的改善案、取り組みについての調査が実施されました。

24年度も引き続きこの会議は継続されるものであります。 

  現在の広域化についての取り組み状況は以上であります。 

○議長（正木 武君） １番野中議員。 

○１番（野中眞弓君） 今、広域化を目指しているのは、部分的にやれる部分だけやっていこ

うという形なんでしょうか。そこで終わるのか。基本的には、各自治体ごとの国保があって、

共同化できる部分についてはもっと共同化の部分を進めようというのをずっと引っ張ってい

くのか、それとも共同化できるところをだんだんふやして、最終的には本当に保険料も県内

同一というような広域化を目指している方向なのか、どうなんでしょうか。 

○議長（正木 武君） 税務住民課長。 

○税務住民課長（関 晴夫君） 広域化につきましては、最終的に、今は一つ一つつぶしてい

って、最終的には県内の一本の統一化ということを目指してやっております。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） １番野中議員。 

○１番（野中眞弓君） それについては、どのくらいのめどを、何年くらいに完全一本化を目
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指して作業は進められているんですか。 

○議長（正木 武君） 税務住民課長。 

○税務住民課長（関 晴夫君） うちのほうに示されておりますのは、23年、24年のスケジュ

ールしか示されておりませんので、その後、県のほうでどういうふうに、まとまり状況にも

よると思いますけれども、それによって変わってくると思います。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） ほかに質疑ありませんか。 

  １番野中議員。 

○１番（野中眞弓君） ありがとうございます。 

  財政の問題なんですけれども、県・国の財政調整交付金が減額になっています。年少扶養

控除の廃止によって保険料がふやされていると思うんですけれども、その額、わかりますか。 

○議長（正木 武君） 税務住民課長。 

○税務住民課長（関 晴夫君） 年少扶養控除の廃止の国保への影響へのご質問だと思います

けれども、国民健康保険税の税額計算につきましては、総所得から基礎控除分の33万円を差

し引いたものに税率を掛けて計算しておりますので、影響はないものと理解しております。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） １番野中議員。 

○１番（野中眞弓君） それなら、財政調整交付金がマイナスになっている、その理由という

のはどういうことなんでしょうか。 

○議長（正木 武君） 税務住民課長。 

○税務住民課長（関 晴夫君） 国・県の財政調整交付金につきまして、マイナスになってい

るとのご質問でございますけれども、予算編成時、国につきましては概算交付申請のみで正

式な交付申請を行っておりませんでした。また、県につきましても、交付申請を行っていな

かったため、前々年の実績を参考に予算編成をさせていただきました。国・県とも毎年交付

金額が下がっておりまして、国におきましては前年比98パーセント、県につきましては96パ

ーセントということで予算編成をさせていただきました。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） １番野中議員。 

○１番（野中眞弓君） そうすると、国や県の財政調整交付金が少なくなっている分、どこが

負担するんでしょうか。 
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○議長（正木 武君） 税務住民課長。 

○税務住民課長（関 晴夫君） 予算編成時マイナスとなっておりますが、この後、変更交付

申請あるいはきちんとした交付申請を行いますので、その分につきましては、そこで調整で

きると考えております。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） １番野中議員。 

○１番（野中眞弓君） 毎年交付金が減らされている。国は98パーセント計算、県は96パーセ

ントでと。交付金そのものが現実減っているわけでしょう。予算を立てる上で、名目上こう

いうふうにやりなさいということではなくて、交付金そのものが減ってきているわけでしょ

う。国保の支出そのものはふえているわけだから、国・県から入ってくる分少なくなってい

れば、どこかがその負担を、少なくなった分補っているはず。どこのところに国・県の負担

が少なくなった分、ふやされているのか。 

○議長（正木 武君） 税務住民課長。 

○税務住民課長（関 晴夫君） 国・県の負担が少なくなってきておるということで、当初国

保につきましては、国・県合わせて50パーセント国で見ていただけるということであったん

ですが、現在の状況ですと、大体30パーセントぐらいしか見ていただいておりません。その

分、被保険者あるいは町のほうからその分を穴埋めしているという状況になると思っており

ます。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論はありますか。 

（「はい」の声あり） 

○議長（正木 武君） 討論がありますので、これから討論を行います。 

  初めに、本案に反対者の発言を許します。 

  １番野中議員。 

○１番（野中眞弓君） 私は、平成24年度大多喜町国民健康保険特別会計に反対の立場から討
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論させていただきます。 

  今の質疑でわかりましたように、国民健康保険税が高いという、高くなった原因というの

は、もちろん医療費の高騰もありますけれども、国がかつては医療費の50パーセントを負担

していたものが、今では30パーセントになっている。今回も如実に国・県の交付金が減らさ

れている。一般会計のときもそうでしたけれども、住民の収入が減っている中でこういう保

険料がどんどん高騰されていくというのは、国民はとても耐えられません。町では上昇分の

２分の１を負担するという繰り入れを去年からしていますけれども、それでも上がっており

ます。国民健康保険の特殊性を考えたときに、上昇分の２分の１ということではなくて、今

や上昇を完全に抑える政策が必要だと思います。そういう点で、まだ国民健康保険の会計に

ついては、このまま認めるわけにはいきません。 

  以上をもちまして反対討論とさせていただきます。 

○議長（正木 武君） 次に、本案に賛成者の方の発言を許します。 

  ４番小髙議員。 

○４番（小髙芳一君） 私は、賛成の立場から意見を言わせていただきたいと思います。 

  今、野中議員のほうから話はありましたけれども、内容については、野中議員のは相当熟

知しています。この会計を反対したら、もっと困ってしまう状況であります。国が50パーセ

ントだったのが30パーセント、これは当然苦しくなるのは当たり前の話であります。保険税

を払っている半分の方は軽減世帯、上限の方は20人弱、こんな中で国保財政が持つわけない。

そういう思いでありますし、審議をしていても本当につらくなるばっかりでありまして、こ

れ以上上げることは認められないと言いたいんでありますけれども、これを通さなかったら

医療を受けられないというような形になってしまいます。 

  町でも上昇分の半分を補助するという形ができました。これ以上難しいという部分もあり

ますけれども、やはり最低限医療を受けられるような制度にしていかなければいけないとい

う部分もありますので、今後町におかれましても、ある程度その状況をしっかりと見ながら

の判断をお願いしたいというふうに考えております。 

  賛成という感じでありませんけれども、もうこういう状況で国に喝を入れるしかないとい

う思いで賛成したいと思います。 

  以上であります。 

○議長（正木 武君） ほかに討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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○議長（正木 武君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第28号 平成24年度大多喜町国民健康保険特別会計予算を採決します。 

  この採決は挙手によって行います。 

  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

（挙手多数） 

○議長（正木 武君） 挙手多数です。 

  したがって、議案第28号 平成24年度大多喜町国民健康保険特別会計予算は原案のとおり

可決されました。 

  日程第４、議案第29号 平成24年度大多喜町後期高齢者医療特別会計予算の議事を続けま

す。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第29号 平成24年度大多喜町後期高齢者医療特別会計予算を採決します。 

  この採決は挙手によって行います。 

  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

（挙手多数） 

○議長（正木 武君） 挙手多数です。 

  したがって、議案第29号 平成24年度大多喜町後期高齢者医療特別会計予算は原案のとお

り可決されました。 

  ここで10分間休憩します。 

（午後 ２時３７分） 
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───────────────────────────────────────────────── 

○議長（正木 武君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ２時４９分） 

───────────────────────────────────────────────── 

◎日程の追加及び順序の変更 

○議長（正木 武君） ただいま町長から議案第33号 大多喜町介護保険条例の一部を改正す

る条例の一部を改正する条例の制定についての議案が提出されました。 

  これを日程に追加し、追加日程第２とし、日程順序を変更し、議題としたいと思います。

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 異議なしと認めます。 

  したがって、提出された議案を日程に追加し、追加日程第２とし、議題にすることを決定

しました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第３３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（正木 武君） 追加日程第２、議案第33号を議題とします。 

  事務局職員より議案を配付します。 

（「配付済み」の声あり） 

○議長（正木 武君） 配付漏れはありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 配付漏れなしと認めます。 

  追加日程第２、議案第33号を議題とします。 

  本案について、提出者から趣旨説明を求めます。 

  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（磯野幸子君） 議案数の多い中で大変ご迷惑をおかけして申しわけございま

せん。議案の追加をお許しくださいましたことを感謝申し上げます。 

  それでは、大多喜町介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて、本文に入る前に提案理由の説明をさせていただきます。 

  去る３月９日、平成24年度第１回議会定例会において可決した議案第12号 大多喜町介護

保険条例の一部を改正する条例について一部誤りがあり、誤りの部分を訂正する必要が生じ
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ましたので、提案をさせていただきます。 

  では、本文に入らせていただきます。 

  議案第33号 大多喜町介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて。 

  大多喜町介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

  大多喜町介護保険条例の一部を改正する条例（平成24年条例第12号）の一部を次のように

改正する。 

  第２条中第３号の改正規定中「３万7,800円」を「３万8,700円」に改める。 

  附則、施行期日、この条例は、平成24年４月１日から施行する。 

  以上で説明を終わります。ご審議をよろしくお願い申し上げます。 

○議長（正木 武君） これから質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  本案については討論を省略し、これから採決したいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 異議なしと認めます。 

  これから議案第33号を採決します。 

  この採決は挙手により行います。 

  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

（挙手全員） 

○議長（正木 武君） 挙手全員です。 

  したがって、議案第33号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第３０号から議案第３２号の質疑、討論、採決 

○議長（正木 武君） 日程第５、議案第30号 平成24年度大多喜町介護保険特別会計予算の

議事を続けます。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 
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  １番野中議員。 

○１番（野中眞弓君） ページ数については、ちょっとお許しください。 

  保険料のことなんですけれども、特別徴収と普通徴収があります。普通徴収、納付書によ

る徴収ですけれども、対象者は年金月額１万5,000円以下の方と、多分保険料が年金の２分

の１以上になる方だと思いますけれども、この人たちがどのくらいいらっしゃって、それぞ

れ滞納者はどのくらいになるのか伺います。 

○議長（正木 武君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（磯野幸子君） 普通徴収者のうち、月年金額が１万5,000円以下の方につい

てですが、58人いらっしゃいます。そのうち３月の時点で滞納のある方が15人となっており

ます。 

  それから、年金の２分の１以上の保険料の該当者ということですが、介護保険の場合です

と18万以下の方につきましては、特別徴収をしておりません。介護保険料はほかの制度に比

べて先に特別徴収の制度ができたものですから、18万以上の方のうち。 

（「後期高齢者だったですか」の声あり） 

○健康福祉課長（磯野幸子君） はい、先に介護保険は徴収させていただいております。ほか

の制度で例えば２分の１以上に超えた場合には普通徴収するという制度になっておりますの

で、介護保険にはそういう該当になる方はいらっしゃいません。 

○議長（正木 武君） １番野中議員。 

○１番（野中眞弓君） 後期高齢者と混乱しておりました。わかりました、自分の間違いが。 

  それから、その次、いきます。 

  介護職員支援交付金、国レベルの予算ですと１年間に1,400億円、３カ年間ついていたん

ですが、24年からは廃止されると聞いております。この影響はどこに出ると考えられるんで

しょうか。介護職員の報酬が減るのか、もしそうでなければ利用者の介護利用料がふやされ

て介護職員の給料レベルを保つのか、あるいは事業所が全部かぶって職員確保をするのか、

どういうふうに考えられているか教えてください。 

○議長（正木 武君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（磯野幸子君） 介護従事者処遇改善臨時特例基金の解散に関するご質問だと

思いますが、21年度の４月からは介護報酬の３パーセントの改定があり、急激な上昇を抑え

るためにこの基金を活用して３年間のうちで保険料を段階的にならしていったということが

１つあります。そして、この解散をするに当たって1.2パーセントの介護報酬の改定があり
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まして、職員の報酬に関しては加算制度が設けられています。ですので、利用料としてその

中に加算部分も含まれておりますので、１割負担の中にその部分が上昇が出ますし、それか

ら町の保険財政にも影響してくると思われます。 

○議長（正木 武君） １番野中議員。 

○１番（野中眞弓君） そうすると、国が支援金をなくすことによって利用者も利用料が上が

るし、町も負担がふえるというふうに理解してよろしいんですね。 

○議長（正木 武君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（磯野幸子君） 全体的にはそういうことになりますけれども、介護度とか、

それから利用するサービスの内容によって多少単位が減ってきたり、また上昇したりという

ものがめり張りがつけられてきていますので、サービスの利用の内容によっては余り影響の

ない利用者の方もいらっしゃいます。 

○議長（正木 武君） １番野中議員。 

○１番（野中眞弓君） 全体としてはどうなんでしょうか。 

○議長（正木 武君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（磯野幸子君） 全体としては、やはり上昇します。 

○議長（正木 武君） １番野中議員。 

○１番（野中眞弓君） 生活援助というのはホームヘルパーさんによる家事援助ですけれども、

今まで１時間単位でしたっけ、だったのが45分に切られるということです。この影響につい

てどう考えていらっしゃるのかお願いします。 

○議長（正木 武君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（磯野幸子君） ホームヘルプの中の生活援助でございますが、現在行われて

いるサービスの供給単位が30分以上60分未満が229単位、それから60分以上が235単位という

ふうになっております。これが改正後になりますと20分以上45分未満が190単位、それから

45分以上が235単位ということで、45分以上利用した場合には現行の60分以上の単位と同じ

という料金体系になります。ですので、短い時間で利用する場合は上昇の割合が高いですが、

比較的長い時間で利用される場合は上昇はないということになります。 

○議長（正木 武君） ほかに質疑ありませんか。 

  ４番小髙議員。 

○４番（小髙芳一君） 204ページの支払基金の交付金につきまして、どのような算定をして

いるのかお願いをしたいと思います。 
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  それから、この部分は町から、40歳から65歳の方が支払った保険料はそのままそっくり算

定されて戻ってくるということでよろしいんでしょうか。 

○議長（正木 武君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（磯野幸子君） 支払基金の交付金の関係でございますが、平成24年度から介

護給付にかかわる第１号保険者と第２号保険者の負担割合が変わってきました。１パーセン

ト交付金のほうが少なくなっておりまして、29パーセントになります。 

  それから、この交付金ですが、これは国保だけの交付金ではなくて、その他の健康保険を

含めた交付金でございます。 

（「試算はどういうふうになっていますか」の声あり） 

○健康福祉課長（磯野幸子君） 試算は、介護給付費の29パーセントになります。 

○議長（正木 武君） ほかに質疑ありますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「はい」の声あり） 

○議長（正木 武君） 討論がありますので、これから討論を行います。 

  初めに、本案に反対者の発言を許します。 

  １番野中議員。 

○１番（野中眞弓君） 介護保険、平成24年度特別会計について反対の立場から討論させてい

ただきます。 

  介護保険でも滞納が出ております。先ほど滞納が出るのは年金から天引きされない普通徴

収の方たちからだと思いますけれども、月１万5,000円以下の収入の方が年間１万何ぼ、約

１割の保険料を取られる。１割といったら多いか少ないかといったら、パーセンテージでい

っても少なくありませんし、残された額といったら生活そのものができなくなる額でありま

す。こういう点で、残酷な制度だなとつくづく思います。 

  それと、介護保険においても、国が少しずつ少しずつ負担割合を減らして、それを国民負

担にかぶせていくということがここでも行われている。老人から改めて保険料を取る上に、

さらにちょびちょびやる姑息なやり方に対して、やはり黙ってこのまま認めるわけにはいき
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ません。 

  本当に健康で人から介護を受けなくてもいいような老後の送り方のできるまちづくりとい

うことを切に希望して、私は反対討論とさせていただきます。 

○議長（正木 武君） 次に、本案に賛成者の発言を許します。 

  10番藤平議員。 

○１０番（藤平美智子君） それでは、私は平成24年度大多喜町介護保険特別会計予算につい

て、賛成をする立場から討論をさせていただきます。 

  高齢者のひとり暮らし世帯や認知症高齢者の増加、核家族や近隣関係の希薄化と、高齢者

を取り巻く環境が変化してきており、社会全体で高齢者を支える仕組みの必要性がますます

高まってきております。大多喜町におきましても、高齢化率が32パーセントを超え、後期高

齢者の割合も増加していることから、今後もさらに介護保険のサービスを利用する方がふえ

ることが予想され、高齢者が住みなれた地域で安心して暮らせる地域づくりを目指し、第５

期介護保険事業計画に基づき予算の推計を行い、平成24年度予算が編成されております。 

  平成24年度は、介護報酬の改定が予定され、町内では介護老人保健施設の開設、平成24年

度には認知症グループホームが開設を予定されていることから、ますます介護給付者等の増

加が見込まれますので、今後の高齢者保健、福祉施策との連携を十分検討していただくよう

お願いし、平成24年度大多喜町介護保険特別会計予算の賛成の立場から討論とさせていただ

きます。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） ほかに討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第30号 平成24年度大多喜町介護保険特別会計予算を採決します。 

  この採決は挙手によって行います。 

  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

（挙手多数） 

○議長（正木 武君） 挙手多数。 

  したがって、議案第30号 平成24年度大多喜町介護保険特別会計予算は原案のとおり可決

されました。 
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  日程第６、議案第31号 平成24年度大多喜町水道事業会計予算の議事を続けます。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第31号 平成24年度大多喜町水道事業会計予算を採決します。 

  この採決は挙手によって行います。 

  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

（挙手多数） 

○議長（正木 武君） 挙手多数です。 

  したがって、議案第31号 平成24年度大多喜町水道事業会計予算は原案のとおり可決され

ました。 

  日程第７、議案第32号 平成24年度大多喜町特別養護老人ホーム事業会計予算の議事を続

けます。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 
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  これから議案第32号 平成24年度大多喜町特別養護老人ホーム事業会計予算を採決します。 

  この採決は挙手によって行います。 

  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

（挙手全員） 

○議長（正木 武君） 挙手全員です。 

  したがって、議案第32号 平成24年度大多喜町特別養護老人ホーム事業会計予算は原案の

とおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎発議第２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（正木 武君） 日程第８、発議第２号 大多喜町議会基本条例の制定についてを議題

とします。 

  本発議案について、提出者の説明を求めます。 

  ９番野口晴男議員。 

○９番（野口晴男君） それでは、大多喜町議会基本条例案の説明の前に、提案理由の説明を

申し上げたいと思います。 

  議員各位ご承知のとおり、平成12年４月の地方分権一括法の施行以来、地方の自治体や二

元制代表制の地方議会の役割、そして責任はさらに重くなりました。このような中で、その

時代に対応し、議会改革、さらには議会活性化を目指しまして、大多喜町議会では平成13年

以来、議会改革や議会の活性化、そして住民の意見をまちづくりにつなげるため、住民の議

会の懇談会を平成22年９月から実施し、住民参加の議会づくりに取り組んできております。

また、時代の移り変わりとともに、国民や住民の行政と議会に対するニーズも変化しまして、

平成23年には地方議会制度に関する改正点を含む地方自治法の一部改正が行われました。議

員及び議会にとって議会の改革、活性化は永遠のテーマでありまして、町民の代表である重

要な議決機関として町民の意思を町政に的確に反映させるためにも、今後も議会の改革、そ

して活性化に取り組んでいくことが求められております。 

  そこで、大多喜町議会としては、地方分権時代や地域主権の進む時代においても議会とし

ての権能を十分発揮し、その責任が果たせるよう、議会と議員の活動原則を定めた議会基本

条例案を策定しようと策定検討委員会を立ち上げて、昨年５月から取り組んできたものであ

ります。その結果、委員各位の調査や協議、議論を経て条例案がまとまりましたので、さき

に開催いたしました議員全員協議会で報告させていただいたところでございます。 

－278－ 



  また、条例案のうち、町執行部との調整が必要な７項目につきまして、２月14日に協議を

行いまして、条例案の内容で了承いただきました。 

  さらに、この条例案につきましては、広く町民の意見を伺うため、２月20日から３月９日

までの19日間、町のホームページ、それから役場ロビー、出張所２カ所、中央公民館、老人

福祉センターに条例案と意見募集を置きましてパブリックコメントを実施しましたが、寄せ

られた意見は特にありませんでした。 

  また、法政大学の広瀬教授にも監修いただき、ご提案するものでありますので、よろしく

お願いいたします。 

  大多喜町議会条例案は、全22条で構成されております。 

  大多喜町議会基本条例案の骨子または特徴を申し上げますと、重要な議案に対する議員の

態度、賛否の公表、町民の意見を議員の政策立案や町政推進に反映させるための住民と議会

の懇談会の開催、請願、陳情の町民等からの政策提言としての位置づけ、議員相互間の討議

の尊重、政策形成過程に関する必要な説明要求や当初予算編成に関する主要施策、主な事務

事業説明会の開催、５項目にわたる議決事件の追加、より多くの町民が議会を傍聴し、まち

づくりに参加できる機会を目指した日曜議会の開催、議員の質問に対する町長や町職員への

逆質問の不要、議会改革や活性化に取り組むための検討組織の設置、町に対する政策提言の

実施、重要な行政課題に迅速に対応するための議員全員協議会の開催、町政の課題に関する

調査のため、有識者による調査機関の設置、政務調査費に関する透明性の確保、議会基本条

例の最高規範性と見直しの明記、以上のような事項が条例の特徴であります。 

  なお、条例につきましては、議会事務局長のほうから説明をお願いしたいと思いますので、

よろしくご審議いただき、可決いただきますようお願い申し上げます。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） それでは、条文の説明については議会事務局職員をして朗読を願います。 

  議会事務局長。 

○事務局長（髙橋謙周君） それでは、提出されました大多喜町議会基本条例の条文につきま

して、朗読、説明をさせていただきたいと思います。 

  この条例案につきましては、最終的に先ほど野口議員のほうから提案説明でありましたけ

れども、全国の地方議会の活性化、改革の第一人者でございます、また議会改革フォーラム

の代表でございます法政大学の広瀬克哉教授の監修を得たものでご提出でございますので、

ご了承いただきたいと思います。 
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  皆さんのお手元のほうには議会基本条例案と、それから議会基本条例案につきましての各

条項の説明文、両方ございますので、この条項説明文につきましては、この条文の解釈、こ

ういう経過でこの条文を規定したということでご理解をいただきたいと思います。 

  それでは、議会基本条例案につきまして、前文からご説明を申し上げます。 

  地方自治の進展を図るためには、町民と自治体との信頼関係、協働の精神が不可欠である。 

  町民の意思を把握し、行政に反映する町議会は、町民と身近に接した町民の代表機関であ

り、町の意思決定機関である。 

  二元代表制は、町議会と町長がともに町民の信託を受け、対等な関係のもとに健全な緊張

関係を保持しながら、町民の福祉の向上と町の発展に努める制度であり、この実現のために

町議会が担う役割、果たすべき使命はますます重要となっている。 

  大多喜町議会（以下「議会」という。）は、先人が築いた歴史と伝統を受け継ぎ、これに

安住することなく不断の改革に努め、町民の代表として創意工夫を重ね、行動する議会とし

て、町民とともに地域の主体性を高めることを目指し、住民自治を推し進め、団体自治を確

立する地方自治の本旨に則り、全力で町民の負託に応えるため、本条例を制定する。 

  目次でございますが、第１章の総則（第１条）から附則まで規定してございます。 

  第１章 総則 

  （目的） 

  ２ページをお開きいただきたいと思います。 

  第１条 この条例は、議会に関する基本事項を定め、議会及び議員の役割、行動指針等を

明らかにすることにより、町民の負託に応え、町民が安心して生活できる大多喜町の実現に

寄与することを目的とする。 

  第２章 議会及び議員の活動原則 

  （議会の活動原則） 

  第２条 議会は、町の意思決定機関としての議決責任を自覚し、町民及び町にとって最良

の意思決定を行うよう務めるため、次に掲げる原則に基づいて活動するものとする。 

  （１）政策決定並びに町長その他の執行機関の事務について、町民の立場に立って監視及

び評価機能を果たすこと。 

  （２）提出された議案の審議又は審査を行うほか、独自の政策の立案及び提言を行うこと。 

  （３）町民への説明責任を果たすとともに、議会活動への町民参加を推進すること。 

  （４）町民の多様な意見を的確に把握し、町政及び議会活動に反映させること。 
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  （議員の活動原則） 

  第３条 議員は、議会を構成する一員として、次に掲げる原則に基づいて活動するものと

する。 

  （１）議会が言論の場であること及び合議制機関であることを十分認識し、議員間の自由

な討議を重んじること。 

  （２）日常の調査及び研修活動を通じて自らの資質の向上に努め、町民の代表者としてふ

さわしい活動を行うこと。 

  （３）議会活動について、町民に対して説明責任を果たすこと。 

  （議会改革の推進） 

  第４条 議会は、議会の信頼性を高めるため、分権時代における地方議会のあり方を議論

し不断の改革に努めるものとする。 

  ２ 議会は、前項の改革に取り組むため、必要に応じて議員で構成する検討組織を設置す

るものとする。 

  （会派） 

  第５条 議員は、議会活動を行うため、会派を結成することができる。 

  ２ 会派は、政策を中心とした同一の理念を有する議員で構成し、政策立案、政策決定等

に関し、合意形成に努めるものとする。 

  第３章 町民と議会の関係 

  （町民との連携） 

  第６条 議会は、町民の意見を議会活動に反映するよう努めなければならない。 

  ２ 議会は、本会議、常任委員会、特別委員会のほか議会の公式の会議を原則公開とする。 

  ３ 議会は、地方自治法（昭和22年法律第67号）に規定する公聴会制度及び参考人制度を

活用し、議会の審議に反映するよう努めるものとする。 

  ４ 議会は、町民に対し説明責任を果たすとともに、町民の意見を的確に把握するため、

町民との意見交換の場を設けるものとする。 

  ５ 町民や町内の各団体等の請願、陳情及び要望を、町民及び町内の団体等からの政策提

案と位置づけるとともに、必要に応じて提出者の意見を聴く機会を設けるものとする。 

  ６ 議会及び委員会、議会議員全員協議会の傍聴が許可される場合で、傍聴者から審査資

料の貸与の申し出がある場合は、会議当日に限り貸与することができるものとする。 

  ７ 議会は、より多くの町民が議会を傍聴できる機会を設けるため、必要に応じて日曜日
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等に議会を開催する。 

  （情報公開及び広報広聴の充実） 

  第７条 議会は、議会の活動状況や町政に係る重要な情報を、議会独自の視点から、町民

に対して分かりやすく周知するよう務めるものとする。 

  ２ 議会は、インターネット、広報紙等の多様な媒体を用いて、情報を発信し、町民の意

見の把握に努めるものとする。 

  ３ 議会は、議会だより等で議案に対する各議員の賛否の状況を公表し、審議過程が町民

に理解されるよう情報の提供に努めるものとする。 

  第４章 行政と議会の関係 

  （町長等と議会及び議員の関係） 

  第８条 議会は、町長その他の執行機関及びその補助職員（以下「町長等」という。）と

常に緊張ある関係を保持し、事務の執行の監視及び評価を行うものとする。 

  ２ 議会審議における議会と町長等との関係は、次に掲げるとおりとする。 

  （１）本会議における議員と町長等との質疑応答は、論点及び争点を明確にして行うもの

とする。 

  （２）本会議における一般質問での町長等との質疑応答は、一問一答の方式で行うものと

する。 

  （３）議長から本会議及び委員会に出席を要請された町長等は、議長又は委員長の許可を

得て、議員の質問に対して論点や争点を明確にするため、逆質問することができる。 

  （議会審議における論点情報の形成） 

  第９条 議会は、町長が提案する重要な政策について、議会審議における論点情報を形成

し、その政策水準を高めることに資するため、町長に対し、次に掲げる事項について明らか

にするよう求めるものとする。 

  （１）政策の発生源 

  （２）提案に至るまでの経緯 

  （３）町民のニーズを反映した施策 

  （４）町民参加の実施の有無とその内容 

  （５）総合計画や各実施計画との整合性 

  （６）政策等の実施にかかわる財源措置 

  （７）将来にわたるコスト面の検討 
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  ２ 議会は、予算及び決算の審議に当たっては、前項の規定に準じて、分かりやすい施策

別又は事業別の説明を町長に求めるものとする。 

  ３ 議会は、当初予算について、予算編成の方針及び内容等について町長等から説明を受

けるため、主要施策および主な事務事業の説明会を開催するものとする。 

  （政策立案及び政策提言） 

  第10条 議会は、政策立案機能の強化に努め、もって条例の提案、議案の修正、決議等の

政策提案を行うとともに、町長等に対し政策提言を行うものとする。 

  （議決事件の追加） 

  第11条 代表機関である議会が、町政における重要な計画等の決定に参画する観点と、地

方自治体を代表する町長の政策執行上の必要性を比較考量し、その決定に当たっては議会と

しての議決責任という役割を町長等と公平に分担するという観点に立ち、法第96条第２項の

議会の議決事件について、次のとおり定める。 

  （１）大多喜町基本構想及び基本計画 

  （２）大多喜町地域防災計画 

  （３）大多喜町障害者計画・障害福祉計画 

  （４）大多喜町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 

  （５）大多喜町町民憲章 

  ２ 議会は、前項に定めるもののほか、重要な事項を議決事件として追加することができ

る。 

  第５章 議会運営 

  （議会運営） 

  第12条 議会は、議員相互間の議論を尊重し、公正、公平かつ効率的な議会運営に努めな

ければならない。 

  ２ 議会は、別に定める会議規則を遵守し、円滑な議会運営に努めなければならない。 

  （委員会及び議会議員全員協議会） 

  第13条 議会は、社会経済情勢等により、新たに生ずる行政課題に適切かつ迅速に対応す

るため、常任委員会、特別委員会（以下、委員会という。）の設置目的に応じた機能が十分

発揮されるよう運営されなければならない。 

  ２ 議会は、常任委員会、特別委員会だけでは対処することができない町政の諸課題に柔

軟に対処するため、町政全般にわたって、議員が自由に情報及び意見交換ができるよう議会
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議員全員協議会を開催することができるものとする。 

  第６章 議会の権能強化 

  （調査機関及び検討会等の設置） 

  第14条 議会は、町政の課題に関する調査のため必要があると認めるときは、有識者等で

構成する調査機関を設置することができる。 

  ２ 議会は、町政の課題に関する調査のため必要があると認めるときは、議員で構成する

検討会等を設置することができる。 

  （研修及び調査研究） 

  第15条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上、議員活動に資するため、議員研修

会等の開催に努めるものとする。 

  ２ 議会は、議員研修及び調査研究の充実強化に当たり、広く各分野の専門家や町民各層

を招き、議員研修会及び調査研究を開催するものとする。 

  （議会図書室の充実） 

  第16条 議会は、議員の調査研究に資するため、議会図書室の充実につとめるものとする。 

  （交流及び連携の推進） 

  第17条 議会は、他の自治体の議会と政策及び議会運営等について意見交換や情報を共有

するため、積極的に交流及び連携を図るものとする。 

  （議会事務局の体制整備） 

  第18条 議会は、 議員の政策提案機能、立案機能、監視機能及び調査機能を強化し、議

会の円滑な運営を補助するため、議会事務局の充実強化に努めるものとする。 

  第７章 政務調査費 

  （政務調査費） 

  第19条 大多喜町議会政務調査費の交付に関する条例（平成13年条例第12号）の規定によ

り政務調査費の交付を受けた会派又は議員は、政務調査費の適正な執行に努めなければなら

ない。 

  ２ 議会は、議長が別に定める条例及び規則並びに規程に基づき、政務調査費の収支報告

書を閲覧の方法により公開する。 

  第８章 議員の定数・待遇・政治倫理 

  （議員定数及び議員報酬） 

  第20条 議員定数（以下「定数」という。）及び議員報酬（以下「報酬」という。）は、
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別に条例で定める。 

  ２ 定数及び報酬の改正にあたっては、行財政改革の視点のほか、町政の現状と課題、将

来の予測と展望を十分に考慮するものとする。 

  ３ 議員が定数及び報酬を改正する議案を提出するにあたっては、改正理由の説明を付し

て、議長に提出するものとする。 

  （議員の政治倫理） 

  第21条 議員は、町民全体の代表者としてその倫理性を常に自覚し、良心と責任感を持っ

て、議員の品位を保持し、識見を養い、行動しなければならない。 

  第９章 最高規範性と見直し手続き 

  （最高規範性） 

  第22条 この条例は、議会運営における最高規範であり、議会に関する他の条例、規則、

規程等を制定し、又は改廃する場合は、この条例の理念に従うものでなければならない。 

  ２ 議会は、この条例の施行後も、常に社会情勢の変化や住民の意見等を勘案し、目的が

達成されているかどうか不断の検証を行い、改正の必要があると認められる場合は、速やか

に適切な措置を講ずるものとする。 

  附則 

  この条例は、平成24年４月１日から施行するということでございます。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） 説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  質疑ありますか。 

  ５番苅込議員。 

○５番（苅込孝次君） 質疑ではないんですけれども、せっかく先生からもらった意見は、こ

こに反映されているんですか。 

○議長（正木 武君） 事務局長。 

○事務局長（髙橋謙周君） 変則的な形になりましたが、野口議員さんにかわりまして説明さ

せていただきます。 

  この関係につきましては、先生のほうから全部で８項目ご指摘といいますか、ご意見がご

ざいました。この内容については、すべて本条例の中に盛り込んでございます。 

  ただ、１つだけ、第15条の関係、できればこの中に地方自治法第100条の２の積極活用を
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明記されると具体的な取り組みが項目に明確になると思いますということなんですけれども、

これは特に明記しなくてもいいでしょうというような、一応コメントはいただきましたが、

そういうふうなことで先生のほうからメールでいただいております。あとはすべて網羅させ

ていただきました。 

  以上です。 

（「ありがとうございました。お世話さまでした」の声あり） 

○議長（正木 武君） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  本発議案については討論を省略し、これから採決したいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 異議なしと認めます。 

  これから発議第２号を採決します。 

  お諮りします。 

  本発議案は原案のどおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 異議なしと認めます。 

  したがって、発議第２号は原案のとおり可決されました。 

  ここで10分間休憩します。 

（午後 ３時３８分） 

───────────────────────────────────────────────── 

○議長（正木 武君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ３時５２分） 

───────────────────────────────────────────────── 

◎日程の追加 

○議長（正木 武君） お諮りします。 

  ただいま11番野村議員から、所定の賛成連名書により発議第５号 大多喜町議会会議規則

の一部を改正する規則の制定についての議案が提出されました。 

  これを日程に追加し、追加日程第３として議題にしたいと思います。ご異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 異議なしと認めます。 

  したがって、提出された議案を日程に追加し、追加日程第３として議題にすることを決定

しました。 

  追加日程第３、発議第５号 大多喜町議会会議規則の一部を改正する規則の制定について

を議題とします。 

  事務局職員により議案を配付します。 

（議案配付） 

○議長（正木 武君） 議案の配付漏れはありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 配付漏れなしと認めます。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎発議第５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（正木 武君） 追加日程第３、発議第５号 大多喜町議会会議規則の一部を改正する

規則の制定についてを議題とします。 

  本案について提出者から趣旨説明を求めます。 

  11番野村議員。 

○１１番（野村賢一君） それでは、大多喜町議会会議規則の一部改正についての提案理由を

説明いたします。 

  それでは、提案理由の説明を申し上げたいと思います。 

  この改正は、大多喜町議会基本条例の制定に伴いまして、議会の運営に関する一般的な手

続及び内部規律等を定めた「大多喜町議会会議規則」のうち、関係する条文について必要な

改正を行うことが第１点目の理由でございます。 

  第２点目としては、議会基本条例で最も重要とした議員の意見の尊重という面や平成12年

の地方自治法の改正により、議員の議案の提出及び修正の動議提出が８分の１以上から12分

の１以上に改正され、本町議会の会議規則についても所要の改正を行いましたが、その後、

大多喜町議会では議員定数が削減され、現在12名となっております。そこで、このたびの議

会基本条例の趣旨に沿って、そのほかの規定についても精査いたしまして、議長の表決及び

議事進行等に対して異議がある場合の賛同する議員の人数を３人以上から２人以上に改める

ものです。 

－287－ 



－288－ 

  ３点目、議会基本条例の制定によりまして、一般質問についても４月１日から一問一答方

式とすることから、一般質問の際の質問の回数を制限した第63条の準用規定の一部改正を行

うものです。 

  ４点目には、このたび役場庁舎の改修工事が終了し、議場が整備されましたが、これまで

同様に専用の議場ではなく、多目的な議場ですので、大多喜町の議場及び設備、さらに本町

の議会運営の実情に即した内容に改めるため、一部改正を行うものであります。 

  よろしくご審議をお願いします。 

  以上です。 

○議長（正木 武君） 説明が終わりました。 

  質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  本案について討論を省略し、これから採決したいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（正木 武君） 異議なしと認めます。 

  これから発議第５号を採決します。 

  この採決は挙手により行います。 

  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

（挙手全員） 

○議長（正木 武君） 挙手全員です。 

  したがって、発議第５号は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎閉議及び閉会の宣告 

○議長（正木 武君） 以上で本日の日程はすべて終了しました。 

  長い期間にわたり議案調査及び審議、大変ご苦労さまでした。 

  これにて会議を閉じます。 

  平成24年第１回大多喜町議会定例会を閉会といたします。 

（午後 ３時５８分） 
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